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平成２８年第１回香美市議会定例会会議録（第１号） 

招集年月日 平成２８年３月２日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ３月２日水曜日（会期第１日） 午前 ９時０５分宣告 

出席の議員 

   １番  甲 藤 邦 廣      １２番  山 崎 晃 子 

   ２番  小 松   孝      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ４番  山 﨑 眞 幹      １４番  大 岸 眞 弓 

   ５番  森 田 雄 介      １５番  織 田 秀 幸 

   ６番  濱 田 百合子      １６番  比与森 光 俊 

   ７番  村 田 珠 美      １７番  依 光 美代子 

   ８番  小 松 紀 夫      １８番  山 本 芳 男 

   ９番  爲 近 初 男      １９番  島 岡 信 彦 

  １１番  門 脇 二三夫      ２０番  石 川 彰 宏 

欠席の議員 

   ３番  利 根 健 二 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  法光院 晶 一   収 納 課 長  近 藤 浩 伸 

  副 市 長  今 田 博 明   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  横 谷 勝 正 

  総 務 課 長  山 﨑 泰 広   福 祉 事 務 所 長  西 本 恭 久 

  企 画 財 政 課 長  山 中 俊 明   産 業 振 興 課 長  佐々木 寿 幸 

  会計管理者兼会計課長  三 谷 由香理   建 設 課 長  井 上 雅 之 

  管 財 課 長  柳 本 隆 司   上 下 水 道 課 長  安 井 幸 一 

  まちづくり推進課長  横 山 和 彦  《香北支所》 

  防 災 対 策 課 長  岡 本 博 章   支所長兼地域振興課長  野 島 惠 一 

  市 民 保 険 課 長  高 橋 由 美  《物部支所》 

  健康介護支援課長  中 山 繁 美   支所長兼地域振興課長  舟 谷 益 夫 

  税 務 課 長  秋 月 建 樹 

 【教育委員会部局】 

  教 育 長  時 久 惠 子   教 育 振 興 課 長  前 田 哲 夫 

  教 育 次 長  小 松 美 公   生涯学習振興課長  久 保 和 昭 

 【消防部局】 

  消 防 長  寺 田   潔 

 【その他の部局】 

 な  し 
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職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  和 田   隆   議会事務局書記  山 本 絵 里 

  議会事務局書記  横 田 恵 子 

市長提出議案の題目 

 承認第  １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

         香美市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第  １号 平成２８年度香美市一般会計予算 

 議案第  ２号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算 

 議案第  ３号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算 

 議案第  ４号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 

 議案第  ５号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 

 議案第  ６号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

 議案第  ７号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 

 議案第  ８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算 

 議案第  ９号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 １０号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計予算 

 議案第 １１号 平成２８年度香美市水道事業会計予算 

 議案第 １２号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算 

 議案第 １３号 平成２７年度香美市一般会計補正予算（第７号） 

 議案第 １４号 平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 １５号 平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

３号） 

 議案第 １６号 平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 １７号 香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 １８号 香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 議案第 １９号 香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２０号 香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第 ２１号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 議案第 ２２号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２３号 香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 
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 議案第 ２４号 香美市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２５号 香美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２６号 香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２７号 香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２８号 香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について 

 議案第 ２９号 香美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 議案第 ３０号 香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ３１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

 議案第 ３２号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 議案第 ３３号 香美市行政不服審査会条例の制定について 

 議案第 ３４号 香美市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 議案第 ３５号 開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定

について 

 議案第 ３６号 市有財産の無償貸付けについて 

 議案第 ３７号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 議案第 ３８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 議案第 ３９号 香美市過疎地域自立促進計画の策定について 

 議案第 ４０号 市道の路線の認定について 

 議案第 ４１号 市道の路線の廃止について 

 議案第 ４２号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

知県市町村総合事務組合規約の変更について 

 議案第 ４３号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分について 

 同意第  １号 教育委員会委員の任命について 

 同意第  ２号 農業委員会委員の任命について 

 同意第  ３号 農業委員会委員の任命について 

 同意第  ４号 農業委員会委員の任命について 

 同意第  ５号 農業委員会委員の任命について 

 同意第  ６号 農業委員会委員の任命について 
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 同意第  ７号 農業委員会委員の任命について 

 同意第  ８号 農業委員会委員の任命について 

 同意第  ９号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １０号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １１号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １２号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １３号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １４号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １５号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １６号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １７号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １８号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 １９号 農業委員会委員の任命について 

 同意第 ２０号 農業委員会委員の任命について 

議員提出議案の題目 

 発議第  １号 香美市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 発議第  ２号 香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について 

議事日程 

平成２８年第１回香美市議会定例会議事日程 

                          （会期第１日目 日程第１号） 

平成２８年３月２日（水） 午前９時開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

   １．議長の報告 

   ２．行財政改革推進特別委員会委員長の報告 

   ３．定住人口増加促進特別委員会委員長の報告 

   ４．市長の報告 

     （１）行政の報告及び提案理由の説明 

 日程第４ 承認第  １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

              香美市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第５ 議案第  １号 平成２８年度香美市一般会計予算 

 日程第６ 議案第  ２号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第  ３号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第  ４号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計
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予算 

 日程第９ 議案第  ５号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第10 議案第  ６号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予

算 

 日程第11 議案第  ７号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予

算 

 日程第12 議案第  ８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）予算 

 日程第13 議案第  ９号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第14 議案第 １０号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計

予算 

 日程第15 議案第 １１号 平成２８年度香美市水道事業会計予算 

 日程第16 議案第 １２号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算 

 日程第17 議案第 １３号 平成２７年度香美市一般会計補正予算（第７号） 

 日程第18 議案第 １４号 平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第19 議案第 １５号 平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第３号） 

 日程第20 議案第 １６号 平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第21 議案第 １７号 香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第22 議案第 １８号 香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 日程第23 議案第 １９号 香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第24 議案第 ２０号 香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第25 議案第 ２１号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第26 議案第 ２２号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第27 議案第 ２３号 香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 日程第28 議案第 ２４号 香美市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第29 議案第 ２５号 香美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
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 日程第30 議案第 ２６号 香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第31 議案第 ２７号 香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第32 議案第 ２８号 香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第33 議案第 ２９号 香美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第34 議案第 ３０号 香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第35 議案第 ３１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

 日程第36 議案第 ３２号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

 日程第37 議案第 ３３号 香美市行政不服審査会条例の制定について 

 日程第38 議案第 ３４号 香美市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 日程第39 議案第 ３５号 開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する

条例の制定について 

 日程第40 議案第 ３６号 市有財産の無償貸付けについて 

 日程第41 議案第 ３７号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 日程第42 議案第 ３８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 日程第43 議案第 ３９号 香美市過疎地域自立促進計画の策定について 

 日程第44 議案第 ４０号 市道の路線の認定について 

 日程第45 議案第 ４１号 市道の路線の廃止について 

 日程第46 議案第 ４２号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第47 議案第 ４３号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産

処分について 

 日程第48 同意第  １号 教育委員会委員の任命について 

 日程第49 同意第  ２号 農業委員会委員の任命について 

 日程第50 同意第  ３号 農業委員会委員の任命について 

 日程第51 同意第  ４号 農業委員会委員の任命について 
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 日程第52 同意第  ５号 農業委員会委員の任命について 

 日程第53 同意第  ６号 農業委員会委員の任命について 

 日程第54 同意第  ７号 農業委員会委員の任命について 

 日程第55 同意第  ８号 農業委員会委員の任命について 

 日程第56 同意第  ９号 農業委員会委員の任命について 

 日程第57 同意第 １０号 農業委員会委員の任命について 

 日程第58 同意第 １１号 農業委員会委員の任命について 

 日程第59 同意第 １２号 農業委員会委員の任命について 

 日程第60 同意第 １３号 農業委員会委員の任命について 

 日程第61 同意第 １４号 農業委員会委員の任命について 

 日程第62 同意第 １５号 農業委員会委員の任命について 

 日程第63 同意第 １６号 農業委員会委員の任命について 

 日程第64 同意第 １７号 農業委員会委員の任命について 

 日程第65 同意第 １８号 農業委員会委員の任命について 

 日程第66 同意第 １９号 農業委員会委員の任命について 

 日程第67 同意第 ２０号 農業委員会委員の任命について 

 日程第68 発議第  １号 香美市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第69 発議第  ２号 香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について 

 日程第70 請願第  １号 香美市に小児科（小児アレルギー対応等を含む）を誘致し

ていただくこと 

会議録署名議員 

 １５番、織田秀幸君、１６番、比与森光俊君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時０５分 開会 開議） 

○議長（石川彰宏君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１８人です。定

足数に達していますので、これから平成２８年第１回香美市議会定例会を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  議事日程に入る前に報告します。３番、利根健二君は、病気のため欠席という連絡が

ありました。 

  まず、平成２８年第１回香美市議会定例会開会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。 

  風はまだまだ冷たいものの、日差しは一日一日とぬくもりを感じてきました。古くか

ら寒さ暑さも彼岸までとも申しますし、三寒四温を繰り返し春はやってきます。春はも

うそこまでやってきております。 

  東日本大震災から３月１１日で５年の歳月がたちますが、まだまだ復興が進んでおら

ず、住民は大変な思いで生活を強いられると思うと、一日でも早い復興を願うものです。

３月１１日は議会開会中ではありますが、震災時刻の２時４６分には黙禱をささげます

ので、皆様のご協力をお願いいたします。 

  また、３月５日には合併１０周年記念式典が開催されますので、皆様方のご参加をよ

ろしくお願いいたします。 

  議員各位、執行部には、年度末を控えて公務多忙な中を本議会定例会にご出席を賜り

まして、まことにありがとうございます。 

  本日の議会定例会に市長から提出されている議案は４３件、承認１件、同意１号から

２０号まで、議員提出につきましては、発議２件、請願１件、意見書案６件が予定され

ております。議員各位におかれましては慎重な審査と審議の上、それぞれの議案に対し

適切な議決を賜りますようにお願いいたします。 

  また、議会の品位を重んじ、円滑な議事運営に格段のご協力を賜りますようにお願い

申し上げ、開会に当たり私のご挨拶といたします。 

  議事日程はお手元にお配りしたとおりです。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今期定例会を通じて１５番、織

田秀幸君、１６番、比与森光俊君の両君を指名します。両君にはよろしくお願いいたし

ます。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。 

  本件につきましては、２月２６日の議会運営委員会で協議をいただいていますので、

委員長から報告を求めます。議会運営委員会委員長、比与森光俊君。 

○議会運営委員会委員長（比与森光俊君）   おはようございます。１６番、比与森で

す。 

  本日招集されました平成２８年第１回香美市議会定例会の運営につきまして、去る２
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月２６日に議会運営委員会を開催しましたので、協議の結果をご報告いたします。 

  まず、会期につきましては、お手元にお配りしました会期及び会議の予定表のとおり

進めることに決定し、本日から３月１８日までの１７日間としました。なお、会議が順

調に運んだ場合の繰り上げての閉会と会期の延長を必要とする場合につきましては、議

長に一任することとなりました。 

  会期中の会議ですが、本日は今期定例会に付議された提出議案の提案理由の説明まで

といたします。ただし、平成２７年第４回議会定例会の継続審査事件であった請願第１

号は、開会日に審査報告から採決まで行います。また、議案第１３号、第２３号及び第

２９号、同意第１号から第２０号までの人事案件２０件につきましては、本日、委員会

付託を省略し、本会議で採決まで行うことに決定いたしました。 

  会期２日目の３日から会期６日目の７日までは、休日及び議案精査のため休会といた

します。 

  会期７日目の８日から会期９日目の１０日までの３日間は、一般質問を予定しており

ます。 

  会期１０日目の１１日は、議案質疑の後、各議案等は各常任委員会へ付託となります。

引き続き議案第１号につきまして連合審査会を行います。連合審査会後、総務常任委員

会において議案審査となります。 

  会期１１日目の１２日、会期１２日目の１３日は、休日及び議案精査のため休会とし

ます。 

  会期１３日目の１４日は、午前９時から教育厚生常任委員会において議案審査となり

ます。 

  会期１４日目の１５日は、産業建設常任委員会において議案審査となります。 

  会期１５日目の１６日、会期１６日目の１７日は、議案審査整理のため休会といたし

ます。 

  会期１７日目の最終日１８日は、各常任委員会の付託議案の審査報告及び採決並びに

追加案件がありますので、委員会の付託を省略をして本会議で採決まで行います。なお、

この日は高知工科大学の卒業式の関係で、本会議の開議は１３時３０分からといたしま

す。また、追加案件として、議員提案の発議、意見書案が予定されています。 

  次に、一般質問の通告は、会期２日目の３日木曜日午前１０時までと決定しました。

一般質問の通告内容でありますが、質問の要旨が十分にわかるように具体的に記入の上、

提出をお願いいたします。 

  次に、請願・陳情、発議、意見書案等の議案について協議を行いました。発議第１号

及び決議第２号につきましては、会期初日の本会議で審議・採決まで行うこととなりま

した。また、発議第３号及び発議第４号につきましては、最終日に追加案件として提案

することとなりました。 

  意見書案第１号から第６号までについても書式等が整っておりますので、会派代表者
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会議において意見書に対する調整を行い、最終日に追加案件として提案することとなり

ました。 

  その他協議結果につきましては、お手元にお配りしました協議結果報告書のとおりで

ありますので、議員各位の格段のご協力をよろしくお願いいたします。 

  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、委員長報告のとおり本日から３月１８日までの

１７日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月１８日ま

での１７日間と決定しました。 

  なお、会期中の会議の予定につきましては、お手元にお配りしてあります予定表のと

おりです。 

【会期及び会議（審査）の予定表 巻末に掲載】 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  初めに、議長の報告を行います。 

  平成２７年第４回議会定例会において決定いたしました、小・中学校にエアコン設置

補助制度の新設を求める意見書ほか５件の意見書は、高知県知事及び高知県教育長、

衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各大臣へそれぞれ送付いたしました。 

  次に、監査委員から、例月出納検査報告書及び定期監査の実施報告書が提出されてい

ます。 

  その他の報告事項につきましては、お配りしました議長報告書のとおりです。 

  これから、行財政改革推進特別委員会の協議の推移、進捗状況等について委員長から

報告を求めます。行財政改革推進特別委員会委員長、爲近初男君。 

○行財政改革推進特別委員会委員長（爲近初男君）   おはようございます。９番、爲

近初男です。 

  １２月議会以降、１月８日に行財政改革推進特別委員会を開催いたしました。審査事

項は、住宅新築資金等貸付金の滞納整理の状況についてなど５項目です。審査の経過及

び結果について報告をいたします。 

  １点目、住宅新築資金等貸付金の滞納整理の状況についてでは、平成２７年度、現年

度調定額１６４万４,２１１円に対して１２月末現在５８万７,１３８円を収納し、収納

率３５.７１％となっている。また、平成２７年度滞納繰越調定額３億５,４５１万

３,４３６円に対し、住宅改修が３４０万７,８３７円、新築が９８３万３,４４４円、

宅地が３６３万６,０７７円で、合計１,６８７万７,３５８円となっている。今年度は

滞納繰越分約２,０００万円の収納が期待できると報告がありました。質疑では、収納

率が向上しているが内容はに対して、住宅改修で約２００万円が一括完済された。また、
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新築と宅地で合計約４２０万円の収納ができたと答弁がありました。次に、新築資金の

貸付業務の進展のない困難案件８件について報告がありました。質疑では、県の償還推

進助成事業を受けるには競売した後と思う。住宅改修資金については、抵当権設定がな

い場合は補助は受けられない認識でよいのかに対し、この資金については、抵当権以外

の要件を満たせば補助を受けている案件があるので、対象外ではないと答弁。本委員会

として、困難案件については以前指針は示した。現時点においての行政としての対応は

に対して、まず委員会の意見を聞きたいと答弁がありました。委員会として勉強会を行

い、提言を行うこととしました。去る２月５日、勉強会を実施いたしました。 

  ２点目、市営住宅使用料等の滞納整理の状況についてでは、現年度調定額７,４５８

万４,８００円に対して１２月末で４,９４０万５１４円を収納、滞納調定額５１１万

６,４７６円に対して１２月末で１６０万１,０７７円収納。滞納の連帯保証人に催告し、

完納になり大きく滞納額が減少した。３カ月以上の滞納者が１７名になり、未納額の約

８３％が住宅退去に至った債権であると説明がありました。質疑において、前回提案し

た連帯保証人への対応は評価する。今後においても現年分の徴収率を落とさないように、

また滞納分は粘り強く対応することを申し添えた。空き室の状況では、２５室あり随時

募集１０室、退去による修繕中が１０室、明け渡し請求については、現在収納課と協議

して明け渡し請求したのが２件あると説明。質疑において、現時点で自主納付をされる

方向で推移するといいが、滞納された場合、訴訟を起こす予定はあるのかの質問に、現

状では明け渡し請求をして納付されているので訴訟を起こす予定はない。訴訟は最終手

段として、それまで粘り強く交渉していくと答弁。空き室の募集状況に対し、６室は居

住の期間が長かったので修繕が長引き、２月に間に合わなく５月募集になる予定と説明。

それに対して、早く修繕を実施して次の入居者を募集できるよう急ぐべきだと申し入れ

をしました。 

  ３点目、指定管理者の状況について（物部支所分）では、協定書を提出してもらい説

明を受けました。べふ峡休憩所は昭和２９年に３坪のもみじ茶屋を建設し、べふ峡保勝

会が結成された。昭和４８年にプレハブ休憩所を新築、昭和５４年にもみじ茶屋を新設、

平成１５年度にべふ峡もみじ茶屋を旧物部村により改築されたと説明。指定管理につい

ては、指定管理の公募を平成１６年度に行い、べふ峡保勝会のみの応募により決定され

た。平成２６年度以降は公募によらない方法で指定管理者として選定していると報告が

ありました。農林漁業体験実習館は、昭和６１年度に事業費１億１３０万円で建設され

た。指定管理は公募により、べふ峡保勝会が平成１８年から１０年間、指定管理者とな

っている。平成２７年３月定例会において、公募によらないで指定管理者を指定できる

ように条例改正し、１２月定例会において平成２８年以降の指定管理者を指定すること

について議決された。指定管理者の公募の選定については、当該施設は地域密着型施設

であり、地域住民による主体的な管理が施設の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成

できること、そして、これまでの管理状況が良好なことなど総合的に判断し、公募によ
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らず選定していると説明。質疑において、体験実習館の指定管理料の根拠に対し、平成

２２年にべふ峡保勝会と香美市の協議により算定されたと答弁。管理のための賃金はに

対して、１月から９月が１日５,０００円、１０月から１２月までが５,５００円で算定

していると答弁。べふ峡休憩所の収支状況は示されているのかに対し、黒字で推移して

いると答弁がありました。 

  ４点目として、指定管理の状況について（香北支所分）では、公会堂、コミュニティ

センター、集会所の施設６施設があり、平成１３年度から２０年度にかけて建設された。

これらは地域の集会所として改築・新築の要望が上がっていたもので、国の介護予防拠

点整備事業や県の元気のでる市町村総合補助金、また過疎債、辺地債を利用した。指定

管理については、６施設とも集会所の要件もあり、公募によらない方法で指定管理を行

っている。協定書の内容はほぼ同じであると説明。質疑において、利用料金は、公益上

必要があると認める場合を除くほか、指定管理者が料金を定めるものとするとなってい

る中で、地域外の人が利用するとき利用料が高いところがあると聞くが、どう決められ

ているのかに対して、各施設より利用料の金額設定申請があり承認している。ある施設

の承認通知では、基本的に使用料１日１万円の設定になっていると答弁。これらの施設

は将来、地域に返すべきものかに対して、国・県の補助を受けているものや起債を償還

中のものもあるが、承認がいただければ移管も可能ではないかと思うと答弁がありまし

た。 

  ５点目、市有財産の管理・活用状況等についてでは、公有財産管理システムにおいて

建物は２０９件である。現在使われていない建物６件の説明を受けた。土地はどこにど

のようなものがあるか。また、使用されていないどのような土地があるかは、今後の調

査後になるとの説明を受けました。質疑では、公共施設等総合管理計画を平成２８年度

末までの作成は大変と思うが、現状の把握の中で遊休地の利用、転用等をどう捉えてい

くのかに対し、全施設の現状の把握分析ができた時点で、庁議等で施設全体の管理に関

する基本方針を決定していただき、その後、議会と市民に情報を共有したいと考えてい

ると答弁。一定期間を切ってやらなければ行革の観点からもどうかと思うがに対し、現

時点で期間を切って維持管理計画を立てることは難しい。管財課が公共施設の情報を管

理・集約する部署であっても、維持管理については全庁的な取り組み体制の構築、情報

の共有が必要であると答弁がありました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   行財政改革推進特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  続いて、定住人口増加促進特別委員会の協議の推移、進捗状況等について報告を求め

ます。定住人口増加促進特別委員会委員長、山﨑眞幹君。 

○定住人口増加促進特別委員会委員長（山﨑眞幹君）   それでは、定住人口増加促進
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特別委員会の報告をいたします。 

  定住人口増加促進特別委員会におきましては、昨年１２月２１日と本年２月１５日に

特別委員会を開催いたしました。それぞれの審査の経過と結果について報告をさせてい

ただきます。 

  まず、１２月２１日の委員会では、農業者のニーズ調査について、移住希望者・定住

者の農業に対するニーズ調査について、香美市移住定住交流センター業務の進捗状況に

ついてを議題とし、審査を行いました。 

  農業者のニーズ調査についてでは、農地法における下限面積の設定基準、別段面積の

設定基準、また空き家つき農地については、遊休農地であることを条件に１筆ごとの指

定とし、農地の所有権や利用権などの権利を取得する際の下限面積を１アールとした島

根県雲南市の例等の説明を受けた後、質疑、意見交換等を行いました。 

  移住希望者・定住者の農業に対するニーズ調査についてでは、まちづくり推進課の窓

口や都市部で行われた移住相談会、また香美市移住体験ツアーの際のアンケート調査か

ら見た農業に対するニーズについて説明を受けた後、質疑、意見交換等を行いました。 

  香美市移住定住交流センター業務の進捗状況についてでは、年間１０組の移住を実現

するという目標達成に向けて立てられた、「１．モデル地区をつくる、２．歩留まりを

高める、３．ＷＥＢ情報発信の徹底、４．アフターフォロー、５．「ものづくり」の場

づくり」という５つの方針に沿って、それぞれの現状と見通しにつき説明を受けた後、

質疑、意見交換等を行いました。 

  結果、これらの議題に関してはなお引き続き調査研究することとし、審査を終了しま

した。 

  次に、２月１５日の委員会では、市街化調整区域内の規制緩和に向けた開発許可権限

委譲について、「ＮＰＯ法人いなかみ」との情報交換について、本市の農地法下限面積

に関する意見の取りまとめについてを議題とし、審査を行いました。 

  市街化調整区域内の規制緩和に向けた開発許可権限委譲については、委員会発足当時

より審査を進めており、執行部からは線引きは維持しつつも、連担等も含め規制緩和に

よる定住政策を進めていくという方向性が示されておりますが、南国市にはイオンが進

出する計画があり、大規模な開発が行われるということを聞くことからも、規制緩和に

関する高知県開発審査会の動向等、何か新しい情報等があればということを中心に担当

課より説明を受けた後、質疑、意見交換等を行いました。 

  結果、担当レベルでは若干程度の話は聞いているが、県からも南国市からもこういう

形でこうなるとの話は聞いていないことから、従来と大きく変わっていないことが確認

されるとともに、今後についても引き続き注視していくこととしました。 

  次に、「ＮＰＯ法人いなかみ」との情報交換についてでは、前回以降の経過、進捗状

況、課題、また、いなかみの主催する第３回目の移住体験ツアー「農とナニカのはじめ

方」についても説明を受け、質疑、意見交換等を行いました。 
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  ＮＰＯ法人いなかみとの意見交換については、移住定住希望者のよりよい移住定住に

向けた取り組みを進めていく視点からも、今後も定期的に行っていくこととしました。 

  最後に、本市の農地法下限面積に関する意見の取りまとめについてでは、審査、意見

交換も相当程度深まったことから、次回の委員会で提言に向けて取りまとめを行うこと

としました。 

  以上で定住人口増加促進特別委員会の報告を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   定住人口増加促進特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第４、承認第１号、専決処分事項の承認を求めることについて、香美市税条例等

の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第６７、同意第２

０号、農業委員会委員の任命についてまで、以上６４件を一括議題とします。 

  行政の報告及び、ただいま議題となりました議案の提案理由の説明を求めます。市長、

法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   皆さんおはようございます。本日、平成２８年第１回香美

市議会定例会議を招集しましたところ、議員の皆様におかれましては、ご多用のところ

をご出席賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  昨日は雪が降りまして大変寒かったのですが、子どもたちが「真っ白、真っ白」と喜

んでいる姿を見まして、改めて雪の白さに新鮮なものを感じたところでございます。郊

外で花を楽しめる季節は確実に近づいておりますが、昨日３月１日、香美市は市制施

行・合併１０周年という節目の年を迎えました。５日には合併１０周年の記念式典を挙

行することといたしておりまして、また、本年は記念の行事も多数予定をいたしておる

ところでございまして、議員の皆様にはぜひともご出席等、どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

  香美市は幾多の困難を乗り越え「山・川・まち・ひとが躍動し、支え合い、響き合う

進化する自然共生文化都市・香美市」を、市の将来の都市像として掲げて誕生いたしま

した。その実現のために、議会はもとより行政、そして市民の皆さんも力を合わせて今

日まで頑張ってまいりました。節目のときを迎え、香美市の今に真摯に向き合うととも

に、改めて将来都市像への決意を固め前進したいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いをいたします。 

  お手元の資料では７ページになります。 

  さて、日本の経済について政府は、大胆な金融政策、機動的な財政政策などより成長

戦略を柱に経済財政政策を推進するとともに、原油価格の下落もありまして、緩やかな

回復基調にあるとしています。また、昨年１２月の「平成２８年度の経済見通しと経済

財政運営の基本的態度」では、交易条件が緩やかに改善する中で堅調な民需に支えられ

た景気回復が見込まれると、実質ＧＤＰ成長率を１.７％と予測をしております。 
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  一方、地方財政については、平成２８年度は前年度に引き続き通常収支分と東日本大

震災分を区分して整理し、通常収支分については、地方創生事業等の重要課題に取り組

みつつ、安定的に財政運営を行うことができるように、地方交付税等の一般財源総額で

前年度を１,０００億円増し、重点課題対応分の創設等がなされています。 

  こうした国の経済動向や地方財政措置とともに、地方交付税がいよいよ合併算定替か

ら一本算定へと移行することから、平成２８年度財政運営については一層厳しい環境と

なっています。しかしながら、本市の将来像を実現するために、また安心・安全、そし

て活力ある香美市を実現するために、限られた財源の中ではありますが、国や県の補助

事業等を最大、有効に活用して、住宅耐震化促進事業、防災行政無線デジタルシステム

整備等の防災対策関連事業、宝町テニスコート改修等の社会体育施設整備、物部支所庁

舎建設、小中学校の教育施設環境の整備、学力向上対策等の教育充実の事業、地域に根

差した産業の育成、少子・高齢化対策を含めた地域福祉施策、消費者行政の充実、関係

機関とのさらなる連携強化などを重点政策事業として取り組んでまいります。 

  それでは、諸般の報告並びに今議会に提案しました議案について説明をさせていただ

きます。 

  初めに、防災対策課でございます。 

  １、高知県自主防災組織知事表彰の受賞について、宮ノ口防災会に「高知県自主防災

組織知事表彰」の受賞が決定しました。宮ノ口防災会は、平成１８年の設立以降さまざ

まな工夫を凝らした活動を行っており、地域の防災力向上に大きく尽力されている功績

が認められました。表彰式は今月の１８日に行われ、本市では昨年の小島防災会の受賞

に引き続き、２年連続の受賞となります。 

  ２、ヘリポートの整備について、物部町大栃及び別府に建設中のヘリポートは今月中

に完成します。今回の整備により、設置数は５カ所になります。 

  ３、防災行政無線デジタルシステムの整備について、防災行政無線デジタルシステム

整備は、香北町白川の山林に新設予定の中継局において、国庫補助事業を活用した間伐

整備事業が行われていた事実が判明しました。この補助事業を活用した山林は、林業以

外の目的に転用する場合は、林野庁に対して転用面積に相当する補助金を返還するか、

または免除を求める協議を行う必要が生じ、免除の承認日までに不測の日数を要したた

め、年度内の完成が見込めないことから繰越事業としました。 

  ４、地域集会所の耐震化について、地域集会所の耐震診断は完了し、耐震改修設計は

年度内に完了します。なお、耐震改修工事は年度内に８カ所の工事が完了する見込みで

すが、残りの３５カ所は国・県への補助申請等の手続に不測の日数を要したため、年度

内の完成が見込めないことから繰越事業としました。 

  産業振興課でございます。 

  １、鳥獣対策事業について、２月１０日時点で有害鳥獣捕獲数は鹿１,３９３頭、イ

ノシシ３５０頭、猿６１頭等となっております。現在猟期中であり、一層の捕獲を期待
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するところでございます。 

  ２、農政について、現在、ＪＡ土佐香美に業務委託している地域農業再生協議会の転

作事務は、平成２８年度から産業振興課の直営業務となります。なお、手続等は今まで

どおりです。 

  ３、林政について、本年度開始した木材住宅支援事業は、２月１５日現在の申請は５

件であり、補助金合計は５５０万円です。その他３件の問い合わせをいただいており、

本年度の補助件数は８件を予定しています。事業初年度から一定の効果も見られること

から、より一層の周知に努めていきます。また、木材住宅支援事業委員会から、来年度

以降の事業展開について、３カ年の事業計画を５カ年に延長し、新築のみの補助対象に

増改築も加えるなどの内容の提言書をいただいており、財源措置を含めた検討をしてい

ます。 

  ４、商工観光について、ピースフルセレネ及び日ノ御子河川公園の指定管理について

現在の状況を報告します。物部川流域の観光活性化を含め、高知県支援のもとに昨年秋

に設立された四国銀行・ＲＥＶＩＣによる高知県観光活性化ファンドから、株式会社香

北ふるさと公社の株式取得による民営化が提案され、現在ファンド側で経営・財務等の

調査を行っています。調査終盤に入っており、３月中には一定の方向性が示される予定

です。この結果を踏まえた上で、今後の方向性もお示しできるものと考えています。 

  建設課。 

  １、災害復旧事業について、昨年度から繰り越した公共災害４４件のうち、４０件は

１月末までに完了し、残り４件は年度内完了に向け現在施工中です。また、本年度の豪

雨及び台風により５４件災害が発生し、国の査定も全て終了しました。現在２５件は既

に契約を完了し、残り２９件は入札不調等もあり、事業繰越も視野に入れ完成を目指し

ています。 

  ２、土木事業について、交付金関係道路整備について、年度内完成に向け現在施工中

で、一部特殊工法等もあり事業繰越も視野に入れ、県及び関係機関との協議を行ってい

ます。がけくずれ住家防災対策事業について、本年度３件の事業採択を受け、そのうち

２件は完了し、残り１件は年度内完了に向け現在施工中です。 

  ３、都市計画関係について、都市計画道路新町西町線について、繰越分も含めた用地

等交渉を行い、あわせてＪＲとの踏切拡幅設計を完了しました。あけぼの街道からの進

入部について、現在施工中の下水道工事が終わり次第、道路工事に取りかかれるよう準

備をしています。また、秦山公園スタジアム南の老朽した、あずまやについて改修を行

いました。 

  ４、地籍調査について、本年度計画地区である物部町大栃・柳瀬・押谷の各一部、香

北町有瀬・谷相・東山の各一部、土佐山田町西又の一部において、初年度事業が３月末

に完了となります。 

  ５、県営工事について、国道１９５号は、起点部である楠目工区の用地取得及び修正
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設計を現在行っています。また、大栃橋架替工事では、下部工工事の一環として旧橋台

補強を行いました。県道等の他路線についても地域及び支所等との連絡を密にして、事

業のスムーズな進捗を県とともに進めています。 

  教育振興課。 

  １、子ども祭りについて、子ども会議で決定した子ども主体のお祭り「香美市ＫＹＯ

子ども祭り」が、１２月２７日に日曜市と同時開催で行われました。香美市内の全小中

学校・山田高等学校・山田養護学校の児童生徒が、日ごろの学習発表や舞台発表、地域

の特産物などの販売をして楽しく交流することができました。 

  ２、香美市の歌について、香美市内の全小中学校・山田高校の児童生徒が考えた歌詞

に、堀内 佳さんが作曲した、香美市の歌「Ｈａｐｐｙ ｔｏ ｂｅ ｂｏｒｎ ｉｎ Ｋ

ａｍｉ」が完成し、１月末に子ども会議実行委員へ報告されました。３月５日の合併１

０周年記念式典で小・中・高校生が歌う予定です。 

  ３、姉妹都市交流事業について、姉妹都市との友好交流関係の発展を図るため、１月

１４日から１７日まで、積丹町の児童１２名と十河教育長ほか職員３名が香美市を訪れ

ました。香美市では染物体験や龍河洞探検、大宮小学校との交流を行い、思い出に残る

貴重な体験ができました。今後もこのつながりを続けてまいります。 

  生涯学習振興課。 

  １、体育文化奨励賞について、２月１１日に第４回香美市体育文化奨励賞表彰式典を

行い、体育分野の国体・全国大会や四国大会において、すぐれた功績のあった４名と２

団体を表彰しました。受賞者及び受賞団体については、表に掲げておりますのでご参照

ください。 

  上下水道課。 

  １、香北・物部地区簡易水道及び飲料水供給施設管理委託業務について、２月１９日

に、香北及び物部管内における簡易水道施設と飲料水供給施設の維持管理について、ク

ボタ環境サービス株式会社大阪支社と委託契約を締結しました。委託期間は平成２８年

４月１日から平成２９年３月３１日までの１年間で、拠点となる事務所は香北町内に開

設します。次に、管理体制は平常時の施設管理に４名、休日夜間の対応に１名を配置し

ます。なお、このたびの業務委託において、香北町内より１名が正規社員として雇用さ

れました。これを契機として、水道事業における地元雇用の確保と人材の育成が図られ

るよう努めてまいります。 

  消防課。 

  １、平成２７年の火災件数、救急及び救助出動件数等について、昨年は火災件数９件、

損害額１,２３０万３,０００円、救急出動件数１,５８８件、救助出動件数１９件とな

っており、平成２６年と比較すると火災件数は１４件の減、損害額は９６８万１,００

０円の減、救急出動件数は２２件の増、救助出動件数は１件の減となっています。 

  ２、消防団の活動について、平成２７年１１月２２日に物部方面隊、１２月６日に土
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佐山田方面隊及び香北方面隊が冬季訓練を実施し、香北方面隊は訓練の後、民生委員と

ともに独居高齢者宅を訪問し防火点検を行いました。１２月２６日から３０日まで全分

団による年末警戒を実施し、各分団はそれぞれの管轄区域を巡回して火災予防を呼びか

けました。平成２８年１月３日の成人式で、消防団員の定数確保のため消防団員数名が

出席し、消防団員募集のパンフレットの配布と消防団員入団促進を呼びかけました。 

  ３、消防出初式について、１月１０日、香北グラウンドで消防団員ら約３００名が参

加し、平成２８年香美市消防出初式を開催しました。式においては消防団員の表彰に続

き、服装及び機械器具点検、分列行進等を行いました。 

  ４、山岳装備品について、冬季の山岳救助に対応するために山岳装備品を配備、訓練

を実施しました。 

  次に、提案をしました議案について説明をさせていただきます。 

  平成２８年度の一般会計予算の規模でございますが、平成２８年度の歳入・歳出予算

総額は１７６億５,６００万円で、前年度１７６億９,９００万円と比べて４,３００万

円、０.２％の減となっています。歳入では、市税で固定資産税家屋が前年度比６.３％

の増、軽自動車税が前年度比１７.９％増等により、総額で２４億６,０６６万８,００

０円、利子割交付金は前年度比１７.９％の増、株式等譲渡所得割交付金は前年度比４

６.７％の増、自動車取得税交付金は前年度比３９.２％の増となっています。また、普

通交付税は６２億８,０００万円を計上しています。繰入金については、歳入不足を補

うための財政調整基金繰入金７億３,０４０万８,０００円を計上し、施設等整備基金の

繰り入れや庁舎建設基金繰入など、基金繰入金の総額が８億９,８２６万５,０００円と

なっています。市債については、交付税の振替財源としての臨時財政対策債が４億

６,３５２万８,０００円となっており、支所建設事業、都市計画整備事業、体育施設整

備事業に伴う合併特例債４億９,３１０万円、消防防災施設整備事業に係る緊急防災・

減災事業債４億９,６７０万円、道路新設改良事業や林道整備事業に伴う過疎対策事業

債２億１,３８０万円、過疎対策事業債１億８,１６０万円等により、総額で１９億

１,５９２万８,０００円となっています。歳出では、性質別に大別すると義務的経費が

７８億７,０１８万８,０００円、投資的経費が２５億５,１９１万８,０００円、その他

の経費７２億３,３８９万４,０００円となっています。また、総予算に占める割合は義

務的経費が４４.７％、投資的経費が１４.４％、その他の経費が４０.９％となってい

ます。 

  以上、平成２８年度一般会計予算案の説明を終わります。 

  続きまして、今期定例会に上程します議案について、提案及び説明を申し上げます。 

  まず、承認第１号は、専決処分事項の承認を求めるものであり、香美市税条例等の一

部を改正する条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第１号は、平成２８年度香美市一般会計予算です。 

  議案第２号は、平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算です。 
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  議案第３号は、平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算です。 

  議案第４号は、平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算です。 

  議案第５号は、平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算です。 

  議案第６号は、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算です。 

  議案第７号は、平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算です。 

  議案第８号は、平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

です。 

  議案第９号は、平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算です。 

  議案第１０号は、平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計予算です。 

  議案第１１号は、平成２８年度香美市水道事業会計予算です。 

  議案第１２号は、平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算です。 

  議案第１３号は、平成２７年度香美市一般会計補正予算（第７号）であり、本案は、

普通交付税の追加、物部支所庁舎建設事業費の減額、国の補正予算に対応する地方公共

団体情報セキュリティ強化対策事業の追加等のほか、繰越明許費、債務負担行為（後に

「債務負担行為」を削除と訂正あり）及び地方債の補正を行うものです。 

  議案第１４号は、平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）で

す。 

  議案第１５号は、平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第３号）です。 

  議案第１６号は、平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）で

す。 

  議案第１７号は、香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第１８号は、香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定です。 

  議案第１９号は、香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第２０号は、香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定

です。 

  議案第２１号は、香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定です。 

  議案第２２号は、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第２３号は、香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定です。 

  議案第２４号は、香美市税条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第２５号は、香美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第２６号は、香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定です。 
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  議案第２７号は、香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第２８号は、香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第２９号は、香美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例の制定です。 

  議案第３０号は、香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第３１号は、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定で

す。 

  議案第３２号は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定です。 

  議案第３３号は、香美市行政不服審査会条例の制定です。 

  議案第３４号は、香美市職員の退職管理に関する条例の制定です。 

  議案第３５号は、開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制

定です。 

  議案第３６号は、市有財産の無償貸付けです。 

  議案第３７号は、香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定です。 

  議案第３８号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定です。 

  議案第３９号は、香美市過疎地域自立促進計画の策定です。 

  議案第４０号は、市道の路線の認定です。 

  議案第４１号は、市道の路線の廃止です。 

  議案第４２号は、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

高知県市町村総合事務組合規約の変更です。 

  議案第４３号は、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分です。 

  同意第１号は、教育委員会委員の任命です。 

  同意第２号から同意第２０号は、農業委員会委員の任命です。 

  以上、平成２８年度香美市一般会計予算など、承認１件、議案４３件、同意２０件の

提案及び説明を終わりますが、議案の詳細につきましては、議案細部説明書をご参照く

ださいますようよろしくお願いをいたします。 

  報告の中に一部誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。 

  議案第１３号でございますが、そのうち私が「債務負担行為」このように申し上げた

ようでございますけれども、この部分につきましてはございませんので、削除させてい

ただきますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   これで市長の行政の報告及び提案理由の説明を終わります。 
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  暫時休憩にします。 

（午前１０時０８分 休憩） 

（議案撤回申出書を配付） 

（午前１０時１０分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  市長より議案撤回の申出書が提出されています。 

  まず、本件について、執行部から提出理由について説明を求めます。市民保険課長、

高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   先ほど提案をさせていただきました議案第２５号、

香美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての今議会への提出撤回

の理由を申し上げます。まことに申しわけございません。 

  国民健康保険税は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う地方税

法の改正によって改正すべきところを、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の

施行に伴って改正する国民健康保険料と誤り今回改正するように提出していたため、撤

回をさせていただくものです。あわせて、お手元の新旧対照表の廃棄もお願いをいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番。 

  急な撤回でございますけど、ちょっと先ほど説明された意味合いをもう少しかみ砕い

て言ってくれないと、施行令云々からここにありませんのでね実際のところ、どういう

流れになるのか再度の説明を求めます。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   まことに申しわけございません。ここに書いてある

改正というのは間違いないところでございますが、うちが国保税につきましては、国保

料をとっているところと国民健康保険税の立場をとっているところがございます。香美

市におきましては国民健康保険税という税のほうをとっておりますので、この国保法の

改正によります施行令も地方税法の改正と同一の改正をもって、初めて国民健康保険税

条例の改正というものを提出させていただくことになりまして、今回「料」と同等の動

きをとっておりましたので撤回をさせていただくものです。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   関連。地方税法との云々ということを今言われたんです

が、この条例自体は間違いはない的なことを今言われましたので、これは再度の提案が

今後の議会で諮られるということでよろしいのか確認します。 
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○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   一応、税法が通過をいたしましたときに、もう一度

報告になるのか議案提案になるのか、４月１日施行ですのでご説明をさせていただくこ

とになります。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番。 

  税法改正の流れがちょっといつになるのかわからんがですが、最終日に間に合えば提

案されるということの認識なのか、議会後になれば承認案件ということになっていくの

か、それを確認させてください。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   現在の予定では３月３１日に法が施行されるという

ことのようですので、流れとしては報告という流れになろうかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   撤回はわかりましたけど、これ議案第２５号を取り下げ

るとなると、その議案第２６号から以下は号が繰り上がってくるのか、それとも上がら

んのか、ちょっとそこを。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   撤回ですので、この議案第２５号は欠番となる予定です。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  お諮りします。議案第２５号、香美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定についての撤回の件を許可することにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。 

  お諮りします。先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたが、議案第１３号、

第２３号及び第２９号につきましては、本日他の案件と分離し、会議規則第３７条第３

項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時１７分 休憩） 

（午前１０時２５分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 
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  休憩前に引き続き会議を行います。 

  日程第１７、議案第１３号、平成２７年度香美市一般会計補正予算（第７号）を議題

とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   議案第１３号、平成２７年度香美市一般会計補正予

算（第７号）について、説明をいたします。 

  平成２７年度香美市一般会計補正予算（第７号） 

  平成２７年度香美市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５億８,１０１万９,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８２億２,６０５万７,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  平成２８年３月２日提出、香美市長 法光院晶一 

  今回の平成２７年度香美市一般会計補正予算（第７号）は、普通交付税、国の補正予

算に対応する追加、物部支所庁舎建設事業費の減額など、また、繰越明許費、地方債に

ついて補正予算を調製したので、地方自治法第２１８条第１項の規定により提案を行う

ものです。 

  なお、第１表、歳入歳出予算補正、３ページから９ページまでと、それと歳入歳出補

正予算事項別明細書、１３ページから１５ページまで、次に、款項目節の内訳、１６ペ

ージから３５ページにつきましては、議案細部説明書の中で概要をお示ししております

ので省略させていただきます。 

  続きまして、１０、１１ページ第２表、繰越明許費につきまして説明いたします。繰

越事業は２３事業、総額１０億６,１２９万５,０００円となっております。なお、それ

ぞれの繰越理由につきましては、細部説明書別紙繰越理由にてお示しをしていますので

ご参照ください。 

  次に、１２ページ第３表、地方債補正につきましても、細部説明書にて概要をお示し

しているとおり８事業について変更し、限度額を２１億５,５５９万８,０００円としま

した。 

  市債の内訳資料につきましては、細部説明書別紙資料にお示しをしているとおりです。

また、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じです。 
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  以上で補足説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。本案の質疑は歳入一括、歳出一括として行います。 

  まず、歳入の質疑を一括して行います。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番。 

  １７ページで１点お尋ねします。 

  国庫補助金の中の７節、地方創生加速化交付金、市長の施政方針の中でも言われたと

ころもありますけれども、２２２万１,０００円ということで国庫補助金として入って

くるわけですが、実際のところ額的にえらい少ないなあという分、先ほど１,０００億

円というふうな話もございました。あわせまして、コンペ方式でやっていくということ

で総合戦略に位置づけられた事業の中の分野でやるということ、その割には額が少ない

というふうに私ども感じとったところですが、内容とこの加速化交付金の申請状況等に

ついてお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   ご質問にお答えします。 

  今回提案させていただきましたこの事業につきましては、県のほうでまんなか高知広

域観光加速化プロジェクトというのを高知県として取り組むことになっておりまして、

その中の事業として２つの事業を出しております。その合計金額が２２２万１,０００

円ということになっております。それで、この加速化交付金につきましては、平成２６

年度の補正予算でありました先行型交付金の追加分というのが平成２７年度にありまし

たが、その追加分につきましては先駆性を有するものでなければならないというような

ことで、本市からは１件事業を提案させていただいたんですけれども、今回も総額

１,０００億円で補助率が１００％ということになっておりますが、先駆性ということ

が今回も問われておりまして、他の自治体の手本となるような事業でならなければなら

ないというようなことで、自立性とか官民協働、地域間連携、政策間連携、それから事

業推進主体の形成とか、大変多くのハードルがございまして、それをクリアして短い期

間で取りまとめて、本市から独自の事業をなかなか出せなかったというようなことで、

今回はこの高知県が取りまとめてやる事業の中で、この加速化交付金を使った事業をや

っていくということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   所管課としては大変な事務と思います、短期間でやると

いうことも踏まえて。ただ、やはりせっかくの予算であるき、一般財源総額でこういう

ふうに１,０００億円積み増しされた中でなかなか使えないという部分では、それはハ

ードル高いというがは当然であるかもしれませんけど、ちなみにその１件申し込んだけ
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どだめやったという事業、それお構いなかったら市のほうでですね、１件先ほど提案し

たけれどもだめやったというふうに言われたと思いますけど、申し込みしなかったのか、

再度お願いします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  済みません。先ほどの答弁で提出したけれどもだめだったというようなことは言って

ないとは思うんですが、今回一応この交付金について、各部署にこういう事業がありま

すので事業提案してくださいというようなことはしておりますが、先ほど説明したよう

な高いハードルがございまして、また短い期間でもございましたのでそういう提案はな

かったということで、この広域的に取り組む事業の２件になったということでございま

す。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番。 

  総合戦略もいち早く立ち上げてはやってる市長の姿勢からいって、やはりそういう部

分に、やっぱりなかなか先駆性といったときに難しいかもしれませんが、今後やっぱり

各課に流したときに上がってくるような、余裕もない中の仕事かもしれませんけどもそ

ういうことを心がけるべきじゃないかと。なかなか他市町村の見本になるとか手本にな

るというがは難しいかもしれんけど、その中で県の部分に今回は乗っかったといったら

語弊あるかもしれませんけど、それに参画したというレベルかもしれませんが、こうい

う提案は県のほうは、ほかにはもうなかったかということを最後に聞きます。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  済みません。他の市町村がどういう事業提案してるかということまでは把握しており

ません。また県のほうとして提案してるのは、このまんなか高知広域観光加速化プロジ

ェクトというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   そのプロジェクトはわかったんですけども、それが一体何な

のかがよくわからないんですが。これ先ほど市長のほうの施政方針の中でちょっと触れ

られてたＲＥＶＩＣってありますよね、それと何か関係あるがですかね。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  ＲＥＶＩＣとは関係なく高知市・南国市・香南市・香美市、この４市によります中央

広域の観光の中で、今年２０世紀を超す大型客船、それが高知新港のほうに寄港してい

ただくということで、６時間圏内で全て観光が終わるというふうな時間的な制約の中で、

この中央広域の観光としてインバウンド観光の１つとしての取り組みをしたいというふ
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うな形で県も一緒になりましてまとめたと、その分が今回のこの加速化の申請につなが

っているということでございます。龍河洞とか、アンパンマンとかを含めまして西島園

芸団地、うちのほうとしてはこの物部川流域としてそういうふうな主たる観光地を含め

たものとして、６時間圏内で新港に帰ることができるというふうなインバウンドな観光、

いわゆる外国から来られる観光客を相手にした観光、それを組み立てていくというふう

な形での提案となっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   ６番、濱田です。 

  同じ１７ページの８節に地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金というので

７１５万円あるんですけれど、この分は全てマイナンバー関連の予算として国からおり

てきているものなのかということと、これにプラスして１０ページでは繰越明許費にな

ってるんですけれども、これが７,２５１万１,０００円ありまして、その差額は出のほ

うにもあるんですけども、本市で負担をするということになるんでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、濱田議員のご質問にお答えします。 

  まず、この補助金がマイナンバー関連の補助金かというご質問ですが、関連としては

ありますが直接的な補助金ではございません。あくまで各自治体の情報セキュリティの

強化に対する補助金ということであります。それと、この事業は国の補正予算に対応し

た形で繰り越してやっていくという形になります。元来情報セキュリティというのは各

自治体で整備をするというところでありますが、今回こういったセキュリティ強化につ

きましては国のほうからも求められている関係もありまして、この補助金がついており

ます。ただ残りの費用については、単費で対応するという形になります。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   １２ページの地方債補正のところでお伺いしたいですが、

その児童福祉施設整備事業債２,９５０万円上げられておりまして、その細部説明書の

ほうを見ますと、これに関しましては「入札不調による大栃小学校及び楠目小学校児童

クラブの新築事業」というふうに説明がございます。楠目小学校のほうは定員増による

新築の必要性が出てきたということででしょうか、それをお伺いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  楠目小学校の児童クラブにつきましては、計画をしてましたが、時期を見直して平成

２９年度から行いたいと思ってます。実際、定員は若干オーバーしています。 
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○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   定員オーバーということは現在７０名の定員ですかね、２

つ施設が必要になったということですか。今どれぐらいですか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  人数はちょっと控えてないんですけれど、とりあえず今１室あるんですけれど、もう

一つ建築したいということで検討しています。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   そしたら、現在校庭にあります児童クラブの隣にというふ

うなところですか。校庭内でないといけないということですが、同じような規模のもの

が建ちますか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  そうですね。まだ計画段階ですので規模等はまだはっきりしていませんが、平成２９

年度からという予定としております。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   これで歳入の質疑を終わります。 

  次に、歳出の質疑を一括して行います。質疑はありませんか。 

  ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ３１ページでお聞きをいたします。 

  ９款、消防費の３目、消防施設費、１５節、工事請負費の耐震性貯水槽整備で減額

１,３５２万６,０００円ということです。これ細部説明書の１２９ページには、「平成

２８年度へ組み直したことによる耐震性貯水槽整備の減額」ということになっておりま

すが、どういった経緯で、どこの場所がどういった理由で繰り越しになったのか、それ

をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   森田議員の質問にお答えをいたします。 

  この耐震性貯水槽は市民グラウンドの駐車場に設置予定でありまして、１００トンの

耐震性貯水槽でございます。耐震性貯水槽につきましては、国庫補助事業としてこれま

でやっておりまして申請をしておりましたけれども、国庫補助事業として採択をされな

かったため次年度に繰り延べたものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   ２４ページの総務費の５目、財産管理費、１１節の需用

費の中の修繕費、細部説明書を見ると公用車の修繕ということで書かれてますが、金額
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が大きいので何台か、どのような修繕をするのかと。 

  もう１点が、次のページへおりまして２５ページの１６目の地方創生費の負担金、補

助及び交付金の中で、広域連携事業負担金いうのを先ほど佐々木課長が説明されたこと

かなと思います。違っておればご説明をお願いいたします。 

  その下に物部川流域フェスタ事業補助金とあります。これ広域でこの３市がどのよう

な事業をするのかの説明をお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   管財課長、柳本隆司君。 

○管財課長（柳本隆司君）   お答えいたします。 

  この修繕費は車検点検時に発生する車の修繕費でございます。全部です。車検とか６

カ月点検のときに発生する車の修繕費になります。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  地方創生費の広域連携事業負担金でございますが、これは高知市・南国市・香南市・

香美市で行うもので全部で４つの事業に分かれておりまして、１点目として誘致活動事

業、これはパンフレットの作成とか配置、旅行エージェントに対するプロモーション。

それから、２点目として観光展・物産展を開催するということになってまして、関西圏

で観光物産展を共同開催するというものでございます。３点目にプロモーションツール

作成事業ということで、外国人観光客誘致をプロモーションツールを作成するというこ

とになっております。４点目として観光商品の充実事業ということで、外国人観光客や

教育旅行誘致に関する先進地視察研究。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   物部川流域フェスタ事業補助金についてお答えい

たします。 

  ３０万円の分でございますけれども、平成２７年９月２７日に南国市・香南市・香美

市の観光協会及び商工会等が重立った発案といたしまして、物部川流域で食のフェステ

ィバルをやりたいということで、香南市にあります天然色劇場でこのフェスティバルを

開催しました。そのときの事業の補助金として各市へ割り振りが来たものでございます。

平成２７年度につきましては、急な立ち上げでございまして補正というふうな対応にな

ってきたわけでございますけれども、平成２８年度、来年度からは物部川地域アクショ

ンプランのほうに位置づけをされまして実施予定でございますので、６月補正等でこの

補助金の部分は補正で計画をされるということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   先ほどの地方創生費の広域連携事業負担金関連ですけど、こ
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れは事務局というのはどこが持って、香美市からはどういう部署の方がここに行ってる

んですか。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  広域連携事業につきましては、現在も中央広域で４市が一緒になって取り組んでおり

ますので、事務局はこれは恐らく高知市ということになると思います。 

（４番、山﨑眞幹君、自席から「香美市からは」と発言する） 

○企画財政課長（山中俊明君）   部署でございますが、香美市のほうは産業振興課の

ほうになります。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   細部説明書の１３０、１３１ページ、繰越理由がそれぞ

れ出てますが、その中で入札不調によりというのが６件あります。入札不調はそれぞれ

の事業によって違うのか、また入札が不調であったかをどのように把握しているか、ち

ょっとご説明をお願いします。特に大栃小学校児童クラブなんかも早４月から困るわけ

ですので、不調の原因をお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  大栃小学校児童クラブにつきましては１０月に入札を実施しました。で、年内の労務

者の手配調整が困難ということもあり、繰り越しということになりました。あとの部分

ですが、入札不調、不落ということで、小学校の建築のほうは３回、設備４回、小中学

校の改修工事の入札したんですけれど、全部不落ということで内容は聞いておりません。 

（１６番、比与森光俊君、自席から「原因はわからん」と発言する） 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   この中で農地農業用施設災害復旧事業と現年発生

一般単独災害（農業用施設）についてお答えいたします。 

  両方とも入札不調ということで辞退となりました。で、施工時期につきましてはもう

間もなく春が始まりますので、水をはるというふうな形ですので、農地等につきまして

は災害復旧事業ができませんので、一定期間を置いた後に発注をしていくというような

形になると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   大栃地区排水路改良事業につきましては、やはり昨年豪

雨災害等があり、ちょっと一部そちらのほうが優先したため、いざ入札する時期になり

ますと工期が十分にとれない、そのために繰り越しということを計画しております。 

  以上です。 
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○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   ６番です。 

  ３２ページで伺います。１０款、教育費の２目、事務局費の７節の賃金と、あと８節

の報償費に関連するんですけども、スクールカウンセラーのことなんですけれどもスク

ールカウンセラーは多分３人平成２７年度は来てると思うんですけれども、その細部説

明書のほうではスクールカウンセラーの「相談会の回数を追加することによるスクール

カウンセラー謝金６万円の追加」ということになってますけれども、このスクールカウ

ンセラーの３人分の賃金については、これは県から委託金として入ってると思うんです

けれども、それでなおかつ足らないといいますか相談件数も多いということで、この謝

金という形で、市からはこの報償費という形でそれにプラスして、今回６万円の補正が

あるんですけども出てるということで理解していいんでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカ

ーとの多分勘違いじゃないかなと思うんですが。この補正分ですが、スクールカウンセ

ラーの分の補正につきましては相談されてる件数が多いと、今現在、西庁舎のほうのふ

れんどるーむのほうで、スクールカウンセラーさんが来て相談を受けてます。その分が

日数が多くなるのが予想されるために組んだわけです。 

  それで、スクールソーシャルワーカーにつきましては３名いまして、賃金でお支払い

してます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   そしたら、スクールソーシャルワーカー、その方の県から

の委託金としては、７節の賃金のふれんどるーむ支援事業の中に含まれてるんでしょう

か、確認です。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   賃金としては含まれてますが、今回のこの減額につ

きましては、特別支援員の申し込みがなかったということで減額しております。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、山崎です。 

  先ほど大栃小学校児童クラブ、もんべえですよね、それが繰り越しになったというこ

とですけれども、いつごろ完成してどういうふうになるのか。子どもさんへの影響とか

そういうことをお聞きいたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 
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  大栃小学校のもんべえ児童クラブですが、現在ほんとに入札不落ということで繰り越

しになりました。早々に新年度に向けて入札の準備をしたいと思ってます。完成が大体

秋ごろ１０月、期間もありますので１０月前後かな、ちょっと時期的にはわかりません

けれど、１０月、１１月ごろには完成を予定してます。今現在、受け入れてる児童クラ

ブにつきましては、小学校のほうに１教室貸していただくようにお願いしております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   ２７ページの５目、放課後児童対策費の１５節の工事請

負費ですが、細部説明書によると児童クラブ建設工事の追加ということでこれは大宮小

のほうの追加ということでしょうか。どのようなことでこの追加が発生したのか説明を

お願いします。 

  そして、３４ページの７目、やなせたかし記念館費の賃借料が管財課がまとめて支払

うため不用となったということで、減額することでゼロとなってますが、これ平成２８

年度に初めてこういうような形で計上したと思うがです。そのことが今回こうして変わ

った理由というか、説明をお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   大栃小学校児童クラブの建設工事については、平成

２８年度に労務単価が上がると予想されてまして、大栃小学校児童クラブの造成工事の

設計監理について造成する必要がなくなったために組み替えということです。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   やなせたかし記念館費の賃借料の件ですが、こ

れはアンパンマンロードのロードサインの土地の借り上げ料です。これを一括して管財

課のほうで支払いをするということに変えましたので、今回減額したということでござ

います。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   一括して、説明ではそう書いてるけど、前年度までそう

でなかったですよね。で、平成２７年度にあえてこう賃借料と掲げてましたけど、それ

は当初はどういう思いでそう変更したというのをお願いいたします。 

  それと、児童クラブの工事の追加よくわかります。ちょっとこういう理由でっていう

ことをぜひ書いてもらいたいと、そしたら質問しなくていいので。減額や増額は数字で

見たらわかるけど、その内容がなぜ減額なのか追加なのかということを、ぜひ皆さんに

お願いをしたいです。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 
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○生涯学習振興課長（久保和昭君）   アンパンマンロードの件ですが、お恥ずかしい

話ですが、当初予算を勘違いしたということでございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   次回から詳しい内容を書きたいと思ってます。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ５番。 

  ３２ページでお伺いをいたします。１項、消防費の１９節、負担金、補助及び交付金

で、住宅等耐震化促進事業補助金として減額補正１億５,７５０万３,０００円という結

構大きな額が減額となっております。細部説明書１２９ページのほうにも実績見込みに

よる減額というふうにも書かれております。そもそもの耐震化の申し込み状況等がどれ

ほどあって、そして、実際に少なくなっているのかというあたりがわかればお聞かせく

ださい。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  減額の理由としましては、地域集会所耐震化において耐震設計と改修工事件数をそれ

ぞれ６０件と見込んで計上していましたが、４３件に減少しました。また、１件当たり

の耐震設計費及び工事費の補助金は、延べ床面積を１００平米で予算計上していました

が、床面積の平均は約７０平米で、予算額以下であったことなどの要因により減額の補

正を行っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ５番。 

  関連です。見込みよりかは少なくなったということでありますが、予算的には当初４

億円程度あって結構使われてはおるわけですけども、実際少なくなっても使わなかった

と。今後この件数程度になる場合に、１件当たりの補助を大きくするとかっていうよう

なことは考えられないのか、まずそこをちょっとお聞きします。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   １件当たりの補助は１平米当たり４万８,７００円

で、それに対して床面積を掛けたものを限度額としていますので、それ以上の追加につ

きましては自治会の負担になるということでございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑がないようですので、これで歳出の質疑を終わり
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ます。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１３号は原案のとおり

可決されました。 

  続きまして、日程第２７、議案第２３号、香美市一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  まず、本案について、執行部から提案理由の補足説明を求めます。総務課長、山﨑泰

広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   議案第２３号、香美市一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

  平成２８年３月２日提出、香美市長 法光院晶一 

  香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  改正文につきましては省略をいたしたいと思います。 

  また、提案理由につきましては、細部説明書のほうに詳しく書いてありますのでご参

照いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第２３号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２３号は、原案のとお

り可決されました。 

  続きまして、日程第３３、議案第２９号、香美市企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  まず、本案について、執行部から提案理由の補足説明を求めます。上下水道課長、安

井幸一君。 

○上下水道課長（安井幸一君）   それでは、議案第２９号、香美市企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明いたします。 
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  議案書２９－１ページをお願いします。 

  議案第２９号、香美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

  平成２８年３月２日提出、香美市長 法光院晶一 

  香美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

  香美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年香美市条例第２１２

号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第２項中「第１０条第２項」を「前条第２項」に改める。 

  第２０条を第２１条とする。 

  第１９条の見出し中「非常勤職員」を「臨時及び非常勤職員」に改め、同条中「企業

職員の職員以外の者については、職員」を「臨時職員及び非常勤職員の給与については、

常勤の職員」に改め、同条を第２０条とし、第１６条から第１８条までを１条ずつ繰り

下げ、第１５条の次に次の１条を加える。 

  （給与の基準） 

  第１６条 職員の給与の基準は、香美市一般職の職員の給与に関する条例（平成１８

年香美市条例第５４号）を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定める。 

  附則 

  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  なお、お手元に資料として新旧対照表をお配りしておりますのでご参照ください。 

  以上で提案説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ５番です。森田です。 

  この第１６条で「企業の特殊性及び実態を考慮して」というふうに書かれております

が、その特殊性をどう判断して加味するのか、そういったことの説明をお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   上下水道課長、安井幸一君。 

○上下水道課長（安井幸一君）   お答えいたします。 

  企業職員というのはあくまで会社の社員と同等というふうに考えております。一般行

政職員と違って料金をいただき会社経営をしてやっていくという上では、やはりそうい

った面も考慮していく必要が出てくるのではないかというふうに考えてます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   では関連して。この書き方で自分が思ったのは、特殊である

から手当的なものかなと思ったんですけれども、そうではなくて本俸だというような、

経営の赤字にならない範囲でというようなことが考慮されるという理解でよろしいでし
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ょうか。 

○議長（石川彰宏君）   上下水道課長、安井幸一君。 

○上下水道課長（安井幸一君）   企業職員でありながら香美市の一般職員というたて

りでありますので、森田議員のおっしゃるとおりそのとおりでございます。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第２９号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２９号は、原案のとお

り可決されました。 

  お諮りします。先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたが、同意第１号か

ら同意第２０号につきましては、本日他の案件と分離し、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。 

  まず、日程第４８、同意第１号、教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

  まず、執行部からの提案理由の説明を求めます。総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   同意第１号、教育委員会委員の任命について 

  下記の者を教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

記 

  住  所  香美市香北町朴ノ木２９０番地 

  氏  名  西   美 紀 

  生年月日  昭和４１年３月２１日 

  平成２８年３月２日提出、香美市長 法光院晶一 

  なお、参考資料としまして本人の経歴がありますので、ごらんいただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  お諮りをします。本案は人事案件でありますので、香美市議会運営申し合わせ事項第

６項第２号の規定により質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

「異議なし」という声あり 
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○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、同意第１号は、質疑、討論を

省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第１号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意案第１号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  続きまして、日程第４９、同意第２号、農業委員会委員の任命についてから日程第６

７号、同意第２０号、農業委員会委員の任命についてまで、以上１９件を一括議題とし

ます。 

  まず、執行部から提案理由の説明を求めます。総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、同意第２号から同意第２０号まで一括で提案

をさせていただきます。 

  同意第２号、農業委員会委員の任命について 

  下記の者を農業委員会の委員に任命したいから、農業協同組合法等の一部を改正する

等の法律（平成２７年法律第６３号）による改正後の農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

  住  所 香美市香北町美良布１５４１番地 

  氏  名 小 松 和 啓 

  生年月日 昭和２７年９月１６日 

  同意第３号 

  住  所 香美市土佐山田町町田２２２ノ１番地 

  氏  名 村 田 正 博 

  生年月日 昭和２９年５月２４日 

  同意第４号 

  住  所 香美市土佐山田町１６８３番地２ 

  氏  名 原   心 一 

  生年月日 昭和２２年１月３０日 

  同意第５号 

  住  所 香美市香北町有瀬５９０番地 

  氏  名 門 脇 節 夫 

  生年月日 昭和２２年７月１２日 

  同意第６号 

  住  所 香美市物部町小浜３０７番地１ 

  氏  名 小 松 源 一 
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  生年月日 昭和３６年２月２４日 

  同意第７号 

  住  所 香美市土佐山田町山田１６５６番地 

  氏  名 西 村 広 幸 

  生年月日 昭和３２年７月２９日 

  同意第８号 

  住  所 香美市香北町西川乙２３４７番地 

  氏  名 宗 石 和 彦 

  生年月日 昭和２２年２月２１日 

  同意第９号 

  住  所 香美市土佐山田町佐野９６７番地 

  氏  名 水 田 義 郎 

  生年月日 昭和２０年８月４日 

  同意第１０号 

  住  所 香美市香北町清爪１０番地１ 

  氏  名 森 安   正 

  生年月日 昭和１９年７月１０日 

  同意第１１号 

  住  所 香美市土佐山田町植７２７番地１ 

  氏  名 堤   昭 雄 

  生年月日 昭和３２年１２月２０日 

  同意第１２号 

  住  所 香美市土佐山田町宮ノ口６９７番地７ 

  氏  名 大 岸 高 晴 

  生年月日 昭和３７年２月２４日 

  同意第１３号 

  住  所 香美市物部町大栃２３５９番地 

  氏  名 山 崎   彰 

  生年月日 昭和３５年１月１９日 

  同意第１４号 

  住  所 香美市土佐山田町新改２１５番地３ 

  氏  名 三 木 克 司 

  生年月日 昭和３４年１０月２０日 

  同意第１５号 

  住  所 香美市土佐山田町神通寺３１７番地 

  氏  名 岡 田 修 一 
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  生年月日 昭和３４年１０月２３日 

  同意第１６号 

  住  所 香美市香北町日ノ御子３６７番地２ 

  氏  名 三 谷 富 重 

  生年月日 昭和３１年７月２５日 

  同意第１７号 

  住  所 香美市物部町五王堂６１４番地 

  氏  名 横 山 実 男 

  生年月日 昭和３０年２月５日 

  同意第１８号 

  住  所 香美市土佐山田町西本町３丁目１番３２号 

  氏  名 上 島 陽 子 

  生年月日 昭和４６年１１月３日 

  同意第１９号 

  住  所 香美市土佐山田町１０３３番地１ 

  氏  名 西 岡   久 

  生年月日 昭和２３年８月５日 

  同意第２０号 

  住  所 香美市物部町柳瀬１３５１番地 

  氏  名 公 文 久 郎 

  生年月日 昭和１７年１０月６日 

  平成２８年３月２日提出、香美市長 法光院晶一 

  別添に、参考資料としてそれぞれの経歴がありますのでごらんください。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  お諮りをします。本案は人事案件でありますので、香美市議会運営申し合わせ事項第

６項第２号の規定により質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

  これから、同意第２号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第２号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第３号を採決いたします。 
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  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第３号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第４号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第４号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第５号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第５号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第６号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第６号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第７号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第７号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第８号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第８号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第９号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第９号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  次に、同意第１０号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１０号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１１号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１１号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１２号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１２号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１３号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１４号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１４号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１５号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１５号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１６号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１６号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１７号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１７号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１８号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１８号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第１９号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第１９号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  次に、同意第２０号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、同意第２０号は、原案のとお

り同意することに決定しました。 

  お諮りします。先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたが、発議第１号及

び発議第２号につきましては、本日他の案件と分離し、会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。 

  これから日程第６８、発議第１号、香美市議会基本条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   発議第１号、香美市議会基本条例の一部を改正する条例

の制定について 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４条

の規定により提出します。 

  平成２８年３月２日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

比与森光俊、賛成者 同 山﨑眞幹、賛成者 同 山本芳男、賛成者 同 依光美代子、

賛成者 同 甲藤邦廣、賛成者 同 大岸眞弓、賛成者 同 山﨑龍太郎、賛成者 同 

小松紀夫 

  香美市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 

  香美市議会基本条例（平成２４年香美市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第１６条」を「第１７条」に、「第１７条－第１９条」を「第１８条－第２
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０条」に、「第２０条・第２１条」を「第２１条・第２２条」に改める。 

  第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とする。 

  第８章中第１９条を第２０条とし、第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条と

する。 

  第７章中第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条と

し、第１３条の次に次の１条を加える。 

  （政務活動費） 

  第１４条 会派及び議員は、政務活動費を活用し、市政に関する調査研究その他の活

動に努めるものとする。 

  ２ 政務活動費の交付に関しては、別に条例で定める。 

  附 則 

  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  提案理由 

  香美市議会政務活動費の交付に関するの条例の制定に伴い、条項を追加するものです。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第１号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   起立多数であります。よって、発議第１号は、原案のとおり

可決されました。 

  次に、日程第６９、発議第２号、香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   発議第２号、香美市議会政務活動費の交付に関する条例

の制定について 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４条

の規定により提出します。 

  平成２８年３月２日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

比与森光俊、賛成者 同 山﨑眞幹、賛成者 同 山本芳男、賛成者 同 依光美代子、

賛成者 同 甲藤邦廣、賛成者 同 大岸眞弓、賛成者 同 山﨑龍太郎、賛成者 同 
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小松紀夫 

  提案理由ですが、政務活動費につきましては議会改革取り組みの中で、その性質や導

入の有無に関し２年近く調査研究を進めるとともに議論を重ねてまいりました。また、

昨年の５月と１１月に開催しました議会報告会では、市民の方々にお願いしアンケート

調査も実施し、市民の声を真摯に受けとめたところでございます。 

  議会として議会の活性化を図るため審議能力の強化が求められる現在、地方議会の調

査活動基盤の充実を図る観点から今回の発議を提出させていただくこととなりました。

前文を読ませていただきます。 

  地方分権の推進により、地方自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大し、地方議会

が担う役割がますます重要なものとなっている。 

  議会は、市民の意思を市政に的確に反映させるためにも、幅広く調査研究を行い、自

らの審議能力を強化することが必要である。また、市民への説明責任、市民との意見交

換の重要性も高まっている。 

  このことから、会派の調査研究活動基盤の充実を図ることで、議員個人の資質向上や、

議会の機能強化を推進することを目指して、この条例を制定する。 

  以上でございます。 

  政務活動費を充てることができます経費の範囲につきましては、第１０条で会派での

使用をその範囲とし、あくまでも補助金であり第２の報酬との批判に当たらないよう厳

しく定めたところでございます。そして、当然のこととして年度末には残金を全額お返

しいたします。また、今回の条例制定に伴いまして、香美市議会政務活動費の交付に関

する規則、そして、香美市政務活動費運用基準を定めることとしています。 

  最後に附則ですが、この条例は平成２８年４月１日から施行する。 

  以上、提案理由とさせていただきます。 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

  １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、山崎晃子です。 

  提案理由もお聞きしたところですけれども、第６条に政務活動費、月額１万円という

ことで出てますが、この１万円とした根拠をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   この１万円につきましては、県内の政務活動費が導入さ

れている自治体また全国的な自治体を見、香美市の財政状況も考えたときに、協議の結

果１万円とさせていただきました。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、山崎です。 
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  先ほど議会報告会の中でも説明を行ったということですけれども、これで市民に対し

て十分な説明責任を果たして理解が得られたという認識でしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   議会報告会は２度ですので１００％とは言えませんけど、

また議会報告会に来られる方もそれぞれ地域で参加も多いわけではないですけれども、

議会の活動に興味のある方が参加され、その中で政務活動費についての説明等もさせて

いただく中でアンケートをとりましたので、特に議会としてこのアンケート調査に対す

る不足という意見はございませんでした。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   そしたらお聞きいたします。 

  先ほど認識をお聞きしたわけですけれども、１００％ではないということも提案者の

方言われましたが、そしたらなぜこの導入を急ぐのか、その理由をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   先ほども述べましたように、決して急いだという感覚は

ございません。議会改革を進める中で政務活動費についても、２年間その性格とか取り

扱い等の基準また市民からは透明性を持っての導入という声もいただきました。そうい

う中で今回２年間の議論を重ねた上での提出ですので、特に急いで早急に今回提出した

ということはないと思っております。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに原案に反対の方の発言を許します。１２番、山崎晃

子君。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、山崎晃子です。 

  私は発議第２号、香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について、反対の

立場で討論を行います。 

  政務活動費については、地方自治法第１００条に「普通地方公共団体は、条例の定め

るところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一

部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができ

る。」と明記されています。私はこの制度そのものに異論を申し上げるものではないと

いうことをまず申し上げ、反対討論に入らせていただきます。 

  議員の議会以外での活動は、地域の見回りや対話、報告、相談などのように市民と直

接かかわる活動と、先進地視察や専門的学習会、研修会などのように、知識や資質の向

上等を目的とする調査研究活動などがあります。このうち議会として、いわゆる公務と
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して実施される先進地視察や研修に際しての費用は公費から拠出されますが、その他の

活動については、参加費、交通費、書籍購入費など個人の出費を伴います。政務活動費

は、これらの活動に対して一定の要件を満たせば請求できるものと認識しています。 

  そこで、まず１点目の反対理由です。議会としての活動以外の場合で個々人のスキル

アップ等を図ることが目的の活動に関しては、それぞれの議員の判断で決定される自主

的な活動であるものと考えます。よって、公務以外の活動に発生した費用は、個々の議

員報酬の中から捻出するのが妥当であると考えます。この考えは私自身が学校や民間会

社などで働いてきて、職務命令以外に自分自身のスキルアップを図るための勉強や研究

などに関しては、全て自己負担であったという経験からの考え方です。民間とは違い議

会は特別ということなのかもしれませんが、そこに議員特権というものを感じてしまい

ます。 

  そして、２点目の反対理由は、政務活動費導入に関し、市民に理解していただくため

の努力が絶対的に不足しているという点です。香美市議会では今まで政務活動費が導入

されていませんでしたが、それを新たに導入しようとする場合には特に慎重な姿勢で臨

まなければならず、市民の理解を得る努力を重ねなければならないものと考えます。２

０１１年の９月議会では、議会改革特別委員会の審議結果が示されています。その中で

市民の意識として第２の報酬との認識ではないかとのことで、政務調査費の導入を執行

部に要望するのは時期尚早という結論に至ったと報告されました。あのときの報告から

４年６カ月が経過しましたが、この間に市民の理解を得るために、議会として最大限の

努力を講じてきたとは言えるでしょうか。私はそうは思いません。議会としての行動は

昨年の議会報告会でアンケート用紙を回し、２月の広報でパブリックコメントを求めた

程度であり、このほかには特段の活動は行われていません。また、議会報告会でのアン

ケートの結果を見ましても、必要であるが１０１名であったのに対し、必要ないが３４

名、わからないが７３名で、必要ないとわからないの合計は１０７名となり、必要であ

ると答えた方を上回っています。このような状況の中での提出には、余りにも拙速過ぎ

ないかという疑念を持つところです。 

  そして、導入しようとしている政務活動費の額は１人当たり月額１万円ということで

すが、１９名の議員の合計では年間２２８万円にもなります。これは本市の福祉タクシ

ーの昨年度実績２４１万円に迫るほどの大きな金額です。私はもしこの２２８万円を福

祉タクシーに充てて、助成額を倍増させることができたらと考えさせられてしまいます。 

  消費税増税などの影響もあり、今市民の生活は非常に厳しい状況下にあります。こん

なときこそ生活に直結する施策の充実などを最優先に考えてほしいと考えるのは、私だ

けではないと思います。このような点についても、市民にきちんと説明をした上で理解

を得るべきであると考えます。 

  最後に、もっともっと慎重に、もっと丁寧に、今後１年でも２年でも時間をかけて、

市民に理解していただくための努力を重ねてほしいと願います。慎重の上にも慎重を期
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して、それからでも決して遅くはないということを申し上げまして、私の反対討論とさ

せていただきます。 

○議長（石川彰宏君）   次に、原案に賛成の方の発言を許します。８番、小松紀夫君。 

○８番（小松紀夫君）   ８番、自由クラブの小松紀夫でございます。 

  発議第２号、香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について賛成の立場で

申し述べます。 

  私たち香美市議会は、平成２２年より議会が活性化をすればおのずと執行部も活性化

する、そのことが香美市の発展、そして香美市民の福祉の向上に必ずつながっていくと

の信念を持って議会改革に邁進をしてまいりました。その中で議会の活性化のために会

派性の導入、そして、一問一答方式並びに反問権の導入、議案審議のための細部説明書

の導入、そして、議会の最高規範でございます議会基本条例の制定、さらに議員政治倫

理条例も制定をいたしました。また、市民の皆様に開かれた議会でなければならないと

の思いから、インターネットでのライブ中継並びに録画配信、そして議会だよりの充実、

また年間２４カ所での議会報告会も実施をしてまいりました。 

  ただ、さまざまな新たな仕組みや試みを導入し、議会改革度ランキングでも上位に位

置するようにはなりましたが、それを運用する私たち議員の個人個人が、果たして改革

の速度についていけているのだろうか、新たな仕組みや試みを十分に活用ができている

のだろうか、そういう思いがございます。言いかえれば、私たち議員個々があらゆる機

会を捉えて資質を向上させなければ絵に描いた餅となり、議会改革をなし遂げることは

できないと考えるところでございます。その思いの中で議会改革を提唱いたしました平

成２２年から、継続的に審議をしてまいりました政務活動費を導入することによりまし

て、議員個々の資質の向上や議会の機能強化を推進していきたいそう考えるところでご

ざいます。 

  政務活動費の制度の趣旨といたしましては、地方分権一括法によりまして地方公共団

体の自己決定権や自己責任が拡大をしていく中で、地方議会が担う役割というものはま

すます重要になっている、そういうことから議会の審議能力を強化をするため、議員の

調査研究費等の助成を制度化をし、その使途の透明性を確保するというものでございま

す。 

  地方自治法では、議員の調査研究その他の活動について定義づけはされておりません

けれども、衆・参両院の総務委員会での審議から、議員の調査研究その他の活動という

ものは、まず政策形成にかかわる調査、企画、立案を行うこと。そして、政策形成に必

要な情報収集、意向調査、意見交換などの活動を行うこと。また、政策形成に関する調

査研究の推進に資するため、議案調査、事務調査などの活動を行うこと。最後に、政策

形成にかかわる要請、陳情などの活動を行うことと考えられております。 

  ただ、皆様もご存じのとおりでございますが、兵庫県議が政務活動費を不正に使用い

たしました信じられないような事件がございましたことから、議員の第２の報酬ではな
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いのかとの批判があることも承知をしております。そこで、本市議会におきましては、

政務活動費を制度化するに当たりまして、会派の調査研究その他の活動の充実を図るこ

とによって、議員個々の資質向上を推進するとの考え方によりまして、あくまでも会派

に対して交付するものとし、決して議員個人に交付をするものではございません。会派

の所属議員数に月額１万円を乗じた額というのは、単に会派に対する交付額を決定する

際の算定基準とするものでございます。 

  また、本市議会における政務活動費を充てることのできる範囲につきましては、その

範囲をでき得る限り縮小いたしました。拡大解釈ができるような項目、例えば資料購入

費であるとか、会議費、人件費などにつきましては、一切採用しないことにいたしまし

た。恐らく全国の地方議会の中でも極めて限定された範囲での政務活動費であると、そ

のように思っているところでございます。 

  最後に、これまで政務活動費の趣旨について申し上げましたが、政務活動費を議員報

酬や議員定数と同列にして議論をするということは、これは全くの筋違いな話であると

私は考えております。また今回、この議会の思いを酌み取っていただき、平成２８年度

当初予算に政務活動費交付金を計上していただいた市長に敬意を表しますとともに、決

して無駄なお金としない、そういう決意を表明をいたしまして賛成の討論といたします。

会派を越えた皆様方のご賛同をよろしくお願いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第２号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   起立多数であります。よって、発議第２号は、原案のとおり

可決されました。 

  次に、平成２７年第４回議会定例会で継続審査に付してありました日程第７０、請願

第１号、香美市に小児科（小児アレルギー対応等を含む）を誘致していただくことを議

題とします。 

  これから、教育厚生常任委員会委員長の報告を求めます。教育厚生常任委員会委員長、

依光美代子君。 

○教育厚生常任委員会委員長（依光美代子君）   １７番、依光美代子、教育厚生常任

委員会の報告を行います。 

  昨年１２月１１日の第４回定例会において教育厚生常任委員会に付託され、継続審査

となっていた案件は請願第１号であります。この件について今年１月２６日に審査を行

いました。以下、審査の経過と結果を報告いたします。 

  請願第１号、香美市に小児科（小児アレルギー対応等を含む）を誘致していただくこ

とを議題とし審査に入りました。 
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  最初に、紹介議員の大岸眞弓議員より、請願の紹介議員に至った経緯や理由及び小児

科の必要性や緊急性について説明を受けました。 

  最初に、紹介議員に至った経緯については、昨年８月２１日に子育て支援ネットワー

クろばみみで、「子育てと就労に関する意識調査の結果について」を聞く会に声がかか

り、女性議員が誘い合い参加をしました。その場には市職員も参加をしておりました。

講演の後、お母さん方と話し合いの中で、子育てに関する悩みや要望などたくさんの声

が上がり、その中で一番切実な声として本市に小児科がどうしても必要であり、移住定

住の促進にもつながるので、ぜひとも執行部につなげたいと考え、請願書の紹介議員と

なりました。 

  前回の委員会で小児科医として来る人がいないのではないかと心配していた件につい

ては、最近の県の医師不足や医療体制の改善に向けての動向や知事の議会答弁などの資

料をもとに、この対策に県が施策を打ってきたことによりやっと改善の兆しが見え始め

たことを示し、香美市に小児科誘致の可能性は十分あると述べられ、また請願の緊急性

については、病児・病後児保育の実施にはどうしても小児科が必要である。現在、乳幼

児健診についても、小児科医がいないため南国市にお願いしている状況で、市も大変苦

慮している状況でございます。そういう状況だからこそ本市への小児科誘致は必要であ

り、お母さん方の長年の念願であると説明を受け質疑に入りましたが、紹介議員への質

疑はなく終了しました。 

  次に、参考人、子育て支援ネットワークろばみみの桑名千穂子理事に子育て支援ネッ

トワークろばみみの活動内容と請願の趣旨について説明を受けました。 

  最初に、子育て支援ネットワークろばみみの発足の経緯から説明があり、この会はこ

のまちで子育てするには、母親同士のつながりや子育てするための環境整備や仕組みが

必要と考え、２００９年に発足したボランティアによる運営団体であります。その活動

は常に母親目線で、このまちにあったらいいな、できたらいいなといろんなことを企画

しており、子育て広場たんぽっぽ、きっず・あーとぷろじぇくと、ろばみみファーム、

子育て情報誌の発行などが主な事業であります。その中でもプラザ八王子の和室では子

育て広場たんぽっぽを週２回開催し、毎回平均１０組の親子の参加があり、子どもを遊

ばせながら母親同士のおしゃべりや友達づくりや情報交換、子育ての悩みなどを相談す

る場所として、子育て中のママにはなくてはならないママたちの居場所となっておりま

す。桑名理事は、この子育て広場たんぽっぽにボランティアスタッフとしてかかわり５

年になります。その間の変化について説明があり、５年間たっても変わらないのは子育

てをする上での悩みでした。たんぽっぽに来るママたちから、香美市で子育てするのに

もっとこうだったらいいのに、こうなればよいのにというたくさんの声を聞いてきまし

た。 

  香美市は人口約２万７,０００人、県内で６番目の人口規模であり、面積は５３８平

方メートルと県内３番目の広さです。市内には特急が停車するＪＲ駅があり、法務局、
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ハローワークや美術館、工科大など他の自治体にない公共施設や機関が多くあります。

そのような市に小児科がないのは不思議です。大人の内科があるのに、子どもの内科で

ある小児科がない、そんなところで子育てをしたいと思うでしょうか。若い子育て世代

に移住や定住をしてほしいと言えるでしょうか。子育て世代のお母さん方からの一番要

望が多かったのは、香美市に小児科が欲しいという声です。その声を私のところでとど

めておくのではなく行政に届け、香美市に小児科がないことを香美市全体の問題として

真剣に考えてもらいたいと請願に至りましたと説明を受け、質疑に入りました。 

  最初に、アレルギーの子どもがふえていると聞くが実感としてどうかについては、ア

レルギーの子どもはふえており、その対応は小さいときにアレルギーにしっかりと対応

することが大事であり、専門医がおればより安心であるという答弁でした。次に、香美

市に来たいという２０代、４０代の医者は、香美市の出生率や子どもの数を知った上で

の希望かについては、そこまでは聞いておりませんということでした。 

  以上で質疑を終了し、続いて執行部より、前回１２月１４日の継続審査後の小児科誘

致にかかわる取り組みについて、以前相談していた医療機関や医師会、保健所、南国市

のお世話になっている医療機関や新たな病院開設予定者などへの相談など、その後の経

過と本市の現状の出生率、合計特殊出生率、年少人口数や病院数について、さらに詳し

く説明を受け、質疑に入りました。 

  最初に、できることがあれば協力をしてもと言ってくれる方や開業してもいいという

先生方と懇談や申し合わせなどはしたのかについては、できることがあれば協力しても

と言ってくれる先生とは、平日は勤務で忙しく電話のみで話をした。懇談や申し合わせ

はしていないと答弁でした。次に、南国市や香南市でも夜間・休日は県の救急医療情報

センターを利用しているのか、地元ではしていないということかについては、診療日以

外の夜間・休日は、高知県救急医療情報センターなどで対応していると思われると答弁

でした。 

  以上で質疑を終え、委員からは、説明を聞き子育て世代の切実な声である小児科の誘

致には厳しい状況もあるが、急がず落ちついて進めることで可能性がある。また、香美

市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本項目に、子どもを産み育てやすい環境をつく

ることや人口ビジョンにも数値目標を掲げ、女性が子どもを産み育てやすい環境整備を

香美市の最重要課題としており、その実現のためにも小児科の誘致は必要である。また、

関係機関からはどこも急がず落ちついてという意見でしたので、このままにせず小児科

誘致の声を上げていくことが大事である。移住定住にも効果があり、子育て世代が２人

目、３人目を産もうと希望にも向かう。そして、次へつなげていくためにもたゆまぬ対

応が大切であると考える。最後に、定住人口増加促進特別委員会からの小児科誘致の提

言後、行政の動きは何も進んでいなかったが、今回の請願書の提出により行政が動くこ

とで一歩進み、できるだけ協力したいという医師の声もあり、実現の可能性が残ってい

るので実現に向け進めてほしいというような委員からの意見がありました。 
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  以上のように小児科の誘致は可能性があるので、急がず落ちついて一歩でも二歩でも

実現に向け進めるべきとの意見がありました。 

  審査の結果、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって請願第１号は、採択すべき

ものと決定しました。 

  以上で教育厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   教育厚生常任委員会委員長の報告を終わります。 

  これから、委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。 

  これから、請願第１号、香美市に小児科（小児アレルギー対応等を含む）を誘致して

いただくことを採決いたします。 

  本案についての委員長の報告は採択であります。本案を原案のとおり決定することに

賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、請願第１号は、原案のとおり

採択されました。 

  これで本日の日程は全て終了しました。 

  次の本会議は３月８日午前９時に開きます。 

  本日はこれで散会いたします。 

（午後０時０７分 散会） 
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平成２８年第１回香美市議会定例会会議録（第２号） 

招集年月日 平成２８年３月２日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ３月８日火曜日（会期第７日） 午前 ９時００分宣告 
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   １番  甲 藤 邦 廣      １２番  山 崎 晃 子 

   ２番  小 松   孝      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ３番  利 根 健 二      １４番  大 岸 眞 弓 

   ４番  山 﨑 眞 幹      １５番  織 田 秀 幸 

   ５番  森 田 雄 介      １６番  比与森 光 俊 

   ６番  濱 田 百合子      １７番  依 光 美代子 

   ７番  村 田 珠 美      １８番  山 本 芳 男 

   ８番  小 松 紀 夫      １９番  島 岡 信 彦 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（石川彰宏君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１９人です。定

足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許します。 

  １１番、門脇二三夫君。 

○１１番（門脇二三夫君）   議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただき

ます。お聞きするのは３点ございますが、総括方式で行います。 

  歴史や自然を生かした観光をということで、元正天皇の養老２年（７１８年）、徳島

県から高知県に入る新道が開かれています。その新道は南海道であり、都から地方へ、

地方から都へ人が往来する道でありました。元正天皇は、国家が栄えよく治めるために

は人々が富まなくてはならないと考え、産業を奨励をしています。そのためには、水田

だけでなく畑も大切に、稲と麦をともに植えるよう勧めています。天皇が即位した年号

は霊亀でしたが、霊亀３年１１月に年号を養老と改めています。これは美濃国当耆郡に

行幸し、多度山の泉で手や顔を洗ったところ肌が滑らかになり、痛いところを洗ったと

ころ痛みがなくなって、これをめでたいしるしだとして年号を改めたと言われています。 

  先ほど申しましたが、南海道は、徳島県上勝町から旧木沢村を経由し物部町別府に入

り、国道１９５号の対岸を西に進み別役へ、別役から勘定山へ上っています。勘定山か

ら尾根を西に大磯の平へ、大磯の平から上韮生側の南池に、南池から笹中上、笹土居番、

神池、楮佐古、香北町猪野々と物部川沿いに沿って下流へ続いているのであります。ま

た、勘定山から直接上韮生側へ下ると久保の沼井ですし、岡ノ内西谷から大磯の平への

道もあって、岡ノ内の６０代の方々は、岡ノ内の小学校の遠足は南池に行ったとのこと

であります。昨年１０月２４日に大栃小学校の遠足で白髪山に登りましたが、南西には

勘定山、大磯の平が、北東には三嶺が一望できるのであります。白髪山山頂までは、下

部にある駐車場から４０分から１時間と比較的登りやすい山であり、ハイキング気分で

行くことができると考えています。 

  また、香美市内には多くの巨樹、古木があります。全てを調べているわけではありま

せんが、国道、県道、市道などから近い場所にも見られます。別府有宮神社の杉とヒノ

キ、大栃のムク、神池大日寺の杉、星神社の杉、清爪杉原神社の杉、吉野上久保神社

（後に「北久保神社」と訂正あり）の杉などでありますが、これは本市の宝であります。

こうした歴史や自然を利用した観光産業を確立してはと考えているところですが、所信

をお聞かせください。 

  次に、地域野菜や果実の品種探索をということですが、現在栽培されている野菜や果

実の品種は、収量や品質の均一化を図るため一代雑種が多くなっています。最近、旬の

野菜という言葉が聞かれるようになってきましたが、日本経済新聞によりますと、女子
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栄養大学の辻村教授は次のように述べられています。カロテンについては、トマトは７

月が１２月の約２倍、ブロッコリーは３月が８月の約４倍。ビタミンＣでは、ホウレン

ソウは１２月が最も少なかった９月の五、六倍、ブロッコリーは２月が８月の約２倍、

ジャガイモは７月が４月の約５倍。分析を通じてわかったのは、時期によって、野菜は

外見は同じでも本来それぞれの旬があり、一般的に旬は３カ月ほどにすぎない。例外は

あるものの、旬以外の季節には旬の時期の数分の１の栄養価しか持たないとしています。 

  私は農業団体で育ちましたので施設栽培されていることを否定するものではありませ

んし、野菜の持つ効用については承知をしているところであります。今、スローフード、

スローライフが言われていますが、これはイタリアから発生した運動で、ファストフー

ド、いわゆるハンバーガーやフライドチキンなど、簡便で画一された食事を見直そうと

いうものであります。そして、その内容は、地域の食材を利用し、食材本来の味と地域

の調理方法で食事をし、ゆとりを持って過ごそうというものであることはご承知のこと

と思います。 

  昭和中期、私の子どものころのキュウリは自家採種していたために、地域の気象条件

に順化していたのか独特の味と香りがしたのであります。この香りは耐菌・耐虫性を持

っていますが、植物が種の絶滅を防ぐためのものであり、人間の免疫力を高める効果も

あります。しかし、現在では生食用の品種にかわり、漬物や煮炊きのできない品種とな

っています。また、祖谷から伝わったと言われているジャガイモは紅白の芋が混在、味

はよく煮崩れしませんが、男爵やデジマに比べ収量が７割と少なく、栽培する方は激減

をしています。 

  全国的に特徴のある地域野菜が見直されています。その最たるものが京野菜、加賀野

菜、大阪泉南の水ナスなどでありますし、本県では弘岡カブ、入河内大根が栽培をされ

ています。 

  この質問をさせていただいたのは、旧物部村でも質問をし、その後ミニトマトなど数

品目が絶滅したためでありますが、所信についてお聞かせをください。 

  ３点目です。 

  災害に強い環境づくりをということで、２００６年に国土交通省が発表した水資源白

書によりますと、年間降水量は１,０００年前（後に「１００年前」と訂正あり）に比

べ減少し、年による変動幅は２倍となったとしています。また、気象庁統計によります

と、１時間の降水量５０ミリの発生回数は、１９７６年からの１０年間は１６.６回、

１９８６年からの１０年間は１７.７回、１９９６年から２００５年までの１０年間は

２１.８回と発生回数は確実に増加をしています。私は最近の異常気象には関心を持っ

ていましたが、物部川上流だけでなく全国的に災害を受けやすい雨の降り方となってい

ます。永瀬ダムに流入する水は２０年前に比べると毎秒１トン減少していますし、森林

を含めた試算では２.５トン減少しています。これは上流域にある山林の手入れが十分

できていないことや、ニホンジカの食害などから林床が裸地化し、保水力が低下をした
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ことが原因であります。こうした山林は降雨によって表土が流出し、山腹崩壊の原因と

なっています。永瀬ダムに流入する土砂の量も年々増加をしていますし、降雨の変化か

ら上流域の山林の手入れが必要と考えておりますが、所信をお聞かせください。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   １点目の質問の下から２行目の「吉野北久保神社」と書いて

あるのを「上久保神社」と言いましたが、それはえいですか。それと、３番目の質問の

年間降水量は「１０００年前」と、これには「１００年前」になっていますが。 

（１１番、門脇二三夫君、自席から「１００年前」と発言する） 

○議長（石川彰宏君）   それを、答えを言ってください。 

○１１番（門脇二三夫君）   議長の言われたのは、吉野の神社でしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   「上久保神社」と、「北久保神社」と書いていますが、これ

には「北久保神社」。 

○１１番（門脇二三夫君）   「北久保神社」で間違いないです。 

○議長（石川彰宏君）    それと、３点目の質問の年間降水量は「１,０００年前」、

「１００年前」と書いていますが。 

○１１番（門脇二三夫君）   「１００年前」です。 

○議長（石川彰宏君）   わかりました。 

  産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   門脇議員の総括でのご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目の歴史や自然を生かした観光をということでございます。 

  山岳観光や巨木に触れる観光等は、本市にとって非常に魅力のあるものと考えており

ます。かねてより、一般社団法人香美市観光協会でこのような山岳観光等につきまして

は検討されてきておるところでございます。観光協会も事務所の新たな設置や、また、

それに伴う雇用等から異なる展開、新たな展開が期待をされておるところから、例えば

（仮称）「パワースポット“奥物部の巨人たち”とふれあう旅」とかいうふうな名前で、

体験型の観光ツールとして商品化をされていけばおもしろいなと考えております。議会

でこのようなご提案をいただいたということを観光協会のほうにつないでいきたいと考

えておるところでございます。 

  ２点目、地域の野菜・果実の探索をということでございます。 

  京都府の京野菜、石川県の加賀野菜、大阪府のなにわ野菜、また、奈良県の大和野菜

などは、おのおのの地域で認定条件が定められて、保存伝承がなされている野菜でござ

います。これらに共通する目的はここにしかないものをここで食べると、広く売ること

とは矛盾するということでございますけれども、高い付加価値によるブランド化、これ

が一つの手法と考えるところでございます。 

  先月、高知県のほうで主催して開催していただきました伝統作物栽培に係る会議とい

うふうな会議が行われております。そこでも土佐の伝統野菜といたしまして、牧野野菜
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を中心とした取り組みが紹介をされておりますけれども、やはり生産量の確保と栽培技

術の確立が非常に課題と、これからの課題であるとされておりました。生き残ってブラ

ンド化されていくために全てに共通することは、その野菜が本当においしいのかどうか

というところになってきます。それによって自然淘汰をされていくというふうな形でご

ざいます。ただ、市のほうには農業の専門職がいないため、探索等は非常に困難でござ

いますけれども、県の農業振興センターには農業改良普及員という専門家がおいでます

ので、情報共有を図っていきたいと考えておるところでございます。 

  ３点目に、災害に強い環境づくりをということでございます。 

  門脇議員のご質問では、山林の手入れということを主とされたご質問と理解をさせて

いただきまして、答弁をさせていただきます。 

  何度か議会でも答弁をさせていただいておるところでございますけれども、昭和３９

年、１９６４年の木材の輸入全面自由化以降、国産材価格が急落、これによりまして山

林では枝打ちや間伐等の必要な手入れが全くされなくなっていることはご承知のとおり

でございます。高知県でも同様の状況がずっと続いておったわけでございますけれども、

ここ数年前から、高知おおとよ製材の開業や木質バイオ発電施設の稼働等によりまして、

やっと山林に対して一筋の光が差し始めてきたのかなと感じておるところでございます。 

  当市におきましては、鳥獣害を含めました林業対策につきましては、平成２３年度の

当初予算で３億５,３００万円余りであったものが平成２４年度には３億５,９００万円、

そして、平成２５年度は４億１,０００万円、平成２６年度４億４,９００万円、平成２

７年度は５億１,７００万円、今回提案させていただいております平成２８年度の当初

予算では５億５,２００万円と、平成２３年度比で平成２８年度予算は１５６％といっ

た伸びとなっておるところでございます。といいますのは、やはり山林の維持管理を含

めまして、枝打ち、間伐等の森林整備に大きな力を注いでいくという予算編成になって

おるところでございます。長く手入れされなかった森林におきまして、先ほどお話しし

ましたように枝打ちや間伐、そして、皆伐、また、再造林といいます５０年、１００年

にわたる長いサイクルの森づくりがやっと始まったものと感じておるところでございま

す。 

  今後これらを地道に継続していくことが、長い目で見ますと災害に強い森林をつくっ

ていくものと確信をしておるところでございます。既に行動は開始をされているものと

認識をしておるところです。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １１番、門脇二三夫君。 

○１１番（門脇二三夫君）   ２回目の質問をさせていただきます。 

  地域の野菜・果実の探索をということでございますが、以前は黒いぼの地這いキュウ

リを自家採種をして栽培をしていました。けんど、その当時から言いますと全部の食感

が生食用のキュウリになってしまいまして、煮炊きができない、漬物ができないという
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品種になってきています。特に少ないものですが、例えばエビとキュウリと合うとよく

言われますよね。ところが今のキュウリでは、エビと一緒に煮るとどろどろみたいな感

じになってしまうがです。昔の黒いぼの地這いの系統のものはやっぱり欲しいなあとい

うふうに思っています。現在、私もキュウリの種子とジャガイモの紅白のものは確保し

ています。ただ言いたかったのは、これは旧物部村時代のときに同じような質問をさせ

てもらいましたけれどもミニトマト、これも完全になくなりました。やっぱり今のうち

に、我々のほうも協力をしますので何とか市を通して、市にやれというのじゃなしに、

県のほうへ働きかけるとかいうようなことができないかなというふうに思っています。 

  あと、課長も言われたように歴史を生かした観光、あるいは巨樹、巨木がありますの

で、そういったものを含めてやっぱりやるべきじゃないかなという、もうその時期にき

ているんじゃないかなという気がしていますので。 

  とにかく２点目だけ、ちょっと野菜の品種のことだけちょっとお答えをいただきたい。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  先ほども答弁させていただきましたけども、今回２回目のご質問で種の保存というこ

とで、門脇議員のほうが持たれているという種でございますけれども、ぜひそういうふ

うな形のものをお構いない範囲で提供していただいて、県のほうにつないでいきたいと。

県のほうではそういうふうな形での種につきまして、いろんなさまざまな実験をしなが

ら、栽培をしたりとかいろんな形をしておられますので、そのような形でつないでいき

たいと思いますので、ぜひ産業振興課のほうまでご連絡をいただければと思います。 

  また、歴史のほうの観光ツールでございますけれども、香美市ではもうご存じのよう

に塩の道、これが歴史の道としての観光ツールでございますが、それと別に今回ご質問

にあったような部分につきまして、山岳をめぐるルートでございますので、そのような

山岳観光等を含めまして、どのような形になっていくのかという具体的な部分につきま

してはまだわかりませんけれども、ご提案があったということを観光協会のほうにつな

いでいきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１１番（門脇二三夫君）   以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（石川彰宏君）   門脇二三夫君の質問が終わりました。 

  次に、１２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、○○○○○○○○○○○山崎晃子です。私は住民

の皆さんの声を大切にし、その思いを真っすぐ届けられるよう丁寧な質問に努力いたし

ます。市長並びに関係担当者から率直で誠実な答弁をいただきますよう求めまして、通

告に従い質問いたします。 

  本日の質問は、災害時の支援者名簿と福祉避難所に関して、緊急用ヘリポートに関し
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て、有害鳥獣の駆除に関しての３項目を一問一答でお伺いいたします。 

  初めに、災害時の支援者名簿と福祉避難所に関してお伺いいたします。 

  平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では甚大な被害があり、今でも多くの

方々が避難生活を余儀なくされています。被災地全体で亡くなられた方のうち、６５歳

以上の高齢者が約６割に上ったと聞きました。また、被災住民の死亡率の約２倍に相当

する方は、障害のある方であったと聞いています。国はこうした東日本大震災の教訓を

踏まえ、災害時にみずから避難することが困難な高齢の方や障害がある方などのように、

特に配慮を要する方々への適切な避難支援策の見直しに着手しました。平成２５年６月

には災害対策基本法の改正が行われ、避難行動をする際に特に支援を必要とされる方を

避難行動要支援者として、その名簿の作成が市町村に義務づけられました。このことに

関して私が２年前に質問をしたとき、当時の担当課長から、今まで作成している要援護

者台帳は国の基準に合っていない。改定された災害時要援護者の避難支援ガイドライン

により、県が示す内容や手順をもとに新たに作成し直す。また、個別避難支援計画は、

手挙げ方式と同意方式という併用で進めたいという趣旨の答弁をいただいておりました。 

  その点をもとに、次のことをお伺いいたします。 

  国の基準に沿った避難行動要支援者名簿作成に関して２月２９日の地元新聞では、人

手不足や個人情報保護等の理由から、全国的に取り組みが進んでいないとの報道があり

ましたが、本市の取り組みはどのようになっているでしょうか、進捗状況をお聞かせく

ださい。 

○議長（石川彰宏君）   山崎議員は、今、「くらしと福祉を守る会」ではないですが、

会派結成届が出てきていませんので無所属ですが、今。 

○１２番（山崎晃子君）   無所属ですけど、別にこれを述べることは構わないという

ことでお聞きしたんですけれども。 

○議長（石川彰宏君）   ちょっとそれは、今までの何がありますので訂正していただ

きたいですが。 

○１２番（山崎晃子君）   ああ、そうですか。今まで会派がないときでもこれは述べ

させていただいておりましたが、議長がそういうことであれば、ここは発言を削除させ

ていただきます。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   おはようございます。 

  山崎晃子議員の１番目の質問、災害時の支援者名簿と福祉避難所に関しての①のご質

問にお答えいたします。 

  平成２７年３月改定の香美市地域防災計画にも、災害時における避難誘導及びその他

支援を有効に行うために、要配慮者を把握するとされておりますので、避難行動要支援

者名簿は作成済みです。 

  以上です。 



 

－9－ 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   名簿は作成済みということをお聞きいたしましたので、②

の質問に移ります。 

  ②ですけれども、本市の避難行動要支援者は何名になるのでしょうか。また、名簿へ

の登録に同意が得られた方は何名になっているでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  高齢者、障害者、妊婦、乳幼児などの要配慮者といわれる方が約５,９００名いらっ

しゃいまして、そのうちの災害時に自力で避難することが困難だと思われる身体障害者

手帳１、２級の所有者、療育手帳Ａ１、Ａ２の所有者、精神障害者手帳１級の所有者、

また、要介護３以上、７５歳以上の独居等の方で、特に支援を必要とされる方を避難行

動要支援者と呼びまして、その方が８０９名いらっしゃいます。うち外部への情報提供

に同意をしていただいた方が５０９名、同意されない方が６８名、未記入の回答が２２

名、そして、回答していただいていない方が２１０名となっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   回答をしていただけていない方というのは２１０名いらっ

しゃるということですけれども、この方々に対しては何かその後、再度の対応をされた

のかどうかをお聞きいたします。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  今までに３回この文章を送りまして回答をいただくように促しておりますが、いまだ

に２１０名の方が回答していただいておりません。ただし、市のほうで避難行動要支援

者とみなしておりますので、今後引き続き回答していただくように促していきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   大切な命を守っていくということになりますので、ぜひそ

ういった取り組みに同意をいただいてということになろうかと思いますけれども、８０

９名が登録をされたということですけれども、この方々の状況というのは、身体状況な

ども変わってくるかと思うんですけれども、そうした更新なんかはどういう仕組みでど

ういうようにしていくというお考えでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  本年度、災害時要配慮者避難支援システムを構築しておりまして、システムが稼働い

たしましたら年齢等の自動更新もできますので、随時それを確認しながら名簿を更新し
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ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   システムが入ったら随時確認ということですが、その確認

方法についてはどういった形で、今まで同じように名簿というか、お手紙を出してとい

うことでされるのか。あるいはその地域の方々、民生委員さんとか、そういう方に協力

をしてということでされていくんでしょうか。その点をちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   システムでの更新は年齢等になりますので、そこで

市のほうで把握できる部分については、福祉事務所のほうで更新をしていきたいと考え

ておりますが、その他につきましては地元の方、民生委員さん等に当然ご協力していた

だくことになると考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   それでは、③の質問に移ります。 

  名簿への登録に同意が得られた方については、万が一の災害に備え平常時から地域の

自主防災組織などの支援者に提供され、一人一人の個別計画を作成することになってい

ます。そのために本市では同意書と調査票に記入していただくことを実施したようです

が、同意書と調査票を提出された方から、「書いて提出したがその後何も言ってこない。

どうなっているのだろうか」との声をお聞きしました。関係市民への通知はどのように

行われるのでしょうか。あわせて今後の計画についてお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   先ほど申しましたように回答に時間を要しておりま

して、全員の方からの回答はいただいておりませんが、来年度につきましては回答を整

理して、同意をいただいた方については避難支援等関係者であります自主防災組織、民

生委員、社会福祉協議会等に情報提供を行うことを予定しております。 

  名簿をもとに作成される個別計画につきましては、地域で協力して取り組んでいただ

きたいと考えております。一人一人必要とされる支援が違っていることから、ご本人や

ご家族、また、避難支援等関係者が具体的に話し合いをしていただき、作成していただ

くようにお願いしたいと思います。 

  また、日ごろからの見守り活動に活用していただき、また地域で避難訓練を実施され

る場合には、個別計画に基づく避難行動要支援者の避難訓練もあわせて実施していただ

きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 
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○１２番（山崎晃子君）   個別避難計画は地域の方が主体となってということになり

ますけれども、なかなか一人一人の計画を立てるのは地域で大変苦労されるんじゃない

かとも思うんですけれども。特に地域の避難支援者の方がやはり高齢化されていたりし

て、避難支援者がいないというような問題も出てくるんじゃないかと思いますけれども。

市も積極的にこの計画を立てるに当たって支援をしていただきたいと思いますけれども、

市のほうとしての支援体制はどのようになっていますでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  個別計画につきましては、実情に詳しい地域の方に作成していただくこととしており

ますが、市につきましては、地域に対しまして話し合いのできる場の提供、そして、個

別計画の策定に関する説明会の実施、相談などの対応、地域で話し合いが活発に行われ

るためのサポートをするようにしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   そしたら、来年から実施されるということですので、それ

がスムーズに個別計画が作成できることを求めます。 

  それでは、次の質問に移ります。④です。 

  要支援者の避難後の受け入れ先となる福祉避難所についてお伺いいたします。 

  本市の福祉避難所の指定状況と受け入れ体制などについて詳しくお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   本市の福祉避難所につきましては、市単独で高齢者

関係の施設などとの指定及び協定については結んでおりません。ただし、南国市、香南

市、香美市、大豊町と知的・発達障害者の広域福祉避難所として、香美市内で４施設、

南国市で２施設の障害者施設等と協定を結んでおりまして、収容可能人数は支援者を含

めて３１０名とされておりましたが、これにつきましては現在見直しの途中です。 

  また、福祉避難所に備蓄される物資、機材につきましては、食料、飲料水、毛布、簡

易トイレなどの一般的なもののほかに介護用品、要配慮者に適した食料、洋式ポータブ

ルトイレ、ベッド、担架、パーティションや車椅子などがあるために、４市町で機能充

実のための物資、機材の購入を進めています。 

  また、施設と４市町及び中央東福祉保健所で、年に数回設置運営協議会を開催し、年

１回は各施設持ち回りで福祉避難所開設運営訓練を、要支援者はもとより地域の住民を

交えて実施しております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   現在、福祉避難所として指定をされているところは障害者

施設ということでお聞きをしたところですけれども、今後、身体障害者の施設とか高齢
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者の施設とか、そういったところとの協定を結ぶということは考えておられないのでし

ょうか。といいますのも、私の場合を例にして言いますと、私の両親は歩行困難などの

身体的障害に加え、認知症が進行している状況です。仮にこの両親を避難させることに

なった場合、通常の一般的な避難所ではほかの方々に、いろいろな面で周りの方に迷惑

をおかけするのではないかと危惧するところです。このような不安を抱いている方はほ

かにもたくさんおいでるものと思いますが、身体者障害者施設や高齢者施設とも協定を

結び、福祉避難所として指定することも必要ではないでしょうか、見解をお聞かせくだ

さい。 

○議長（石川彰宏君）   福祉事務所長、西本恭久君。 

○福祉事務所長（西本恭久君）   山崎議員がおっしゃいますとおり、福祉避難所の整

備状況は高齢者、身体障害者に対する施設が入っておりませんので不十分と考えており

ます。福祉避難所として指定されるのは、施設自体の安全性、耐震とか耐火が確保され

るとともに、手すりやスロープなどのバリアフリー化が図られて、要配慮者の安全が確

保された施設となっております。県内の他の自治体では、所有する保育所を指定したり、

あるいは管内の老人保健施設と協定を結ぶなどしておりますので、本市も福祉避難所と

しての取り組みを今後進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   そしたら、今後検討していただけるということでしたので、

福祉避難所に関しての質問は終わります。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  緊急用ヘリポートに関してお伺いいたします。 

  現在、物部町内には五王堂、神池、岡ノ内の３地区に緊急用ヘリポートが整備され、

災害や病気、けが等で危険な状態に陥られた方々の生命を助けるために運用され、多大

な力を発揮していただいております。また、現在、工事が行われている大栃と別府地区

の緊急用ヘリポートへの整備も進み、来月から運用される予定と聞いています。これで

物部町内の緊急用ヘリポートは５カ所となります。 

  物部町は山が深く、奥に入るほど急峻な地形になっています。それに加え、少子高齢

化の影響で移動手段に困難を来している方々が多くおいでます。そのような山間地域の

住民の生命を守っていくために、市は積極的に緊急用ヘリポートを整備しています。緊

急用ヘリポートの整備については、地域の方々からは喜びの声が多く寄せられています。

また、近い将来必ず起こると言われている大地震などの災害時には、大きな活躍をして

くれるだろうと期待する声も聞いています。実際に救急搬送された方の関係者やご近所

の方などからも、消防の皆さんや救急ヘリの方々が懸命に対応していただいたことに対

し、とても感謝しているという声も聞きました。私自身も山間地で暮らし、病弱な高齢

者を抱えている者の一人として、市の積極的な取り組みに深く感謝し、とても心強く思
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っています。まず、このことを申し上げ、質問に入らせていただきます。 

  物部町は面積が広く、急峻な山々に囲まれています。中には自宅まで車が入らないと

ころにお住まいの方もたくさんおられるわけですが、現在整備されている５カ所以外に、

今後物部町内で整備する計画があるでしょうか。もし計画されているようでしたらお聞

かせください。あわせて市内全域での整備計画もお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   それでは、山崎晃子議員のご質問にお答えいたしま

す。 

  物部町内へのヘリポート整備につきましては、平成２７年度末には５カ所が完成し、

重要地点への整備は図れたと考えておりますが、この５カ所により物部町内への整備事

業が完了したとは考えておりません。今後整備を必要とするような適地がございました

ら、消防防災航空隊と現地調査等を実施し、検討を行う考えであります。 

  また、今後の整備計画については、平成２８年度は当初予算計上のとおりでありまし

て、土佐山田町北滝本地区及び香北町中谷地区にヘリポートの整備を計画しております。

平成２９年度以降については設置場所は確定しておりませんので、今後、消防防災航空

隊と必要であろうと思われる地域の現地調査を行い、事業の推進を図ってまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   それでは、適地があれば今後も積極的に整備されるという

ことをお聞きいたしまして、大変安心をしました。 

  それでは、次の質問に移ります。②です。 

  物部町では喜びの声、期待の声、感謝の声が多くありましたが、疑問の声も２点あり

ました。その点についてお尋ねいたします。 

  まず１点目は、大栃地区のヘリポートについての疑問の声です。これは大栃地区にお

住まいの複数の方からの疑問です。柳沢グラウンドの横にヘリポートを建設したが、あ

の場所は大雨のときに水没したことがある。どうしてあそこにヘリポートをつくったの

か。もし水没したときはどうするのかと疑問を投げかけられました。私の認識不足によ

り正確なお答えをすることができませんでした。水没などの場合、どのような運用にな

るのかをお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  ご指摘のとおり、大栃ヘリポートを設置した場所は、永瀬ダムの雨量調整等によって

は水没します。整備に当たっては永瀬ダム管理事務所に過去の水没状況を確認し、また、

消防防災航空隊と周辺地域の調査を重ねた結果、適地であるとの結論に至った経緯がご

ざいます。なお、ヘリポートが水没するほどの気象状況では、ヘリコプターの運航がで
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きる状況ではないと想定します。仮に当該ヘリポートが水没し、ヘリの要請が必要な状

況下である場合は、過去に着陸実績のある柳沢グラウンドの活用を図る考えでございま

す。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   わかりました。 

  それでは、③の質問です。緊急用ヘリで搬送された場合についての疑問の声の２点目

です。 

  これも複数の方からの疑問ですが、緊急用ヘリで搬送された場合、後から費用の請求

があると聞いたが本当かと聞かれました。私はこれについても知識がなく、正確に答え

ることができませんでした。ヘリを利用した場合には何らかの費用が発生するものなの

かをお伺いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  消防防災ヘリ及びドクターヘリで搬送された場合の費用につきましては、関係機関に

確認したところ、ご負担いただくのは医療費のみとなっており、搬送費用を請求するこ

とはないとの回答をいただきました。したがって、ヘリコプターの搬送費用は発生しま

せん。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   課長からご丁寧な答弁をいただき、よく理解することがで

きました。このようなちょっとわからないというような疑問、これは命を守るというこ

とになりますので、こうした疑問をお持ちの方は多くいらっしゃるかもしれません。小

さな疑問でも利用者にとってはとても大切なことです。このような内容を広報などでお

伝えすることはできないものでしょうか。例えば、Ｑ＆Ａ方式などを活用して、高齢の

方々にも理解しやすい方法も考えられると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  市民の方にはわかりやすい表現等でホームページ及び広報に掲載し、お知らせしたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   それでは、最後の質問に移ります。 

  有害鳥獣捕獲に関してお伺いいたします。 

  本市は、その面積のほとんどが広大で急峻な山々であり、どこの地域に行っても鹿や

イノシシ、猿などの被害に悩まされています。特に物部町では、基幹産業であるユズに
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も被害が及ぶなど大変深刻な状況になっています。山間地で暮らしている方々は少しで

も食費の足しになればと野菜づくりに精を出している方が多くおいでますが、鹿やイノ

シシ、猿などに食い荒らされてしまう状況から、「もうつくってのことはない」という

声も聞かれ、実際に耕作を放棄される方もおいでます。私は各地でこのような切実な状

況を見聞きしてます。特に、昨年は猿による被害に関して多くの声をお聞きしました。

本県は有害鳥獣捕獲について、狩猟者による捕獲に頼ってきたところだと思いますが、

近年、狩猟者の高齢化によって今後の捕獲計画にも影響が出る状況だとお聞きしました。 

  そこで、お伺いいたします。 

  まず、本市の狩猟者の現状をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   山崎晃子議員の狩猟者の現状についてお答えいた

します。 

  現在の銃猟の捕獲従事者は１１６名、わな猟の捕獲従事者が３２名の合計１４８名で

ございます。中に両方の免許を持たれている方がおいでまして、両方での捕獲従事者３

８名が含まれておるところでございます。平均年齢は６５歳となっております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   平均年齢６５歳ということで、今後若い人が少ないかと思

うんですけれども、今後の状況を考えたということで②の質問に移っていきます。 

  狩猟免許取得に当たっての補助に関し、これまでの申請件数と免許の取得状況をお聞

かせください。あわせて今後の課題等があればお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  まず、狩猟免許の取得に当たってですが、事前講習会に対しまして、阿佐地域、那賀

町と県をまたぎまして協議会がありますが、そちらの阿佐地域のほうから補助金といた

しまして、事前講習会に１人当たり７,０００円の定額補助がございます。これに加え

まして、香美市では銃猟の免許取得の補助金といたしまして、１人当たり７万円を上限

といたしまして取得費用の３分の２を補助しております。 

  過去３年間の申請件数をお答えいたしますが、平成２５年度、事前講習会のわな猟に

１９名、同じく事前講習会の銃猟に２名、うち銃猟の免許補助を申請された方が１名お

いでました。平成２６年度は、事前講習会のわな猟で１３名、銃猟で２名、うち銃の免

許補助の申請をされた方はゼロ名となっております。平成２７年度、今年度でございま

すが、事前講習会のわな猟に２３名、銃猟はゼロ名でございましたが、うち銃の免許補

助のほうに５名の方が申請をされております。本年度のわな猟免許２３名につきまして

は、市として集落によるわなの猟というふうな形で、そういう取り組みをしていただい

ている集落の方々がわなの補助員であったところが、わなの免許を取ってみたいという
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ことで、そういうふうな申請をいただいておるところでございます。この中には、市職

員によります香美市の鳥獣対策実施隊で３名の職員が含まれております。徐々にではあ

りますけれども、平均年齢が下がってきておる現状でございます。平成２７年度、今年

度５名取られた銃猟免許取得者の方々でございますけれども、平均年齢が３５歳、かな

り若い年代の方が取得をされてきておるところでございます。 

  今後の課題といたしましては、このような若年層の方による免許の取得を一層加速化

をしていくことが必要と考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   徐々にふえてきているということですけれども、実際この

免許を取得した方々というのは、わなにしても、銃のほうはどうしてもちょっと少なく

なろうかと思いますけれども、この方々は猟に出てということで皆さん活躍をされてい

るということで、そういう認識でよろしいでしょうか、状況をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   先ほどお話ししましたように、集落の活動により

ますわな猟というのは、例えば一番最初に香北町の清爪地区で、地区によるわな猟とい

うことで皆さんにご協力いただきまして、地域全体を守るということで一番奥地、山地

につきましては銃による捕獲、そして、人家から２００メートルぐらいのところに来ま

すとわなによる捕獲、そして、それを突破してきたものに対しまして防護柵であるとか、

電気柵であるとか、そういうふうな３段構えというふうな形で、簡単に言いますとご理

解いただければいいかと思います。今までは個々の方々でわなをかけられたりとかして

いましたけれども、今回、清爪地区、また吉野地区等におきまして、集落によりますわ

な猟ということで集落全体を見渡して、そのうちやはりけもの道等を猟師の方に見てい

ただいてそこにわなをかける。わなをかけるというのはそのままではいけませんので、

後々の維持管理等も必要になりますので、それに集落の方が輪番制で当たるとかいうふ

うな形で携わっていただいて、集落として有害鳥獣から被害を防止していただくという

ふうな形になっておりまして、今年度免許を取っていただきました２３名の方につきま

しては、当然そういうふうなわな猟に携わっていただいておるところでございます。 

  市職員の３名でございますけども、うちの産業振興課の職員でございますが、ひかり

石にあります市のわな等の維持管理。それと、今回、猿の捕獲おりということで、押谷

と新たに別府のほうで設置をいたしましたけれども、そちらの餌やりであるとか維持管

理であるとか、そういうふうなところに市職員も携わっておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   その集落で取り組むというのは大変いいんじゃないかと、

そういう集落ごとに取り組んでいけたらいいんじゃないかというふうに思いますけれど
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も、銃のほうに関してはなかなか希望者も少ないということで、今年は多かったという

ことですけれども、実際に銃を扱うというのは大変難しいことだとは思いますけれども。 

  そこで③の質問に移っていきますが。 

  環境省は平成２４年度から若い狩猟者の確保を主な目的に、狩猟の魅力や社会的役割

を広く知ってもらう狩猟フォーラムを全国各地で開催しています。平成２５年度には高

知市でも開催され、その後も県の主催で継続して開催されていると聞いています。 

  また、本市においても、２月６日、物部町で狩猟フォーラムが開催されました。本市

の狩猟フォーラムへの参加状況と出された意見や今後の課題、県との連携についてなど、

今後の計画等を含めて見解をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  まず、国から始まったこの狩猟フォーラムでございますけれども、国から県のほうの

主催となってまいりまして、このたび本年２月６日市の主催によりまして、奥物部ふれ

あいプラザのほうで第１回の香美市狩猟フォーラムを開催することになりました。来場

していただいた方が８０名、来場者の方から出されたご意見といたしましては、フォー

ラムでの講演会が非常に参考になったということで、この内容を実践して防護柵の設置

をしていきたいというようなご意見がたくさんございました。 

  また、今後の講演会について、どのような講演会がよろしいでしょうかというアンケ

ートもとったんですけれども、その中ではやはり鹿による森林への影響であるとか、イ

ノシシの被害対策等のご要望が多くあったものでございます。 

  そのほかにベテランの猟師の方々との懇談会というのを設けまして、ベテラン猟師さ

んを３グループに分けていただきまして、その方々と懇談会をしていただきました。こ

れは自由参加であったわけでございますけれども、たくさんの方がこの懇談会に参加し

ていただきまして、その中からは狩猟者になってみたいといわれるご意見を数人の方か

らいただいておりまして、今後このような方が免許取得とかいうふうな形でつながって

いくものと考えておるところでございます。 

  高知県とは、うちが鳥獣被害が始まった自治体であるというふうなこともございまし

て、常に連携、連絡をとっておるところでございます。今後もこれを継続していくとと

もに、市といたしましても、今回第１回を開催いたしました狩猟フォーラムでございま

すが、２回、３回というふうな形で開催ができればいいかなと考えておるところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   市のほうで初めてこのフォーラムを開催したということで、

私もちょっとフォーラムのほうに参加させてもらったんですが、ベテラン猟師さんとの

懇談会、これはわなへの参加者は大変多かったかと思うんですけれども、銃のほうの参
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加というのは大変少なかったわけですけれども。猟師さんにお聞きいたしますと、銃の

ほうは鳥とか鹿とかイノシシとか、獲物によって狩猟の方法というかそういうのも違っ

てくるということで、実際、免許を取得された方でもなかなかすっと実際に現場に出て

ということは、難しいというようなお話を聞いたところです。 

  それで、そのことをお聞きしましたので、④にちょっと提案というかお聞きをしたい

わけです。④の質問に移ります。 

  環境省によりますと、全国の狩猟免許所持者はかつて５０万人を超えていましたが、

平成２３年度は１９万８,０００人と半分以下にまで減少していると聞きました。しか

もハンターの大半が６０歳以上で、体力的に鹿を追い切れなくなっているとも聞きまし

た。本県だけでなく他県でも、ハンターの後継者不足と高齢化問題は深刻な状況と聞き

ました。 

  こうした状況を改善するために、長野県ではハンター養成学校を実施しているとのこ

とです。このハンター養成学校には毎年応募者が殺到し、有害鳥獣捕獲の担い手が徐々

にふえていると聞きました。受講者はイノシシやニホンジカなどの生態を学び、銃の取

り扱い、鳥獣を追い込むせこ役となる狩猟体験、イノシシやニホンジカの解体わなの架

設実習などを学ぶそうです。受講者からは、ハンターの現場の話を聞くことができてよ

かった。狩猟は安易にやれるものではないなど、狩猟やハンターへの認識を改めたとい

う声などが寄せられているとのことです。また最近では、女性のハンターもふえてきて

いるそうです。 

  本市の場合、有害鳥獣は今後ますますふえていく可能性があります。これを食いとめ

るためには若い方の力が必要になると思います。今後、若い方々に狩猟やハンターに対

する認識を深めていただくために先進地事例などを参考にしながら、本市にはどのよう

なことが必要でどのようなことができるか等を検討し、積極的に取り組まなければいけ

ない時期にきているのではないかと考えるところですが、見解をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   今回のこの狩猟フォーラムにつきましては、これ

に続くものと、つながっていくものと考えておるところでございますが。 

  高知県では狩猟グループによります猟友会というのがございまして、香美市にも猟友

会という中に幾つかの狩猟のグループの方がおいでます。新たに免許を取られた方は必

ずこの狩猟グループのどこかに所属をしていただきまして、そして、グループの中で技

術の伝承を現地へ行きながら、学んでいただいているというところでございます。そう

いう学校というふうな形も長野県ではやっておられるようなんですが、やはり各県によ

りまして状況が全て異なっております。その中で、やはりそういうふうな狩猟のグルー

プに入られて、山の地形であるとか、どこ向けに犬を放てばどこ向けに鹿がおりてくる

とか、どの辺に猿が生態しているとか、そういうふうなところはやはり現実的に山に入

っておられる猟師さんのほうが最も詳しいところでございますので、その方たちのグル
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ープの中に入り、その技術を伝承していくというのが、現在の香美市にとって最も適し

ておるものと考えておりまして、そのような形で進めておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   このハンター養成学校、これは長野県で取り組んでいると

いうことで、愛媛県のほうも新人ハンターの養成講座というのを県がしているというこ

ともお聞きをいたしております。県全体としてそういう取り組みができればいいかと思

うんですけれども、本市は本市の方法でということですが、新人ハンター養成講座とか

みたいなそういった養成学校のようなこうしたことも、狩猟者が不足している、高齢化

になっているということは県のほうもそういう問題は認識をしているかと思いますので、

ぜひ本市もすごく積極的に、先ほど言われたように取り組んできたところがありますの

で、いい取り組みを本市として発信をしていくということで、県とも連携をして今後取

り組んでいただければなというふうに思いますが、最後に課長の見解をお聞きいたしま

す。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   香美市での独自の取り組みといたしましては、先

ほどの免許の補助というふうな形と別個に、新たに免許取得された方の射撃訓練という

やつをクレー射撃場で行っております。これは阿佐地域からの補助金によりますもので

ございますけれども、新たな狩猟者の方に集まっていただきまして、ベテランの猟師さ

んのほうからこういうふうに撃てばいいとか、こういうふうに構えればいいとか、現実

的にその銃を用いてクレー射撃で玉を撃っていただくと、そういうことによりまして訓

練を重ねながら、なおかつ先ほどお話ししましたように山のほうへ、現地でそのグルー

プの中に入っていただき、実地の訓練を積んでいただき猟師さんになっていただくとい

うふうな、うちのほうは現実的に即技術が、伝承ができるような対応を現在とっており

ますので、ここをこれからも継続していくことによって、狩猟者の方の裾野を広げてい

きたいと考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   以上で私の質問を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   山崎晃子君の質問が終わりました。 

  １０時２０分まで休憩いたします。 

（午前１０時０９分 休憩） 

（午前１０時２０分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  １５番、織田秀幸君。 
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○１５番（織田秀幸君）   １５番、公明党の織田でございます。議長の許可をいただ

きましたので、通告に従いまして一問一答方式でお伺いをいたします。 

  昨年の１２月に１億総活躍社会ということで取り上げさせていただきまして、早い話

が女性の社会進出、そういったものに対して地域社会、また、行政を含めてどのように

出産、子育て、そういった・・・。 

（傍聴席より「よく聞こえないんですけど」という声あり） 

○議長（石川彰宏君）   もうちょっとマイクを近づけてください。 

○１５番（織田秀幸君）   ごめんなさい。女性の総活躍社会、それを取り上げさせて

いただきまして、子育て等に関して女性がしっかりと社会進出できるような、そういう

受け皿づくりが大事であると、そういったことを質問させていただいた経緯がございま

す。また、ＮＨＫの「あさが来た」という番組では、古川さんの原案による女性の進出

というんですか、そういったものをテーマに取り上げた連続テレビ小説のテレビ放映も

ありますが、そういう流れから大きく国また県、市町村もそうした子育てに関する環境

の改善、そういったことを含めて取り組みが加速化しておると、そういうような流れが

ございます。そういった観点から、今回私は放課後児童クラブについて取り上げさせて

いただきました。 

  児童クラブは放課後や学校休業日に保護者の就労等により、家庭において適切な保育

を受けられない児童を対象として、適正な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を

図るために開設されています。多くの子どもが学校よりも長い時間を児童クラブで過ご

すようになりつつある今、そのあり方や安全対策を考えることは地域づくりそのものを

考えることになると、そのように思っております。個人の問題だと切り離すのは簡単で

すが、しかし、これから未来を担う子どもたち、また、現在の社会をつくっている親た

ち、そういった人を公的機関が支えていく、そのことは大変重要である、そのように思

っております。 

  子どもが小学校に入学すると、放課後の預け先が見つからず、母親が仕事をやめざる

を得なくなる小１の壁と呼ばれる問題があります。放課後児童クラブは、共働き世帯の

増加などを背景に、高まるニーズに対し受け皿の不備が指摘されている。子ども・子育

て支援法が制定され、児童福祉法が改正されました。それにより、昨年度より法律の施

行が開始されました。本市として、新制度のもとどのような取り組みを行っていくのか、

そのことを申し上げて①の質問に移ります。 

  ①として、放課後児童クラブの全施設、その現状と新年度の登録者数、これをお伺い

いたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   織田議員の放課後児童クラブの全施設の現状と、新

年度の登録者数を問うということで回答いたします。 

  現在、児童クラブは、７小学校区に８児童クラブがあり、楠目小学校区のうぐいす児
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童クラブと、今年度に完成しました大宮小学校児童クラブの２施設が児童クラブ専用施

設であります。ほかの児童クラブは集会所等を利用してます。 

  登録者数ですが、順番に行きます。香長小学校は４５名で、くじら児童クラブ、これ

は山田小学校になります６５名、めだか児童クラブ、これも山田小学校です５５名、た

けのこ児童クラブ、これは舟入小学校になります５４名、うぐいす児童クラブ、これは

楠目小学校になりますが７０名、かたじ児童クラブが３０名、大宮小学校児童クラブ５

２名、もんべえクラブ２９名となっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   専用が大宮小学校児童クラブ、そして、楠目小学校のうぐ

いす児童クラブであると。あとは集会所とか、保育園の跡とかそういう形ですが。これ

は今回、法改正によって小学校６年生までが対象、そういう形になっておると思います

が、昨年度の数字と比べてみたら、今年度は減っておるようなそういう感もあるわけな

んですが、随時これはまた受け付け等によってふえたりとか、人数の変更、そういった

ものはあるんでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  児童クラブは、基本的には保護者が労働等により昼間家庭にいない児童が対象となっ

ているというのがあります。確かに徐々にふえることもありますが、今多分この申請で、

先ほど言った登録者数ですが、実際は利用者数は何割か減ってきます。 

  以上です。 

（１５番、織田秀幸君、自席より「何が減る」と発言する） 

○教育振興課長（前田哲夫君）   利用者数のほうは若干減ってきますので、先ほど言

った数字よりかは減ってきます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   中途から入りたいとかいう、そういうようなことはほとん

どないいう、そういう認識で構わんわけですか。 

  これ今の数字を聞いた時点で、うぐいす児童クラブが一番多くなっておると思います。

くじらとかめだか児童クラブの山田小関係は、以前よりちょっと、若干数字的には減っ

ているんではないかと思いますが。楠目小学校区の専用施設のうぐいす児童クラブです

が、これが７０名と一番大きな数字になっております。全体の状況がつかめましたので、

次に移らせていただきます。 

  ②ですが、本市の条例設置基準には、児童１人につきおおむね１.６５平方メートル

以上のスペースが要りますよと。また、施設の支援単位を構成する児童数、これはおお

むね４０人以下でありますよと。そして、利用者に対し、子どもたちですが、保健衛生、
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危害防止に十分な配慮を設けるとか、そういうさまざまな条例にも文言が書かれており

ます。そういったことを受けて、この②の専用施設でない児童クラブ、８児童クラブの

うち６つが専用施設でないわけなんですが、この対応、また、４０人を超しておる児童

クラブの対応、その点をちょっとどのようにお考えか聞かせていただきます。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  今年度中に放課後児童クラブ施設整備助成費補助金等を活用して、大栃小学校区のも

んべえクラブの専用施設建設を計画しておりましたが、入札の不調によりまして繰り越

しとなり、来年度中の建設を予定することになりました。ほかの児童クラブにつきまし

ても、利用者数及び学校からの距離等の状況を考慮して、学校敷地内への建設の検討を

することになっています。 

  また、児童数の多い児童クラブにつきましては、新制度では児童クラブにおいて、

「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね４０人以下とする。」との規定が設

けられています。本市でも４０人程度を基本としていますが、各児童クラブの利用人数

につきましては、学校の児童数の違いにより大きく異なっています。利用児童数の多い

児童クラブにおいては、放課後児童支援員及び補助員等を増員して対応することになっ

ています。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   ６つの専用施設でないところは、小学校の敷地内のそうい

うところをまた検討するいう、そういう答弁であったように思いますが。なかなか山田

小なんかはちょっと厳しいいうんですが、そういう状況もあるんでないかと思いますが。

また、子どもの登録者数、そして、実際に利用者数いうたら若干違ってくるわけなんで

すが、これは雨降りの日なんかにはだんご状態みたいな感じで大変厳しい状況であると。

これは先ほども言いましたが、健康衛生面とかそういったことも考えたら、早急にまた

エリア拡大、そういったものも検討していかなければならんのではないかと思います。

これはまた後で触れさせていただきますが、こういう子育てに関して所管の担当課、そ

ういったものの力量、そういうものが私は大きく左右してくるんではないかと思います

ので、前田課長しっかりと、また取り組みのほうもやっていただきたいと、そんなに思

っております。 

  それでは、③に移らせていただきます。 

  本市では、県下でも少ないであろう指定管理者制度を導入しておるわけなんです。指

定管理者制度は、子育てにかかわる事業分野でありながら、事業の安定性を欠き、児童

と接する指導員の継続性までも揺るがせるという、そういう可能性もあるわけなんです

が。現在の運営方式、今やっておるような状態、その点で③の質問に移りたいと思いま

すが。 
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  指導員の処遇改善とか資質の向上、地位の確立、そういったものは図られるんでしょ

うか、その点をお伺いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  指導員（放課後児童支援員）の処遇につきましては、それぞれの児童クラブ運営委員

会で行うことになっています。 

  資質向上につきましては、県において放課後児童支援員認定資格研修が今年度より実

施されることになりましたので、数年以内に全ての指導員が参加することを予定してい

ます。今でも、各児童クラブの指導員は自主的に研修や外部視察にも参加していました

が、教育委員会としても、放課後児童クラブ等の研修等などの情報が入り次第、児童ク

ラブ運営委員会に情報提供を行い、資質向上のための参加を勧める助言を行っています。 

  指導員の地位については、指定管理者である各児童クラブの運営委員会の保護者の

方々が、それぞれの児童クラブの施設の規模や児童の受け入れ数、時間などの実情によ

り、指定管理者の判断に任せています。 

  また、児童クラブ運営委員会や指導員との面接を計画をし、指導員の資質向上のため

助言を行い、指導員の向上をさせていきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   ちょっとわかりにくかったわけですが、処遇改善について

ちょっともう一回答弁を。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   処遇につきましては、指導員の地位ということもあ

ると思います。各児童クラブは社会保険を入れているところもあります。ただそれは実

情によって違いますので、全児童クラブが社会保険を使っているのではありません。た

だし、労務士さんが入って給与計算とか、それから、所得税の計算とかいうのはやって

おります。ただ、その分がまだ全クラブには統一されていません。ただ、それはもう各

児童クラブにおいて、指定管理者の方が判断し行っています。その分について教育委員

会としては助言をしていくと、面談によって統一というのはなかなか難しいんですが、

そういった形で助言をしていくということにしております。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   要するに、指定管理者制度では、実施主体である行政が踏

み込めないというそういう点もあるんですわ。後でも関連するわけなんですが８つの放

課後児童クラブ、全然統一性とかそういったものもないような、そういう話もお伺いし

ております。これはもう冒頭に話をしたように、今後この５年間、平成３２年度を視野

に入れた対応というんですか、これ私は高知県下の中でも香美市はそういう面では進ん

でおるとか、そういうような話は一向に聞いておりません。逆を言うたら、そういう面
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ではかなりおくれているんではないかと。子どもの支援策に対して、これは指定管理と

いうことで行政が事業者におんぶにだっこという、そういうような思いが私自身はする

わけなんです。きついことを言うようですけんど、もともと口が悪い男ですけん、そう

いうような質問になると思いますが。指導員の地位、生活のための給与面とか、そうい

ったものを明確にした労働条件とか、しっかりと行政にも示していく、普通の民間の指

定管理者制度、行政改革によって本来は直営がやらないかん、そういった事業を指定管

理に任せるのとこれはまた大きく違う、そういった認識も持っていただきたいとそんな

に思います。 

  そして、資質の向上、研修制度の確立、これもまた国の補助、そういったものがあっ

てやっていけると。そういう補助金の額面も上がってきておるいう、そういったことも

聞き知っております。それで、やはり地位の確立と言ったら、公的資格制度とかいうそ

ういうようなあれもありますけど、この指定管理ではなかなかそういうようなことには

ならんわけなんです。保険があったりなかったりとか、この８つの児童クラブはなかな

か統一性、そういったものが見えてこないいうんですか。 

  そういったことを申し述べ、この④、本市の８児童クラブは、条例で定める運営基準

に照らしての状況は守られているか、そういったことをお聞きいたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  児童クラブにつきまして、児童の保護者が労働等により昼間家庭にいない者に対して、

放課後等に適切な居場所を与えて、遊び等を通じて健全な育成を行うことと定められて

います。運営内容につきましては、指定管理者である各児童クラブの運営委員会の保護

者の方々が、それぞれの児童クラブの実情により工夫をして運営をしており、事業計画

書及び月々の事業報告書により報告を受けています。また、保護者及び指導員よりの相

談等により日々の状況を確認しています。８児童クラブは、利用数も施設の状況も異な

っておりますが、利用時間の延長等を行い利用者の利便性の向上を図るとともに、保護

者及び地域の方々の協力により運営を行っている状況であります。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   当然、保護者会、地域の協力、応援をいただきながら運営

されておることは重々承知をしております。 

  これは同じような質問なのかと思いますが、これは保護者会、そういった人も年々い

うかそういう形で変わっていくわけです。そして、何より本市の児童クラブ自体のそう

いった統一性、そういったものがやはり不明瞭、不明確な状況のために、指導員の人な

んかもこれ何年先までとか、そういったことも含めて、やはりそういうような懸念をお

持ちではないかと、そのようにも思っております。ここで私が言いたいのは、事業主体

の所管がしっかりと行動計画をやはり策定、教えるいうんですか、そういったことも含
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めて、統一性もしっかりと図っていただきたいとそんなに思っておりますが、その点に

対するちょっと考えを聞かせてください。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  確かに、各児童クラブにおきまして、行動計画とか日常的な計画、年間を通した計画

とか、将来に向けた計画というのはやはり必要かと思います。それに向けて、やはり毎

年保護者が変わっていくということも実情であります。ですから、その分を教育委員会

として毎月の報告の中で指導していくとか、指示していくという形で行っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   時間が押しておりますので。 

  ⑤、総括的な質問になると思いますが、実施主体として今後のあり方、どのような取

り組みを考えているのか。これは明確なわかりやすいちょっと答弁を求めたいと思いま

すが、よろしくお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  先ほどからも言っていましたが、運営そのものにつきましては、それぞれの運営委員

会が学校、地域等の特色を生かして取り組むこととなっていますが、本市としましても、

保護者や学校及び地域の方々の協力をもとに、児童の健全育成のための遊び及び生活の

場としての機能を、向上させていきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   今までとめっそうを変わらんいう、そういう答弁に聞こえ

たわけなんですが。現状、これは私がこの中でやはり指定管理者制度、そういったもの

には検討を加えなければならないという、そういう思いがしてなりません。指定管理も

非公募、公募式、そして、これは議会の議決が要るわけなんです、指定管理は。そうい

う中でこの条例には、「適当であると認める団体を選定し」という、選ぶというこの条

例の文言を見たら公募式、そういったものを取り入れているようにも思いますが、実際

はそういう形をとっているんですか。そこをちょっと聞かせてください、公募式。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   もう一度済みません。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   これは指定管理者を選定する場合ですが、そのときに最も

適当であると認める団体、それを選定する。そして、「議会の議決を経て指定管理者に

指定するものとする。」、そういう文言があります。そういう選定する時点で公募をや

っておるのかやっていないのか、そこをちょっと聞かせてください。 
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○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   これは公募はしていないと思います。以前からやら

れていた保護者会が継続という形で続けていると思います。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   これ当然、地域の皆さん、住民の声等も聞かんといかんわ

けなんですが。公募方式とか、そして、社協、そういったしっかりとした団体等にも呼

びかけをするとか。これ従来どおりの非公募方式でずっといく、これはなかなか今後厳

しいものが私はあるんではないかなと思います。どうかそういうことで、これは児童ク

ラブに対して私のはしりの質問、そういう形で今後またいろんな地域の児童クラブの状

況等をお聞きした上で、また再度質問をさせていただきますが。これも大きく法制度が

変わったということで、しっかりと事業主体、所管の担当課も善処していけるように、

保護者の方から喜んでいただけるような、いろんな問題もあったいうことも私もお聞き

しております。そういったこともないような形で、やはり行政がしっかりと指導してい

く、そういう対応をお願いしたい思います。 

  それでは、２点目に移らせていただきます。 

  現在、南国市、土佐市で高齢化が進む中、中山間地など通常の救急車が通れない狭い

道にも、進入可能な軽の救急車が活躍をしております。国の基準では、救急車には隊員

３名以上と傷病者２名以上を収容など条件があるわけですが、本来、乗車定員４人の軽

自動車には適用できませんでした。しかし、２０１１年４月に離島地域の要望を受けた

消防庁が、狭い道路を通行して救急業務を行う場合の基準を緩和したために、軽の救急

車が運用できるようになりました。 

  まず初めに、車両の予算的な観点からお伺いをいたします。 

  ①、通常の高規格救急車の価格、また、軽の救急車整備済みの価格の試算をお伺いい

たします。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   織田議員の軽の救急車の試算についてお答えをいたします。 

  少し古いですけれども、平成２１年度に整備しました高規格救急車の場合、積載資機

材も含め約３,２９０万円となっております。軽救急車の整備に要する費用は、仕様に

より異なりますが、５００万円から７００万円程度になるものと思われます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   思ったよりこの高規格救急車、３,２９０万円ほどいうこ

とで高額であります。これが現在、香美市には３台おるわけで、予備が１台とそのよう

にも伺っておりますが、次の項目に移ります。 

  南国市の消防本部では、２０１２年９月に県内初の軽の救急車を中山間地に近い北部



 

－27－ 

出張所に配備いたしました。道路幅が狭くて通常の救急車が進入できず、傷病者の家か

らストレッチャー、車つきの担架で長い距離を人力搬送しなければならないと想定され

る場所など、軽の出動が有効だと思われる約１８０件を事前にリストアップして、職員

が常にそういう対応をしておるそうです。 

  ②ですが、広範な本市で高規格救急車では困難と思える、狭隘な道路や地域、そうい

ったものの把握はどのようにされておるのか、ちょっとお伺いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   高規格救急車では困難と思える狭隘な道路や地域の把握は

できているかとのご質問にお答えをいたします。 

  高規格救急車の進入が困難な地区につきましては、現地調査や過去の救急活動事例等

について、隊員間で情報共有を図ることで把握できております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   状況把握、大事な観点ですので、そういった取り組みをさ

れておるのは非常にわかります。 

  地番で、以前同僚の議員からも土佐山田町何番地、土佐山田町何番地という形で、な

かなかどこのことかわからんというそういうような思いもありますが。やはりこれは救

急隊なんかは、専門の立場からそういった把握も明確にされていると思いますが、その

点はどうですか。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   お答えいたします。 

  確かに、土佐山田町何番地という地区が多くて、実際の字であるとか、主な目標物等

を確認しなければなかなかわからない地区もありますが、指令台を整備したことにより

まして、固定電話であればほぼピンポイントで番地を表示できるというようにはなって

おります。ただ、携帯電話の場合は、受信したアンテナの数等により当然その範囲が変

わってきますので、あくまで加入電話の場合はピンポイントで検索ができるというよう

な状況で、やはり目標物、また周囲の状況などを聞き取りをしながら、絞っていくとい

う形をとらざるを得ないというような状況になっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   なかなか専門的な立場であっても苦慮する点もあるように

伺いますが。固定電話の番号がわかったら、ＧＰＳ等なんかでもそういう機能があるわ

けですが、これはまさに１分１秒を争ういうんか、そういう事態の場面もあるんじゃな

いかと思います。どうかそういうことで、南国市では出動が高規格救急車では難しい、

そういったことも常にしっかりと事前にリストアップしておるということでございます

ので、またそのような対応もひとつしっかりとお願いをしたいと思います。 
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  次ですが、同本部によると、昨年１年間の救急車の出動件数、これは南国市なんです

が２,５２２件で、そのうち軽の救急車が出動したケースは１８件あったそうでござい

ます。中山間地は道幅が狭い上に坂も多いので、ストレッチャーによる人力搬送は、体

力的な負担や時間的なロスが大きいわけであります。狭い道でも家の近くまで入ってい

ける軽の救急車は、確実にプラスアルファのメリットがあります。大型の高規格救急車

では目的の場所まで進入できず、消防隊員の手によって患者を運ぶケースがあると思わ

れます。軽の救急車は、高規格救急車と比較すると幅で約４０センチ、全長で約２メー

トル小さい。すなわち、現場到着や患者に接触するまでの時間を短縮できるという最大

のメリットがあるわけですが、③、質問です。 

  この数年で、現場到着や患者に接触するまでに苦労した等、時間を要したようなそう

いった事案、案件はどの程度あったのかお伺いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   ③の患者搬送までに時間を要した事案はあるのかとのご質

問にお答えをいたします。 

  指令場所直近まで高規格救急車が進入できず時間を要した事案につきましては、正確

な記録をとっておりませんので、職員からの聞き取り調査の結果でございますけれども、

平成２５年から平成２７年までの３年間で１１件の事案がありました。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   ３年で１１件ですか。それ以外は皆この高規格救急車で対

応できたということですね。この１１件というのは、３町から見たらどういうあれです

か。土佐山田町か香北町か物部町のほうか、そこの点、わかったらちょっと教えてくだ

さい。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   １１件の地区別についてお答えをいたします。 

  物部町が６件、香北町が３件、土佐山田町が２件となっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   わかりました。 

  この軽は４輪駆動の軽自動車を改造したもので、狭いスペースに酸素ボンベ、人工呼

吸器など積載が義務づけられている応急処置に必要な機材をフル装備できるように工夫

をされています。通常より短いタイプの車載ストレッチャーを車内にすっぽりと収容す

る装置も独自に考案しています。しかし、軽自動車ゆえの制限があり、乗車定員４人、

隊員３人と患者さん１人ということで、従来型であれば付き添いの方が同乗できますが、

それができないという欠点があるわけでございます。しかし、家のそばまで行けること

で、助からなかった命が救えるのではないかという大きな利点と、これ夜間、また雨天
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時等の災害対応の際にも時間短縮が可能である。そのような状況を考慮して、南国市と

か土佐市では配備となったものであります。現在、久礼田の北部出張所に配備されてい

るそうですが、初出動した白木谷の民家は、かつてなら隊員が３００メートルの坂道を

走らなければならなかった場所であったそうですが、スムーズに対応できたという、急

傾斜地をストレッチャーで搬送するには、時間を要するのみならず負傷者の容体を悪化

させるという、そういったおそれもあるわけであります。悪化させないためにもぎりぎ

りの近くまで車両で進入し、ストレッチャーで搬送距離を少しでも短縮しなければなら

ない。 

  以上の点から④、安心・安全なまちづくりやさらなる救命率の向上を図る上で、きめ

細やかな消防行政、また、サービスに取り組むことで、より一層住民の信頼を得られる

のではないかと認識しておりますが。先ほどの数字からも香北町とか物部町が多いよう

に思いましたが、香北分署に配備、また検討ができないかお伺いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   軽救急車を香北分署に配備、検討はできないかとのご質問

にお答えをいたします。 

  本市でも高規格救急車が民家直近まで進入できず、ストレッチャーで相当の距離を搬

送しなければならない地区も何カ所かあり、軽救急車があれば迅速に搬送できる場合も

当然考えられますが、該当事案が少ないこと、高規格救急車よりさらに小型の現有車両

で場合によっては対応できること、配備及び維持管理に要する経費、運用面での課題等

もあり、現在のところ配備については考えておりません。 

  なお、今後、狭隘地区への出動事例について記録をするとともに、県及び他消防本部

の動向についても注視していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   香美市消防本部、土佐清水市消防本部、これ搬送する病院

が遠く、軽自動車の長距離移動は厳しいという、ネットでそういうコメントを寄せてい

ただいております。土佐清水市と香美市、搬送する距離が遠いけん、これは軽ではちょ

っと厳しいんですよという、そういうコメントをしております。これは土佐市では常に

親子方式で、あらかじめこの地域で対応しなければならないといったときには、もう軽

と一緒に出ていくような、そういう対応をとっておるそうです。そして、重篤な場合は

そのままもう病院に向いて走ると。患者さんの状況を見て、すぐにまた近くの高規格救

急車に乗せかえて、そうやって土佐市ではやっておるそうです。消防長もその点は知っ

ておると思いますけど、そういう対応の仕方もあるいうことで、ひとつ考えていただい

たらと思います。 

  これはせんだっての県議会での質問の中で、高知県下としても軽の救急車の普及をと

いうことで、これは公明党の池脇議員が取り上げた何点かのうちの１つなんですが、
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「野々村危機管理部長 県内では、南国市と土佐市で導入されており、２０１３年から

１５年に」これは３年間ですが、「南国市で５３件、土佐市で４５件の出動実績があっ

た。搬送時間短縮のメリットは非常に大きく、」ここからが大事な点なんです。「中山

間の南海トラフ地震対策にも有効であり、」今後のそういった対策にも有効であり、危

機管理部長は、「消防本部や市町村の意見も聞いて一緒に検討を進めたい。」とそのよ

うな答弁。消防長はこれを目にしたかどうかちょっと定かでないわけなんですが、地震

の対策、そういったものも有効である、それは消防長も認識できますよねこれ。そうい

う観点からしてもまた県に働きかけて、中山間を擁する香美市、そこにも何とかできん

でしょうかという、そういうような話し合いは県のほうに持って行ったらどうでしょう

か。 

○議長（石川彰宏君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   軽救急車の普及等に関して、県との検討、連携というご質

問だと思います。 

  この県議会でも危機管理部長がお答えをしておるとおり、今後、消防本部や市町村の

意見も聞いて検討を進めたいということでございますので、近いうちにはそういった話

も出てくるものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   ぜひとも香北分署、そこに私は軽の救急自動車が似合うの

ではないかとそのように思っておりますので、どうかしっかりと前向きにまた取り組ん

でいただきたいと、そのことを申し添えまして私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（石川彰宏君）   織田秀幸君の質問が終わりました。 

  次に、６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   ６番、濱田百合子です。通告に従いまして一問一答方式で

質問をいたします。 

  まず最初に、高齢者施策の福祉事業について、質問をいたします。 

  高齢者福祉計画は、全ての高齢者を対象とした福祉サービスの提供や健康づくり、生

きがいづくり、介護予防、福祉のまちづくりなど、福祉事業全般に関する施策を計画の

対象としています。また、介護保険事業計画は、厚生労働大臣が定める介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に即して策定されています。

そして、本市の第１次香美市振興計画後期基本計画の中に掲げられています基本理念

「みんなが元気に暮らせるまちづくり」、基本目標｢やすらぎを守る｣を目指し、本市が

実施すべき高齢社会対策を定めた個別計画に位置づけられています。これに基づき質問

をいたします。 

  ①です。 
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  この計画書（資料を示しながら説明）、配付されておりますけれども、この計画書の

６２ページから６４ページには、高齢者が住みなれた地域で安心して自立した在宅生活

が送れるように７つの事業が実施されています。 

  内容は、老人福祉助成事業として、日常生活用具給付等事業、福祉タクシー料金助成

事業、住宅改造支援事業の３項目、また、老人福祉委託事業として、緊急通報装置の貸

与、生活管理指導員派遣事業、在宅高齢者配食（給食）サービス事業、生活福祉センタ

ーこづみ居住支援事業の４項目となっています。各事業の平成２６年度、平成２７年度

は見込みになると思いますが、利用者数について伺います。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   濱田百合子議員の質問で、高齢者施策の福祉事

業について、高齢者が住みなれた地域で安心して自立した生活が送れるよう７つの事業

が実施されている。各事業の平成２６年度、２７年度の利用者数はとの質問にお答えい

たします。 

  香美市は高齢者施策の福祉事業として７つの事業を実施しております。 

  まず１つ目は、日常生活用具給付事業です。電磁調理器、火災警報器、自動消火器の

３種類を給付しております。平成２６年度は、電磁調理器が１件、火災警報器ゼロ件、

自動消火器２件。平成２７年度は、電磁調理器１件、火災警報器ゼロ件、自動消火器２

件となっております。 

  ２つ目は、緊急通報装置の貸与です。緊急時にボタンを押すとベルセンターへつなが

り、そこから救急車を要請するシステムです。利用者数は、平成２６年度は４０人、平

成２７年度は３７人となっております。 

  ３つ目は、福祉タクシー料金助成事業です。社会参加及び生活支援等、外出に対しタ

クシーを利用した場合、料金の助成があります。利用件数は、平成２６年度は２,２１

５件、平成２７年度は２,４５２件です。福祉タクシーについては年々利用者が増加し

ております。 

  ４つ目は、住宅改造支援事業です。住まいを安全かつ利便性にすぐれたものに改修、

改築し、本人や介護者の負担を軽減することを目的としております。利用者数は、平成

２６年度は４人、平成２７年度は現在１人となっております。 

  ５つ目は、生活管理指導員派遣事業です。社会適応が困難な在宅高齢者に対してホー

ムヘルパーを派遣し、健全な生活を送れるよう支援する事業です。介護保険の認定を受

けていない人のみとなっておりまして、利用者数は平成２６年度は２人、平成２７年度

も同じく２人となっております。なお、生活管理指導員数は、平成２６年度は１１人、

平成２７年度は７人です。 

  ６つ目は、在宅高齢者配食（給食）サービス事業です。調理が困難な方へ栄養バラン

スのとれた食事を自宅へ定期的に届ける事業で、安否確認を目的としております。利用

者数は、平成２６年度が１８人、平成２７年度も同じく１８人となっております。 
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  ７つ目は、生活福祉センターこづみ居住支援事業です。家庭や住宅の事情などで、自

宅では生活できない高齢者に対して住宅を提供することを目的としております。利用者

数は、平成２６年度は７人、平成２７年度は９人となっております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   それぞれ７事業の利用者をお聞きいたしましたけれども、

減っているところもあり、また、利用者がふえているところもあったような状況をお聞

きしました。この計画の中の３１ページに、平成２５年度の日常生活圏域ニーズ調査が

ございますが、在宅での生活を続けるために必要と思うサービスについては、緊急通報

装置の設置が最も多くなっています。そして次に、土佐山田や香北地域では配食サービ

ス、そして、物部地域では福祉タクシー補助が次に高くなっているという状況が書かれ

ておりました。先ほどの利用者数をお聞きしましたら、福祉タクシー補助については利

用件数がふえているということでしたが、７つの事業を含めまして、担当課としての利

用者の状況を見て、このニーズに合ってふえているか、また減少傾向にあるところもあ

りますが、どのような認識をお持ちでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   濱田議員の利用者状況とかについて、お答えを

いたします。 

  高齢者のほうは増加しておりますので、福祉タクシーにつきましては、やはり需要が

高くなっておると思われております。 

  また、緊急通報装置につきましては、携帯電話の普及によりまして携帯電話を持って

いる方は対象外となっておりますので、減少傾向になっておると思います。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   それでは、②のほうに移ります。 

  平成２６年度の施策の成果説明書によりますと、「今後も高齢者が住みなれた地域で

安心して生活できるよう、周知・支援が必要である。」と課題が書かれております。利

用者減少の事業もありますけれど、原因は事業の周知が不十分なことや対象者や対象世

帯などの条件が限られていることにもあるのではないでしょうか、その辺の見解をお聞

きいたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  利用者の少ない原因としまして、まず、日常生活用具給付事業から説明させていただ

きます。 

  火災警報器につきましては、取りつけ工事が自己負担となっておりまして、取りつけ

工事のお金が四、五万円かかる、高額なため今まで利用が余りありません。また、平成
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２１年度には全ての住宅へ住宅用火災警報器の設置が義務づけられておりまして、香美

市から全世帯へ１個給付されており、そのため需要も低くなっております。 

  自動消火器、電磁調理器の申請は、認知症によりまして鍋を焦がしたりしたことがあ

る方への設置がほとんどです。また認知症が進行しますと、火が怖くなりまして調理器

を扱わなくなります。また、電磁調理器の使い方がわからなくなるため設置の必要性が

なくなっており、利用者が少なくなっておると思われます。 

  緊急通報装置の貸与につきましては、先ほど述べましたが携帯電話を持っている方は

対象外となりますので、近年の携帯電話の普及によりまして利用者が減少しております。

また、現在設置している方も入院や施設の入所によりまして、取り外しがふえているた

め減少しております。 

  住宅改造支援事業につきましては、平成２３年度に対象者を要支援以上の方から要介

護２以上の方へ変更したため利用者数が減少しておりましたが、平成２６年度に要綱を

改正しまして、要支援１以上の方も対象といたしましたので利用者が増加しました。平

成２７年度は申請予定でしたが、施設への入所が決まった方などがおりまして、途中で

申請を取りやめた方もおり減少しております。また、平成２８年度からは要綱を改正す

る予定となっておりまして、要介護認定されていない一般の高齢者も対象となりますの

で、利用者の増加が見込まれます。 

  生活管理指導員派遣事業は、介護保険対象外の方で、基本生活習慣が欠如している方

や対人関係が成立しないなどの社会適応が困難な高齢者に対して、ホームヘルパーを派

遣して家事援助を支援するサービスですので、もともとホームヘルプサービスが必要な

方は、介護保険の対象者で介護保険のサービスを受けているので、利用が少ない状況に

あります。また、このサービスを利用していても、虚弱や認知症となって介護保険の対

象となり、介護保険給付サービスを受けられるため対象外になる場合もあります。 

  在宅高齢者配食（給食）サービス事業ですが、土佐山田地区は配食サービスを行って

いる業者が多数ありまして、また、安価な業者を選択する方が多いと思われます。その

ため少なくなっているような状況ではないかと思われます。 

  また、福祉タクシー料金助成事業は、先ほども述べましたが平成２６年度からは要綱

を改正しまして、香美市内の医療機関の通院だけではなく買い物や社会参加等において

利用できることとなっておりまして、利用者が増加しております。 

  ７つの事業について、対象者と対象世帯についてはそれぞれ要綱により細かく決めて

おりますが、対象年齢は配食サービスと福祉タクシー料金助成が７０歳以上の高齢者と

なっており、ほかの５つのサービスについては、６５歳以上の高齢者が対象となってお

ります。 

  この高齢者福祉サービスの利用者減少が、それぞれ一概に周知が不十分ということだ

けが原因ではないとは考えられますが、高齢者にとって大変重要な福祉サービスになっ

ておりますので、今後におきましては広く市民に周知して、必要な方がサービスを受け
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られるように普及、啓発に努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   おのおのの事業につきまして状況をお聞きいたしました。

やはり時代の流れで携帯電話を親に持たすという子どもさんも、親の安否が気がかりで

すので、そういう意味では携帯の普及に伴って緊急通報システム、ニーズはあったけれ

どもちょっと減少傾向にあるというような、これは利用者負担がありませんので有効に

活用すればいいと思う事業でありますので、今後も続けてやっていく予定ということで、

引き続き予算も計上していっていただきたいと思うところです。 

  それでは、次の質問に移ります。③です。大事な制度ですので、周知も含めてという

ことを課長もおっしゃられていましたけれども、③のほうでお尋ねいたします。 

  制度が変わるたびに広報「香美」で周知もしているということはわかっておりますけ

れども、広報に目をさらっと通しただけではなかなか頭に入っていないというような地

域からの声を聞いております。事業内容をわかりやすく説明した、その福祉事業などに

特化したそのサービスだけのチラシ、広報誌などをつくって、関係機関などに配置をす

るというのはいかがでしょうか、お尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  一番利用者の多い福祉タクシー料金助成事業に関しましては、今年の２月から各支所、

ふれあい交流センター、中央公民館、プラザ八王子、保健福祉センター香北、奥物部ふ

れあいプラザ、こづみ等へチラシを配布しております。また、４月から新規申し込みと

なります福祉タクシー料金助成事業につきましては、広報３月号に掲載をしております。 

  今後におきましては、濱田議員がおっしゃいましたように、高齢者福祉サービスをわ

かりやすく説明した一覧表のチラシを作成したいと考えておりまして、関係機関に配布

し、また住民の皆様へ周知できますよう、普及啓発に努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   先ほどご答弁がありましたけれども、福祉タクシー料金助

成事業、香北支所にもこういったもの（資料を示しながら説明）がありまして、このカ

ラーで印刷をされていますのでぱっと目にはつきました。ほかの事業はあるかなと思い

ましたら、ほかの項目についてはなかったので、確かに福祉タクシー料金助成事業、利

用者が非常にふえているので、こういった呼びかけは非常に効果があると思ったことで

す。でも、せっかくですので６５歳以上の方、皆さんが受けられる制度をより多くの方

にと思ってこれを質問しましたけれども、配置をしていくという方向でお聞きしました

ので、この関係機関はどういったところの配置を考えていますでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 
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○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  それぞれ各支所、また、ふれあい交流センター、中央公民館、プラザ八王子、保健福

祉センター香北、また、奥物部ふれあいプラザ、こづみなどへは同じようにこのチラシ

は配布するようには計画をしております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   次の④に移ります。 

  民生委員、老人クラブ、ケアマネジャー、婦人会などの方々への周知はどのようにし

ているのでしょうか、お伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  民生委員に対しましては、昨年６月には物部地区の民生委員定例会におきまして、こ

の高齢者福祉サービスについて説明を行いました。ケアマネジャーへの周知につきまし

ては、香美市包括支援センターのほうから随時情報提供はしておりますので、サービス

内容は周知をしております。老人クラブや婦人会への周知は現在は行っておりませんが、

今後４月、５月の総会等へは、チラシの配布を検討したいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   チラシを有効に活用するということで、こういう地域にい

る本当に貴重な役職を持たれる方に配布するということは非常にいいことだと思うんで

すが、老人クラブ、婦人会は今後総会でチラシなども配布したいということですけども、

チラシは４月以降、早急に取りかかれるでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   チラシは手づくりでできると思いますので、３

月中には仕上がる予定でございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   次の⑤に移ります。 

  長寿手帳を送付するときに、事業内容を掲載しました、先ほど手づくりでもできると

いうことで３月中にということでしたけれども、そういったチラシを一緒に同封したら、

長寿手帳は皆さん欲しいと思いますので、必ず開封して見るんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  長寿手帳は、香美市民が６５歳の誕生月に介護保険証と一緒に送付しております。も

ともと県の事業であり市は配付のみをしております。詳しい問い合わせ先は高知県の高
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齢者福祉課になっております。長寿手帳は、健康介護支援課の社会長寿班で送付してお

りまして、高齢者福祉サービスのチラシを作成した後は同封は可能となります。ただし、

利用者の多い福祉タクシー料金助成と在宅高齢者配食サービスは７０歳からの助成事業

となっておりますので、長寿手帳と介護保険証は６５歳の発送となっておりますので、

その点、年齢を６５歳、７０歳を区別してわかりやすいサービス内容ということでチラ

シのほうは作成して、今後は同封したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   わかりやすいチラシにご努力されるということで理解をい

たしました。 

  そしたら、次の⑥に移ります。 

  福祉タクシー料金助成事業を利用する方は、ご答弁いただきましたけれども年々ふえ

ている状況がうかがえます。申請者全員に利用券を発行できているのか。また、利用者

増が見込まれておりますし現にふえてきております。予算の増額は今後もしていく予定

でしょうか、伺います。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  今年度に福祉タクシー料金助成事業の申請があった方に対しましては、新年度に申請

漏れがないよう、毎年３月中旬に申請書を送付しております。申請者全員にタクシー券

は発行されております。 

  また、年々利用者が増加傾向にあり、毎年予算額も増額をしております。ちなみに平

成２７年度の当初予算は２１０万円でしたが、予算が少なくなり不足となりまして、流

用等によって約２８５万９,０００円ぐらいになっております。なお、平成２８年度は

２６３万９,０００円を予算計上しておりますが、予算不足になった場合につきまして

は、補正等の対応でしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   高齢者の方にやっぱりお聞きするのは、こういう福祉タク

シーも７０歳以上が使えるようないいサービスになりまして本当に喜んでいまして、私

のほうも３件ぐらいの方からお電話いただきまして、そのときに「福祉タクシーがある

よ」と言いましたら非常に喜んでおりました。やはり有効に活用できたらと考えます。

ただ、高齢者の方々からは、今は年金が下がっている状況もあり、そしてまた、一昨年

から消費税も８％になりまして非常に暮らしが大変だと、何を切り詰めていったらいい

のかと思いながら日々暮らしているという声も、たびたびお聞きをしているところです。

福祉タクシーの予算の増額、大変うれしく思いますけれども、ただ片道料金が１,００

０円を除いた額の半額補助ということで、私どもも前から要望しておりますけれども、
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初乗り料金を除いた１,０００円でなくてもうちょっと額を少なく、除く額を少なくと

いうことですけれども、変更できないものか。また、これは今後の検討課題にも乗せて

いただくようにということを申し上げまして、この質問を終わらせていただきたいと思

います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  ２です。健康づくり地域ネットワーク推進事業についてです。 

  この事業を受ける対象は、１団体構成員が３０歳以上の方が５名以上、そして、事業

内容が健康づくりに関して自主的に取り組む団体、そして、なおかつ地域のネットワー

クづくりに関して、地域のつながりが希薄化している中で高齢弱者の社会的孤立を防止

し、地域のコミュニティの再構築を図るため、他縁を中心とした地域でのつながりや他

縁や地縁に捉われない新しい形のつながりも含め、地域の人々、友人、世代や性別を超

えた人々による、顔の見える助け合いによって行われる互助の構築に向けた取り組みを

推進するものとなっております。 

  そこで質問です。①です。 

  平成２６年度からのこの制度の助成状況をお伺いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   濱田百合子議員の健康づくり地域ネットワーク

推進事業について、お答えいたします。 

  平成２６年度の実績は８件、平成２７年度の申請状況は１０件となっておりまして、

うち３件が新規の団体となっております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   この平成２６年度の８件、そして、平成２７年度の１０件

ですけれども、申請をされた団体が全て助成の対象になったのかお伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   そのとおりでございます。全て申請されている

団体は対象となっております。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   平成２７年度に１０件のうち３件が新しい団体だというこ

とですけれども、この事業につきましては２年間継続申請ができるということだと思う

のですが、平成２６年度初めてやってみてまた続けてやってみたいと、２年間補助金を

受けるのかなと思っています。この平成２６年度を受けた団体８件の方は、継続して平

成２７年度も受けているということで理解していいんでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   ほぼ平成２６年度の８件の団体の方は、平成２

７年度につきましても地域ネットワーク推進事業を有効に活用されております。 
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○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   次の②に移ります。 

  高齢者が多く参加しています地域の集いが、今５２カ所ぐらいあると思いますけれど

も、この事業助成、これを利用されているのかどうか、状況を伺います。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  地域の集いの方で、事業助成を利用している方は１団体となっております。この地域

の集いの成り立ちといたしましては、平成１８年３月に旧町村で実施していました介護

保険外のデイサービスが終了いたしました。このため元気老人が集う場所を確保するた

めに、運動指導を行うとともに地域での自主活動に向けた支援を開始いたしまして、は

つらつ体操など保健師が訪問して指導をしました。当初から継続して補助金なし、送迎

なしで地域で取り組む体操教室などの集いということで取り組んでおりまして、市とし

ては地域の集いの立ち上げから各地域に保健師が出向き、体操指導や講和など後方支援

に徹してきた結果、市の制約に縛られることのない地域ごとの特色が出ている面があり

ます。しかしながら、健康づくり地域ネットワーク推進事業は、健康づくりの活動や地

域での見守り活動を通じて、個々の健康増進などに自主的に取り組む団体の育成を支援

している観点からも、今後この地域の集いのリーダー研修などさまざまなところで高齢

者の方にも利用していただけますよう、本事業の啓発を行っていきたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   高齢者の集いの大切さといいますか、それはすごく課長の

ほうもわかっていただいているようなので、今後そのような形になるかと思いますけれ

ども、地域の独自性を生かした特色のある健康づくり、そして、支え合いをしてもらい

たいということだと思うのですけれども、そのことはよくわかります。それで、ただ高

齢者の集いの申請が１件ということですので、できたらせっかくこのようないい支援推

進事業がありますので、今している５２カ所の中で個々のいろんな取り組みをしていま

すけれども、やはりもう少しこういう補助金の事業に申請をする件数がふえてもいいの

じゃないかなというふうに思うところなんです。 

  それで思ったときに、③の質問に移りますけれども、本市も取り組みとしましては、

介護予防と生活支援事業を一体的に提供する総合事業に移行するわけでございます。地

域での本当に要介護になるまでの、ならないようにする予防活動、そして、コミュニテ

ィづくりというのは物すごい大事なもので、地域での受け皿づくりが非常に必要だと思

います。高齢者が参加している地域の集いは、まさにその事業に沿ったものだと思って

おりまして、地域でご努力をされているわけですけれども。補助金申請をするに当たり、

できるだけ手続の容易な方法で高齢者の実態、なかなか地理的に遠いところにいる、同
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じ地域でも遠くにいる人はなかなか地域の公民館にも歩いて来れない、そして、車にも

乗れないとかいうふうな実態もあります。そして、誰かを呼びたいけれどもやっぱり謝

金は出したい。確かに謝金については、健康づくり地域ネットワーク推進事業の中に講

師謝金があります。これを使えばそういうこともできるし、みんなでどこかへ出かける

ときのタクシーの料金なんかもこれの事業を使えばできるわけですから。やっぱり有効

に使えるようなそういう制度の運用といいますか、中身を変えていくとか、２年間やっ

てきまして、そういった申請用紙が高齢者にとってはちょっと難しいとか、何度も申請

に足を運んだという声も聞きますので、その辺の制度をちょっと変えてみるとかの運用

についてお聞きいたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  まず、その新しい総合事業における介護予防ということを初めおっしゃっておりまし

たので、この新しい総合事業における介護予防につきましては、介護保険法の改正に伴

いまして、要支援１と２の虚弱の高齢者の方につきましては、全国一律のサービスであ

った介護予防訪問介護、介護予防通所介護が新しい総合事業に移行いたします。事業の

名称は変わりますがサービスの内容は従来と同じで、要支援認定者で現在これらの介護

サービスを利用している方は、それぞれの更新時期に合わせて随時移行していきます。

先ほどおっしゃいましたように、高齢者の実態と願いに応じた制度の運用ということで、

把握に努めることは非常に大切なことです。地域の集いへ保健師などが訪問したり、民

生委員さん等との連携、地域包括ケア会議やアンケート調査等、機会を通じまして実態

把握に努め、一緒に検討していきたいと思っております。 

  香美市には介護予防、認知症予防となる高齢者の地域の集いが、先ほども言いました

が５２カ所あります。ぜひ健康づくり地域ネットワーク推進事業補助金制度を活用して

いただきまして、健康寿命を延ばしていきたいと考えております。 

  ただ、運用等につきましてということですが、６月の議会で濱田議員から一度ご質問

があって答弁をさせていただきましたが、申請とか報告時の記載方法がもっと簡素化で

きないかということですが、補助金の交付申請や実績報告に関しましては、当該事業内

容等が適正に実施されているかどうか精査する必要があるため、申請や報告時に必要な

提出書類の記載方法などは、現在簡素化することは考えておりません。ただ、記載方法

につきましては、申請団体の問い合わせについて個別に担当のほうが対応しておりまし

て、申請から実績に至るまでのフロー図も作成したり、あとおいでていただきましたら

丁寧に説明をさせていただきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   そしたら、次の項目の質問に移りたいと思います。 
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  ３番、老人憩の家についてです。 

  老人憩の家は、市町村の地域において、高齢者に対し教養の向上やレクリエーション

などのための場を提供し、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的として、１９６

５年に厚生省社会局長が各都道府県知事に通知しました老人憩の家設置運営要綱に沿っ

て、市町村が設置をする高齢者福祉の施設です。２００９年１０月１日の時点では、全

国に２,５８５カ所設置されています。本市には香美市老人憩の家の設置及び管理に関

する条例、香美市老人憩の家の管理及び運営に関する規則があります。順次質問をいた

します。 

  ①です。 

  ６０歳以上の者が無料で使用できる施設であり、本市には８カ所設置されています。

規則では、使用時間は午前９時から午後４時までとなっています。「管理を公共的団体

に委託することができる。」とあります。各施設の管理はどのような状況でしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   濱田百合子議員の老人憩の家について、各施設

の管理はどのような状況かということに対してお答えいたします。 

  香美市立老人憩の家の設置及び管理に関する条例において、現在８カ所設置しており

ます。条例の第８条で、「市長は、老人憩の家の運営を効果的に達成するため、その管

理を公共的団体に委託することができる。」となっており、逆川老人憩の家と佐岡老人

憩の家につきましては、地域の老人クラブに管理運営をお願いして委託契約を締結して

おります。また、繁藤老人憩の家、山崎老人憩の家は、地域の自治会長さんに管理運営

をお願いして委託契約を締結しております。宝町地区老人憩の家と老人憩の家美良布荘

は、健康介護支援課の管理となっております。岩村地区老人憩の家と楠目地区老人憩の

家は地区公民館となっており、主として中央公民館が管理をしております。 

  香美市立老人憩の家の設置及び管理に関する規則では、「使用時間は、午前９時から

午後４時までとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りではな

い。」となっておりまして、特別な事情がある場合は４時以降に使用しても問題ありま

せんので、いずれの地区でも地区会などがある場合につきましては、８時まで使用して

いる場合もあるとなっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   管理者はわかりましたけれども、そしたら、使用したいと

きに使用申請書を書くと思うんですけれども、これは土佐山田町ならば本庁に持って行

き、そして、香北と物部は各支所にその申請書を提出するということなのか。それとも、

老人クラブとか地区公民館、自治会長さんですけれども、各委託先に申請書を提出すれ

ばいいということなのでしょうか、その辺の確認です。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 
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○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  宝町地区老人憩の家と老人憩の家美良布荘は健康介護支援課の管理となっております

ので、例えば美良布荘であれば香北支所に申請は出していただいて構いません。宝町地

区老人憩の家につきましては、土佐山田が近いですので本庁のほうでお願いして構いま

せん。あとほかの地区の憩いの家につきましては、それぞれ自治会長、または老人クラ

ブのほうが管理をしておりますので、そちらで申請等は行っていただいております。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   それでは、使用時間が９時から４時ということで書かれて

おりまして、特別の事由の場合は、先ほど課長もおっしゃいましたように８時ぐらいま

で使っている団体もあるということはお聞きしましたけれども、何が特別の事由なのか

よくわからないところで、じゃあ、使いたかったらみんな８時まで構わないのかみたい

なところもありまして、やはり使用時間は、それまでの３時とか２時で終わってもいい

わけですけれども、４時までとなったその根拠といいますか、どういった理由で、これ

はもうそのまま国からの基準で、各自治体で決めれないということで４時になったので

しょうか、ちょっとその辺をお尋ねいたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   ４時になったという経緯はちょっと調べており

ませんのでわかりませんが、１９６５年に厚生労働省社会局長から県知事に通達があり、

老人憩の家設置運営要綱に沿って市町村が設置しておりますので、そのころからかもわ

かりませんが、ちょっと把握はしておりません。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   わかりました。 

  次の②に移ります。 

  楠目地区とか岩村地区の老人憩の家の場合、地区公民館長さんが管理をしているとい

うことですけれども、これは住所を見ても同じ建物だと思うのですが、公民館の使用時

間につきましては午前９時から午後１０時というふうになっています。この楠目地区と

岩村地区のところの運営はどのようになっているのでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  現在は主として地区公民館事業として運営しておりますので、使用時間は午前９時か

ら午後１０時まで地域の方が利用しております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   そうしましたら、楠目地区と岩村地区については地区公民

館が同じ建物ということで、委託しているのもそこの地区の公民館長さんだということ
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で、例えば老人憩の家でしたら、香美市民の６０歳以上の方は無料で使用できるという

ことですけど、そうなりますと、公民館を使用するということの申請書をこの２カ所に

ついては出しているということになりますでしょうか。そうした場合には、実際６０歳

以上で構成しているある団体の人から、使用申請するときには老人憩の家という看板が

出ているんですけど、申請するときはいつも公民館を使用するということの申請書を書

いているので、もちろん管理者がそうなのだから仕方ないと思うんですけれども、老人

憩の家での申請はしたことはないということでした。 

  確認ですけど、その委託先によって、そこが公民館に委託している場合には、そこに

幾ら老人憩の家という看板があったとしても公民館として使用して、そして、地域の老

人クラブとか自治会長さんが管理する場合には、老人憩の家としての利用申請を出すと

いうことでいいんでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  この楠目と岩村地区につきましては、老人憩の家であり地区公民館の機能も果たして

おりますが、主に大体自治会長さんとか皆さん地区の方がほとんど利用されているみた

いですので、そのまま使用時間は午前９時から午後１０時ということで、地域の方が利

用しているということで、そちらが優先的になっておるのではないかと思われます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   それぞれの地域で地域の方がほとんど利用しているという

ことで、時間も公民館やったら１０時までが規定ですので、それぐらいの間自由に使っ

ている状況だということと思ってお聞きいたしました。 

  それでは③に移りますけれども、これは香北町の老人憩の家美良布荘を利用したいと

いったある住民の方からお聞きしたのですが、老人憩の家の時間延長を望む声がありま

す。例えば特別の事由であれば時間はあってないようなものかもしれませんけれども、

老人の憩の家の使用の申請書を書くときに、４時というのがやはりネックになっている

とお聞きしました。老人憩の家の時間延長を望む声が地域にはあります。条例や規則は

平成１８年３月１日より変わっておりません。今はそれ以上使っているような実態があ

るわけなので、それが全て特別の事由というわけでもないと思いますけれども、やっぱ

り今の実態に合わせた妥当な時間設定を再考していくべきではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   妥当な時間の設定を再考すべきではということ

お答えいたします。 

  老人憩の家は、市町村の地域において、老人に対しまして教養の向上やレクリエーシ

ョン等の場所を与えるということで、また、老人の心身の健康の増進を図ることを目的

としている施設でございます。先ほども言いましたが、１９６５年に厚生労働省社会局
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長から知事に通達のあった、老人憩の家設置運営要綱に沿って市町村が設置した高齢者

福祉施設でありますが、設置運営要綱ができて５０年が経過をしております。近年の高

齢化社会も踏まえた妥当な時間設定に変更するということにつきましては、管理体制に

支障がなく各地域からも異論がなければ、時間の延長は可能であると考えております。

また、管理運営で問題がないか、老人クラブ、自治会長さんと協議をいたしまして、前

向きに検討したいと考えております。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   前向きに検討していくとお聞きしましたので…。 

（サイレンにより中断） 

○議長（石川彰宏君）   一般質問中ですが、昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

（午後 ０時００分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   ６番、濱田百合子です。 

  午前中に老人憩の家についてまで質問をさせていただきました。 

  次の質問に移りたいと思います。４番です。 

  東日本大震災と福島原子力発電所事故の教訓を活かしてについてです。 

  ２０１１年３月１１日の東日本大震災と福島第一原発事故から５年が経過をいたしま

した。被災地では多くの方が亡くなり、多くの方が家を失い、仕事を失い、経済的基盤

も喪失しました。日本中がその脅威に愕然としたことを忘れることはできません。３月

に入り、地元紙では連日、大震災や原発事故の今日までの状況が報道されています。と

りわけ２日の記事でしたが、セシウムなどの放射性物質の粒子が放射線を出し、白く光

っているスリッパと軍手の写真は衝撃的でした。 

  震災や原発事故による直接死よりも、その後の避難生活の中で亡くなった震災関連死

は福島県が一番多くなっています。その中には自殺や孤独死も含まれていて、福島県の

自殺者は昨年８月末現在、２０１５年で１３人、岩手県は２人、宮城県は１人となって

います。原因の１つとして、地域コミュニティの崩壊があります。避難区域自治体職員

は、みずから被災者でありながら住民のために過酷な勤務をこなさなければならず、鬱

病と診断されている方やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）で仕事をやめられた方も

いらっしゃいます。住民の抱えているストレスを直接受けて、その負担が重くのしかか

っています。保健師がヨウ素剤を配布すべきかどうかを悩み、結局避難所の人数分には

足りなくて配布しなかったことや、ＳＰＥＥＤＩが作動せず放射性物質のデータが情報

として伝わらず、住民の避難誘導が的確にできなかったとある自治体の町長が話されて

いました。トラック輸送業者の方が、物資を持って行きたくても、立ち入らないように
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という国土交通省の指示で行くことができなかったと話していましたし、震災の被害で

家屋や土砂に埋もれた人を助けたくても、高濃度の放射性物質の影響から避難区域とな

り入れず、救出できず置き去りになった被災者もいました。中には助けることができた

方もいたかもしれません。まさに原発事故によって、国民の生存権や生活権が脅かされ

る事態になったわけです。 

  このことを教訓に全国の自治体では、大災害に備え地域防災計画を策定をしました。

お手元に配付しています資料は福島県の状況です。資料Ａは、昨年１０月１日時点の１

８歳未満の子どもの避難者数を示しています。２万２,６６０人の子どものうち、県内

避難しているのは１万２,１０３人、県外避難しているのは１万５５７人です。資料Ｂ

は、福島県双葉郡及び避難指示区域内の震災及び原発事故により移転をした学校の学年

別児童生徒数です。震災前の２０１０年度と昨年の４月１日時点を比べると、いかに児

童生徒が減少しているかがわかります。８,１６１人の児童生徒が１,１３８人になって

います。資料Ｃは、県内への市町村別の避難状況です。昨年末時点で５万５,４５７人

の方が避難されています。資料Ｄは、県外への避難状況です。今年の１月１４日調査時

点では４万３,２７０人の方が避難をされていまして、高知県には４１人が避難されて

きています。県内、県外を合わせますと、約１０万人の方々が５年を経過してもなお以

前の生活を取り戻せない状況にあることがわかります。 

  本市で子育てしている地元の方からお聞きしましたが、「天災はやむないけれど原発

事故は止めれる。原発事故が起これば、私たちや子どもたちはどこへ逃げればいいの」

と問われました。 

  以上のようなことから、質問をいたします。①です。 

  大災害の教訓をどのように認識していますでしょうか、伺います。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   それでは、濱田議員のご質問にお答えいたします。 

  東日本大震災及び福島第一原発の事故が発生してから今月の１１日で丸５年になりま

す。被災された地域の一刻も早い復旧、復興を願うばかりでございます。 

  こうした大災害からの教訓は議員ご指摘のとおりであり、自然災害はやむを得ないと

考えますが、原発事故が起これば人々の幸せな生活が奪われる、町から人の流れが消え

ていく、ふるさとがなくなる、復旧・復興のめどが立たないといった負の連鎖が続いて

いくことが証明されました。今後こうした悲惨な事故を再び繰り返してはならないとい

う教訓のもと、原発の再稼働は慎重に慎重を重ねた上で、国が十分な説明責任を果たし、

きちんとした対応をとっていくべきであると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   それでは、続きまして②の質問に移ります。 

  負の連鎖をさせない取り組みが必要だと思います。原発事故は終息してないと思いま
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すが、見解をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   それでは、お答えいたします。 

  福島第一原発の事故後、帰還困難区域などの指定により、ふるさとを離れて県内外へ

避難している方が５年経過した今も数多くおられます。また、先日来の地元紙によりま

すと、福島第一原発では１号機から３号機において、高濃度の放射線の発生源である燃

料回収に着手できておらず、また、汚染廃棄物の増加や処分方法の未定、周辺地域にお

ける放射性物質の除染は進んでいないことを確認しました。 

  こうした現状から考えますと、原発事故は終息と言える状況ではなく、対策は今始ま

ったばかりであると言っても過言ではないと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   本当に終息はしていない、今始まったばかりと、まだまだ

さまざまな問題があり帰還していない人も多いということで、課長からそのような答弁

をいただきました。 

  続きまして、③に行きます。 

  近い将来、東海・東南海大地震が発生することが予測されています。伊方原発は本市

より約１２０キロ余りですが、再稼働が計画をされています。伊方原発の敷地から１０

キロに満たない距離に日本最大級の断層系である中央構造線、南には活発で大規模な地

震発生源の南海トラフが走っていて、地震国日本の、原発の中でも大地震に襲われる可

能性の高い原発です。福島原発以上に厳しい条件とも言われています。原子力規制委員

会は基準には合格していると言っていますが、絶対安全だとは言っていません。大変心

配をしている住民がたくさんいらっしゃいます。そのことをどのように受けとめていま

すか、お尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  被災地の復興もなかなか進まない状況の中、福島第一原発では終わりが見えない汚染

水との戦いが続いております。福島県民の１９人に１人に当たる１０万人が今なお避難

生活を送っているという厳しい現状からも、先ほども話がありましたけど、多くの方が

原発の安全性に対して不安や疑問を持たれているのは当然であると考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   多くの方が不安を持っているということは理解をいただい

ているという答弁でございましたが、伊方原発につきましては非常に厳しい条件と私は

言いましたけれども、日本で唯一内海に面している原発です。事故で放射能が漏れれば

瀬戸内海が汚染されますが、この海域の水は数年間入れかわらないということです。そ
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のため汚染が長く、瀬戸内海にとまり続けると言われています。新規制基準は原子炉等

の設計を審査するための基準であり、固有の原子炉の立地適格とは連動していません。

福島原発事故では、放出放射能のおよそ８割が海洋に向けて流れたと推測されています。

同じことが伊方原発で起きた場合、瀬戸内海、四国全域が放射能に侵されるのではない

でしょうか。逃げるところがあるのでしょうか、お伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  確かに伊方原発につきましては、他の原発と違いまして瀬戸内海、内海に向かってお

るという現状がございます。福島第一原発につきましては、震災後の津波、特に津波の

影響が多くて電源喪失といったことが起こっております。電源喪失ということで冷却で

きなくなったということがありますので、現在の伊方の対策としては、その電源の確保

とか、伊方そのものは割と標高も高い位置にありますので、原発そのものが波をかぶる

ということは今のところ想定はされておりませんが、そういった場合も考えて電源の確

保、さまざまな電源の確保等に力を入れておるというふうに聞いております。 

  原発事故が起こったら逃げるところはあるのかということでございますが、これにつ

いてはなかなか答えが見つからない部分であろうと思います。原発事故は二度と起こさ

ないという方向で、国の対策を見守りたいと考えております。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   次の質問に移ります。④です。 

  伊方原発でこれから使用しようとしている予定のプルトニウム入りの燃料は、原発の

ブレーキをききにくくすると言われています。事故のリスクは拡大されます。事故を起

こさずに使い終わったとしても、使用済み核燃料の持って行き場はありません。長く原

発の敷地内に置かれることになります。処分場がないということです。このことは福島

原発の事故が教えてくれています。これを教訓にしなければと思います。また、原子力

規制委員会の審査は、火山影響評価ガイドをもとにしていますけれど、火山学者はこの

ガイドを不十分と批判をしています。また、福島原発の事故では、５００人から６００

人が昼夜を問わず詰めて、免震重要棟が事故対応の拠点となりました。伊方原発の緊急

時の対策所は、耐震性が足りないということで直しました。改善したということですけ

れども、前よりも狭くなって床面積が約１６０平米、５０坪以下であります。前よりも

狭くなってきています。事故時の対応がスムーズに行えるとは到底思えません。 

  以上のように、余りにも多くの危険が危惧されている伊方原発については、再稼働し

ないように本市からも要望すべきではないでしょうか、伺います。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  脱原発を目指しつつ、県民の生活や経済活動に不可欠な電力の安定供給のため、現時

点では伊方発電所３号機の再稼働はやむを得ないという県の考え方に沿った対応をして



 

－47－ 

いきたいと考えておりますので、現時点で再稼働しないようにという要望は考えており

ません。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   電力のことをおっしゃいましたけれども、福島の原発以後、

２０１３年以降は全ての原発は停止をしておりました。その２回の夏と冬、その間、稼

働原発ゼロを経験しましたけれど電力不足は起こっていません。年間を通じて原発の稼

働がなかった２０１４年度は、エネルギー起源二酸化炭素は３.６％減少しています。 

  環境エネルギー政策研究所によりますと、昨年の夏は原発ゼロを前提とする電力供給

が定着している。関西、九州を含む全ての電力会社で夏のピーク需要時の電力は足りて

いた。冬の電力需要には最低限確保すべきとされる予備率３％を超える余裕があり、需

要削減、供給量拡大の双方に大きな可能性があるため、需要安定に原発は不要であると

いう見解を発表しました。中・西日本は地域間の連携線が充実してます。電源開発、徳

島にありますけれども、橘湾発電所の火力２１０万キロワットのうち１８０万キロワッ

トは四国外で今使われています。緊急時にはこれを使うことも可能です。また、自家発

電の活用も四国には約２３０万キロワット、火力だけで１７７万キロワットあります。

電力が足りなくなるとおっしゃいますけれども、需要抑制やお互いの電力を融通をし合

うなど、そして、この高知県は揚水発電もございます。そのようなことから、電力が足

りなくなることはないと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  橘湾の火力発電所につきましては、老朽化した火力発電を長く使っておる、そういっ

た不安もございます。確かに電力は各電力間で一定融通はされておりますが、火力を使

う以上どうしてもＣＯ
２
の排出量が大きくなってまいります。それと、先ほど揚水発電

の話もございましたけれども、揚水発電というのは一旦水を上にくみ上げなければなり

ませんので、基本的にはくみ上げるときに原子力発電などの電力を使って、原子力発電

とかの電力が足らないときに揚水をおろして発電するといった仕組みになっております

ので、常に発電できるというものでもございません。そういったことで、ＣＯ
２
とかの

増大を避けるためにも自然エネルギー、今太陽光とか風力とかがどんどん進んでおりま

すけれども、そういったことが十分に整備され、原子力発電がなくなることが理想であ

りますので、そちらの方向に進みつつ、今のところやむを得ないのではないかというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   やむを得ないと考えていますとお答えになりましたけれど

も、人間の命は一つです。もし何かあったときに、福島の原発の事故の教訓は今でさえ
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帰れない人たちが１０万人以上いるわけです。ふるさとを失うわけです。コミュニティ

ーがなくなるわけです。それは関連死が多いことが示しています。もし電気が１日とま

ったとして、死に直結するようなことがあるでしょうか。今充電機能もあります。私は

やはりこの福島の事故の教訓、本当に教訓として今に生かしていかなければならないと

思っています。老朽化を言うならば、日本にありますこの原発、３０年以上の原発がた

くさんあります。伊方原発も３８年、３９年、もうそろそろ４０年が来ようとしていま

す。そのような中でやはり何を大切にするか、原子力発電所のそのシステム自体は非常

に危惧されるところだと、それを最優先にすべきだと考えます。 

  最後になりますが、この問題に対しまして、きのうの地元紙の１面には、「原発低減 

首長６５％要求、「全廃」本県最高５２％」の見出しがありました。共同通信社にお尋

ねしましたら、今年の１月に全国の知事と市町村長に震災や津波、原発についてのアン

ケートを実施した結果を公表したものということでした。知事のうち全廃を求めました

のは高知県など８府県ということで、高知県では３４市町村のうち１８市町村が全廃を

求めていました。市長の見解をお聞かせください。 

○議長（石川彰宏君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   濱田議員の原発に対するお尋ねにお答えをしたいと思いま

す。 

  原発を全廃するべきであるというお話でありますけれども、原発をなくしていく方向

というのは、みんな合意のできることだというふうに思います。原発のない社会を早く

実現をしていこうということは、これはみんなの同じ思いであるだろうというふうに思

うところでありますが、では直ちに原発の廃止ができるのかということになりますと、

そうはなかなかならないというふうに思います。１つは、やはり国民が大きく合意をし

て、原発を直ちになくしましょうという合意がなされなければならないというふうに私

は思います。そのためには、国民の皆さんは、この国が安定して経済も発展するし、安

心して暮らせるような社会でなければならないと思いますけれども、今直ちになくする

ということは困難であると思います。 

  今、議員のほうからは、原発事故以降、原発がゼロの事態にあっても不足はしなかっ

たとこういうふうにおっしゃられましたけれども、この中で忘れてはいけないのは、や

はり我が国はエネルギーを持つ国ではありませんから、石油にしましてもガスにしても

海外に依存をいたしております。その間は大変燃料は高騰いたしたわけでありまして、

そのために経済が失速するような状況、そして、それは国民生活に大きく影響して、現

在に至っても日本経済がなかなか、うまくまいが回っていない状況であります。そして、

それらの代替のエネルギーになる水、風、あるいは太陽にしましても、非常に安定して

発電ができるシステムにはなっていないわけであります。こうしたところにつきまして

も、研究も進んでおりますし国民の合意も次第に進んでおりますので、代替のエネルギ

ーにかわっていく、あるいは再生可能なエネルギーへかわっていくことは、恐らく間違
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いはないところでありますけれども、今直ちに原発をとめるということは国民的な合意

ができない。そのもとにはやはり国民の生活や経済が守り切れないというところにあろ

うかと思います。しかし、方向は私も濱田議員も同じ方向にあると思います。ともに今

しっかりとこういう議論を進めていきながら、時代を担う子どもたちのためには安心し

て安全で暮らしていけるような社会を築いていきたいというふうに思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   市長から自然エネルギーの話が出ました。本当に世界は風

力や太陽光が加速的に発展をしている状況だと聞きます。日本も同じように自然を生か

したエネルギーのあり方を今後もっと進めていきながら、原発は縮減の方向で考えてい

きたい。全廃が望ましいと市長もおっしゃっていましたので全廃にする、そして、私ど

もは伊方原発を再稼働させない。今、川内原発も再稼働しております。高浜原発、今事

故でとまっておりますが、また再開が危惧されております。原発は本当に人類上、私は

賛成しかねます。そのことを申し述べまして私の質問を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   濱田百合子君の質問が終わりました。 

  次に、１３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   たくさんのかわいい傍聴者が来られて少し緊張しており

ますが、応援団が来てくれたと思って頑張って質問したいと思います。 

  １３番、山﨑龍太郎です。通告に従い順次質問をいたします。一問一答であります。 

  最初に、マイナンバー制度について、お伺いしてまいります。 

  昨年３月定例会において本制度の危険性等を指摘したところでありますが、国民にと

って利便性の高い社会を実現するための社会基盤として国が導入を進めており、本市も

推進していくとの答弁でありました。その後も同僚議員から制度に対して危惧が質問も

されてきたところですが、本年１月より運用の運びとなりました。また、本市では制度

導入に１億３,４００万円を要するとのことでありましたが、維持管理にも多額の費用

を要することが見えてまいりました。あわせて職員の事務負担も大きいと考えるところ

です。 

  そこで、順次お尋ねしてまいります。 

  ①、昨年１１月末に配付完了した通知カードも相当数、市のほうに返ってきたわけで、

その後対応するとのことでありましたが、現在の通知カードの市民の受け取り状況、返

却状況等をお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   山﨑龍太郎議員の質問にお答えいたします。 

  平成２８年３月１日現在で交付ができていないのは４０５通、未交付率約３.２％と

なっており、約９６.８％の方のお受け取りが済んでいる状況でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 
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○１３番（山﨑龍太郎君）   それでは、次に移ります。 

  ②、未交付状況が４０５通、３.２％ということでありましたが、未交付者に対して、

昨年の時点では１,３００通ぐらいたしかあったというふうな報告を受けてます。どの

ような対応をしたのかお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   お答えいたします。 

  未交付者への対応についてでございますが、当初の通知カードは転送不要の郵便で配

達をされましたために、市役所に返戻された通知カードについて、今度は転送可能な普

通郵便で通知カードが市役所に返戻されてきているということのお知らせをいたしまし

た。 

  なおその際には、お知らせ文書とともに受け取り方法のご案内や他の方に委任をされ

る場合の委任状等も同封をいたしました。それでもなお郵便が届かなかった方がござい

ます。現在交付ができるよう、居所や連絡先の状況の把握に努めているところでござい

ます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   なかなか郵便が届かないというレベルもあるし、受け取

り拒否等の状況はその中に入っているのかどうか、その点を確認します。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   先ほど申しました４０５通の中には、受け取り拒否

の方の数は含まれておりません。現在手元のほうにお届けできなかったということで、

返戻されてきている分の数でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   少し具体的に聞きますが、居所が不明という方にはどう

いうふうな調査をしていくのでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   まだ現在進んではおりませんけれども、各課の連絡

とかがつくような情報を入手をするとともに、これから先には各課の持ちます情報等の

協力依頼もし、それから、できる限りにおいて実態調査も行い進めていくつもりでござ

います。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それでは、次に移ります。 

  ③、市役所での保管期間はネット等で調べてみますと３カ月程度の保管が多いようで

すが、本市はどうなのか。また、その後の通知カードの扱いはどうなっていくのかお尋

ねします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   お答えいたします。 
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  通知カードの保管期限につきましては、事務処理要領では、市町村に通知カードが返

戻された日以後、一定期間、これは約三月程度経過しても交付ができない場合は、返還

登録を行った上で物理的に廃棄をするということになっております。 

  しかし、本人との連絡がとれず、通知カードの交付が困難な状況が多々あるというこ

とで、三月程度としている期間を平成２７年１２月３１日までに、返戻された通知カー

ドは少なくとも平成２８年３月３１日までとするとともに、可能な限り本人との連絡、

または居所の把握が可能となるまで保管するよう、総務省から要請があっております。 

  香美市では、通知カードの保管期限を約１年間程度としたいと考えており、その間、

再度受け取りの案内を行うとともに、居所不明の方の調査を行い交付に努めます。しか

し、その後は事務処理要領に基づいた処理を行いたいと考えております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   なかなかの事務負担が要るように感じ取れるわけですけ

れども、実際１年間は保管していくというがは、本市の場合になったときにどうでしょ

うかね。どう聞いたほうがえいかな。実際のところ、しまいにはやっぱり１年後には破

棄される、物理的に廃棄するということになろうかと思うんですけども、その間、調べ

て調べて調べてということは、そういう追跡して調査するということについて、どれだ

けの事務負担を想定してますかね、わかりますか。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   どれだけの事務負担と言われてもなかなか想定がで

きないところでございますが、とりあえず先ほど申しました各課の持っております情報

等の協力を得て、その方にまた通知をし、その後どうしても着かない、連絡もわからな

いという方については実態調査も含めて、していかざるを得ないとは思っております。 

  その事務というか手間とかいうような時間のことにつきましては、いろんなことをや

ってきたあげくのことですので、どれぐらいかかるかというのは、ちょっとまだ想定が

つかないところではございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ちょっと聞き方がまずくて申しわけないんですが、実際

そういうことを、一々動いたことは記録等にも保存しながらてんまつ書も書いて、しま

いにはどうしても居所もわかりませんでしたというふうなことの、そういう事務の負担

も強いられるという認識でいいのかお聞きします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   そのとおりでございます。返戻された分につきまし

ては全て記録をとっていき、その記録がずっと続くということになりますので、その事

務の経過というのは非常に大変なものがございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それでは、次の個人番号カード管理について、伺ってま
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いります。 

  ④、個人番号カードの申請事務の流れをお尋ねします。 

  本市の場合は交付時来庁方式をとるというふうに聞いておりますが、そこはいかがで

しょうか。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   ご指摘のとおり、うちのほうは交付時来庁方式をと

っております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   その交付時来庁方式に至るまで、実際Ｊ－ＬＩＳのほう

に行って、本庁なり支所でその個人番号カードを収得するまでの流れをお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   お答えいたします。 

  個人番号カードの申請から交付までについてでございますが、先ほど申しましたよう

に、香美市では交付時来庁方式をとっております。ということは、申請は個人番号カー

ドを希望する方ご自身が、通知カードと一緒に申請書が届いておりますので、それに写

真を張られて、同封されていた封筒で申請書を送付する方法や、パソコンやスマートフ

ォンから直接申請を行う方法等により、ご自分で行っていただくことになります。 

  申請をされた後、個人番号カードが作成をされますと、市に個人番号カードが送付を

されてきます。その後、市のほうでカードの交付前処理という処理を行った後、交付準

備ができたことをお知らせする交付通知書、個人番号カード交付・電子証明書発行通知

書兼照会書というものを発送をいたします。それによって受け取りに来ていただくこと

になります。 

  交付に当たりましては、本人確認の上、通知カードの回収、暗証番号の設定などを行

い、暗証番号記録票とカードをお受け取りになり、交付が終了となります。 

  なお、本人確認や暗証番号の設定等につきまして、全国的に交付が集中しますとシス

テム上、作業に大変時間がかかる場合などがございますので、事前に交付希望の日時を

予約をしていただくことにしております。 

  また、お受け取りについては、市役所本庁、香北支所、物部支所でできますが、平日

の業務終了後の交付機端末が動いている時間内の夜間等のお受け取りや土日祝日等に希

望される方への交付は本庁のみ行うことにしております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   日時を予約して夜間・土日も対応していくということで、

これも大きな事務負担になりますが。 

  次に⑤ですが、それでは、現在のところの個人番号カードの作成状況はどうなのかお

尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 
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○市民保険課長（高橋由美君）   お答えいたします。 

  平成２８年２月末現在でございますが、地方公共団体情報システム機構での香美市か

らの申請の受け付け件数は９９０件でございます。そのうち平成２８年３月３日現在、

カードが作成をされ市に届いている分が５８９枚となっております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ということは、Ｊ－ＬＩＳの手前では９９０件あって、

香美市に届いているがが５８９件ということが現在の作成状況ですが、これは届いてる

だけですわね、まだね。これから個人番号カードを作成できたと、個人の手元に渡った

というのはどうでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   ３月３日現在でございますが、先ほど申しました交

付の前処理が済んで、発行通知書を送付した枚数が２４５通あります。そのうち３日現

在の交付枚数が６２枚となっております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   なかなか大変な事務をされてご苦労ということをまず申

しておきたいと思いますが。実際のところＪ－ＬＩＳまで行ってるのが９９０件という

ことで、市民からいったら４％程度ですかね、それも行ってないぐらいかな。それぐら

いのところであるということです。 

  あわせて聞きますが、交付時来庁方式でやってるということで予約もしているという

ことで、来てもらって手続に要する時間はどれぐらいかかるのでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   先ほど申しましたように、機械とかシステムがどの

ような状況で動くかということが非常に問題にはなりますが、うちの手前で想定してい

るのは、１人に約３０分程度を想定をしております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それではもう１点詳しく。今６２枚を交付できたという

ことですが、１日の最大の処理の件数はどれぐらいできたでしょうか、１日で。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   １日の最高枚数とか平均とかいうのをちょっと把握

をしていませんが、最大でも１０枚とかいうことは今のところはございません。それほ

どあれではございません。 

  先ほど申しました１人３０分ということですので、その前後にどれぐらい時間がかか

るかわかりませんので、一応３０分ですが１時間に３０分というようなところで受け付

けをとっておりますので、受け付けても最大８人までということで、現状の実態は、件

数はちょっと把握しておりません。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 
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○１３番（山﨑龍太郎君）   何を申したいかといったら、なかなか今９９０件、Ｊ－

ＬＩＳに行って返って来て５８９件ですか。それから、交付前処理云々で２４５件で６

２件ということで、始まってからずっとこれ手をとられるわけですわね。そんなに事務

が大変、まあ国の制度ですのでこれはもう推し進めていくということを言われてますの

で、それをどうのこうのも言えない部分もあるんですけど。実際、私はやっぱり一言申

し上げておきたいのは、事務的な莫大な負担もかかり、利便性が高まるというふうには

申しておりますけど、現状を見ただけでも極めて市民からいっても不人気であると。９

９０件ですね、これは国の動きでそうなってますので、実際のところそれをどうのこう

のと言うわけではないんですけれども。やはり、昨年３月の質問で言わせてもらったん

ですけど、２１世紀型公共事業というふうに表現はしたんですけど、やはりある部分無

駄遣いがあるということは、これは私の見解でとどめておきたいと思いますけども。実

際この事務自体が、９９０件をこれから順次処理していくにしても、どれぐらいの日数

がかかるとかいうがは想定できますか。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   申請をされた方のご都合にもよりますので、どのぐ

らいかかるかというのは想定がちょっとできないところでございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それでは、次に移ります。 

  ⑥です。個人番号の提供についてであります。 

  過日、南国税務署と税の関連で交渉することがございました。その中でマイナンバー

に関して、確定申告書へのマイナンバーの記入は、平成２８年分、来年の申告からであ

りますが、記入がなくても申告書は有効で受理する。また、各種届け出については、平

成２８年１月１日以降は記入を求めているが、未記載、未記入であってもオーケーであ

る。ただし、未記載の場合は問い合わせの可能性はある。また、記載があっても個人番

号の提示と身分証明、運転免許証等の提示が必要とのことでありました。これは確定申

告事務では毎年のこととおっしゃってました。納税者にとってはまことに負担のかかる

要求であると感じたことでありました。 

  さて市においては、各種申請書類等作成時に番号の提供を義務として市民に指導して

いるのではないでしょうか。マイナンバー法第１４条第１項では、個人番号利用事務等

実施者、市などの行政機関は、個人番号の利用事務などを行う場合、本人に対して個人

番号の提供を求めることができますとなっています。よく言う「できる」規定であり、

法定義務ではないと考えます。 

  あわせて言えば、マイナンバー法第２２条では「情報提供者は、第１９条第７号の規

定により特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて前条

第２項の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、

情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。」となっております。 
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  わかりやすく言えば、年金事務所や税務署から市民の個人番号の提供を求められたと

きは、市には番号記載の義務はあり、市の管理する個人番号は情報照会者に提供される

わけで、市民が個人番号を提供しなくても情報のやりとりは行われるわけで、ここには

「しなければならない」義務規定が存在します。 

  そこでお尋ねします。 

  上記で説明した点への見解と、その上に立って市民の個人番号を提供したくない旨の

意思は尊重されているのかお伺いします。この点は数人の方から、個人番号の提供につ

いて聞いていただきたいということの話がありましたのでお聞きします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   見解、解釈はということで、行政手続における特定

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９条第１項または第２項の規定に基

づき、個人番号を利用することができる者及び利用することができる事務が、おっしゃ

られるように明らかにされており、法第１９条では、特定個人情報の提供の制限も規定

をされております。 

  個人番号につきましては、法第９条の規定により、別表１の事務を処理できる者が個

人番号を利用することができる事務をということになっており、この法に基づき法令や

条例等が整備をされまして、「できる」事務が義務化をされました。 

  また、個人情報の提供に関しましては、法第１９条で定められた範囲以外の提供をし

てはならない、原則的に禁止であることが規定をされております。これも先ほど申され

ましたように、法第２２条による特定個人情報の提供の義務については、法第１９条第

７号に規定をする個人情報の提供の必要性があり、かつ安全に情報提供がされることが

保証される状況下での情報提供については、提供の求めを受けた情報提供者は、情報提

供しなければならないということが義務づけとなっておりますということを、私どもも

そういうふうに理解をしております。 

  市民の提供したくない旨の意思が尊重されているかということにつきましては、個人

番号の提供が制度における法的な義務であるということの理解と協力を得ていく必要が

あると考えております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   理解と協力は求めているということであります。ただ、

当事者がやはり提供したくない旨の意思表示を明確にされた場合に、逆に言うたらその

ときに、個人番号通知カードを持ちたくないとかいう理由の方もおられるでしょうし、

持って来てないという方もおりますでしょうが、実際そういうときにとりに帰ってほし

いとか、番号を知らせてほしいとかいう、そういう強要と言うたらおかしいですが、そ

ういう法定義務だから、そこのところは持って来るようにとかいうことはないんでしょ

うか。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 
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○市民保険課長（高橋由美君）   お答えいたします。 

  個人番号の提供がない場合でも、その後の処理において、この法第９条第１項または

第２項の規定に基づいて必要な処理をすることに関しましては、庁内連携などにより個

人番号を利用することが可能となっているため、住民基本台帳、住民基本台帳ネットワ

ーク等を用いて個人番号を検索し、職員が記載して差し支えないということになってお

りますので、職員が番号に係る空欄を埋めることになり、特に住民の方にとりに帰って

いただいたりということにはなっておりません。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それは先ほど、前段で法の解釈等も踏まえて説明しても

らって、そのまま受けとめたらわかりました。 

  だから、あわせて言えば、申請等についてはもう番号提示がないから受け付けないと

かいうことはないということで、再度の確認。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   そのとおりでございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ⑦に移ります。 

  それでは、るる聞いてきましたが、⑦、個人番号を提供しないときの弊害とか不利益

があるのかないのか、その点をお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   先ほど申しましたこととダブるかもわかりませんが、

個人番号を記載することが制度における法的な義務になったことをご理解をいただき、

必要なものに記載していただきたいということには間違いないところでございますが、

提供がない場合でも申請が受け付けできない等の弊害や不利益はないと考えております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   市民にとっては余り気持ちのえいもんじゃないんです、

実際は。自分が知らない間に番号があっちこっち行き来しているわけですからね。ただ

法がそういうようになってるので、執行事務は行っているということでありますが。現

実問題、市民にとっては自身の個人情報が国の手のひらに上るわけで、先ほども言いま

したが気分のいいものではないという、市民の中にはいまだにやっぱりセキュリティー

とか成り済ましとか、さまざまな分の心配される声も聞きます。 

  やはり１点、市の事務において、やはり個人番号を管理するときに何人もの人が、議

会事務局もそうですが、個人番号はもうこの人にこうしてくれということを言われたこ

とはございますが。全ての課を課長が把握できているかどうかわからんけど、１人の個

人番号が何人もの職員の目を通るということにはなってないのか、その点をちょっと、

担当者を決めてやってるのかということをお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 



 

－57－ 

○市民保険課長（高橋由美君）   自分ところの事務で申しましたら、一応、申請受け

付け事務は全員がやる事務となっておりますので、うちの課の職員はそういう番号が目

に触れる状況にあると思います。 

  ただ、例えば支所から個人番号が記載されたものが回ってくるということにつきまし

ては、鍵のかかるもので手渡しで受け付けておりまして、誰の分を誰がどういうふうに

処理をしたかというような記録は残すようにしております。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   市民保険課のほうはわかりましたが、ほかの部分ですよ

ね。けど実際問題、もちろん職員を我々市民は信頼して個人番号云々については提供す

る人はするんでしょうが、実際のところはそこのところで何人もの職員に個人番号が知

られてしまうという危惧を持っている声もありましたので、そこのところは総じて市全

体としてどうなのか、そこら辺の危惧の声は市民保険課は聞こえてこないのか、お尋ね

します。 

○議長（石川彰宏君）   市民保険課長、高橋由美君。 

○市民保険課長（高橋由美君）   今現在、自分の手元のところにはそういう情報は聞

こえておりませんが、取り扱いについては十分配慮しておりますので、今のところはそ

ういう声は聞こえておりません。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   この件につきましては、私どもの見解としては未来を担

う子どもたちが番号で管理されているというような、そんな時代がないことを望みまし

て、次の質問に移ります。 

  続きまして、産業振興条例について、お尋ねします。 

  私はこの間、一般質問等を通じ、産業振興条例の必要性をお話しさせていただいてき

たところでありますが、前向きな答弁をいただけませんでした。執行部のお答えの到達

点は「議員さん方でお考えになられたら」ということでありました。 

  そのような中、同僚議員より議会への政策提案能力を高める、また本条例の必要性へ

の理解もあり、産業建設常任委員会で検討がなされ、委員会の総意として条例制定を目

指すこととなりました。 

  この間の流れを少しおさらいします。委員会の行政視察では、産業振興に係る条例を

制定している倉吉市、寝屋川市での視察研修、昨年の山口県美祢市は残念ながら台風の

影響で断念したところですが、委員会として調査を一定進めてきたところであります。 

  その後、条例策定までのスケジュールに基づき、昨年６月から素案に対しての執行部

からの意見聴取に始まり、事業者、関係団体へのヒアリング、その回答に対して条例案

修正等を重ね、また議員協議会での説明、各議員からの提案の検討、最後にパブリック

コメントを求めて回答も行い、最終チェックの後、今議会に委員会からの条例発議の運

びとなりました。 
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  長期間の取り組みでありましたが、知恵を出し合いながらの作業であり香美市議会と

して新たな取り組みができ、一歩前進したというのが私どもの感想でもあります。 

  そこでお尋ねします。本条例についての執行部の見解を求めます。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   山﨑龍太郎議員の産業振興条例についての見解を

述べさせていただきます。 

  議会の産業建設常任委員会の視察に同行させていただきまして、倉吉市、寝屋川市と

もに産業振興条例の説明を受けたところでございます。両市ともに共通しているところ

は、市民、事業者、産業経済団体、教育・研究機関、あと消費者、これは市民の方々で

ございますけれども、の役割及び責務を明確にした上で、協働による産業の振興を目的

とした条例と。市役所といたしましては、農業、林業、水産業、商業、工業、観光等が

縦割りとなっている部門間の風通りをよくし、横の連携を図るものであったと記憶をし

ているところでございます。今回議員提案される産業振興条例も、これに沿ったもので

あると認識をしておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   一定の評価をいただきました。次に移ります。 

  ②ですが、本条例を見て、また運用するに当たり危惧される点があればお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  長い研究機関を経て、初めて議員発議をされる産業振興条例につきましては、敬意を

持って対応すべきものと考えておるところでございます。ただ、このような象徴的な条

例につきましては、長い年月を経て形骸化をしていくこと、これが私の懸念でございま

す。 

  議会の皆様方におかれましては、将来の香美市を担っていく若手職員に対しまして、

ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   実りある条例とするためには、議会と執行部が力を合わ

せて前進していかねばならないというように考えておりますが、１点、象徴的条例とい

うことで言われた部分もございます。確かに理念条例にならないように審議会等も設け

て、そこでさまざまな意見展開がなされるということを目指しております。 

  課長の言っている部分と私どもが目指す部分が若干違う部分もあろうかと思いますが、

そこのところ、象徴的条例というふうに捉えられた部分についてお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   視察を通じて感じたところでございますけれども、
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２市ともにこの農業、林業、水産業、商業、工業、観光が全て別途の別々の課であった

と。たまたま香美市におきましては、全てこれ産業振興課に一本化されているというこ

とで、縦割りというふうなことは余り意識を私自身はしておりません。 

  以上から、このような形での条例は象徴的なというふうな形で考えるところでござい

ますけれども、現実的には市役所の中だけじゃなくて外に向けた条例であると、そうい

う捉え方を今回させていただいておりますので、これにつきまして今後さまざまな形で

対応をさせていただきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。 

  ③に、これが可決となった場合、その後の事務の流れをお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   平成２８年４月１日施行の条例でございますので、

４月１日の施行以降になりますけれども、まず一定の期間、担当課としましても、これ

に伴って廃止をすべき条例等もございますので、その辺の研究もいたした上で議会と協

議の場を設けていただきまして、条例の意図することや今後の方向性等を明確にした上

で、なおかつ情報を共有し、審議会の立ち上げ等規則の運用に移っていきたいと考えて

おるところでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   時間的なスパンはどれぐらい、課長のサイドでは予定さ

れていますか。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   新しい課長が決めていくところでございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   そのとおりでしたね。まだまだおられるとばっかり思う

てますので、大変申しわけございませんでした。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  土佐打刃物についてでございます。 

  過日、林活議員連盟の視察で繁藤秋ノ谷ストックヤードへ伺ったとき、若い職員が２

人、仲よく、そして競い合って向上しているところを見聞きし、大変うらやましく感じ

ました。また、林業学校では１４人が新たな道に踏み出していく記事を目にし、的を射

た施策とはこうあらねばと思ったところであります。農業もしかり林業も支援策を充実

させていっております。 

  さて、本題の土佐打刃物に話を戻しますが、市独自で助成を行ってきた土佐打刃物後

継者育成助成事業は、県の補助金も得て対象を土佐打刃物とフラフとし、伝統的工芸品

産業等後継者育成対策事業として取り組まれ、成果が期待されるところであります。 



 

－60－ 

  そこでお尋ねします。 

  本事業の取り組み状況をお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   土佐打刃物について、お答えいたします。 

  後継者育成助成事業の取り組み状況でございますけれども、本年度１名の研修生を受

け入れることができまして、９カ月間にわたり研修を実施していただきました。 

  基本的な機器、これはベルトハンマーでございますけれども、それの取り扱いが、９

カ月間手を携えながら教えていただいたところでございますけれども、どうしても習得

ができなかったと。頻繁に面談も行いながら、お師匠さんのほうからお弟子さんのよう

な形になりますので、さまざまなアプローチもしながら、手助けもしながらやっていた

だいたんでございますけれども、残念ながらこの研修生のほうがこういうふうな形が受

け入れられなかったということで、まことに残念でございますが、平成２８年１月１８

日をもって本研修は中止をするに至ったというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   まことに残念な結果となりました。私のほうにもその情

報は若干入ってきておりまして、受け入れ側、雇用主ともお話しする機会もございまし

た。熱心に指導していたゆえ、修行中止の決断をしなければならない判断に至ったこと

は、双方ともショックだったというふうに捉えます。 

  今後に生かすために、先ほどもるる言われましたが、あと構わない範囲で考えられる

要因等について、あればお聞かせいただけますか。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   済みません。構わない範囲で考えられる…。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   やめるに至った要因、原因についてということです。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  今回はたまたま個人的な理由であったのではないかなと、やはりお話をお聞きした上

ではそのように感ずるところでございます。 

  ただ、どうしても１人であると、１対１であるという師弟関係というかそういうふう

なところは、やはり今の若い人にとってはちょっと厳しかったのかなと。修行のような

形、「研修」というふうな名前でございますけれども、技術の習得をしていくという、

手に技術をつけていくというところにおきましては、どうしても我慢というか忍耐、そ

ういうところが必要だと。古い考えとは言われるかもしれませんけれども、私どもはそ

ういうふうな時代に育ってまいりました。やはり今の若い方は、どうしてもそこら辺に

つきまして理解が得られない部分もあろうかと考えるところでございます。 
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  可能であれば複数の方を研修生としてお迎えすることができれば、先ほど山﨑龍太郎

議員もお話しになったように、お互いが切磋琢磨しながら研修を進めていけるというよ

うな環境がもし可能であれば、またこれは１つクリアする要因にもなるかなと考えると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   この伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業というのは、

受け入れ側がなかなか大変ということで予算を県のほうが増額、月５万円を１０万円に

上げていく方向ということは伺っておりますが、課長、その点は認識されてますね。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   現在、県議会のほうへ予算化をしていきたいとい

うふうな形でのお話はいただいておるところです。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   受け入れ側のその部分の充実というがも１つの要因であ

るかと思いますが、先ほど課長が述べられた個人的な理由の部分も踏まえて、特に就業

の場が土佐打刃物では一番大変な厚物鍛冶、山林用刃物を扱う場でもあったし、俗に言

うと土佐打刃物の真骨頂を示す技術習得になるという部分で、適正なんかを見るにして

もやはり別の手段がなかったかなというふうに、後から思うとその雇い主の気持ちにな

ったときには、大変残念やったなというふうに思います。 

  それでは、次の②に移ります。 

  越前打刃物産地は池ノ上工業団地とタケフナイフビレッジを中心に集積し、産地形成

をしておりましたが、熟練職人が手づくりにて製造しており、生業的色合いが強い点は

本市と同様であります。 

  しかしながら、越前打刃物としてブランド化の取り組み、産業振興の拠点として越前

打刃物会館の建設、タケフナイフビレッジの共同工房における展示・販売、見学、体験

コーナーと多彩な取り組みがなされており、ここ１０年間、事業所数を大きく減らして

いない点は大変評価するところです。 

  そして、何よりもタケフナイフビレッジの体験工房「チャレンジ横丁」の開放により、

その体験を通して興味を持った若い子が修行に来るようになり、現在、職人を目指す若

者が２０人くらいになっているとのことであります。 

  前置きで林業学校のことにも触れましたが、若い世代がフォローし合い切磋琢磨して

いく、我が子でも跡を継がない時代から、手に職をつけることによりほかの世界からも

一国一城のあるじを目指すことができる、後継者育成の先進例であります。 

  また、堺市では堺刃物職人養成道場が開講され、現在取り組まれております。堺包丁

は、鍛冶と刃付けが分業されており、道場では鍛冶コース６人、刃付コース８人の養成

を目指しております。 
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  現在、鍛冶コースの１名が辞退いたしましたが、５名と８名、１３名が基礎研修を終

了し、実技研修に入る前の選考にかかっております。残念ながら数名の方が実技に移る

ことが困難と判断されたようでございますが、職人を目指すことの難しさも物語ってお

ります。 

  さて、だんだん述べましたが、このような教訓、実績等に学び、①で述べた後継者育

成助成事業ともリンクした新たな展開を図るべきと考えますが、所見をお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  タケフナイフビレッジや堺刃物職人養成道場、ともに調べさせていただきましたけれ

ども、地域に根差した伝統的産業を持続可能なものとして未来につなぐということを使

命とされておると。興味を持つ方々の人材の発掘や後継者育成対策による産業支援を目

的とすると。 

  今回利用していただきました高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業、これに

通じるものと考えるところでございます。 

  先ほども林業学校等の林業の話が出ましたので、ちょっとそちらのほうを紹介をさせ

ていただくところでございますけれども、けさの門脇議員の答弁でも述べさせていただ

きましたけれども、輸入自由化以降山々の価値が下がり、林業は長い間本当に低迷をし

てまいりました。 

  きっかけとして、高知おおとよ製材とか、それから木質バイオマスとかいうふうなこ

とがあったわけなんですが、その間に、例えばうちには優秀な森林組合がございまして、

切磋琢磨しながら、その森林組合同士でさまざまな情報も共有しながら、いろんな努力

をされてきた。それが現在の林業学校につながってきていると私は考えております。 

  やはり行政がどうのこうのじゃなくて、やはり事業者さん皆様が自分たちのこととし

てそれを後々につなげていくためには、こうしたい、ああしたい。ただ、それも失敗も

たくさんあったと聞いておりますけれども、その中で継続されてきたこと、それが現在、

花を開きつつある。光が当たり始めてきたというふうに、林業のほうは考えておるとこ

ろでございます。 

  私が産業振興課長になったときは、林業のほうにもこういうふうな人材の育成事業は

ございませんでした。事業といたしましては農業に１本だけあっただけで、農業に関し

ましては、国の施策といたしまして新規就農者の育成事業ということで、月々の新しく

就業された方の経済的負担を一定見るということで、そういうふうな事業がありました

けれども、そのほかには全くそういう事業がございませんでした。 

  まず、私が平成２５年ですか、２月に土佐刃物連合協同組合から提案をいただいて、

それから、やはり実際やられる方が経済的な基盤がないと、それはもう幾ら「やりませ

んか」と言ってもそれは無理ですと。じゃあ、農業のような形で一定そういう経済基盤、

大きな基盤ではございませんけれども、月々１５万円で１年間で１８０万円、それが例
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えば２年間であるとか、農業でしたら５年間であるとか、そういうふうな事業の組み立

てができないかということで県のほうにお願いいたしまして、それまでやはり産業とし

ての打刃物であったところでございますけれども、ここを伝統的工芸品というふうな形

での取り扱いで、特別にそういうふうな扱いはできないかということで、物部川地域ア

クションプランにのせていただいて、県のほうで働きかけをしていただきまして、この

高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業というやつを組み立てていただいた経緯

がございます。 

  その後、林業のほうは市単独で平成２７年度から同様の事業を組み立てさせていただ

いておりますけれども、おのおのの産業におきまして、おのおのの方々が努力を大変し

ていただいていると。 

  まず、今回この土佐打刃物の育成につきましても、この伝統的工芸品産業等後継者育

成対策事業をもとにしてさまざまな展開をしていただいて、またその上でお互いに知恵

を出し合いながら、教えていただきながら、さまざまな先進地事例も参考にしながら、

次の展開をしていくべきではないかなと。 

  まず、現在せっかくできているこの事業を十分に生かしていけるだけの素地がまだ現

在できておりませんので、その辺をよろしくお願いしたいと考えておるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   課長には、土佐打刃物に対しても、県に対しての働きか

けを踏まえて大変ご尽力いただいたことについては、感謝申し上げての質問であります。 

  確かに我々、土佐打刃物の業界におきましても、組合としての土佐刃物連合協同組合

としての動きもありますが、個々の鍛冶屋さんの体力も弱っているそういう中で、今回

１件出たその部分が、途中で個人の事情もありながらも断念せざるを得なかった。 

  そこには課長も言われたように、やっぱり各自の適正を見るような機関、それから、

やはり若者が切磋琢磨できる環境、それから、言われたようにマンツーマンで教えるこ

との大変さ、やはりこの受け入れサイドの方は、今は再度誰かを、職人を育てようとい

う意欲は失っている部分がございます。 

  それを何とかまた、新たな部分にそういう意欲を持ってもらうということになったと

きには、課長が鋭意努力されたこの伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業、このこと

を基盤としながら、別のステップ、先ほどタケフナイフビレッジとか堺刃物職人養成道

場のほうで言われたような、そういうステップが踏めないものなのかということを私ど

もは考えますが、やはりまず、この助成事業ありきで何か成果を出すことを最優先と考

えておられるのか、再度お尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 
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  なかなかやはり人を育てるということですので、成果は非常に出にくいものと考えて

おります。ただ、成果が出ないからやらないではなくて、成果が出なくてもやっていく

ことは必要ではないかと。 

  さまざまなアプローチをしながら、随分前の議会でも山﨑龍太郎議員にお話をさせて

いただきましたが、例えば中学校であるとか高校であるとか、就職を希望されている方

への就職活動として、例えば土佐刃物連合協同組合としてそういうふうな申し入れをし

て、就活面談の中に加えていただくとか、そういうふうな形でどんどんアプローチをし

ていただきながら、やはり地元でそういうふうな打刃物の音を聞きながら育ってきた、

そういう若者をぜひ入れてもらいたいというのが一番の希望でございます。 

  そこのためにはやはり協同組合といたしましても、申しわけないですけど市も一生懸

命やりますが、組合さんのほうも一緒にご努力をいただければ、よりよいものになって

いくのではないかと。１人でも２人でも成功していけば、またそれがまた輪を広げてい

くということができるし、次の展開へもつなげていくことができる。今のままでとまる

のではなく、ぜひそのような形で一歩でも半歩でも進んでいただきたいと考えておると

ころでございます。よろしくお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。③です。 

  そのことを踏まえながら、平成２５年のことでしたが、高知県土佐刃物連合協同組合

が土佐打刃物製造業の後継者育成に向けたモデルプランというものを持って、前門市

長と懇談をさせていただきました。課長も私も同席をしたところでありますが。土佐打

刃物業界の現状と後継者育成等の必要性について認識を共有しながらも、教育訓練事業

に前向きな回答はなかなかいただけませんでした。 

  本事業のＡ案、課長はこの資料を持っておられるというふうに聞いておりますので質

問を続けてまいりますが、新築物件設備を整えて後継者育成に臨む。Ｂ案というのは組

合員、企業、敷地の増築の賃借でありました。 

  本市での話し合いは不調でございましたが、南国市の話し合いで市長よりゴーサイン

が出てＢ案で進展しておりましたが、指導に手を挙げてくれていた組合員の方が急逝さ

れて、本プランは実現せず現在に至っております。 

  改めて見返してみて、モデルプランの実現の方向性は本市において困難なのかどうか

お尋ねしたいところでありますが。先ほど課長が言われたように、やはり本市の中学生、

高校生なんかが雇えるというか将来的に職人になってもらう。そのためには私はやっぱ

り学校施設的なもので、やっぱり同じ世代の仲間が集うというふうなときに、確かに若

干の設備に１,８００万円とかいうＡ案の場合は要って、毎年度３４０万円ぐらいの予

算が要ったと。ただそれを、また伝統産業の事業を活用しながらというような考え方で、

後継者育成に内部の高知県土佐刃物連合協同組合の取り組み、個々の受け入れ側の教育

というか指導も高知県土佐刃物連合協同組合のほうでやりながら、そういう方向性を見
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出せないものなのかお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   政策にかかわる部分もございますので、私の範囲

内でお答えをさせていただきます。 

  平成２５年２月１２日に、当時の門槇夫市長のところに、西山理事長と山﨑龍太郎

議員がおいでまして、私も同席させていただきました。その中でやはり箱物という形で

のスタートというのは、やはりもう無理だということが前門市長の見解です。という

のは、後々の維持管理も含めたものとしてまだ何が入るかわからない、どれぐらいいる

かわからないものに対して箱物を先つくるというのは、それは行政としては難しいと。 

  そのときに、やはり地場産業の育成には、地元に残っていただくという条件としての

整備、ここを要するというふうな形での協議をさせていただきました。それによって今

回の高知県伝統的工芸品産業等後継者育成事業への組み立てを産業振興課としてさせて

いただいたわけでございます。 

  今現在、林業学校は確かに開講、ここにつきましてもいくまでには本当にさまざまな

プロセスを経て林業学校になっておるわけでございますけれども、やはりそこに来るま

ではやはり各森林組合、各事業者さんで、おのおのそういうふうな形で個々の人材を

個々に育てられてきたと。 

  ただ、そこにたくさんになってきたということで、やはり機が満ちたということでの

学校の設立ということが知事から提案をされて、急遽、大平の森林技術センターの中に

林業学校が設立されるということになったわけでございますけれども、やはりそういう

ふうに機が熟すためには、日ごろからの個々の事業の努力というのは欠かせないものと。 

  まず箱物があってそれから始めるんじゃなくて、やはり周りから見て「ああ、これは

必要だよ」と、もうこれが必要になってきたという機が熟すまでは、どうしても山﨑議

員を初めとして土佐刃物連合協同組合に頑張っていただきたいと、そういう気持ちもご

ざいまして、この事業を物部川地域アクションプランのほうに提案をさせていただいて

この事業化がなされましたので、先ほどから繰り返し同じことになりますけれども、こ

の事業を使っていただけるような若者をぜひ見つけていただいて、また複数見つけてい

ただいて、この事業を使っていただきたいと考えておるところです。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   林業の事業者サイドと打刃物の事業者サイドの規模を含

めて、なかなか違う部分もございます。ただ打刃物の事業者サイドにおいても、実際の

ところ交渉時点で後継者等もみずから、もちろん身内が多いんですけど決めていると、

雇いもしているとか、娘婿にやってもらってるとかさまざまなパターンはあります。 

  ただ、それが総合的な力として発揮できてないのは組合としてもっともっと機能して

いかねばならないし、今回その伝統的工芸品産業等後継者育成事業は、実際いの町でも
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須崎市でも使われるようになりました。市が要綱等を整備せんといかんがですけど。 

  そんなところを踏まえたときに、香美市でこれを使うということを我々もまず第一義

的に考えます。そこに長期的なビジョンの中で、やはり学校として若い者が集うと。１

人の工場で複数雇えることはもう至難のわざです。相当大きな企業でもない限りは難し

いです。それも念頭に置いてもらえないかなと、政策判断的なものになってきますので

最後に市長にも聞こうと思いますが、課長のレベルではそこのところの展望はどうお持

ちなのかをお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  まず、打刃物についての後継者につきまして、さまざまな形でアプローチをしていた

だいて育てていただける中で、例えば研修の中で一緒に研修をしようじゃないかとかい

うふうな企業も多分生まれてこようかと思います。そのときに、例えばもう今、休業さ

れている方のスペースをお借りするとか、そういうふうな形でのスペースという、箱と

いうのはさまざまにそれは探すことができると思います。 

  また今回の研修も龍河洞の駐車場を提供していただいて、３件の事業者さんが入って

おるわけでございますけれども、そちらにつきましても、やはり排水問題等につきまし

て、農業集落の下水道の管を引くとか、水道の管を引くとかというふうな形で、市のほ

うとしても一定の協力はさせていただいておるところでございますが、例えばそこを拠

点といたしまして、期日を決めてさまざまにそうやって育ってきておられる研修生を集

めて、また一定、集合研修というような形でやっていただき、またもとへ戻ってやって

いくとか、いろんなさまざまな組み立てが私はできると考えておるところです。 

  一概に学校をつくって全てをそこに入れて、そこで全てを育てて卒業するのではなく

て、おのおのの地域に合った形で、学校というのは校舎があるから学校じゃないと考え

ております。さまざまな形でそういうふうな組み立てができれば、それが学校となって

いくのではないかと。 

  研修場所は１カ所にようびませんので何カ所にも及んでくる。また例えば自分が打っ

た刃物を山でどんなに使っているかとかいうようなところも含めて、例えば森林組合さ

んにご協力をお願いして、実際、刃物を山で使ってみるとかということも１つの研修だ

と思います。そういうふうなことで、また得られる部分もあろうかと。 

  そういうふうな形でのやっぱり組み立て方、そこは私が今考えて言ったことなんです

が、やはりさまざまな組み立て方っていうのはやりながらできると思ってます。考えて

考えてやるんじゃなくて、走りながらやっていきたいと。それにはやはり山﨑龍太郎議

員を中心としまして、土佐刃物連合協同組合さんのどうしてもそういうふうな動きが、

中心となる組合さんの動きが必要と考えておりますので、ぜひともご努力、ご尽力をよ

ろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 
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○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   早く機が熟するように課長からもさまざまな組み立て、

提案的なことの話、私どもも休業するスペースなんかの活用も踏まえて、それを生かし

ていくということも踏まえて頭にあります。ただ、これは組織論議も何もしてませんの

で、そういうこともまた持ち帰りたいと思いますが。 

  市長に対して最後に、市長はものづくりに対してかなり傾注されている部分もありま

す。今、課長とのやりとりを聞きまして、一言お願いしたいところです。 

○議長（石川彰宏君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   山﨑議員の打刃物の質問について、お答えをしたいと思い

ます。 

  本当にこの土佐打刃物、伝統の打刃物、これは本当に今ぎりぎりのところだと私は思

ってます。後継者、そしてまた技術、伝統というものが残るか残らないかという本当に

ぎりぎりのところにあるというように思います。 

  今お話がありましたように、新しい取り組みのシステムが非常に大事になってきてい

る。これはもう新しく開くというところだと思います。そして新しいものへ挑戦をして

いく、展開をしていく、発信をしていく、そして販売につなげていくということが非常

に大事なことで、動く形にしなきゃならないわけで、経済も動かす、地域も動かすとい

うふうなものを今考えましょうということで、産振のほうの課長も言っているわけで、

議員のほうも組織として考えましょうということだというふうに思います。 

  ですから、１回限りのこの質問で終わらせないで、必ず形にするんだという決意でや

っていただきたいと、行政もそういうふうな受けとめ方でやってまいりたいというふう

に思っております。そのためにはいろんな方とつながらなきゃならないだろうというふ

うに思います、ものづくりをしていく上では。ですから、市内だけで完結しようという

ふうに考えないで、市外も含めて考えていく必要がある、県外も含めてつながっていく

必要があるだろうというふうに思います。 

  とにかく今ある限りの知恵を絞り出し切って、今はもう本当に最後のチャンスだと思

ってやっていただきたい。私もその思いには応えていこうと、このものづくりの会議を

立ち上げていく上で非常に大事なセクションになるというふうに考えておりますので、

どうか頑張っていただきたいとこういうふうに思っておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   最後に、市職員の本分を全うされ退職される佐々木課長

の今後にエールを送り、質問を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君の質問が終わりました。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４１分 休憩） 
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（午後 ２時５０分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   １８番、山本でございます。議長のお許しをいただきまし

たので、２点の質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、第１点目でございますが、国道１９５号の四ツ足峠トンネルについて、質問を

させていただきたいと思います。 

  ご案内のように、国道１９５号につきましては、大栃橋、幅員が５.４メートルとい

うことで大型同士がすれ違いができないということと、地域の交通のネックになってお

ったところでございますが、また、耐震の問題もございまして、このたび県を初め関係

者の皆様方のご尽力を賜りまして、かけかえ工事ということになってきたところでござ

います。 

  平成２７年度におきましては現在の橋の橋台の補強を終わり、いよいよ本体工事が今

年から下部工が発注されてくるようになってまいりまして、最短の完成ですが、それは

平成３１年ごろになりはしないかと、若干のおくれは出てくるようなこともあろうかと

思いますが。この橋につきましては、デザインコンセプトということで景観に調和した

心にとまる橋をということで、県も物部町の玄関口ということでいろんな面で配慮をい

ただきまして、全長が今回は２０１メートルになるということでかなりの橋になります

ので、私は物部町の一つの観光スポットになるんじゃないかと、そういう期待もしてい

るところでございます。 

  それと、昨年でしたか、府内の白石橋の耐震補強も行っていただきました。それと、

今現在、押谷、根木屋地区、また、岡ノ内の川内地区におきまして、山手側のこれは落

石、地震等で落石の可能性があるところを、今現在かなり頑丈な防御柵を進めていただ

いておるような状況でございます。 

  そういうことで、また徳島県側も、私、先月ちょっと足を運んで、車で旧の木頭村で

すが、中心地で今、那賀町になっていますが、那賀町の中の木頭村支所まで足を運んで

みました。 

  木頭村側はダムの問題もございまして若干おくれておりましたが、先月行って見た場

合に、かなりの改良工事も進んでいるような状況でございます。 

  そういうことで、この四ツ足峠トンネルにつきましては、１９６１年、昭和３６年に

着工いたしまして、１９６５年、昭和４０年に４年かけてトンネルを完成させたという

経過もありまして、このトンネルは、ご案内のように徳島県、旧の木頭村、また、物部

町の県境を結ぶ標高６６０メートルの高さに位置する全長１,８５７メートル、幅員が

５.５メートル、５.５メートルですが、四ツ足峠トンネルは歩道が両サイドにないもん

ですからかなり狭いトンネルということで、大型同士がすれ違いができないと、これも
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大栃橋と同じようにすれ違いができないということで、本当に国道１９５号は利用度が

今少ないんです、はっきり言うて。 

  そういう悪条件なもんで、そういうことで別府から３キロメートル、徳島県の木頭の

北川から６キロメートルの距離で大型同士のすれ違いができないと、困難な状態であり

まして、また日当たりも徳島県側は悪く、冬場は積雪や路面凍結で決して安全な道路で

はないとこのように思うところで、それが最大のネックとなっているところでございま

す。 

  そこで、新バイパスをという声も木頭村のほうでもあります。こちらのほうでも、あ

そこのトンネルを新しくバイパスをつくったらえいがなというこういう声がございまし

て、またトンネル内には、県境部に９３０メートルの中心部に地蔵も据えられているよ

うな状況でございます。 

  このような状況の中でございますが、市としては那賀町と香美市と連携をいたしまし

て、この新バイパスの改良に取り組む考えはないかということの、まず、ご所見をお聞

きしたいと思います。 

  次に、中山間対策のドローンの宅配についてでございます。 

  中山間といいますか、これは範囲が広いものですけど、ドローンが担う新たな買い物

難民、災害支援として私は関心を持ったところでございます。 

  そういうことで、これは１月１０日付の高知新聞で、「政府は９日、小型無人機「ド

ローン」を活用した民間業者による宅配促進に向け、自治体を対象にした全国規模アン

ケートを３月までに実施する方針を固めた。」と。このアンケートにつきましては、安

倍首相が昨年１１月に、３年以内にドローンを使った荷物配送を目指すと打ち出したこ

とが背景でございまして、施策への反映を目的とした基礎データ収集と位置づけること

とございます。 

  そこで、このドローン宅配の目的は、過疎地での高齢者の買い物難民、災害発生時の

救援物資配送、情報収集、特にこの医薬品の配送というのを私は注目しているところで

ございますが、この中山間地の香美市でございますが、この施策に対してどのように考

えるか、所見を問うところでございます。 

  １回目の質問を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   山本芳男議員の国道１９５号四ツ足峠トンネルについて

にお答えいたします。 

  四ツ足峠トンネルについてですが、道路管理者である高知県道路課及び中央東土木事

務所に現況及び今後の計画などについて確認をいたしました。 

  トンネル全長は、先ほど言われたとおり１,８５７メートル、うち高知県の管理分と

しましては、９３９.７メートルが高知県分の管理ということです。凍結やチェーン規

制などがあり、そういう問題もあるため、業者委託により通常のパトロール等を含めた
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管理を行っています。あわせて長寿命化計画を実施し、今後の改修、改良等の計画を行

っておるということです。 

  今後のバイパス等計画についてですが、現在、国道１９５号としてのあけぼの街道の

延伸としての山田バイパス及び、先ほど議員さんのほうからもありましたが、大栃橋の

かけかえを実施しているため、現在のところ、このトンネルに対するバイパス計画等は

ないとのことです。徳島県側においても那賀町のほうに確認をしてもらいましたが、同

じく計画はないとのことでした。 

  なお那賀町とは、あくまでも担当レベルではありますが協議を行いました。那賀町と

しては、他国道の改良、四ツ足峠トンネルまでの路線改良等に現在力を注いでおるため、

その後の対応ということをしたいということでした。 

  現国道等他路線計画との進捗によりますが、那賀町のほうとは今後の課題との共通認

識はとっております。防災面も含めまして、あくまでも担当のレベルではありますが、

今後も協議はしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   山本議員のドローンのご質問にお答えいたします。 

  ドローンの活用につきましては、実用化が確立された場合、災害発生時に孤立した集

落への救援物資等の搬送や情報収集などの面におきまして、大変有効な手段の一つであ

ると考えております。 

  また、先月２３日には、国土交通省が隣の徳島県那賀町で貨物輸送実験を実施するな

ど、国や研究機関でドローンのさまざまな用途に応じた実証実験等が行われており、今

後新たに目的に応じた運用方法や技術の開発が進んでいくものと思われます。 

  今後は開発関係機関の動向を注視するとともに、実用化に至った場合には、高知工科

大学などの研究機関と連携を図りながら、実用性のある活用方法の調査・研究に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   １８番です。２回目の質問をします。 

  建設課長から答弁がございまして、突然のこれはこういう話ですので、当然、県とい

たしましても急な話なもんで、それはその辺の答弁になってくると思います。 

  この国道１９５号におきましては私はこの県境をまたいだ、当然、地震等がいずれは

起こるだろうということで、徳島県との間ですが国道５５号線もありますが、海岸縁は

恐らく津波でなかなか困難であろうということで、この国道１９５号が一番安全という

ことで、徳島県の国道１９５号は高知から鳴門大橋までが直線距離が１２０キロメート

ルでございまして、県境をまたぐルートに近い将来南海トラフ地震が発生すると言われ

る中、津波の心配がなく、地震発生後県外から災害応援や支援物資の輸送、また医療搬
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送、広域的な幹線道路のネットワークとして大きな役割を持つ道路であると思います。 

  そういうことで、また先ほどあけぼの街道のお話もございました。当然、あけぼの街

道も今現在かなり改良もできまして、今舗装工事をやっておりますが、それが済み次第、

予岳から佐岡経由のバイパストンネル、トンネルからバイパスということで県は計画を

いたしております。 

  そういう状況の中でございますが、やはり先ほど言いましたように、この避難路とし

て四国４県のネットワークをやはり組んでおかなくてはならないということで、四国４

県でもまたいろんな協議会もこしらえまして、今現在検討しているところでございます

が、本年２月に四国道路啓開等協議会が設立されております。先ほど言いましたような

協議を今現在しておるところでございます。 

  県もそういうことでその協議会にも参加をしているところでございますが、今回私が

この四ツ足峠につきまして質問したのは、ご案内のように参議院選挙が 7 月に行われま

すが、徳島県と高知県合区ということになりました。 

  そういうことで、徳島と高知は一つというような形に私は受け取って、やはりこれは

チャンスだと思うんですよ。徳島県側の県議また地元の県議、それから、当然両県の管

理者のほうへ上へ上へ上げていくところですが、最終的には両県の知事にも要望をしな

がら、それから両県の国会議員、こういう政治力を持って、これは大きい事業ですので

やらなくてはならないと思います。 

  やはり、機会を逃すとできないという思いで今回は質問を出したところです。やっぱ

り政治というものはそういうものでございまして、私も２４年間議員をやらせていただ

きまして、それぞれ人脈等もいろいろつくらせていただきまして、そういう形で私も今

後行動も起こしていきたいと、このように思うところでございます。 

  それで、最終的には那賀町と香美市で期成同盟会、推進する、どういう名称になるか

はわかりませんが、そういう同盟会をまず立ち上げて、先ほども言いましたように両県

に地元の県議がおります、そういう県議とも連携を取りながら進めると。 

  大きな事業でございますのでスッと行くことではありませんが、やはりそういう段階

を踏んでやっていかないとできる問題ではないと思いますので、ぜひその同盟会みたい

なのを立ち上げるということの考えはないんでしょうかね。 

  それで、ドローンでございますが、まだこれは事業化してないということで、まだ今

立ち上がりということで、全国でもドローンについては注目いたしまして、三重県とか

山口県某市でございますが、いろんな事業者と地域圏と連携をしながら、いろんな試験

をやっています。 

  先ほども答弁の中でご紹介がございましたが、那賀町で確かに２月の２３日にドロー

ンの試験を運行されたということです。これは県と連携し、事業者が住民から注文を受

け、実際ドローン便で品物を届けたようでございまして、この注文された方は、高齢者

で免許証を返納された方だったらしいです。これは、今から免許証を返納したけん、買



 

－72－ 

い物らあも大変だなという思いであったらしいですが、このドローンで配送していただ

いて大変便利であったと、好評であったようでございます。 

  そういうことで全国的にも注目しておりますので、今後はまた活用に積極的な自治体

と連携を検討するほか、先駆的なアイデアには民間業者との協力を提案することも視野

に入れるということでございますので、先ほども答弁で課長のほうからありました。ぜ

ひ高知工科大学と、せっかく高知工科大学もございますので、民間業者と市で連携をい

たしまして、研究をして事業が始まると、こういうこともぜひとも視野に入れてやって

いただきたいとこのように思います。 

  それで、答弁は要りませんので、建設課長、ちょっと。 

○議長（石川彰宏君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   四ツ足峠トンネルにつきましては今回初めて出てきたよ

うな形ですので、今後の問題についてまだ深くそんなに考えているわけではありません。 

  現在、国道１９５号の期成同盟会として高知県側には高知市、南国市、香美市、それ

と県含めたものがございます。ただ、熱意の問題といいますか、やはり高知市、南国市

になると、やっぱり熱意の差というのは出てくるということがあろうかと思います。 

  そのことも含めまして、那賀町の建設課長のほうと、電話ではありますが先日お話し

させていただいたんですが、どういう形に持っていく、その作戦をどう練っていったら

えいかというがは今後の課題ということで、認識をまだ持ったばっかりですので４月以

降に、新年度になりましたらもう一遍協議をして、どのような形に持っていたらえいか

なというところですが、話を持っていけれたらと思います。またそのときには、山本芳

男議員のほうにもちょっとお力添えをかりたいと思いますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   まあ、なかなかスッとというてもこれは、ふっとわいたよ

うな話でございますので。できるだけ那賀町とも協議をしながら、この新バイパスに向

けて段階を踏んで順番にやっていければと、私も活動として今後やれる範囲でやってい

きたいと思っていますので、ぜひまたよろしくお願いをいたしまして、私の質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（石川彰宏君）   山本芳男君の質問が終わりました。 

  次に、３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ３番、市民クラブ、利根健二です。議長のお許しをいただき

ましたので、一問一答方式により順次通告どおり質問をさせていただきます。 

  まず、1 番の防災対策でございます。 

  防災となり組ということで、防災・減災の事業は、地域の防災会が中心になることは

間違いございません。行政の支援のもと、さまざまな研修、訓練が行われてきています
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が、現状ではそれぞれの自主防災組織の取り組みにも若干の温度差があるようでござい

ます。 

  そうした中、今までの防災対策課での取り組みとはまた別の角度というか、一つの手

法としてでございますが、防災となり組という取り組みが高知新聞に紹介をされており

ました。 

  防災意識を高める１つの手法かとも思いますが、社会福祉協議会がその一部を担うと

いう手法は、高齢化社会において有効な声がけの方法ではないかと思います。 

  本市も防災対策課と社会福祉協議会が協力して、一歩でも防災力のアップのためにで

きないものでしょうか、お伺いをいたします。 

  さきの質問で避難行動要支援者につきましては、福祉事務所長のほうから何点か答弁

もあって、連携とれるようなこともあろうかの感じも受けましたが、防災対策課として

のほうの立場として何かできることがありましたら、よろしくお願いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   それでは、利根議員のご質問にお答えいたします。 

  防災となり組は、佐川町におきまして社会福祉協議会が中心となって考案し、地域の

結びつきを防災力の向上につなげていく取り組みであり、災害時には安否確認や避難誘

導などで協力することを目的とした、５戸から十数戸の単位で形成されたグループであ

ると認識しております。この制度は地域における共助の充実、防災力の向上を図る上で、

本市にとりましても有効な手段であると考えます。 

  そこで、平成２８年度に地震火災対策計画を策定する地域において、防災となり組の

手法を計画に反映させることも一つの方法であると考えます。 

  また、社会福祉協議会とは協議の場を設け、取り組みについての議論及び検討も行い

たいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ぜひよろしくお願いをいたします。 

  ちなみに「防災隣組」という言葉自体は、東京消防庁などでも前から使われていたよ

うで、総務省のページなんかにも結構使われているようでございます。 

  東京においては、企業とか商店などを大きく巻き込んだタイプの防災組織、ああいう

とこは夜間人口と昼間の人口がすごく大きく変わる場所がありますので、そういったと

こでは、そういったことにも対応できるような、いろんな人がそこで話をすることによ

って、いろんなシミュレーションの中での防災対策とかいうのを語られているようです

ので、そういったことも含めましてちょっと、とりあえずは社会福祉協議会という言葉

を使いましたけれども、幅広くそういった意見を収集できるような場所にしていただき

たいと思います。 

  そしたら、続きまして、防災士取得について質問をいたします。 
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  防災士の講習を先日受けました。防災士の講習を受けたときに感じたことの１つに、

避難所運営の難しさがあります。 

  これは少人数の方というか、少人数が講習を受けていてもなかなかだめで、できるだ

け多くの人が講習を受け、そのノウハウを知る必要がございます。 

  そうした中、小学校のＰＴＡの中で防災士を取ろうとかと話し合っているところがあ

るようでございます。補助金の話をしましたところ、活用したいような話もしておりま

した。実際、受講してみますと、自主防災会から来た方がほとんどでございますが、企

業から派遣されてきたとか、そういったほかの団体からという方もおりました。 

  本市の補助金のそういった窓口・案内は自主防災組織を中心に現在行われているよう

でございますが、今後の広がりを求めていくに当たりまして、意欲のあるこういったＰ

ＴＡとか地域の公的な団体にも案内を出していってはどうでしょうか。 

  特にＰＴＡとかは若手の実働できる方も多く、避難所運営には欠かせない人材となり

ます。もちろんそういった方々には、最近重要性が認識をされております防災教育の現

場において主体となり、また補助的な役割として非常に活躍できるものと思います。 

  また、ふだんはそれぞれおのおのが自主防災組織で中心になっていくことも、もちろ

んそうする必要がございます。 

  三重県、和歌山県、徳島県、高知県の自主防災組織代表者が集まる４県連携自主防災

組織交流会というのがありまして、そこでのちょっと発表をご紹介をさせていただきま

す。 

  これはもう皆さん耳にしていることではございますが、学校と連携した防災訓練の実

施ということで、注目しているのは、子どもたちの相互連帯意識と教職員の教えのノウ

ハウです。釜石の奇跡のように、防災教育を受けた子どもたちが津波から率先して逃げ

てみずからの命を守ったという事例から、地域防災においては学校の防災教育と協働す

ることで地域の防災意識をより高めることができると考えています。そこで、学校での

防災訓練や講演会等に広く地域住民を呼び込むことで、連携強化や情報発信を行ってい

ます。 

  こういうことであります。どうでしょう。こういった活動を行い、それにＰＴＡを巻

き込む講師としての活躍も含まれております。そういったことによって、そのためのＰ

ＴＡの方々の防災意識を高めておくことは効果的ではないでしょうか。 

  ここでちょっと私のフェイスブックのタイムライン上でのやりとりを若干ご紹介をい

たします。 

  自分が、「防災士を取りましたよ」というのをフェイスブックに載せましたら、片地

小学校のＰＴＡながですけども片地小学校の役員の方から、「補助金を出るのを知らず

僕も去年他の会場で受けました。残念。」というのがありまして、いろいろまた「出ま

すよ」とかって書いちょったら、「マジですか。小学校で来年度から防災士受講者には

ＰＴＡの会計から補助金を出そうと思ってます。地域の中堅層に防災を意識してもらい
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たいので」というような書き込みをいただきまして、最後に、「何処の小中学校でも防

災には力を入れています。避難所としての機能も小中学校にあるのでＰＴＡが防災士の

取得は必要不可欠だと思います。自助・共助の部分ではＰＴＡの役割は自主防災組織に

も負けず劣らず関わってもらわないと」というようなことでございます。 

  こういった意欲のある方たちの力をかりまして、地域の防災力を高めていく必要があ

ると思いますが、ぜひそのアナウンスの方法、補助金の出し方についてご検討をいただ

きたいと思いますがいかがでしょうか、質問をいたします。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  南海トラフ地震などの大規模災害に備え、防災士の確保は大変重要であると、昨年の

１２月議会で答弁をさせていただいたところでございます。 

  そうした中で、ＰＴＡの方々が資格の取得に向けて前向きに考えておられているとい

うことをお伺いし、大変頼もしく思います。 

  現在、香美市では、防災士養成講座の日程などの情報はホームページや広報によりお

知らせしておりますが、資格の取得に意欲のあるＰＴＡの方々に対しましては、教育委

員会、学校を通じまして、チラシ等による情報提供を行い、防災士の確保に努めたいと

考えております。 

  また、地域の公共的な団体に対しましても、事務所等にチラシ等の配布を行い、積極

的な資格の取得を推進してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ぜひ積極的に、多分こういった方はまだまだいると思います

のでよろしくお願いいたします。 

  なお、現在募集の要項を見ますと、自主防災に本人が入ってなければ補助の対象にな

らないような要項になっております。本人がということはないですね。自主防災組織経

由じゃないと補助の対象にならないような要項になっておりますので、ぜひそこで、も

ちろんその方がＰＴＡで情報を得て、自主防災組織経由で申し込めば問題ないがですけ

ども、そこに一手間も二手間もかかってしまいますので、自主防災組織を通さずに、Ｐ

ＴＡとかいう、そういうある程度公的な機関、皆さんが認めるような機関であれば、ぜ

ひそこの窓口になれるべく、要項の変更も含めて検討をいただきたいと思いますけども、

いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   現在の補助金交付要綱の規定では、確かに補助対象

者は自主防災組織に加入している方に限定されていますが、今後はＰＴＡ等の方々の取

得状況を注視しながら、補助制度のあり方について、他の自治体の状況等を踏まえ検討

を行いたいと考えております。 
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  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ぜひ、そういった方のお力添えをいただきまして、地域の防

災力がますます上がっていくように祈念をいたしております。 

  続きまして、２点目のマイナンバーの取り扱い事務についてに移ってまいります。 

  行政機関はもちろん、民間の事業所でもマイナンバーの提示が必要という単語がどう

なのか、必要というか求められるようになってまいりました。 

  この制度は立ち上がりの時点でいろいろシステム障害とか、いろんな問題が報道をさ

れておりますが、このシステム障害については、ここの香美市がどうのこうのっていう

ような問題でもございませんので置いときます。 

  先ほど申しましたとおり、本市においてもさまざまな報酬等が発生するときは、マイ

ナンバーの提示が必要になっております。 

  本市においては取扱責任者、責任者という単語がどうなのか、を定めて適切に事務作

業を行っていると思いますが、自分が行政以外でもちょっと見たり聞いたりするところ

では、会場の入り口の受付にマイナンバーを書く一覧表が置いてあって、誰もが見える

状態であったりとか、人がこう、受付の人がドーッと来てしもうて、バタバタする中で

いろんな人がそのナンバーを触ってしまう、見える状況であったりというのも見たり聞

いたりしております。 

  行政がもちろんそうでないと思いますけども、そういったことがないように再度の確

認とか、また必要であれば行政事務の中で講習を行う必要があると思いますが、いかが

でしょうか。 

  うまく活用できれば、私自身はこれはすばらしいシステムになるような気がしており

ますけれども、いろいろな場所での小さなほころびが大きな信用の低下につながってし

まわないか、若干心配もしております。 

  システムというものは、そのものが善悪を判断できない場合が多いです。便利で有効

なシステムは、それを悪用する者にとっても非常に便利なシステムであるということを

念頭に置きまして、しっかりした対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、利根議員のマイナンバーの取り扱い事務につ

いてのご質問にお答えします。 

  マイナンバーの取り扱いにつきましては、収集や管理を適切に行わなければならない

ので、職員には適正な取り扱いを行うため厳格さが求められております。 

  市役所での取り扱いでは、マイナンバーの収集に関しては、各課の取扱担当者が収集

するようになっております。収集に際しては、当然他の人の目に触れることがないよう

に気をつけなければならないと思います。 

  適正な取り扱いを確保していく上で、改めてマイナンバーの取り扱いについて職員に
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周知徹底を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   行政では一般の法人とか企業より結構複雑なというか、より

多くの種類の取り扱いをする必要が出てきています。 

  例えば、通常こちらの市役所へ来ていただいて、通常の窓口だともうそういった目の

前の職員の研修で済むと思いますけども、何かの会合で職員が外へ出向いて行って受付

をして、その中でいただかないといけないとか。また、その公民館活動なんかの謝金の

場合は、非常勤の職員というか、職員じゃない方にお願いをせんといかん場面も出てく

るんじゃないかという気がいたします。 

  なかなか気をつかうような場面じゃないかと思いますけども、その上にまだそういっ

た方が人事等で変更があったりしますよね、その役が変わったりとか。そういった場合

は、また再度の確認とか継続的な指導というのが、結構普通のとこよりは厳しく長いス

パンでやっていく必要があると思いますけども、その辺のどうしていくのかとか。あと、

そういったとき用に配付用の手順書とかマニュアルとか作成しているようであれば、そ

ういった引き継ぎがうまいこといくんじゃないかと思いますけども、いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   先ほども述べましたが、マイナンバーの取り扱いにつき

ましては、職員がこれに当たらなければならないということになっておりますので、職

員が行うということになりますので、他の方に依頼するということはないというふうに

思っております。 

  その職員も当然異動がありますので、その取り扱いにつきましては絶えず教育、研修

等をしながら、周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   わかりました。そしたら、どういう状況であれ、香美市が支

払い事務とか発生する場面においてのマイナンバーの取り扱いは、職員以外は絶対ない

ということで確認させていただいてよろしいですか。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   市から出る報酬等につきましては、職員が確認をすると

いうことになっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   以上で終わります。 

○議長（石川彰宏君）   利根健二君の質問が終わりました。 

  お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会にしたいと思います。これにご異
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議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会することに

決定しました。 

  次の会議は３月９日午前９時に開きます。 

（午後 ３時３３分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○副議長（島岡信彦君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１８人です。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程に入る前に報告します。２０番、石川彰宏君は、病気のため欠席という連絡

が入りました。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許します。 

  ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   改めまして、皆様おはようございます。７番、自由クラブ、

村田珠美でございます。議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一問一答

方式で質問をさせていただきます。 

  それでは、ごみステーションと収集についての質問をいたします。 

  最近のスーパー等で販売をしている食品や雑貨などは、過剰な包装をしている商品が

多くあります。スーパーのレジ袋はマイバッグなどで削減できますが、そのほかはなか

なか難しいものがあると思います。私たちの暮らしの中ではごみ問題はとても重要なこ

とでございます。今回はごみステーションについて、見直していく場所もあるのではな

いかについて下記の質問をさせていただきます。 

  ①、３町の収集場所は全体では何カ所ありますか、お尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   ３町の集積場所数についてお答えいたします。 

  まず、土佐山田町が７１３カ所、香北町２８０カ所、物部町２４２カ所、合計で

１,２３５カ所となっております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   続けて、次の質問に移ります。 

  高齢化はもとより道路状況、空き家などにより、ごみステーションの移動が必要な場

所もあるのではないでしょうか、お尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ご質問のとおり、道路の新設でありますとか改良、住宅の新築や移転、あるいは空き

家ができるなどで集落の環境は変わっておりますので、ステーションの移動や新設が必

要になる場合が出てくると思われます。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   収集箇所なんかもすごくたくさんあるから大変だとは思うん
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ですが、定期的な場所の確認等はされておりますでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   ごみステーションの設置につきましては、基

本的に地元の自治会長からの申請という形をとっております。管理運営についても地元

の自治会などにお願いしておりまして、そのような実態から、地域の実情によりごみス

テーションの移動や新設などごみステーションに関するご相談やご要望があった場合、

その都度現地も確認させていただいて、協議をさせていただいておるということです。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   土佐山田町のある地域でのことですが、ごみの収集の区域割

は東１区、２区、３区、そして西１区、２区、３区と６区に大きく分かれてると思いま

す。そこで、例えば東３区の方がふだんのごみステーションに出し忘れて、その後別の

ごみステーションに曜日が違うのに置いていく。または、不燃物の曜日間違いだったり、

置かれた地域の方々が大変困ったというような話も時々聞きます。 

  ある方は、今回ごみステーションの質問をするとお話ししましたところ、あちこち見

て回ってくださったそうでして、ほんとに消えてわからんようになっている看板がいっ

ぱいあったと。間違えるからマジックで記入したけど、古くなって分別の内容が見えに

くく消えてわかりにくくなっているので、マジックで書いてもちょっと意味がないかな

というふうなことを申してました。消えにくいもので書いていただいたらいいなってい

うふうにお話をされていました。 

  ここで③の質問へ移ります。 

  ごみステーションの家庭ごみの分け方と書いた看板の中に収集日が消えている場所が

あります。今後も定期的な確認をして、取りかえまたは再度記入をして、収集日の間違

い等をなくす必要があるのではないでしょうか。先ほど町内会の管理とおっしゃってま

したが、担当課の方がそういった配慮ができないのかお尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  先ほど申しましたように、たくさんの収集場所、ごみステーションがございます。ご

みステーションにつきましては、先ほども申しましたとおり地元に管理をお願いしてお

りますので、そういった看板の取りかえとか再記入につきましても、ご要望があった場

合にはその都度対応させていただいております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   自治会長さんのほうも地区によれば毎年かわるというふうな

ことで、私が聞いたところの方なんかは、もらいに行けるがやろかっていうふうなこと

もおっしゃってた方もおいでましたので、そういったところはまたかえれますよという
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ふうなことを、行政報告会のときなんかにまたお話しいただけたらと思います。 

  それでは、最近は道路設備も大変よくなりました。しかし、中にはまだまだ狭い道路

や坂道がきつい場所もあります。ある高齢者の方は、高齢者になると生ごみが重くて坂

の下まで持って行くのが大変です。担当課の方に相談をしたところ、地域で置く場所を

提供していただけると検討してくれるとのことでしたが、なかなかそういう場所がない。

それと、収集車を回すスペースがないと移動または増加は無理ですと言われました。ご

みは毎日出るのでごみを出さないようなことはできないし、ごみ屋敷になるのも困ると。

よう出さんようになったらどうしようと考えていたら不安になり、夜も寝れんかったと

話しておられました。 

  高齢者同士で話すと、皆さんひとりでお住まいの方々は本当に困っている。せめて、

ごみの収集場所までに坂道があったり収集場所まで遠い高齢者の方、また歩くことが大

変な方、体調の悪い方を対象に、高齢者を助けるために車の通る自宅の前まで出すから、

時間を決めて軽の車で収集してくれんろうかと泣くような声を聞きました。 

  先日ある県では、自宅の前に出すと軽四のトラックが収集してくれるサービスをして

いるところがあり、ありがたいという声を聞きました。このサービスは高齢者の安否確

認にもつながり、喜ばれているそうです。ごみで高齢者の方がひとりで住んでいても、

安心を感じることができるまちづくりは重要ではないでしょうか。安心・安全なまちと

はこんなこともあるがよと話してくれました。 

  そこで、次の質問をいたします。 

  道路が狭くて収集車が入らないために、ごみステーションまで遠い高齢者等の方々を

対象に、基準を決めて登録制にするかどうかはちょっとわかりませんが、登録制により

軽車両でのごみの収集を検討できないでしょうか、お尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ご案内のとおり、本市のごみ回収業務は民間に委託しておりまして、受託事業者の収

集車両の大きさ等の問題もあって、現時点では対応できておりません。収集場所も現状

でも大変多いということもございますが、将来的にはご質問のような登録制なども含め

て、何らかの回収方法を検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   ぜひともそういった対策をとってあげていただけたらと思い

ます。ごみというのは、ほんとに腐敗していくものでありまして、ためてというふうな

こともなかなかできないし、車を持ってないとかご近所のおつき合いなんかでも、なか

なかごみを出してもらいたいというふうなことが言いにくいというふうなお話も聞いた

りします。 

  そこで、次の質問に移ります。 
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  今後、独居の高齢者の方々に対するごみ出しは、地域での助け合いが大変必要になる

と考えられます。自治会活動の中で助け合いの仕組みを検討してもらえるように、市から

提案をしていくことが必要ではないでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  独居の高齢者の方々が生活する上では、ごみ出しに限らずさまざまな場面で隣近所の

助け合いが大切であると考えておりますし、今まではそういったことも行われてきたと

認識しております。しかしながら、過疎高齢化が進んでいることから、他の自治体でも

実施されております高齢者・障害を持たれている方を対象とした個別回収などを初め、

そういった回収方法について、自治会などにもご協力いただく形で検討してまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   そのようによろしくお願いいたします。ここで一つ不安に思

ったのが、ごみというのは毎日出るものでして、週に２回という生ごみなんかは回収日

があるんですが、県外等では孤独死の方がいらっしゃったりというふうなこともあった

りします。ごみが出ていないことによってその方の安否確認になるというふうなことも

すごくありますので、そういったところでぜひお願いをいたしたいと思います。 

  先ほど課長のほうもおっしゃっていただきましたが、それ以外にも地域での取り組み

等をいろいろと検討していかなくてはいけないというふうなことでございました。高齢

化が今後ますます進む中、自治会のあり方を考える上でも、自治会に対し市がプッシュ

する必要があることがたくさん出てくると思います。生活の中での安心・安全なまちづ

くりは市民にとっても重要なことだと思いますので、今後そういった面でごみのほうに

対しましても、個別回収をぜひ検討していただけたらと思います。 

  それでは、２番目の質問に移ります。 

  市民の健康対策のためにということで、議会だよりの第３６号の裏表紙に、「地域か

ら元気発信」でもご紹介をさせていただきました土佐山田町の秦山ラジオ体操会は、発

足１０年になったそうです。早朝の６時半からの体操ではつらつとした皆さんが出てい

たのはご承知だと思います。現在の各地域の健康体操はそのままでいいのですが、それ

にプラスをして、そういう会場に行けない現役世代の方々、また子どもから若者、全市

民を対象とした、あいている時間を有効に使った元気体操をしようという取り組みはい

かがでしょうか。 

  県は、健やかで心豊かに支え合いながら生き生きと暮らすことができる「日本一の健

康長寿県構想」を策定し、「日本一の健康長寿県」を目指しております。 

  健康は大切な財産です。元気で生き生き・はつらつと生活するには、食生活・休憩と

同様に運動はとても大切だと思います。健康づくりは幸せづくり、本市も同じく県下一
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の健康長寿市を目指し、予防のため健康的な体操を毎日または１週間に３回ぐらいの運

動をすることを推進してはどうでしょうか。以下質問をいたします。 

  ①の質問です。 

  現在地域では、早朝よりラジオ体操をしてお元気な方々がいらっしゃいます。健康の

ために「いきいき体操」など、いろいろな体操を高齢者の方々が地域で実施しておりま

す。その現状をお尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   村田珠美議員のご質問にお答えいたします。 

  香美市では、平成１８年から香美はつらつ体操を高齢者に向け普及推進に取り組んで

おります。合併前から各町村でリハビリ教室の集団体操や健康教育でのタオル体操、い

きいき体操、笑顔まんてん体操などの取り組みがありましたが、合併を機に高齢者に無

理なく安全に、運動の機能維持向上に向けた体操を広げたいと、筋力運動であります香

美はつらつ体操を作成し、平成１８年度には香美市内５カ所のモデル地区で行いました。

翌年からは、地域で歩いていける場所で高齢者の方々にはつらつ体操を体験してもらう

ことが必要だと考え、平成２０年には７０カ所の地域の集会所、公会堂などで老人クラ

ブ、民生委員さんなどの協力を得て地域住民の方に呼びかけていただきまして、体操の

普及を行いました。 

  その後、いきいき教室に参加してくださった市民で自分たちで引き続き体操を行いた

いという自主グループができました。体操を覚えていただくまでの数回は保健師が体操

指導に伺い、現在は５２カ所の自主グループが、地域のつどいとしてはつらつ体操教室

を行っております。本活動は平成１８年８月から継続して補助金なし、送迎なしで取り

組んでおりまして、市としては後方支援に徹してきた結果、市の制約に縛られることの

ない地域ごとの特色が出て、地域のつどいとして溶け込んでいると思われます。 

  また、先ほど村田議員がおっしゃいましたように、集会所の前や神社などで地域住民

や老人クラブの方が毎日ラジオ体操を行うなど、香美市が支援をしていない自立した組

織が数カ所あることも把握しております。 

  以上でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   健康介護支援課の皆さん方のご努力というのがすごくよくわ

かりました。現在も５２カ所というところで、自分たちで自主的にやってくださってい

る団体さんがたくさんあるということで、本当にありがたいというかうれしい限りでご

ざいます。 

  その健康体操も始められて、平成１８年からということでしたら年数もたちましたが、

効果的なことはいかがでしょうか。これは次の質問でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 
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  必要な運動を継続して行うことで、運動機能の維持向上が図られるということは厚生

労働省や高知県も推奨しておりますし、広く住民に知られているところだと思います。 

  香美はつらつ体操はストレッチ、筋力体操を効果的に行えるようにつくられた体操で

すので、これを続けていただければ効果はあると思います。体操を継続しているグルー

プの参加者からは、体の調子がよくなった、転びにくくなった、体操だけでなく人と会

って話したりするのが楽しいとの感想をいただいております。 

  また、香美市には４つの健康体操がありまして、香美はつらつ体操、瀬戸の花嫁、て

んとう虫のサンバ、三百六十五歩のマーチがあります。香美はつらつ体操は、無理なく

安全にということで主に椅子に座って行い、筋力運動のためリズムもゆっくりした体操

となっております。そのほかに楽しく取り組めるものもあればと、運動指導士に依頼を

しまして歌謡曲の瀬戸の花嫁に合わせストレッチ体操、また、てんとう虫のサンバに合

わせて筋力体操、三百六十五歩のマーチに合わせて有酸素運動を意識した体操をつくっ

ていただきました。それぞれ筋力体操、ストレッチ体操、有酸素運動を意識した体操な

ど目的に合った健康体操となっておりまして、市民の健康維持増進に、また健康寿命を

延ばすために大いに役立っていると考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   わかりました。それでは、次の質問に移ります。 

  夏休みに子どもたちがラジオ体操をしていますが、このラジオ体操の現状をお尋ねい

たします。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   村田珠美議員のご質問に回答いたします。 

  夏休み中、子ども会各地区単位で、近くの公民館や公園に集まりラジオ体操を行って

います。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   そのラジオ体操は香美市全体でそれぞれの、昔はセンターマ

マ活動があったんですが、そういった活動の中でどこも行っていますでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  香美市には物部地区、香北地区、土佐山田地区と合わせて子ども会は３３団体ありま

して、その３０団体がラジオ体操を行っています。人数としては３７５名と聞いており

ます。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   全員ではないということですね。はい。わかりました。 
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  そのラジオ体操も、昔はそれこそ自分たちも小学校のころは６時半ということでした

ので、朝も早くて起きづらいという方もいらっしゃったりしたんですが、全部出席でき

ると商品があったりとかいうお楽しみがあったりしたんですけれども、今はラジオ体操

のほうはどんな対応をされてますか。ただ、体操をして帰っていくだけでしょうか、お

尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   詳しい話は聞いておりませんが、子ども会の独自で

やってますので、そういう回答しかできませんが。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   聞くところによりますと１週間だけとか、休み中全日でやっ

てるところは少なくなったというふうに聞いております。早寝早起きというのは、夏休

み中の子どもたちの健康管理においてもすごく好ましいことだと思いますので、またそ

ういった機会がございましたら、いろいろと特徴を設けて、子どもたちが楽しくできる

ような方向づけをしていただけたらと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  小学校と中学校でのラジオ体操の現状はいかがでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   香美市内の小中学校７校で、主にラジオ体操第一を

運動会での準備体操や整理体操として行っています。そのほかの学校では、音楽に合わ

せたストレッチで体力づくりにつなげています。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   続けて質問をいたします。 

  保育園ではどうでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   保育園のほうでは、子どもの発達段階に合わせて体

力づくりを行っています。年間を通じて行っているのは、１歳から５歳児を対象とした

リズム運動や散歩などがあります。また、縄跳び、竹馬、跳び箱、棒登り、ラジオ体操、

そのほかの体操なども行っています。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   小学校の場合は７校で運動会前とおっしゃっていましたが、

それ以外は朝礼等ではもうやってないということですよね。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 
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  朝礼は最近体育館のほうで主にやってますので、体操をやっているということは聞い

ておりません。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   昔は朝の朝礼ではラジオ体操は定番でございましたが、近年

の猛暑や子どもたちの体力などを考慮してのことでしょうか。昔は国民体操と言われす

ごく普及をしておりました。現在余りしてないと、運動会の前だけの体操だというふう

な感じに解釈しましたが、それでよろしいでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育長、時久惠子君。 

○教育長（時久惠子君）   お答えをいたします。 

  ラジオ体操は、運動会のときの準備体操とか整理体操のときにするというのは今お話

ししたとおりです。あと体育の時間に同じように準備体操、整理体操でやるときもあり

ますが、このごろは体づくりの科学的ないろんな分析が進んでいまして、その体育の時

間に使う部分を中心にしたストレッチ体操というのが多くて、授業の中身と合わせての

運動をしているものですから、ラジオ体操をいつもしているというわけではありません。

ただ、ラジオ体操は子どもたちはみんな知っていますので、要所要所ではそれを使って

いくようなことはしています。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   わかりました。このラジオ体操は１９２８年、昭和３年１１

月１日に朝７時から東京中央放送局がスタートし、約８８年ぐらいの歴史があるようで

す。ラジオ体操が定着したのが１９３４年ということで６年間かかって定着をしてきた

というふうなことです。ラジオ体操は、第一体操が１回で約３分１１秒ぐらいだそうで、

男性は５回、女性は３回体操をするだけで１日に必要な最低運動を満たし、１５分ぐら

いあればよいというふうなことです。 

  先ほど教育長さんのほうから分析、研究がされて、その授業の中身によってストレッ

チ体操をしてるというふうにおっしゃっておりましたが、ラジオ体操をすることによっ

て望める効果もちょっと調べて見ましたら７つぐらい大きく分けてあるようでして、１

つ目が体が柔軟になるということで、これは腰痛・膝痛の解消、２つ目が血液・リンパ

の循環促進、これは冷え性等の解消で、３つ目が新陳代謝促進、ダイエットの効果と若

返り、４つ目が免疫力アップということで病気に強くなると。５つ目が内臓機能のアッ

プ、６つ目が脳機能のアップとそして、７つ目にアンチエイジング、老化抑制効果があ

るそうです。若い方たちも体の機能上限自体が上がるようでして、総合的にすごく筋力

もつき、また最近子どもたちが体がかたいというふうなこともよく聞きますが、そうい

ったことで伸ばしたり飛んだりというふうな、全身運動ができるようなこのラジオ体操

はすごく効果があると思いますので、けがもしにくくなるというふうな効果もとてもあ

ると思いますので、このように効果的なものであって誰もが知っていてお金がかからな
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い、また手軽にできるラジオ体操はとても貴重だと思います。 

  また、それ以外にもですが、ＢＳ放送で現在朝８時からの放送、月曜日から金曜日ま

でやっておりますが、「それいけ！アンパンマンくらぶ」の中の「サンサンたいそう」

というのがございます。アンパンマン体操もありまして、２つともやなせたかしさんの

作詞でございます。やなせたかしさん生誕の地として、市民の健康のためにやなせたか

しさんゆかりの体操を浸透させてはどうでしょうか。 

  そこで、質問をさせていただきます。 

  ラジオ体操は誰もが知っていて、気軽に実践できる運動として現在も多くの方々に親

しまれております。このラジオ体操とそれいけ！アンパンマンくらぶのサンサンたいそ

うを、現在行っている体操とプラスして健康づくりに役立ててはどうでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  小中学校においてはストレッチ運動を行っていますので今はサンサンたいそうは考え

ていませんが、保育園ではいろんな種類のリズム運動をしています。その中にサンサン

たいそうも入っております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   小学校のストレッチ体操も私も朝読み聞かせに行ったときに

一緒にしたことがございます。ストレッチ体操はストレッチ体操ですごくいいと思うん

ですけれども、またぜひともラジオ体操をもう少し普及していただいて、毎日すること

によって運動能力もすごく上がると思いますので、そういった面もまたぜひ検討してい

ただけたらと思います。 

  それと、保育園のほうでサンサンたいそうをやってくださっているということで、こ

れは全保育園でしょうか、お尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   サンサンたいそうはアンパンマンの体操ということ

で、全体的には行っています。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   子どもたちもサンサンたいそうはすごく喜んでやってくださ

っていると思います。この体操は、ほんとにこれもまた簡単な体操で楽しくできるとい

うこともありますので、あちこちで普及していってやなせさんのゆかりの地ということ

で、みんなに知ってもらえる体操になればと思います。 

  体操は健康を意識して無理をしないで、けがをしないようにというふうなことでずっ

と行ってくださってるということですが、ほんとに未病につながると思います。会場に

行けない現役世代の方々、また子どもから若者、市民全体を対象にできるような体操が

あればと思います。 
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  次の質問をさせていただきます。 

  家庭や、思いついたときに１日に数分の体操をしようということを町内会、各種団体

またはイベント、広報誌等で推奨して広げていくことで、週３回ぐらいの運動につなが

り健康意識が高まると思いますがいかがでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  第２期香美市健康増進計画に基づき、体を動かす習慣をつけるなど、体を動かすこと

の大切さの普及啓発に努めております。介護予防の取り組みの一環として開かれており

ます地域の集いの中でも香美はつらつ体操を取り入れるなど、地域住民の方々がさまざ

まな活動を行っております。この体操は自宅でも好きなときに好きな時間に体を動かし

て、健康体操をしていただけるようにお願いをしております。また、地域の方がますま

す元気になり楽しい活動ができるように、平成２３年１０月から広報で地域の集いの活

動を紹介し、啓発に努めております。 

  このほか、健康まつりにおきましても、香美はつらつ体操の体験コーナーを設け、実

際に体を動かしてもらえるような取り組みを行っております。平成２６年度からは健康

づくり地域ネットワーク推進事業を実施しており、健康づくりの活動や地域での見守り

活動を通じて、個々の健康増進などに自主的に取り組む団体の育成を支援しております。

また、香美市には住民の休養と健康増進を図る目的で設置されております健康センター

セレネがありますので、市民の方に対して機会があるごとに、施設を活用した健康づく

りについても積極的に進めております。 

  体操のみならず、体を動かすことは健康寿命を延ばすことにつながっていきます。今

後も引き続きさまざまな方法で健康増進に関する普及啓発活動に力を入れて、一人一人

の健康意識がさらに高まるように努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   本当にさまざまな、いろいろ試行錯誤しながら、市民の健康

を考えての体操一つとっただけでもすばらしいと思います。なかなかそれをやってるけ

れども市民のほうに普及、伝達ができてない部分がすごくあると思いますので、そうい

った意味も込めまして今回の質問もさせていただきました。なかなか現役世代の方とい

うのはできていないというふうなところも感じますので、今後どういうふうなケアをさ

れていくのかなというところをひとつお尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   現役世代の方は仕事とかで多分忙しいとは思う

んですけれど、その方たちにも夜とか土日とか休日を利用して、好きなときに例えば体

操していただくとか、あとセレネを活用していただくとか、そういうふうな形でまたお

願いをしたいとは思っております。 
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○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   わかりました。市役所の職員の方々も日々、ほんとにコンピ

ュータ等の長時間同じような姿勢での作業ということになりまして、肩が凝ったりとか

眼精疲労とかそういったこともすごくあると思いますので、お昼休みなんかにもまた体

操、もしくはいろいろとやっていらっしゃる方もおいでるとは思いますけれども、そう

いった面で健康管理のほうをまたしっかりしていただけたらと思います。 

  今回の提案は、毎月２０日の交通安全の日のように、香美市独自に健康体操デーとし

て定めて、市民の意識を高めることによって継続的に体操を行うことにつなげようとい

うふうなことです。 

  そこで、質問をさせていただきます。 

  市民の健康意識を高めるためには、何かのテーマを持つことにより継続につながると

思います。生き生き・はつらつ体操とラジオ体操、サンサンたいそうなどを定着させて

いただき、月に１回から３回の健康体操デーとした日を検討してはいかがでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  先ほども申しましたが、香美市には香美はつらつ体操を取り入れ自主的に運動を行っ

ている地域の集いや、さまざまな健康づくりを推進している健康づくり地域ネットワー

ク推進事業などを使っていただいて、地域住民の方たちが近くの集会所や公民館などに

集まって体操やヨガ、ポールウォーキングなど多種多様な活動を自主的に行っておりま

す。このため活動日はそれぞれの団体で異なることや、集会所などに集まることにより

地域の人が交流するよい機会にもなることから、新たな健康体操デーを設けるのではな

く現在の活動を継続していただき、好きな時間に好きな場所で自宅でも体を動かす習慣

を身につけるようなことができるように、市として後方支援を行っていきたいと考えて

おります。 

  また、行政が主導するのではなく、あくまで後方支援をして市民一人一人が健康意識

を高めて、みずからの健康はみずからで守り、健康維持をしていただくことが一番重要

なことになってくるのではないかと考えております。 

  これからも市民の皆様が健やかで心豊かに暮らしていけるまちづくりの実現に向けて、

健康増進事業に積極的に取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   ちょっと言い方があれだったかもしれませんが、交通安全の

日というのがありますよね、毎月２０日。そういったことで、月に１回でもいいんです

が、きょうは健康体操、健康に気をつける日にしましょうということで、そういう日を

定めることによって市民の健康に対する意識が高まるのではないかということで今回提
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案をさせていただいたんですけれども、今現在やってるのはもう全然大丈夫、そのまま

で継続していただいていいんです。現役世代の方等がなかなか定着しにくいというとこ

ろもあると思いまして、この日に、例えば同じように２０日だったら２０日の日、きょ

うは健康体操の日ですよというふうなことを決めることによって、ああそうやねと思っ

たら、いつか事務のあいてる時間に体操ができるというふうなことで、健康に向けての

意識が高まるというふうに思うんですけれども、再度質問をさせていただきます。 

○副議長（島岡信彦君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   村田議員のおっしゃるように、日を設けるとい

うのはまた大事なことかもわかりませんですけれど、今のところ体操デーとかいうこと

を設けることは考えておりません。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ７番、村田珠美君。 

○７番（村田珠美君）   なかなか業務等も大変だとは思いますが、会の中で話し合っ

ていただいて、あとまた皆さん地域の方々に聞いていただいて、設けることによってま

た意識が高まるろうかねというふうなことでまた皆さんの声を聞いていただいて、そう

いう日を設けていただけたらと思いますので、再度お願いを最後にしておきたいと思い

ます。 

  あちこち健康体操等もされてるというお話も聞き、ほんとに市民の健康に対する意識

がすごく高まってきているなとは思うんですけれども、体操もいろいろとたくさんあっ

たほうがいいというふうに聞きます。健康体操をされてるところに私も行ったこともあ

るんですけれども、やはり同じ体操ばかりではたってくると。で、自分たちで健康体操

を考えて、ほかの歌でつくったりもしてるのよというお話も聞いたりもしました。そう

いったことも含めまして、そういう日ができますことを願いつつ、健康づくりは幸せづ

くりと申します。予防に向けてますますの成果を期待いたしまして、今回の私の質問を

終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○副議長（島岡信彦君）   村田珠美君の質問が終わりました。 

  次に、１番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   おはようございます。１番、甲藤でございます。通告書に従

いまして一問一答方式で質問させていただきます。 

  ３項目について順次質問させていただきますけれども、まず、１項目め、職員の定数

についてですけれども、これにつきましては、小泉内閣時代、２００６年ですか行政改

革推進法というのが成立をしておりまして、総人件費改革を中心といたしまして国家公

務員の５％以上の削減ということ、それから、政策金融の改革でありますとか特別会計

の改革、当時これ３１個の特別会計があったそうですが、これを２分の１から３分の１

まで少なくするといった改革、そして、公益法人の改革等々、次々と改革という大なた

が振るわれてきたわけでございます。 
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  全国の自治体におきましても、多くの職員が削減をされてまいりまして、これ以降、

どこの自治体も同じだと思うんですが、非常に多くの外部委託事業というのがふえてま

いりました。本市でも予算書を見る限り、非常に多くの委託事業が計上をされておりま

す。 

  本市の職員定数につきましては平成１８年の合併時に制定をされておりまして、その

後数度の改正を経て、今は平成２４年７月１日施行の香美市職員定数条例によりまして、

８つの部局ごとに定数が定められて、合計で４２８人という数字があがっております。 

  そこで①ですけれども、平成１８年３月時点、３町村合併直後、このときの職員定数

というのは何人だったんでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   甲藤議員のご質問にお答えします。 

  合併後の職員定数は４５７人でございました。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   この４５７人という数字ですけれども、これは３月時点で３

町の職員さんが全部集まった数字、そのときの数字が４５７人ということだと思うんで

すが。そうしますと、実際この時点から今の４２８人というのは何人ですかこれ、２９

人ですか、２９人の減ということになっておりますけれども。これは平成２４年まで順

次定数条例を改正されておりますけれども、実際退職者の不補充とかいう形で減してき

たということでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   お答えします。 

  当初、退職者の２分の１補充という方針でございました。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   どこともやっぱり２分の１補充とか、年によったら一切補充

しないとか、そういうことで削減されてきたというふうに思いますけれども。 

  それで②ですけれども、定数条例にはありますけれどもそのとおりになっているとは

限らないですね、実質の職員数が。平成２７年度当初、この時点の実質の職員数という

のは何名になっているんでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   平成２７年４月１日時点で３８７人でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   ３８７人というと定数の４２８人と相当な差がありますけど、

これはどういうふうに見たらいいんでしょう、その差を。定数は定数であって、実質職

員数というのはこれだけ差があるというのは何かあるんでしょうか。平成２４年現在と
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平成２７年現在、そこまで実際は定数を減してきているんでしょうか。条例にはないん

ですけどこれ、どうなんでしょう。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   方針につきましては先ほど述べたとおりでございます。

定数条例については、ある程度の差ができた時点で見直していくという形をとっていま

す。１年１年定数条例を改正するというのはなかなか現実的ではないので一定の差がで

きた時点で見直すということで、平成２４年から改正をしておりませんので、今現在は

その差がでてきておるという状態でございます。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   何かわかったようなわからんような中身ですけれども。それ

はそれとしてこれだけ差があるということは、業務上、現在支障が出ているのかどうな

のか、そういったことが気になるわけです。さっき言いましたように、外部委託という

のはふえてきていますので、そっちのほうでカバーしているのかなという気がするんで

すが、実際に支障というのは出てきているんですか。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   業務に関しては支障というのが適当かどうかはわかりま

せんが、かなり残業がふえるとか臨時職員の数がふえるとか、そういった現象で正職の

不足分を補っておる状況でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   一般的にはそういうふうな対応しかできないんだろうとは思

うんですが、なかなか職員さんの負担がふえているということは間違いないんだろうと

いうふうに思っております。 

  ちょっと関連でお聞きをしたいんですが、４７６ページの香美市職員定数条例、この

中で部局内の定数配分については任命権者が定めるというふうなことになっております

けれども、例えば８部局の中で、保育士の部分はどこに入っているんでしょうか。６番

目の教育委員会の事務部局、ここの中に入っているんでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   職員の配置の部局につきましては、市長部局に入ってお

ります。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   市長部局の２９５人の中に入っているということですね。 

（総務課長、山﨑泰広君、自席にてうなずく） 

○１番（甲藤邦廣君）   それでは③ですけれども、平成２７年度の定数外職員につい

てちょっとお聞きをします。 

  その定数外職員、特に休職中の職員、ここについてちょっとお聞きをしたい、何人い
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るのか。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   現在、定数外とすることができる職員数につきましては

１０人です。内訳を申しますと、病気休職が３人、育児休業が７人となっております。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   わかりました。 

  それでは、④のちょっと先ほども触れられましたけれども、お答えにくい内容になる

かとは思います。平成２８年度以降の職員定数の見直しを考えているのかということで

すけれども。 

  冒頭にも申し上げましたけれども、職員数というのは大きく減少してきているわけで

す。しかし、業務量は減っているのかといったら決してそうではない。逆にふえている

というふうに思います。合併時から考えましたら、恐らく事務量というのは大幅に増加

しているんではないかというふうに思いますし、またこれは福祉の関係でありますとか

教育、厚生関係というのは法律改正が頻繁に行われておりますので、この対応にどこの

自治体でも苦慮しているというふうな話を聞いております。職員数が減ってきて業務量、

事務量が増加すれば、先ほども申し上げたように一般的には臨時職員対応、それででき

なければ外部委託というふうなことになってまいります。しかしながら、行政の責任と

して、これは効率化とかあるいは費用対効果だけで外部委託をするといったのは、決し

ていいやり方ではないだろうというふうに思っております。何が行政として必要な業務

なのか、行政に残すべき業務なのか、また何がコアな業務なのかということ、そういっ

たことを見きわめていく必要があるというふうに思っております。業務を外部委託する

場合どういうやり方をされているのかはわかりませんけれども、ある業務を全部を委託

する場合、そこで何人の職員が対応していたものが委託できるのか、そういったことを

考えて恐らく職員数を減したりいろいろしているとは思うんですが、こういったことを

考えて平成２８年度以降の条例定数というのは見直していくべきではないかと思うんで

すが、なかなかお答えにくいことかもしれませんけれども、一応方針があればお答えを

いただきたい。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   議員ご指摘の実情もございますし、現在の職員定数と現

在の職員数というのは大きく開きもございます。そういった意味から、今後定数の見直

しを検討したいと考えております。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   やっぱり外部委託をしたと言いましても、その業務内容の検

証であるとか、また、受け取りには人員が必要でもありますし、精通した職員というの

もどうしても必要になってくるというふうに思います。私は現在の人員とその業務量、

事務量というものを考えた場合には、どうもマンパワーが相当不足しているんではない
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かというふうに感じております。幾らＩＴ時代が来たといってもやっぱり使っていくの

は人間なんですから、どうしてもヒューマンエラーというのは避けられない。少なくし

ていっても１００％ゼロにするというのはなかなか難しいというふうに思います。余裕

がなければ、どうしても人間ですからぎすぎすして人間関係にも影響が及んできますし、

職場環境も悪くはなっていくというふうなことがあります。したがって、ミスも起こっ

てくると。こういった悪循環に陥らないように人事管理も含めてしていく必要がありま

すので、これますます総務課長の役割は重くなるというふうに思っておりますので。お

聞きをしますと定年までまだ１年あると。ぜひ１年間、全力で頑張っていただきたいと

いうふうに思います。将来の香美市の姿がどうあるべきか、そういうことを考えた上で

の組織というのも考えていただきたいというふうに思っております。 

  それでは、次に、２項目めの職員の採用についてですけれども、最初の職員定数の質

問とも若干関連はしてまいりますけれども、本市においても他の自治体と同様に職員定

数というものを削減するために、退職者の不補充とか、あるいは２分の１補充とか、あ

るいは隔年補充とか、そういった採用方法をとってきたんではないかと思っております

けれども、平成２３年度から今年度、平成２７年度までの過去５年間の採用内容につい

て、お聞きをしたいと思います。 

  まず①ですが、事務職の退職者数と採用者数、そして、採用試験の応募者数、これに

ついてそれぞれ５年間の合計で結構です、お願いしたい。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、職員採用についてのご質問にお答えします。 

  事務職の部分を申し上げます。平成２３年度の退職者数は９人、採用者数は５人、応

募者数は１２３人となっております。平成２４年度につきましては、退職者数は５人、

採用者数はゼロ人、応募者数はゼロ人、平成２５年度の退職者数は１２人、採用者数は

６人、応募者数は１６６人、平成２６年度の退職者数は１１人、採用者数は９人、応募

者数は１１７人、平成２７年度の退職者数は３人、採用者数は６人、応募者数は１００

人となっております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   事務職に限っていえば、５年間で退職者数というのは４０人

になっていると思います。それで、採用が２６人、応募者数というのは合計で５０６人

になると思いますが、競争率でいえば２０倍程度になっているようですが、その２０倍

程度というのは結構高い競争率、倍率だと思います。ですから、非常に優秀な職員が入

ってきていただいているというふうに考えております。退職者数よりも採用が１４人少

なくなっておりますけれども、これはやっぱり一応、職員削減する中で事務職が一番多

い、だからそこで削減をしていったのかなという気もするわけですが、その点はいかが

でしょうか。 
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○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   当初の考え方につきましては、事務職に限らず全職種で

２分の１補充という考え方をしておりました。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   それでは、次に技術職についてお伺いをいたします。 

  事務職と同様にお答えください。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、技術職についてお答えします。 

  平成２３年度、退職者数はゼロ人、採用者数は２人、応募者数は３９人、平成２４年

度、退職者数はゼロ人、採用者数はゼロ人、応募者数はゼロ人、平成２５年度、退職者

数は２人、採用者数は１人、応募者数は１１人、平成２６年度、退職者数は１人、採用

者数はゼロ人、応募者数は１４人、平成２７年度、退職者数は２人、採用者数は４人、

応募者数は２６人でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   昨年、平成２６年度ですが、採用予定があったんですけれど

も、合格者が出なかったという話を聞いておりました。なぜそういう結果になったのか

ということで心配しておりまして、こういう状態が続くのであれば、他の市町村でもや

っておりますけれども、事務職に結構優秀な方がおいでます。事務職で採用しておいて、

技術に振っていくというやり方もありかなというふうに考えておりましたけれども。今

年、平成２７年度を見てみますと、これ２６人の方が応募してきているという中で４人

採用するということになっておりますので、そんな心配は要らないのかなというふうに

思いますが。２回試験をやった結果でこうなっているんですけれども、昨年度までと違

った点、どうしてこういうふうに応募者が多くなったのか、採用者が出たのか、どうい

う分析をされているのか、ちょっとそれをお聞きしたいです。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   昨年度の採用につきましても、２回の試験を実施してこ

の結果ということで、今年度その反省の上に立ちましてやりましたが、１回目は残念な

がら採用者が出なかったところでございます。追加の２回目の試験をやったときにした

のは、まず新聞に広告を、１面への広告を出すことと、それから、年齢を引き上げをし

ました。その結果、応募者数がふえまして、合格ラインに達した方が出たという結果に

つながっております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   これはもっと早くやっておけばよかったですね、はっきり言

えば。 
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  それでは、次に保育士さんです。保育士の退職者数、採用者数、採用試験の応募者数、

これについてお伺いします。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、保育士の数を申し上げます。 

  平成２３年度、退職者数は３人、採用者数は２人、応募者数は１５人、平成２４年度、

退職者数は４人、採用者数は３人、応募者数２２人、平成２５年度、退職者数は３人、

採用者数は５人、応募者数は２３人、平成２６年度、退職者数は１人、採用者数は２人、

応募者数は１２人、平成２７年度、退職者数は３人、採用者数は５人、応募者数は４５

人となっております。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   私、応募者が少ないのかなというふうな認識を持っておりま

したが、これ見ると結構応募者数が多いんですよね。５年間で見てみますと、退職者が

１４人ですか、採用者が１７人、応募者数で見れば１００人強ということになっており

ます。結構認識が違っていたのかなというふうに考えておりますけれども、待遇、処遇

の改善とかいう話もよくありますけれども、そこまで心配する必要ないのかなと、この

結果だけ見ればそういうふうな思いもしておりますが。これトータルとして、これは後

にしましょうか。 

  事務職と技術職、保育士全体で今年は１５人が合格していらっしゃいますけれども、

理想を言えば全員の方が香美市に住んでほしいと思うわけですけれども、これ条件づけ

するわけにはまいりませんのでしょうがないんですが。この中でＵターンしてくる方も

おいでましょうし、それから、市内に住んでいる方、あるいは市内に住もうとする方も

おいでるかもしれない。そういったことがわかっておりましたら、ちょっと傾向を教え

ていただきたいです。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、お答えをいたします。 

  採用者の住所というのは市内のほか市外が多くございます。それから、面接のときに

その状況、今後どうするのかということもちょっと聞いてみました。いろんなまちづく

りに関しては、市内で市民とともに取り組んでいかなければならないというようなこと

がありますので、その辺がどうでしょうかという話を聞いて、中にはぜひ香美市に住ん

で一緒にまちづくりをしていきたいという職員もおりますし、せんだって、合格者の１

人が市内でまた探したいけどどこかないでしょうかということで、市内の不動産屋さん

に行ってくださいというようなことを伝えたケースもございます。ただ、中には市外の

方で、家を新築したばかりなので今後、もうちょっと検討させてくださいというような

人もいました。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 
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○１番（甲藤邦廣君）   傾向はわかりました。ただ私としては、いろんな定住策をど

こともやっておりますけれども、職員を採用するというのは定年まで普通の場合はおい

でますから、それ言ったら、そこで結婚して配偶者ができ、そして子どもさんができる

ということになれば、これにまさる定住策というのはないと思うんです。ですから、こ

ういう質問をあえてさせてもらっております。 

  それから、④ですけれども、定数の見直しにも絡んではまいりますけれども、平成２

８年度以降の採用方針についてお伺いをしたいと思います。 

  これは退職者数も毎年ばらつきがありますし、実際に来年度は大量の退職者が出るだ

ろうということになっておりまして、全部で１５人ぐらいおいでるんですか、定年退職

の方が。その定数管理の上で、これまでのように半分とか同数を採用するとか、隔年採

用していくとか、現時点でそういう採用計画がありましたら、構わない範囲で教えてく

ださい。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   採用計画としては確立はしておりませんが、方針という

ものを立てておりまして、現在、今後の職員採用につきましては、退職補充の考え方を

ベースにしながら、事務の見直しとか外部委託の状況や再任用職員の状況を踏まえた上

で、新規採用職員はできる限り抑制して採用していくように努めたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   それでは、次の質問、３項目めですけれども、保育所の運営

についてお聞きをしたいと思います。 

  保育所といいますのは児童福祉法で位置づけられておりまして、保育に欠ける子ども

の保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であるとい

うふうになっております。この児童福祉法というのは、児童の福祉、この「福祉」を

「幸せ」と読みかえている部分があるようですが、それを願って制定されたということ

になっておりまして。それから２番目には、保育所はその目的の達成のためには、保育

に関する専門性を有する職員が家庭との密接な連携のもとに、養護及び教育を一体的に

行うこととなっております。そして３番目には、保育所は入所する子どもを保育すると

ともに、家庭や地域との連携を図りながら、保護者に対する支援を行う。４番目に、保

育士は児童福祉法の規定を踏まえて、倫理観に裏づけられた専門的な知識、技術及び判

断をもって子どもを保育すると同時に、保護者に対する保育に関する指導を行うとされ

ております。 

  保育所の役割の基本といいますのは、大きく次の２点が挙げられるということになっ

ておりまして、１番目は、子どもを健やかに育てる。そして２番目は、子育てをしてい

る保護者を支援するということになっているようです。 

  私がここに持っておりますのは、幼稚園教育要領・保育所保育指針ガイドブックとい
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う本なんですが、ちょっとこれを借りてきました。この中を読んでみますと、素人にも

わかるような非常にわかりやすい記述がございます。保育所というのはあくまでも子ど

もが主体ですし、客体は誰かといったらやっぱり子どもたちになるわけです。その子ど

もたちというのは本市の宝でもありますし、これからの香美市、そして、高知県、大き

くは日本を担っていく大事な宝物であるというふうに考えております。そこに勤務をい

たします保育士の皆さん、そして、運営をしていく保育所、その役割というのは非常に

大きいものがありますし、また、非常に大きな責任が生じてくるというふうに思ってお

ります。保育所の問題というのは大人たちの理屈ではなく、全ては子どもたちのために

という精神で、保育士さんもその他の方々も日々頑張っていただきたいなと思って質問

をさせていただきます。 

  前置きが長くなりましたけれども、保育所の運営についてですけれども、本年で平成

１８年３月の合併から１０年が経過しております。８カ所のうちで１カ所は休園中でご

ざいますけれども、本市の運営する７カ所の保育所は、平成１７年８月１日に開催をさ

れました第１回土佐山田町保育所改革推進委員会というのがありまして、これ以降、平

成１８年２月の第７回の委員会まで私がちょっと見せてもらった資料によりますと、統

廃合後の保育所の数であるとか、保育サービスの内容であるとか、新設の保育所の設置

場所、あるいは建設時期等、保育所の改革案について協議を重ねて決定されてきた経緯

があるようです。平成２１年４月になかよし保育園、そして、平成２３年４月にあけぼ

の保育園が開所されて、現在に至っているという状況でございます。 

  ①ですけれども、平成１９年に保育所の運営について必要な事項を審議して意見を述

べるという香美市保育園運営委員会というのが設置されておりましたけれども、この保

育園運営委員会、その後現在まで継続されて開催されておりますでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   甲藤議員の質問にお答えいたします。 

  香美市保育園運営委員会は、平成１８年度から平成２７年度（後に「平成２３年度」

と訂正あり）を事業実施期間とする香美市すこやか子育てプランの事業の一つとして組

織されました。子ども・子育て新システム（仮称）への対応等、新たな保育サービスの

制度設計に必要な基本的理念と、今後の保育の方向性について示した香美市すこやか子

育て指針を作成するときに開催したのを最後に開催されていません。その後、香美市す

こやか子育てプランと次世代育成支援対策行動計画の考え方を継承する香美市子ども・

子育て支援事業計画の審議、作成を進めるため、平成２５年度には香美市子ども・子育

て会議条例が制定され、香美市子ども・子育て会議を組織しています。その中で、香美

市の子ども・子育てに関する全般的な協議の中に保育運営なども含まれております。 

  以上です。 

  平成１８年度から「平成２７年度」と言ったようですが、「平成２３年度」に訂正し

ます。 
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  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   要は保育所の運営について、外部委員が入った中での協議が

されているのか、あるいは園と本庁の中で、いわば身内の中でそういった方針が決定さ

れているのか、そこがよくわからなかったんです。民間の委員さんまで入って、保育所

の運営についてどうしていくのかということが真摯に検討されているのであればよろし

いんですが、そうでなければ、いろんな問題が内部で処理されて表に出てこないという

ふうなことにもなりますので、あえてこういう質問をしております。それは内部だけで

はないということでいいんですね。 

（教育振興課長、前田哲夫君、自席から「構いません」と発言する） 

○１番（甲藤邦廣君）   ②ですけれども、保護者からの園に対する要望への処理と対

応、これについてはどういうふうにされているんでしょう、具体的に。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  毎年、保護者連合会から各園に要望書が提出され、各園から文書回答をしています。

また、保育全般に係る要望や施設改修などのハード面の要望は香美市長宛てに届きます

ので、教育振興課が窓口となって文書回答をしております。ただ、今年度届きました要

望への回答は少しおくれていますが、いただいた要望については改善に向けて課内で協

議、検討して回答していきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   要望に対して回答はしているということなんですが、同じよ

うな要望というのは出てきていないんですか。その要望について検討した結果を全て投

げ返しているということなんですが、やっぱり改善されていけば同じような要望という

のは出てこないと思うんです。もし同じような要望が出てくるということであれば、そ

こはそこで問題ですから、あえてそういうふうなことで私はお聞きをしているんですが。

その辺は、同じような要望が毎年毎年出てくるということはないんですか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   もらった内容によりますと、ゼロ歳児の拡充とか土

曜日の保育の充実、それから、保育所不足というのがやはり見られております。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   それでは、保護者からの園に対する要望とちょっと内容が違

うのかもわかりませんけれども、香美市保育サービス利用者（保護者等）の意見・要望

等相談解決実施要領というのがありますよね。その中で、苦情の解決体制として「第三

者委員を置く。」ということもあるんですが、この第三者委員会は実際開催をされてお

りますか。 
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○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  第三者委員というのは各園に１名、主任児童委員さんを１人置いております。開催は

しておりませんが、苦情があった場合には開催するようにはしております。現在はそう

いった苦情はありません。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   この例規集の１３８３ページにあるんですが、これを見てみ

ますと、苦情の解決体制ということで第三者委員を置くと、担当者の職務であるとか、

責任者の職務とかいう記述があります。この第三者委員の中で、これは「各保育所ごと

複数名として３人を限度に任期を２年とする。」というのがあるんですが、各保育所ご

とに複数名とありますので、同じ人がダブって委員をやっているということではなく、

独立して違う人がやっているということですね。 

（教育振興課長、前田哲夫君、自席から「はい」と発言する） 

○１番（甲藤邦廣君）   その中でやっていると。もう一回、ちょっと聞き漏らしまし

たが、この第三者委員というのはどういう方がやられていますか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   民生児童委員さんにお願いしております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   保護者への周知とあります、第６条に。ちょっと読んでみま

すけれども、「保護者等に対して責任者、担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や苦情

解決の仕組みについて掲示等により周知を図るもの」ということになっておりますけれ

ども、こういったことは実際実行されておりますか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  保育園の入り口には、そういった名前と電話番号を書いたものは掲示しております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   手前に戻りますけれども、平成１８年１１月に保護者アンケ

ートというのが実施されております。これは４９５世帯を対象にして実施をしておりま

して、そのうちの回答が２７８件であったということになっております。これは内容的

には香美市の園のすばらしいところはどんなところかとかいう部分、そして、改善して

ほしいというところ等についてのアンケートなんですが、要望の内容としては延長保育

ということと、それから、土曜日の一日保育をやってほしいというふうなところが多か

ったようです。延長保育とか土曜日の一日保育については、順次改善しつつはあります
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けれども、あけぼの保育園とそれから美良布保育園ですか、これは一日保育をやってお

りますけれども、他は半日保育になっております。 

  後でちょっと待機児童のところで触れますけれども、実際アンケートで目につきます

のが、園児の名前の呼び捨てでありますとか、先生の言葉遣いが悪いとか、けがの報告

がない、それから、歯磨きの指導をしてほしい、プールのときにパンツでなくて水着を

着せてほしいと。それと、男性保育士がいたらいいんだというふうな話が上がっており

ます。１０年たってこれが改善されているかといったら、なかなかそうもなっていない。

現在でも同じような話が保護者、あるいは卒園児の保護者からも聞かれておりますし、

１０年前からということになりますと、それ以前からずっとこういう問題があったわけ

で、一昨年でしたか、教育厚生委員会の中でも水着の問題が取り上げられておりました。

たしかそうだったというふうに記憶しております。何で言葉遣いが悪いとか、歯磨きの

指導ができないだとか、水着を着せることができないとか、単に保育士の数が足りない

からできないのか、あるいはやる気がないのか、どうなのでしょう。課長、どういうふ

うに見ておられますか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  先ほど言われましたように子どもの呼び捨て、歯磨きとか生活習慣、実際必要なこと

はしないといけないというのは考えております。ただ、その件につきましても、園長会

等で協議して、訂正できるものは訂正して、改善することにしていっていきたいなとは

思っております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   いや、何かほとんど聞き取れていないんですが、できるもの

はやっていくということなんですか。 

（教育振興課長、前田哲夫君、自席から「はい」と発言する） 

○１番（甲藤邦廣君）   別に私は課長を責めているつもりじゃないんですよ。保護者

の方からこういう声がずっと上がってきているから、何とかしてほしいということで質

問しているわけですから、改善をしていってほしいというふうに思います。 

  歯磨きについて言いますと、人数が少ないからできないのであれば、今いる職員でで

きる方法を考えたのかということにもなります。子どもは自分たちで自立をしていける

ように教えていけば、子ども同士で教え合って見守り合いながらできるようになるので

はないかというふうにも考えます。例えば４月生まれの発達の早い子がおりましたら、

そういう子から教えて、その子をリーダーにして、お手本にしてできる子どもたちをふ

やしていく。そうすると、お手本になる子というのは自信がついてよりできるようにな

るわけじゃないですか。お友達を手本にして学んでいくという環境ができるんじゃない

かというふうにも思います。自立をしていくことで、逆に先生たちの手間を省けると。
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近く、あるいは離れたところで歯磨きそのものを見守っていくということになるのでは

ないかというふうに、期待もできるとは思っております。香美市の子どもにフッ素を塗

るということはやられていると思うんですが、それと、３歳児検診で歯磨き指導という

のもあるというふうにも聞いております。そこまで乳幼児の指導がありながら、保育園

に上がって歯磨きができないとかしないとかいうのは、余りにも矛盾してはないだろう

かというふうに思うわけです。子どもたちの小学校の入学に合わせて、保育所児童保育

要録というのを小学校に送付するということが義務づけられていると聞いております。

保育園で昼食後に歯磨きの習慣がついていけば、そのまま小学校にもつながるというふ

うに思うわけですが、この点、課長でなくても教育長でもいいですが、見解をお聞かせ

ください。 

○副議長（島岡信彦君）   教育長、時久惠子君。 

○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  甲藤議員がおっしゃられているとおりで、まさしくそういうことが必要だと思ってい

ます。主に園長会の中でこの話はるる出していまして、今、水着の件につきましては、

先般の議会でのご質問等もあったりした経過も踏まえて、そういう話もしまして、水着

は一応自由にはなっています。保育の先生方には、着がえのやりにくさとかいろんなこ

とがあって理由もあるようですけれども、保護者の方々からのご希望とか、今の時代、

水着なんかも自由というのは当然だろうというふうなこともあって、話し合いの上で今

は水着のほうは改善をされていると思っています。 

  あと、子どもたちの呼び捨てなどにつきましても、親しみをとかいう理由とかもござ

いましたけれども、そうではなくて人を大事にするという根本的なところから考えると、

呼び捨てはいけないというような話もしたり、それから、先生の言葉遣いもるる話して

いるところです。 

  歯磨きにつきましては、話し合いをした中で、やっぱり置き場所だったり安全面のこ

とだったり、保育園のほうには理由もあっていろいろ話はしていたりしますけれども、

なかなかこの辺が、全部が全部じゃないですけれども、なかなか全部が歯磨きをできる

ようにはなっていないということもありまして、これは大きな課題のまま残っています。

ですから、長年同じ課題が続いているということもありまして、教育委員会としては非

常に気にしながら指導を続けているところです。 

  今回ご質問いただいたことも大変ありがたいですので、なお保育園のほうには指導も

しながら、人を育てるという原点に返って、またみんなで大いに進めていきたいと思っ

ています。ありがとうございました。 

○副議長（島岡信彦君）   暫時、４５分まで休憩します。 

（午前１０時３１分 休憩） 

（午前１０時４４分 再開） 

○副議長（島岡信彦君）   正場に復します。 
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  休憩前に引き続き会議を行います。 

  １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   先ほど教育長から答弁いただきました。その中で園長会で検

討もしているということですけれども、これやってもやっても改善できなければやる意

味がないですから、何があっても解決していくと、改善していくという気持ちで取り組

んでいただかないとまた同じことになります。子どもたちってゼロ歳児から６歳までじ

ゃないですか。時間がかかったら卒園しておらんようになりますよ、意味がないですか

ら。ぜひともスピード感を持って取り組んでいただきたいというふうに思います。 

  それでは、③の質問です。過去５年間の事故報告の件数ということでお聞きをします。 

  これは、子どもたちというのはよくけがをします。転んだりかみついたりとかいうこ

ともありますので、先生方もなかなか目が離せないということではあると思いますけれ

ども、幾ら気をつけていてもやっぱり１００％防ぐということは難しい。 

  そこでお聞きをしますが、過去５年間で園のほうから本庁のほうに報告のあった事故、

件数はどのくらいあるんでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  教育振興課に報告があった事故の件数ですが、これは日本スポーツ振興センターの保

険対象も含まれております。平成２３年度から行きます。平成２３年度が４２件、平成

２４年度が４３件、平成２５年度が５６件、平成２６年度が４１件、平成２７年度が５

８件になっております。これは日本スポーツ振興センターのほうで保険対象も含まれた

数です。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   園児の数が多いですからどうでしょう、この数が多いのか少

ないのか私にはよくわかりませんけれども。この中で重大なけが、大きなけがというの

はあるんですか。長期にわたって入院するとか、骨折したとか、ちょっと簡単にお聞か

せください。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   救急搬送された分もあります。低血糖によるけいれ

んとか、棚にぶつかって後頭部挫傷ということもあり、転倒して嘔吐するというので救

急車で搬送された分もあります。あと捻挫とか骨折、切り傷、打撲、脱臼というのがあ

ります。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   結構大きなけがもあるようですね。 

  ④ですけれども、こういった事故とかけがをした場合、保護者への連絡体制であると
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か救急の関係とか、そういったときの対応マニュアルというものはあるんでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   マニュアルは完成していませんが、簡素化された手

順書につきましては６園に設置しています。 

  事故が起きた場合には園長及び副園長に伝え、教育振興課へ連絡。担任が保護者に連

絡をとり病院が必要かを判断して、必要があれば救急車及びタクシーにて病院に搬送し

ます。その後、保育士全体で事故の検証を行い、今後の事故防止について協議しており

ます。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   ６園でマニュアル的なものはあるということですか。これは

やっぱり今の時代ですから、こういったマニュアルというのは絶対制定しておかないと

おかしいですよ。民間であれば絶対やりますから、これは。トラブルのもとになります

ので、ぜひそこのところは考えてください。 

  それから、⑤の職員定数は満たしているかということですが、これは私も実はよくわ

からない部分がありまして、お手元の資料に在籍園児数とか正職員数とかのペーパーが

ございますけれども、正職員数も結構毎年数字に異動がありますよね。配置基準があっ

て、ゼロ歳児が何人いるから何人保育士が要るんだとか、６歳児なら何人とか、そうい

ったものがあると思うんですが、それに基づいての職員定数という意味で質問しないと

多分わからないかなと自分でも思っていますが。そういった意味で毎年定数というのは

変わってくるんですか、園児の数が変わってくる関係で。そういうことで、一応正職員

としての定数は満たされているかという質問です。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   正職員の定数につきましては、最適人数としまして

ゼロ歳児が３人に１人の職員ということで、１、２歳児は６人に対して１名、３歳児は

２０名に対して１名、４歳、５歳については３０名に１名ということで、児童福祉施設

の整備及び運営に関する基準の最低基準は満たしています（後に「正職員と臨時職員を

合わせての数が最低基準を満たしている」と訂正あり）。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   そういった意味で、職員定数が満たされているんだというこ

とで、今現在の７つの園の正職員数、平成２７年度に限っていえば、これはこれでオー

ケーということなんでしょうか、正職員の数は園児の数に比べてですよ。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   これでということは、この表の中ですか。表の中の

数です？ 
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（１番、甲藤邦廣君、自席にてうなずく） 

○教育振興課長（前田哲夫君）   はい。これでいいと思います。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   わかりました。この表で見る限り、やっぱり臨時の職員さん

とか非常勤の方が結構多い。それは突発的なこともありますでしょうし、そういったこ

とでの対応だろうと思うんですが、ここまで触れるとちょっと始末がつかんようになり

ますので、ちょっと控えますけれども、次に⑥です。 

  先ほどちょっと触れかけましたけれども、待機児童の実態についてということです。

実は平成２７年度当初の段階で、自分たちの勉強会の場でちょっとこういう問題があり

まして、待機児童がいるんじゃないかという話になってちょっと調べてもらったんです

が、そのときは七、八名でしたか、ちょっとはっきり記憶していないですが、待機児童

が出ているという話を伺っておりました。これは年度当初の話ですけれども、途中で解

消されたんでしょうか。転勤の場合もありますし、他のところに入ったとかいう話もあ

るでしょうから、ちょっとそのあたりを教えてください。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  ３月１日現在の待機児童は、ゼロ歳児が２１名います。途中入所の希望があって出て

おります。１歳児は２名です。なお、この数字は、保育所を限定している場合を含んで

おります。あと、平成２７年度は初めて年度当初から待機児童が出ましたが、平成２８

年度は現在のところ待機児童は出ておりません。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   平成２７年度は相当数の待機児童が出たということですが、

平成２８年度はゼロというお話ですね。平成２７年度はこれだけ多くの待機児童が出て

いたということは、これはどうやって解決したんですか。もう諦めたということですか、

保護者が。どこかで受け入れるところがあったんですか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   育休延長というのもありまして、そちらのほうでも

カバーしております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   育休延長でというのはどういう意味ですか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   育休を延長して、保護者の方が１年間延ばしてお子

さんを見るとか、あと、おじいさん、おばあさんが見てくれるとかという分であります。 

  以上です。 
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○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   何でこういう質問をしたかといいましたら、今現在、あけぼ

の保育園と美良布保育園が土曜日が一日保育になっていますよね。そうすると、あけぼ

のの場合は中心部にあるわけですから、結局そこに集中してしまうんじゃないかと、ゼ

ロ歳児なんかが。そうしたら、そこで待機児童がふえてくるということになっているん

じゃないかという心配をしているわけです。なかよし保育園の場合は午前中だけですよ

ね。そこで平成２８年度は出ていないということなんですが、なかよしに土曜日の一日

保育ということはできないのか、そこをお聞きしたいです。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  なかよし保育園の土曜日の延長ですが、土曜日の一日保育ですが、それも将来に向け

て検討はしていかなければならないとは考えております。現在のところ、保育士の配置

の分もありまして、それによって今はやっておりません。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   将来にわたって検討していかなければならないというお話な

んですが、今現在、差し迫って困っているということはやっぱりないんですか、保護者

の方が。そうであればやっぱり人員配置も考えて、職員の採用も含めて考えていかない

と、さっきも言いましたけど子どもって６年間しかいないんですよ。出てからじゃ意味

がないですから、そこを考えてほしいということです。 

  再度お聞きしますその点やるつもりがあるのか、やらないのか、どうなんでしょう。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   なかよし保育園の一日保育は、将来に向けてやる方

向でいきたいと思っております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   将来がいつになるかちょっとわかりませんけど、前向きに答

弁をいただいたということにしましょう。 

  次に、⑦の質問です。 

  男性保育士の採用についてですけれども、１０年前にもこういう要望が出ておりまし

た。実際、資料を見たら、なかよし保育園に１名、それから、新改保育園に１名ですか、

今現在２名の正職員、男性保育士がいるということですね。これはふやしていくという

考えはありますか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  男性保育士の採用ということで、応募があれば試験に採用されればいいと思うんです
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が、臨時職員のほうにつきましても応募が少ないというのもあって、現在、男性保育士

は正規職員が２名、それから、臨時職員が４名となっております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   やはり職員の採用試験も一緒ですが、これはＰＲせんといか

んですね。保育園に１名ということになれば、やっぱりやりにくいと思うんです非常に、

複数名がいないと。これはもて過ぎて困るかもしれんですからねえ。そういった意味で

もやっぱり複数名要ると思います。そういったところで、採用の方法についても考えて

いただければというふうに思います。 

  それでは、次に⑧の保育士の資質の向上のための研修という件ですが、保育士さんと

いうのは豊かな専門性が必要な職種であって、保育のニーズというのはますます多様化

してきていると。保護者の考え方も随分変わってきているというところもありますので、

より適正のある専門性を習得するように、絶えず研さんを積むということが求められて

いるというふうに思います。 

  その研修ですけれども、内部研修と外部研修と両方あるんですが、この研修は実際ど

ういうふうにやられているんでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  保育士の研修につきましては、高知県教育センター、高知県幼保支援課・療育福祉セ

ンターなどが主催する研修を受講してます。また、保育職員の総合研修に外部講師を招

いたり、専門の講習を受講した特別支援保育コーディネーターによるティーチャーズ・

トレーニングを実施したり、テレビ会議ですが、双方向会議システムを使って、高知大

の発達障害教育演習を受講するなどしてます。 

  香美市内でも保育職員を１７部会に分けて、年４回の研修も実施しています。今後に

おいても、保育経営や幼児教育、コミュニケーション能力等の保育の質を上げるため各

研修部会において外部での研修へ参加し、保育士のスキルを上げていくことや、また、

支援を要する児童が増加していることから、保育士資格のない補助職員にも、発達障害

に係る研修を行いたいと考えております。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   ぜひとも資質の向上に向けて積極的に、研修にも参加をさせ

るように指導もしていただきたいというふうに思います。 

  ところで、一般の保育士さんの研修はあるんですが、例えば園長とか副園長とかの研

修も同じようにあるということですか。 

（教育振興課長、前田哲夫君、自席から「はい」と発言する） 

○１番（甲藤邦廣君）   わかりました。 

  それから、⑨です。 



 

－32－ 

  保育園としての外部の評価というのは受けているかということなんですが、例えば家

庭的保育事業者というのがあるんですが、この一般原則の中に、事業者は定期的に外部

のものによる評価を受けて結果を公表しなければならないとかいう記述もあります。本

市が運営をしております７つの保育園について、外部の評価を受けるような体制になっ

ているのかどうか、それをちょっとお聞きしたい。 

○副議長（島岡信彦君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく点検・評価において、保育所の運

営についても点検・評価を実施しています。 

  評価に当たりましては、内部評価の後、外部評価委員（香美市教育委員会施策に関す

る点検・評価委員）が書類及び現地を視察して評価しています。平成２６年度につきま

しては、少しおくれていますが、３月中には提出されます。点検・評価結果につきまし

ては、ホームページで公表しています。今現在、平成２５年度分を公表しています。 

  また、これからは、各保育園に外部の教育的立場の保育経験者の方が毎月定期的に保

育園現場に入ってもらい、保育経営や保育士の意識向上面、そして、保育技能などの保

育の指導評価を行ってもらうように計画してます。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   やっぱり外部の評価を受けていかないとひとりよがりな園に

なってもいけませんので、これはよくよく考えて、私もこの公表結果というのは見てお

りませんので何とも言えませんけれども、よりよい保育園にしていくためには、やっぱ

りこういう外部評価というのは、当然必要なことだというふうに思っております。 

  最後、⑩です。 

  園長の管理職への登用についてということですけれども、保育方針のガイドブックに

も載っておりますけれども、施設長としての責務というのがありまして非常に重い責務

を負っているわけで、それは当然子どもたちを大勢預かっている園の現場のトップであ

るわけですから当然なんですが。 

  皆さんに配付をした資料を見ていただければわかると思うんですが、園児の数とか正

職員数、そして、臨時職員数、非常勤職員数を足した職員数というのは非常に多いわけ

です。これでなぜ今現在、管理職になっていないのかというふうな疑問があります。さ

らに言えば、園内でも給食というのもありますし、これは調理師さんが当然責任を負っ

ている部分だと思いますけど、アレルギーの問題もあるし、いろいろ難しい問題がある

わけです。これからの園長さんの役割というか、やっぱり長いこと保育園で保育をして

きたという経験だけでなくて園を運営していく、そういうマネジメントの能力が問われ

ていると思います。ですから、誰にでもなれるものではないと。それだけ非常に責任が

重いと思います。小学校に例えて言えば、園児が２００人近くいる、そういう学校って

余りないでしょう、山田小学校以外に。校長先生は管理職じゃないですか。なぜ保育園
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の園長が管理職になっていないんだろうかというふうな疑問もあります。人事考課制度

というのも始まっておりますので、そこで年功序列という形でなく、評価するというこ

とで上のステップを踏むということになろうと思いますけれども、私としてはそういっ

たいろんなことを考えていけば、当然これ管理職にするべきだというふうに私は思いま

すけれども、この点、総務課長、いかがですか。 

○副議長（島岡信彦君）   済みません。答弁の前に、教育振興課長より答弁の訂正が

先にあります。 

  教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   済みません。訂正をいたします。 

  ⑤の職員定数を満たしているかという質問に対しまして、正職員の定数は最低基準は

満たしていると言いましたが、「正職員と臨時職員を合わせての数が最低基準を満たし

ている」ということです。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、甲藤議員の保育所運営についての⑩の園長の

管理職登用についてのご質問にお答えします。 

  職員の職務につきましては、その複雑、困難及び責任の度に基づき分類されており、

園長は香美市では班長と同等の職に位置づけられており、現在のところ課長級への見直

しは考えておりません。班長と同等の職務であっても、園長としての保育園の運営全般

にわたって責任を持って、それぞれの職務に当たっていると考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   確かに香美市職員の職の設置に関する規則という中で、班長、

副所長、事務局次長、園長、子育てセンター所長、これは一つのくくりの中にいるわけ

で、ここから上、この主監、技監から上なんですか、管理職は。そういうふうに分けら

れておりますけれども。 

  さっきも言いましたように、これだけの職責を担っているのに、管理職でないという

のはどうも納得がいかない、そういう思いがあります。近隣の市では管理職に登用され

ている園長がいるんではないですか、関連でお聞きします。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   高知県で各市の状況というのを調べてみました。多くの

市については、香美市と同じ班長、もしくは課長補佐への級に今位置づけられておりま

す。ただ、お隣の香南市が、園長につきましては管理職の位置づけをしております。た

だ、この場合につきましては、ちょっと具体に調べてはないですが、通常の議会の説明

員とかそういった形の管理職とは違った部分で、管理職でも２段階に分けられているん

じゃないかというふうに考えております。 
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  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   職責の重さを考えれば、私としては管理職に登用すべきだと

いうふうに考えております。今後また検討していただきたい課題ではありますけれども。 

  組織のトップはやっぱり市長なんですから、１番目の組織の関係、そして、保育所の

関係について、何か市長、思われるところがありましたらお願いしたいんですが。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   甲藤議員の保育所に関するお話、質問でございますけれど

も、園長をしっかりと管理監督をする立場とし、保育所の改革も積極的に進めるべきだ

というお話でございました。非常に大事なことだというふうに思っておりますので、積

極的に考えたいというふうに思っています。 

  まずは現場を知った職員、保育所に携わっている職員などにつきましても、教育委員

会の部署にも一度入れて、全体でどういうふうな役割を果たしていただくのか、そのあ

たりも今後人事では考えてまいりたいというふうに思っております。 

○副議長（島岡信彦君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   最後に、自分としての思いをちょっと述べさせていただきた

いんですが。 

  きょうこういった質問をしたのは、実際、保護者の方が後年になって、香美市の保育

園に子どもを預けてよかったと、そして、子どもたちが成長したときに、ああ、自分た

ちは香美市の保育園でお世話になってよかったと、そういうふうな園になってほしいと

いう思いからこういう質問をさせていただいております。 

  まだ他の自治体にもいろんな保育園があると思いますけれども、そういったところか

ら、ああ、香美市ってすばらしい保育をしているんだなということで逆に視察が来る、

研修に見えられると、そういうふうな園にしてほしいという願いがあります。いろんな

困難なことはあると思いますけれども全ては子どもたちのためなんですから、そこを外

さないように、それぞれの立場の方が頑張っていっていただきたいということをお願い

を申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○副議長（島岡信彦君）   甲藤邦廣君の質問が終わりました。 

  次に、５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ５番、森田雄介です。今、議長のお許しをいただきましたの

で、通告に従って順次質問をしてまいりたいと思います。一問一答方式であります。 

  今回お聞きをするのは、空き家対策について、そして、ものづくり会議について、こ

の２点であります。では、順次質問に移ってまいります。 

  まず１点目、空き家対策についてであります。 

  先月、２月末の報道でもありましたが、平成２７年の秋に実施をされました国勢調査

の速報値で、日本の総人口は減少の時代に入りました。本市は合併以前の旧３町村の時
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代から人口減少は始まっています。人口の中心地である土佐山田町地区に限っても同じ

傾向であり、それにつれて空き家も新たに出てくると言えます。本市も移住対策として

空き家バンクへの登録を進めるとともに、保安上危険となる恐れほか、放置することが

不適切とされる事例に対しては、本市においても条例を整備し対策がとられるようにな

りました。 

  現状では、優良空き家の需要は堅調で期待できていると聞いています。また、特定空

き家については、ガイドラインも示され対策が進んでいると思います。それ以外の事例

で、リフォームが必要になるなどの古いものであるが、取り壊すほどではない物件に対

して、提案も含めてお聞きをしていきたいと思います。 

  まず①です。町なかの空き家対策や利活用をどのように考えているのか、取り組みの

現状や方針をお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   町なかの空き家の利活用について、お答えい

たします。 

  ご承知のとおり、空き家の有効活用と地域の担い手づくりなどを目的として空き家バ

ンクを開設しております。市街化区域も含めて空き家調査を終了したことから、平成２

７年度には土佐山田町の町なかでも、空き家バンクの登録ができております。店舗併用

物件も登録されており、商売を検討している移住希望者へのご案内もできるようになっ

ております。今後もそういった形で、目的に沿った移住定住に取り組んでいきたいと考

えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。    

○５番（森田雄介君）   空き家バンクの登録を中心に対策を進められていくというご

答弁をいただきました。私は、空き家が多ければこの市内の活気が失われ、また環境も

悪化していく、そういう側面もあると考えております。防犯・防災の面からも改善され

ることが望ましい。そのために空き家バンクにくくられない、また、防災の面から特定

空き家とならない、そういった中間に属する物件があるのではないか、それに対する対

応をしてはどうかという観点を持っております。そういう観点に基づいて、②の質問に

移っていきたいと思います。 

  次に、空き家の活用として幾つかの先進事例を紹介していきたいと思います。 

  滋賀県湖南市にあります共生舎なんてんは、「みんな障碍があっても、認知症になっ

ても、私らしく、あなたらしく住み慣れたところでみんなと一緒に暮らす。」このこと

を目的、運営方針とし、“小規模・地域密着・多機能。双方向”の姿勢で普通さと専門

性を組み合わせた街角ケアに取り組んできます。ここの大きな特徴は、デイサービスの

スタッフとして障害のある人が働いているということです。その一場面を紹介をいたし

ます。 
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  お年寄りは、その彼女と会うのを心待ちにしています。朝、車からおりられると、

「けいちゃん、おはよう。」と声をかけられます。ほとんどの人が認知症による記憶障

害を持っておられるので、人の名前などはなかなか覚えられないのですが、なぜか皆さ

ん、けいこさんの名前は覚えておられます。驚くことに、彼女が病気で休んだりすると、

「けいちゃん、まだ休んでいるのか。」とおっしゃられます。ほかのスタッフなら目の

前にいても覚えられないのに、姿も見えないけいこさんの名前を覚えられているのは不

思議です。おやつの時間に彼女がお茶をお盆に入れて配ります。「けいちゃん、ほらこ

っち通り。こぼさんようにな。」とか、「これっ、人の前を通るときは何て言うんやっ

た。」と声がかかります。皆さん彼女が気になって仕方がないのです。このときのお年

寄りは、認知症で介護を受ける人ではなく、けいこさんの世話役になっておられるので

す。とこのように紹介をされております。 

  本市の空き家活用のケースにこの取り組みをモデルとして、デイ、ショートステイの

場や、障害者たちが集える地域の交流の場にできないか、お聞きをします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  今、ご質問にありました滋賀県の株式会社、なんてん共働サービスの空き家の活用に

ついて、詳しいことはちょっと存じ上げませんが、デイサービスやショートステイの場

につきましては、医療機関等が多数整備しております。実際に空き家を利用する方向で

検討されているケースもあるようですので、空き家の活用は可能ではないかと考えてお

ります。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   実際に民間の事業者の中で、そのようなことを考えられてい

るというお話もお聞きしました。ぜひですね、移住対策のみではなくそういった方向か

らの政策、これを合わせて考えていきたい、市の全体としても応援をしていただきたい

というようなことを思いまして、今後、定住と健康介護の各課連携にもつながっていけ

たらなということを求めまして、次の質問に移りたいと思います。 

  ③です。 

  新潟市空き家活用リフォーム推進モデル事業には、文化活動活用タイプとして補助金

が出ます。これまでも本議会において、漫画家を目指す若者を応援してはどうかと提案

されてきました。それに対して商工会と連携して、シェアオフィスをという話もあった

かと思います。その後の経過や創業・雇用支援のシェアハウス、オフィスができないか、

見解をお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  シェアハウスというのは、リビングや台所、浴室などを共有して、各住人の個室をプ
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ライベート空間として利用する共同生活のスタイルということでございます。近年、共

通の趣味を持った入居者を事業者が募ったり、事業者が多様なサービスを提供するシェ

アハウスが誕生しており、一定人気もあるようでもございます。そういった活用も可能

であると考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   提案に対して、そういう使い方も可能というご答弁でありま

した。実際にそういう話が進んでいるのかどうなのか、そういったことも気になるとこ

ろではありますが、もしその点、お答えいただけるようなものがありましたら、ひょっ

とお聞かせも、合わせてお願いをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   現在シェアハウスとしての活用については、

まだ取り組みがされていないという状況です。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ありがとうございます。具体的ではない、話はまだないとい

うお話でありましたが、これも、まずそれを主体となってやる方が出てこられた上での

事業にもなってくると思います。実際、商工会とか、そして商店街等との連携の中で、

空き家活用として進まないかということを思っております。そういったことをお話をい

たしまして、次の質問に移りたいと思います。 

  ④です。 

  以前にもお聞きをしました、低所得でひとり暮らしの高齢者向け住宅に整備事業を使

えないかと考えます。昨年の質問で、要支援認定者の独居世帯で市町村民税の非課税世

帯が年金収入等８０万円以下の方は、昨年２月時点で１４６名ということでありました。

多くの方が不安を抱えながら暮らしを持ちこたえています。今後、市の総合支援事業を

進めるに当たっても、安価な住居を確保することで先が開けることがあると思います。

空き家対策としても進めてみてはいかがでしょうか、お聞きをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  支援が必要な高齢者向け住宅につきましては、住宅整備とともに入居後のサービス提

供が必要となりますので、その点につきましては、総合的な高齢者福祉の一環として、

取り扱うのが適当であると考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   入居後のサービスと合わせてということをいただきました。

実際そのとおりだと思います。この事業、高知県の単独事業とお聞きをしておりますが、
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高知県下では四万十町窪川でこの事業を使った住宅が建てられているというお話を聞い

ております。ここがなぜ進んだかというと、町長の公約が推進力になっておるというこ

とでお聞きをしております。 

  ただ、ここは新たに建てるということでありますが、この事業、空き家に対しても使

えるということでお聞きをしてますので、こういった面からも、もしそのサービスを提

供しようとする事業者がおられましたら、一緒に考えられてはいかがかなと思います。

それでは、次の質問に移ります。 

  ⑤です。 

  最後にお聞きするのは、地域の活性化の一助に、工科大や山田高校の寮や下宿として

整備できないかということであります。本市の振興計画の未来を拓く子どもの育成、こ

の中でも「少子・高齢化、情報化等社会の急激な変化の中でインターネットや携帯電話

の普及、有害図書などの情報氾濫、家庭教育の低下など青少年の健全育成を阻害する要

因を、学校や家庭だけではなく地域社会の問題として捉え、学校・家庭・地域が連携を

強めながら「地域の子どもは地域で育てる」という意識を高め、地域ぐるみでの健全育

成を進めます。」と方向が示されています。 

  一方、この間の中学校におけるキャリアチャレンジ教育の取り組みや、地域へ入る工

科大生の取り組み、山田高校の地域の課題が地元の学校の課題であるという考えを実行

に移した商店街のイベントへの参加など、教育の現場からも人間的成長の課題や目的と

して地域へのかかわりを進めています。こういった相互の関係をより進めていくことが

まちづくりの上で必要なことではないでしょうか。 

  そこで、お聞きをいたします。まちづくりの視点からも、空き家を高校生や大学生の

寮や下宿として活用していけないかと考えます。見解をお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  工科大や山田高校の寮や下宿の整備ということにつきまして市としては考えておりま

せんが、工科大や山田高校がそういった考えをお持ちであれば、可能性はあると考えて

おります。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   そういう声があれば、実際取り組んで考えてもいくというこ

とでありました。実際に、過去の話でありますが、まだ高校に進学ということにはなっ

てないけれども、将来的にそういうことができないのかなという声を聞いたこともあり

ます。この香美市、本市でありますが、都会に比べて不利な点を逆にプラスに転じてい

く、そういう視点に立ちますと、困り事も個人で解決するのではなくみんなで解決をす

る。こういった機運を高めていくためにも、何かしらの呼びかけ等があればなというこ

とを思いました。そのことを申し上げまして、１点目の質問を終わりまして、２点目の
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ものづくり会議について、お聞きをしていきたいと思います。 

  ものづくり会議についてであります。平成２８年度よりの新規事業として、ものづく

り会議が立ち上がると、香美市振興計画の第９次実施計画には記されています。本市の

持つ強みをさらに引き出し、他市に誇れる特産品、夢をかなえる産業、事業を担う人材

が育っていく観点で、構想が練られていくことが肝要かと思います。 

  先取りをする話になるかもしれませんが、昨年１１月に、高知高専のチームが津波避

難タワーで孤立する恐れから発案したシステムで、内閣総理大臣賞を受賞しました。こ

のように、地域の課題を共有して掘り起こしていくという観点も有効ではないでしょう

か。以上を述べまして、以下順次お聞きをしていきます。 

  まず、①です。 

  まずお聞きするのは、ものづくり会議はどのような体制、戦略のもとに進めていくの

か、現在のお考えをお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ものづくり会議というのはまだ仮称の段階でございます。まだ立ち上がっておりませ

んので、具体的な体制や戦略については決まっておりません。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   まだ具体的な内容までは決まっていないというお話でありま

したが、このものづくり会議を通じて本市の産業振興、そして雇用の改善、地域の課題

が解決していくと、こういったことが求められているのではないかと思います。それに

合わせまして、私のほうから一つ提案として申し上げたいのは、これも昨年の新聞記事

でありましたが、高知のエジソン賞、こういったものがありまして、その中で最優秀賞

になっておりましたセーフティランドセル、そのアイデアに感銘をしたアパレルメーカ

ーの社長が、このアイデアを実用、実際にかなえたというようなニュースも出ておりま

した。こういった子どものアイデア、これを実現する。こういった会議の場にもしてい

くことは、夢のある取り組みではないかなと思います。こういった視点、観点でものづ

くり会議に取り組んでいくということはできないか、あわせて見解をお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   おっしゃるとおり、さまざまなアイデアを持

ち寄って、仕組みづくりをつくっていくことになろうかと思います。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   そうしたら、そのような観点も含んでこのものづくり会議、

体制もまだということでありますが、そういう方向、観点を持つということになれば、

そういった声も聞こえてくる。また反映される体制づくりも含めて、検討していただけ
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たらと思います。 

  それでは、②の質問に移っていきたいと思います。 

  この会議、まだ形にはなっていないということではありますが、これ実際にその会議

の中でいろいろな方向性や具体策、かなえたい夢や、そして本市が抱える課題、こうい

うのが明らかになってきたと。そういった場合に、実行されていくのにはどのように実

行されていくのか、その展望、もし、今お答えいただけるようなものがありましたら、

お聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  実行方法等につきましては、先ほど申しましたように、まだ具体的な体制とか戦略は

決まっておりませんのではっきりしておりませんので、今この時点で申し上げるのはち

ょっと難しい状況です。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   確かにちょっと、具体的化してからのところではあるとは思

いますが。会議を通じまして、この本市の課題や、それから、逆に本市の強みを生かし

た雇用の場とか、そういったことが出てくると思います。これ会議をして、それでおし

まいということにもならないように、ぜひ、その実行への意欲というかそういった形も、

非常に力を入れて取り組んでいってもらいたいなというふうに思います。 

  昨日のお話の中でもありましたけれども、市長のほうから、問題を解決していくのに

当たって、本市だけの力ではなくて他市、それから、日本全体の中から連携を引き出し

て、パートナーを探して問題解決に取り組んでいくと、こういったお話もありました。

ぜひそういった形で、何としても解決をするんだという意欲を持って、ぜひこのものづ

くり会議を進めていただけたらなと思います。 

  それでは、③の質問に移らせていただきたいと思います。③であります。 

  県がものづくり地産地消推進会議を設置をしております。アイデアを実現してもらえ

るパートナー探しや会議への参加をする事業をふやす支援など、連携の方法があるので

はないでしょうか、お聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  県の地産地消推進会議、それから、産業振興計画などの仕組みや制度、それと、もの

づくり地産地消・外商センター、あるいは高知県産学官民連携センター（ココプラ）な

どとの連携は、やっていくべきだと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ぜひやっていくべきだということをお聞きをいたしました。
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既にこの県のものづくりの地産地消推進会議の中で、本市の企業が他市のメーカーさん

と協議をして、実際に商品を開発しているという事例も聞いております。 

  またさらに、これは先日の新聞記事もでありましたけれども、震災時の水門閉鎖に安

全策進まずということで載っておりました。このニュースを見たときに、本市の企業が、

水門を自動で開閉できるというシステムを開発していたという事例もありました。既に

本市にもこういう強みを持った、技術を持った業者さんもおるということでありました

ら、この技術をさらに困っている、困難を抱えている地域に紹介していく、こういった

こともできるのではないかということもあわせてご提案をいたしまして、以上で私の質

問を終わらさせていただきたいと思います。 

○副議長（島岡信彦君）   森田雄介君の質問が終わりました。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時３６分 休憩） 

（午後 １時０１分 再開） 

○副議長（島岡信彦君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  次に、１７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   １７番、市民クラブ、依光美代子でございます。通告に

従って、一問一答方式で４項目について質問をいたします。 

  最初に、土佐山田駅舎内の階段について、お伺いをいたします。 

  ＪＲ土佐山田駅は、市民の通学、通勤、通院、買い物などの移動手段として利用をさ

れております。しかし、駅舎内の階段の上り下りに大変苦労している方がふえておりま

す。何らかの対策が必要ではないかと考えます。 

  例を挙げますと、特に足に障害がある方や車いすの方、高齢者の方は年を重ねるごと

に足腰が弱っており、この階段の上り下りが大変厳しくなっております。この階段が上

れないために、汽車を利用したくてもできないという声を聞いております。この方たち

は、高知駅に行くときは、１番線出発の列車のみ乗れるが、高知から帰宅するときは、

多くの列車が２番から３番線に着くので乗車できません。そこでバスに変えております。

バスで高知まで通院すると経費が多くかかり、治療の回数を減らすことになり、病気が

重症化した方もおります。また、リハビリのため通院をしていた方が、階段の上り下り

が難しくなり、現在は高知の病院に入院をしております。そうなると、市の国保財政の

負担が大きくなります。 

  先日、高知へ行くため３番線へ渡ると、階段のところでおばあさんの方に出会いまし

た。おばあさんの横では１人が支え、本人は手すりを持ってよいしょよいしょと上って

おられました。後ろからそっと体を支えてあげました。その方は、おじいさんの見舞い

に行くとのことでした。そのおばあさんは、誰かの介助がないと１人ではこの階段は上

れん、嫁の手を煩わせているので申しわけない。高齢者がふえているのに、この階段は
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何とかならないかと訴えられました。このように、高齢化に伴う不便さや不自由な状況

が増加傾向であります。 

  このことは、高齢者だけでなく若い子育て世代の方も同じ思いをしています。この駅

には特急がとまるので、アンパンマンなどの観光目的で、市外や県外からの観光客がこ

の駅を利用しております。アンパンマン列車に乗り観光に来た親子が、ベビーカーを持

ち子どもの手を引いて階段の上り下り、また、子どもをだっこしてベビーカーを持ち、

両手がふさがり階段の上り下りが大変です。そのお母さんは、まさか特急がとまる駅な

のに、こんなこと考えられないと話をされたと聞いております。 

  これは県外や市外からの観光客だけではありません。市内に住む子育て世代の方も同

じ思いをしております。駅長にも相談しましたが、対策としては予算がなく何もできな

いですが、声をかけていただくとお手伝いしますと言われましたが、それは当然のこと

だと思います。 

  この土佐山田駅は我が町の玄関口であり、観光振興の受け入れ窓口でもあります。人

口約２万７,０００人の町内には、法務局、ハローワーク、美術館、工科大学などの他

の自治体にない公共施設や機関も多くあり、特急のとまるまちです。まちの玄関口であ

るＪＲ土佐山田駅が、高齢者や障害がある方、子育て世代にとって利用しにくいままで

よいと考えますか。外からのお客様を迎える玄関であるＪＲ駅が現状のままでよいので

しょうか。何らかの対策が必要ではないでしょうか。市としての見解をお聞かせくださ

い。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ＪＲなどの公共交通機関も含め公共的施設のバリアフリー化は、今後どんどん進めて

いく必要があると考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   今後バリアフリー化を進めていきたいということでした

が、そうしましたら、住民の声としてこういった意見がありますが、ＪＲ駅に対して市

として何らかのアプローチをいたしましたか、お尋ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   現在までにバリアフリー化等について提案し

た経緯はございませんが、今後何か機会を捉えて、そういったこともやっていきたいと

思っております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   今後機会を捉えてということですが、ぜひこの対策はス

ピーディーにやってほしいです。といいますのも我が町の第 1 次香美市振興計画の中に、
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中心市街地の活性化として、玄関口機能の強化とみんなに優しいまちづくりの推進とし

て「道路や個別施設のユニバーサルデザイン化を促進する等、高齢者・障害者・子ども

連れにやさしいまちづくり、すべての人が集い活動しやすい環境づくりを進めます。」

となっています。また、交通ターミナル機能等の充実として、「ＪＲ土佐山田駅とその

周辺は、市の玄関口機能を担う交流拠点としての位置づけを明確化し、円滑な乗換え環

境を整備する」とうたっております。 

  以上のように振興計画に掲げておりますが、市の玄関口機能として、円滑な乗りかえ

環境を整備する、高齢者・障害者・子ども連れに優しいまちづくり、どこがそのように

なっているのでしょうか。 

  今年が後期基本計画の最終年度です。この計画に基づきどこまで実行する予定か、お

尋ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   玄関口ということで土佐山田駅のバリアフリ

ー化というのは重要だと考えておりますが、ＪＲ四国に限らず鉄道各社もバリアフリー

化に取り組んでおりまして、乗降客の多い、５,０００人以上でありますとか３,０００

人以上の駅はバリアフリー化が進んでいるようなところもありますが、小さい駅につい

てはなかなか手が回っていないというのが現状です。 

  特にＪＲ四国につきましては、ＪＲ各社、６社ありますけれども、その中でも特に財

政状況が悪くて、高知駅とか大きな駅はバリアフリー化できておりますけれども、小さ

な駅はなかなか手が回っておらないという状況です。 

  そんな中で先ほど議員がおっしゃいましたように、２・３番乗り場でおりなければな

らない列車も多いわけですが、そんな中でも乗り場の使い分けについては一定考慮がさ

れておりまして、例えば特急列車を例にとりますと、以前は下りが１番、上りが２番と

いうことで入線する場所が決まっておりましたけれども、その乗り場の運用が現在可能

な便については、上り列車であっても１番ホームにとめるといった、跨線橋をなるだけ

渡らなくて済むような工夫は一定されておるようでございます。 

  同じように下りの特急列車が入線してくる場合は、発車待ちの下りの普通列車は３番

乗り場になっておったけど、以前は１番乗り場に入っていた下りの特急列車を２番とか

に入線させて、利用者の多い普通の下り列車は１番ホームにとめるとかいったこともさ

れており、なるだけ使いやすいような方法はとられておるというふうに感じております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   使いやすい方法を工夫されてるというけれど、その中で

も現実的に困っている市民がふえてる。そして、この振興計画の中にも掲げてる。そう

したとき、市として何らか対策を考えていくべきじゃないですか。その辺はどのように

お考えでしょうか。 
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○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   本格的なバリアフリー化にするためには、エ

スカレーターとかエレベーターの設置、駅舎の改築などが必要になろうかと思いますが、

物理的なスペースがないなどの構造的な制約もあろうかと思います。 

  現状のままでエスカレーターの併設あるいはエレベーターの新設が困難ということも

考えられます。 

  近年では後免駅とか高知駅もそうですけども、鉄道駅が橋上駅舎とされることが多く、

その場合は駅舎と跨線橋が一体化したものになるわけですが、将来、駅舎の改築とかバ

リアフリー化を計画されている場合は、県や市、国とかの資金面での補助、援助を求め

られる可能性はあると考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   将来その駅舎の改築だとかそういうときには、資金援助

の可能性も考えられるというけれど、そうじゃなくって今の現状があるから、やはりこ

ちらからＪＲへ相談をかける、アプローチしていくという、その姿勢が大事ではないで

しょうか。 

  そして、それだったら計画へもうたわれませんよね、何のために計画にうたってるん

でしょうか。そういうことも視野に入れてると思うがです、あの現状を見たときに。 

  そして、今回新しく出た過疎地域自立促進計画、この中にも新たにうたってますよ、

この駅のことを。乗りかえの充実ということで、平成２８年度からということで。それ

もご存じないということでしょうか。その辺、再度答弁をお願いいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   バリアフリー化につきまして、ＪＲ四国は民

間企業でございますので、直接市が改築とかエレベーターの設置とかいうことはなかな

か難しいかと思いますし、鉄道各社は本当にバリアフリー化を徐々に進めてはおります。

そういったところに国の補助とかも当たる部分もあろうかと思いますし、土佐山田駅が

改築するということで支援を求められるといった場合には、検討もできるかと思います。 

  また、そのＪＲ四国にそういった要望が多いということは、またお知らせしていきた

い、相談していきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   相談があればという形でなくってやはりこの現状がある、

そして計画の中にもうたっているし。やはりこの香美市の表玄関ですよね。そこがそう

いう状況になってるということは、市が黙っておらずやっぱりアプローチしていかない

かん、いかなければならないと思います。 

  市長はこの現状をどのようにお考えでしょうか、見解をお聞かせください。 
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○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   依光議員の土佐山田駅のバリアフリー化について、お答え

をしたいと思います。 

  もう、おっしゃられるようにまちの玄関でございまして、そうした点でお願いもさせ

ていただいたりして、一層この駅が皆さんに親しまれるような駅になることが、非常に

大事なことだと思ってます。 

  そのためには、やはり高齢者とかあるいは障害を持たれた方が、使いやすい駅になる

ことが非常に大事だというふうに思っています。 

  市としましては、この駅につきましては、北からも入れるような、あるいは使えれる

ような駅舎につきまして、懇談の中ではお願いを差し上げているところでございます。 

  しかしながら、今申し上げました、答弁がありましたように、なかなか会社としては

そこまでいかないんだというようなお話もありました。あるいは、公共的な施設をそこ

に加えてやるような方法もどうだろうかというふうな提案もいただいたりもしましたけ

れども、なかなか大きな負担が逆に市のほうにかかってくるということも明らかになり

まして、具体的な動きができてなくて大変残念でありますけれども、いずれにいたしま

してもバリアフリーは必要だということは、それぞれが認識をいたしておりますので、

そうした点で、今後もＪＲのほうには申し込みもさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

  また、その中で国や県、あるいは市が応援をすればできるということになれば、積極

的に検討させていただきたいというふうに考えております。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   ぜひ、そのような申し入れをするという、こういう声が

あるということを市として声を届けていく、そこでまた市として支援ができるところは

していくという姿勢がとても大事になろうかと思いますので、引き続きよろしくお願い

申し上げます。 

  それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

  女性防災組織づくりについて、お尋ねをいたします。 

  今年の３月１１日で東日本大震災から５年が経過します。連日、報道では、災害時の

被災地の様子などが取り上げられております。あの災害時の教訓を忘れてはなりません。

災害時には、高齢化に伴い支援を必要とする要支援者がたくさん発生することが考えら

れます。弱者と言われる高齢者、障害者、子ども、女性に対する対応は、女性のきめ細

やかさが求められております。 

  特に、避難所運営に関しては女性の視点が大切です。災害時に備え女性の防災力の育

成が重要となります。 

  平成２５年度より、高知県による防災士養成講座が行われております。本市には何名

の女性防災士がおりますか。せっかく資格を取得しても日ごろのつながりがなければ、
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いざというときに連携もできません。女性の防災力を高め、いざというときに担い手と

して力を発揮できる仕組みづくりが必要です。 

  昨年、議会でこのことについて質問をすると、女性の視点を生かした防災活動の仕組

みづくりを検討したいと答弁がありました。 

  平成２８年度はどのようなことを計画しておられますか、お尋ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   依光議員のご質問にお答えします。 

  現在、香美市には１９名の女性の方が防災士の資格を取得されております。 

  災害時にはこの方々が先頭に立ち女性の視点を生かし、避難所等において積極的な支

援活動を行っていただくことが大変重要であるという考えに変わりはございません。 

  そこで、平成２８年度には１９名の方が一堂に会する機会を設けまして、防災対策に

女性の声を反映させる必要性等の趣旨説明を行いたいと考えております。 

  また、防災活動の拠点となる仕組みづくりについてご意見等をお聞きし、構築に向け

た取り組みを行いたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   そして、この防災士には平成２５年度以前から、市とし

て養成講座へ募集をかけてやってきたと思います。この平成２７年度の講座修了後、本

市では防災士は何名いらっしゃいますか。 

  そして、職員の防災士は男女各何名おられますか、お尋ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  現在、香美市には１４１名の方が防災士の資格を取得されております。 

  なお、香美市職員の防災士は、男性３名となっております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   男性が３名ということで、女性がいないということです

ね。 

  防災士を取得をした職員さんは防災対策課の職員ですか。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   防災対策課の職員もおります。その他はちょっと確

認をしておりませんので、申しわけございません。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   この防災士が一挙にふえたような感じがします。大変う

れしいことだと思います。防災意識の高まり、そういうものを感じます。 

  せっかく防災士の方がたくさんいらっしゃる。そのままでは、その力を生かすことに
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ならないと思うがです。今後この防災士の方々とどのような連携や活動を考えておられ

ますか、お尋ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  防災士を取得された方には、自主防災組織に加入されて地域の防災活動に加入されて

いる方もおられると思いますが、中には自主防災組織に加入されていないという方もお

られると伺っております。 

  習得された技術や知識を活用しないのは大変残念であると思いますので、今後は自主

防災組織への加入を手紙等で促し、その技術や知識を地域の防災力の向上につなげてい

ただくようお願いしてまいりたいと考えております。 

  また、県など関係機関が主催する講習会等への積極的な参加をホームページ等で呼び

かけて、相対的なスキルアップを図り、地域のさらなる防災力の向上につなげていきた

いと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   そうですよね。せっかく防災士を取られても、自主防災

の組織に入ってない方がおいでる。そこに対して、課長が今言われたように働きかけて

いく、それは絶対大切なことですので、やはりせっかくの力ですので巻き込んで、そし

て、こういうともに研修であったり訓練をすることで、また、その人の意識が高まりと

いうことにつながっていきますので、ぜひそれは続いてお願いしたいと思います。 

  そこで市長にお尋ねをしたいんですが、その職員が３名しかいないという状況、行政

として市民に防災士の受講を勧める立場でありながら、職員の防災士は男性３名のみで

女性が１人もいないということで、災害時には職員は率先して力を発揮していかなけれ

ばなりません。せめて、各支所に数名はおるべきではないでしょうか。この現状を市長

はどのように受けとめておられますか。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   依光議員の防災士のお話に対しまして、お答えをしたいと

思います。 

  大変よいご指摘をいただけたというふうに考えております。ぜひとも女性職員にも防

災士の資格を取るような形のものを考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。本当にありがとうございます。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   ぜひ女性のほうにも、そして、男性職員さんも３名では

ちょっと少ないと思いますので、男性職員にもぜひ積極的に働きかけをお願いしたいと

思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 
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  ごみ削減について、お尋ねをいたします。 

  ごみの削減は私のライフワークの１つです。誰かが言い続けることが大事だと思って

おります。その言い続けることが、この３市で１人当たりの排出量が香美市が一番少な

い、それにもつながっていると私は１人で思っております。 

  それでは、質問に移ります。 

  本市のごみ行政に関する経費は、毎年約４億円弱の出費が続いております。もったい

ないと思いませんか。ごみ削減には、常に３Ｒを基本に位置づけての取り組みが重要で

す。しかし、行政だけでは効果は上がりません。いかに住民を巻き込み、ともに協力す

るかで、年間数百万円の経費を軽減することが可能です。住民参加、住民参加と声高に

言われてきましたが、そこに至ってはいません。 

  今回策定された香美市過疎地域自立促進計画を見てうれしく思いました。その計画の

４．生活環境の整備の項目の中に、廃棄物処理としてごみ処理について書かれておりま

す。ごみの３Ｒ、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利

用）、この３つをごみ処理行政の中心課題として位置づけ、市民とともに新しいごみ処

理システムづくりを推進していくと掲げています。 

  やっと市民を巻き込んだ取り組みが始まると思うとわくわく感があります。大変期待

をしておりますが、市民とともに新しいシステムづくりとは、どのようなことを考えて

いるのかお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   ３Ｒの推進についてお答えいたします。 

  ３Ｒの推進に向けた行動を率先しなければならないことから、行政としてはコピー用

紙の両面使用やグリーン購入を実施しております。市民、事業者、行政の協働の取り組

みとして、食品トレイ、牛乳パックなどの店頭回収等へのリサイクルへの協力店の拡大

を図ることや、リサイクルを推進するためのフリーマーケットの開催などを検討してい

きたいと考えております。 

  また、効果的な広報活動も推進を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   フリーマーケットをやっていかれるということですが、

フリーマーケット以外は従来からずっと取り組んできたことですが、それがこの市民と

ともに新しいシステムづくりということでしょうか。 

  そして、そのフリーマーケットはどんな形でやるかをお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   フリーマーケットの開催等につきまして、ま

だ具体的なことは決まっておりません。検討していくということでございます。 

  システムづくりということでございますけれども、システムと言いますとちょっと大
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げさにも聞こえるかもしれませんが、まず、３Ｒについてちょっとおさらいをしておき

たいと思いますが、先ほど議員のおっしゃったとおり、３Ｒというのはリデュース、リ

ユース、リサイクルの３つのＲの頭文字をとった言葉で、ごみを減らすための環境行動

をあらわすキーワードということでございます。 

  これに最近ではリペアとかリファイン、直すとか分別などを加えて、４Ｒとか５Ｒと

かいう言葉も使われておるところです。 

  この１つ目のＲ、リデュースにつきましては、ものを大切に使いごみを減らす、発生

抑制ですね。それと、例としては必要のないものは買わない、もらわないといったこと

や、買い物にはマイバッグを持参するといったことでございます。 

  ２つ目のリユースといえば、使えるものは繰り返し使うということで、例としては詰

めかえ用の製品を選ぶとか、要らなくなったものを譲り合うとかいったことになります。 

  そして、３つ目のリサイクルというのは、ごみを資源として再び利用するということ

で、例としてはごみを正しく分別する、あるいはごみを再生してつくられた製品を利用

するといったことになります。 

  システムといいますか方法として、これらの３Ｒの考え方、方法について、できるだ

け多くの機会を捉えて市民の皆様に、先ほど議員がおっしゃられたように言い続けると

いいますか３Ｒし続ける、３ＲのＰＲをし続けるといいますか、そういった形で広く市

民の皆様にご協力をいただける方法をとっていきたいと思っております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   ３Ｒの説明をご丁寧にしてくださったんですが、それは

十分わかっております。そしたら、この表現の仕方をもう少し変えたらよかったですよ

ね。新しい、何か新しい、市民とともにって言うから、今までなかったから私も大変期

待をして楽しみにしておりましたけれど。そしたら、そういうことをし続ける、言い続

ける、活動を続けるということが大事ですので、お願いをしまして次の質問に移らさせ

ていただきます。 

  前議会でもごみ削減の質問をしました。その中で最後のほうで、ごみ削減に向けて３

市で連携し、この香南清掃組合議会の３市が連携して、さらなるＰＲを努めていくと答

弁がございました。平成２８年度には、連携とはどのような形を計画しているのか、お

尋ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  １２月議会で答弁したばかりということでございますが、平成２８年、今年になって

１月開催の３市の協議会では、３市のごみ袋の共同購入や現在建設中の新処理場に関す

る議題とされました。平成２８年度以降の取り組みにつきましては、次回以降の検討と

なり、現段階では具体的な取り組みは計画しておりません。 
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  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   現在まだ次回を考えていないということですが、せっか

く議会があって１月の協議会があれば、その協議事項の中に入ってなくても最後にその

他がありますよね、その他の中で来年度に向けてこういう取り組みをしようという呼び

かけをする、それぐらいの気構えが必要ではないでしょうか。議会で答弁をしてるがで

す。答弁をしたら、その答弁に対しては責任を持ってください。言いっ放しではいかん

がです。 

  それともう１点は、平成２８年度から組織の再編成がありますよね。変わるんですよ

ね。そうしたときに申し送りをきちっとして、そこへのレールづけ、それを最低限して

から移行するというようなことがとても大事ではないかと思いますので、お願いをいた

します。 

  それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

  ごみ削減に効果を発揮する生ごみ処理容器購入補助制度について、質問をいたします。 

  この可燃ごみの削減は、住民一人一人への意識をほんの少し変えるだけで可能です。

押しつけでなく楽しみながら取り組んだ結果ごみが削減できた。そんな取り組みができ

るのが、この生ごみ処理容器購入補助制度だと思います。 

  さきの議会答弁で、これらの生ごみ処理容器の使い方は簡単なものですから、利用者

の皆さんは使い方を周知しているものと思われると言われましたが、使い方を周知した

から普及したのです。近年そういうことをしないから、停滞しているのが現状でありま

す。 

  この補助制度は、旧土佐山田町時代に生ごみを活用した堆肥で婦人会さんが中心にな

り、プランターで花を育て、工科大学開学時に学生を迎えるセレモニーに使ったことが

きっかけで、この補助金の利用者は増加しました。 

  そして、平成１３年度からは、ごみの分別が５分別から１３分別に変更しました。そ

の時期に生ごみを堆肥にすることに力を入れ、補助制度利用促進の啓発を行うことで、

可燃ごみは大きく減量しました。 

  本市では多くの畑があり、家庭菜園を楽しむ方もふえております。これの利用により

生ごみを大きく減量ができます。啓発が重要なポイントであります。近年、生ごみ処理

容器購入補助制度、コンポストやぼかし容器などの利用者が少ない状況が続いておりま

す。特に生ごみの削減は、この補助制度の利用者をふやすことで可能であり効果も上が

ります。そのためには、コンポストやぼかし容器の活用方法や補助制度について、積極

的な周知や推進が必要ではないですか。見解をお聞かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   生ごみ処理機の利用方法、よくわからないと

いうこともあろうかと思いますので、その利用方法もわかりやすい方法でＰＲ、補助制
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度とともにＰＲしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   よくわからないという声に対して、早速そういうように

対応してくださるということでございます。ぜひそのマニュアルづくり、もうずっと以

前から言ってますが、担当課がいなかったらわからないということでなく、まして、こ

れから課が再編されます。そうしたとき大変危惧をするわけです。それもあって私はた

びたびするわけです。課が変わっても、それさえあれば皆さんが統一してできる。そう

いうことが大事だと思いますが、マニュアルに対してはどのようにお考えでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   問い合わせ等に対応できるマニュアルという

ことになろうかと思います。その利用の仕方等、マニュアルという形になるかどうかは

わかりませんが、見てわかるものを整えておく必要はあると考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   ぜひマニュアルづくりをしてください。 

  それと、せっかくのこれです。転入者であったり、自治会長さんに渡しているごみ分

別の手引き（資料を示しながら説明）、とってもこれいいし、ホームページにもわかり

やすく載ってます。これすばらしいあれだと思います。ほんで、新年度かわったとき各

自治会長さんにとか、それから、この次、行政連絡会ありますよね。そのときなんかに

なくなってる方、昔のを持ってる方ありましたら、新しいのがありますからということ

で、ぜひその声がけ、それをお願いしたいと思います。 

  そのときにもう１点です。そのごみ処理容器のことです。この推進をするとごみの減

量がかなりできます。しかし、残念ながらこれには全くそのことに触れられてません。

ここにせっかく３Ｒを基本ということで書いてます。リサイクル、ごみの再資源化、こ

こです。生ごみは、それこそ堆肥に変えて再資源化として活用するがです。そして、リ

デュース、ごみを減らす。堆肥として使うことで、ごみを減らす役割は大きくあります。

こういうせっかくの貴重な資料があるから、もう１ページここへ足してください。これ

と一緒に、ぺら１でもいいじゃないですか、ちょっとつけるっていう、そういうことが

できないものでしょうか、お尋ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   今できておりますその手引き、ごみ分別の手

引きにすぐ載せられるかどうかは別としまして、そういうことは可能だと思いますので、

今後検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 
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○１７番（依光美代子君）   ぜひ、つけるということで進めていってほしいです。 

  そして、課が再編されて移行するんですが、その引き継ぎということで少し心配をす

るわけです。そうしたときに、その３市での連携してさらなるＰＲ、４月になればひょ

っと課長が環境上下水道課へ行ってやるようになるかもわかりません。そうであれば大

丈夫ですが、けどそれはわかりませんよね。そうしたときに引き継ぎをきちっとしてい

くこということが大事ですが、その辺の引き継ぎはどのようにお考えでしょうか、お聞

かせください。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  環境班は別の部署に行くわけですけれども、職員は一定なれたといいますか熟練した

職員が全員、異動がありますのでどうなるかわかりませんけれども、当然今まで環境行

政に携わってきた者も異動、一緒に行くかと思いますのでその点はあんまり心配してお

りませんが、その引き継ぎにつきましてはしっかりとやっていきたいと思っております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   担当が行くから心配はしてないと職員に絶大なる信頼を

してということでとても大事なことだとは思いますが、ぜひこの議会で答弁したこと、

それから計画にのってること、これはきちっと書き物にして引き継ぎをしてください。

とても大事なことですので、そういうことができますか。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   可能です。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   可能ですということで、可能でなくしますとお願いした

いと思います。 

  それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

  図書館の活用について、お尋ねをいたします。 

  最初に、ちょっとお断りしておきます。私が資料の提出期限を勘違いしていたので資

料を皆さんに配付することができませんでしたので、担当課にはお渡しをしましたので

お許しをください。 

  この図書館の活用ですが、これからの図書館の新しいサービスとして、医療・健康情

報サービスと外貨を稼ぐための雑誌のカバーを活用したスポンサーを募る、そういうこ

とができないかについて、質問をいたします。 

  最初に、新たなサービスとはどのようなものかについてですが、これまでの図書館は、

住民の知る自由に対し資料や施設を提供する場でありました。しかし、これからの図書

館は、資料だけでなく情報を提供し発信する情報発信基地局の役割と、地域の課題に着
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目したサービスが求められております。 

  先日、社会教育の研修会で学んだことですが、土佐清水市の取り組みです。この土佐

清水市では、地域の課題に着目した取り組みをしております。この地域の課題とは、全

国どこも高齢化により医療費の増大が、自治体にとって大きな財政負担となっているこ

とです。この解決策として、従来は医療・保健・福祉の連携でしたが、土佐清水市では、

図書館も含めた連携を開始しています。市民が利用する図書館を活用して、市民一人一

人の健康づくりの意識をどのように醸成させればよいかという着眼点から、図書館に専

用コーナーを設け、そのまちの健康施策や医療・健康情報サービスを設け、そのサービ

スが開始をされております。 

  この地域課題に着目した図書館サービスということで、このサービスは２００４年か

ら始まっているそうです。５年に一度調査をしておりまして、２０１４年度の調査結果

ですが、この調査は２０１３年の１１月１５日から２０１４年１月１５日の間に、全国

の１,３５５の図書館に調査をかけました。回答は９１６館で回収率が６７.６％でした。 

  ２００８年以降には、年間１０以上の自治体がこのサービスを開始をしております。

あなたの図書館で健康・医療情報に関する資料を図書、雑誌、パンフレットなどを集め

配置し、コーナーをつくる予定はありますかというところで、実施済み、実施予定、検

討中というのは、約３０％近いところがそういうあれを出しております。 

  そして、実施をしたいろんな項目、たくさんの項目がありますが、実施してどうであ

ったかということでサービス実施の効果としては、利用者のニーズが把握できた、医

療・健康情報分野の選書の基準が明確になった、レファレンスが案内しやすくなった、

地域に対して貢献ができた、外部に対しての図書館のＰＲができたととてもいい結果が

ここに記されております。 

  そして、がんの冊子については、本当にたくさんの方から、利用者から信頼され、大

変喜ばれているというような声が上がっているということで、そして、高齢化とともに

病気に、やはり余病併発となるので、それのときにすごく参考になったというような声

がたくさんここに上がっております。 

  この取り組みも２００８年以降から急激にふえてくるような状況であります。しかし、

高知県下ではまだまだこの取り組みがおくれており、２００９年に県立図書館がこのサ

ービスを始め、２０１０年に土佐清水市が開始をしました。 

  先日、２月２０日の社会教育実践交流会で土佐清水市の取り組みを学び、ぜひとも香

美市でも取り組みが必要と考えました。 

  土佐清水市がなぜ始めたかと言いますと、突出している高齢化率に着目し、その時点

では高齢化率は３９.２％、現在は約４３％で、県内１１市の中で最高であります。医

療費や社会保障の負担が大きくなっており、行政の立場からも、住民の健康を守ること

は自治体の重要な役割の１つと考え、図書館から執行部に提案を行い、図書館のほうか

ら執行部のほうに、土佐清水市のほうでは提案をして始めたそうです。関係機関にも働
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きかけ、医療・健康情報サービスを開始したそうです。 

  本市も土佐清水市と同じく高齢化率が高く、それに伴い医療費を押し上げております。

そして、何より市民の健康を守ることは、行政の重要な役割の１つであります。 

  今回のＫＤＢ等の分析によりますと（資料を示しながら説明）、本市の平均寿命は男

性では７９.２歳、女性では８４.６歳です。また、自分のことが自分でできる健康寿命

は男性が６４.６歳、女性が６５.６歳ということですが、このように差があります。平

均寿命と健康寿命の落差は、男性で約１５年、女性で１９年間の差異があります。その

間は何らかの障害があり、高齢者が寝込んでいる状況が分析をされます。 

  その結果、香美市では１人当たりの医療費が全国より５,４３５円高く、入院費は全

国の１.４２倍です。そして、介護給付費は全国より１万３,８０３円も高くなっていま

す。こういう現状があります。市の財政を圧迫するようになります。 

  この高齢者の健康寿命をいかに延ばすかが市民の幸せにつながります。その結果、市

の財政負担を軽減できます。市はこのＫＤＢ等の分析をもとに、課題に特化した保健予

防事業などに取り組むことが重要であります。 

  その事業とあわせて図書館を活用した健康づくりはできないか。誰もが避けて通れな

い健康問題について、健康や病気に関する基本書や入門書、闘病記、医療、健康情報な

どを１カ所に集約した専用コーナーの整備ができないものでしょうか。 

  そのコーナーがあれば、検診などで異常が見つかったときや何らかの病気の疑いがあ

るときなどは不安です。そんなとき、なかなか行政へ聞くこともできづらく、このコー

ナーに行くと病気の概要や基本的なことがわかると心の負担が軽減できます。また、予

備知識を得ることで、不安や疑問も軽減されます。 

  その専用コーナーに予定している闘病記は、従来でしたら、本の内容により同じ闘病

記であっても、文学であったり伝記として分類をされておりましたが、このコーナーが

あることで１カ所に集約させることができます。来訪者に選びやすくなります。がんな

どになったとき、同じ病気になった方の闘病記を読むことで、孤独感の軽減や共感が生

まれます。また、自分がつらいとき、他人のことを知ることで自分は１人ではないと、

心強く思えるなどの効果もあります。 

  図書館に医療・健康情報サービスの専用コーナーを設けることができないか、お尋ね

をいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   現在、市民の関心は健康、病気の予防、介護、

医療分野の情報提供の要望が高まっていることは、議員指摘のとおりでございます。 

  このことを踏まえまして、先進事例の調査研究はもとより新たに分類分けしたコーナ

ーに関連書籍を集約し、レファレンスサービス、これは図書館利用者の相談に応じ、必

要とする資料や情報の提供をし、学習、調査、研究の支援するサービスのことです。こ

のサービスの充実の検討と、国内で年間新刊発行点数は７万から８万点に及んでいるこ
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とから、市民ニーズに合った本を購入する図書司書のスキルを高めていかなければなら

ないというふうに考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   それに対応するためにも、その図書の司書の資質を高め

ていかないけないということで、そしたらこれはできないということで、ちょっと答弁

を私がよう理解しなかったので、再度お願いをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   できないという、何ができないという質問です

か。 

  コーナーの設置は、答弁で申し上げましたとおり、新たに分類分けしたコーナーに関

連図書を置くような検討という答弁をしましたけど、はい。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   ありがとうございます。そこのところを聞き抜かってお

りましたので、失礼をいたしました。 

  そしたら、次の質問に移らさせていただきます。 

  雑誌カバーを活用して、広告スペースができないかということでお尋ねをいたします。 

  図書館には多くの月刊誌、雑誌があり、市民には人気のあるコーナーです。その雑誌

の新刊にはカバーをかけております。そのカバーを広報スペースとして活用し外貨を稼

ぐ、雑誌スポンサー制度があります。今、こういうことです（資料を示しながら説明）。

雑誌には、新刊にはこういう透明のカバーがかかっています。ここへ広告を募るという

ことです。募ることによって外貨を稼ぐ。その広告ですが、広告はこのスポンサーにな

ったところが持ってくるというようなことで、職員の手を煩わすものではありません。

で、表にはそのスポンサーの名前、裏にそのスポンサーの会社であり、個人は対象とせ

ず企業とか商店などを対象にしてやるんですが、こういうものはそのスポンサーとなっ

たものがつくって、図書館のほうへ持ってくるというような取り組みです。 

  １年間の雑誌の購入費を寄付をしていただくという方向で、そして、そのスポンサー

になったら、その方が購入費を商店のほうに直接お金を支払って契約をする。商店から

図書館に本を納入する。その本に対して、スポンサーが広告をつくってきたものを提出

して、それへ挟み込むというような事業であります。 

  その募集については、広報やホームページに掲載、そうして広報やホームページで募

っていきます。 

  今、本市では封筒への広告でスポンサーを募ってやってますよね、ああいう形になろ

うかと思います。これからの自治体はみずからが働きかけ、外貨を稼ぐことが必要では

ないでしょうか。県内では宿毛市と土佐清水市が導入をしております。 
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  このスポンサー制度で浮いた資料費があれば、それで新しい雑誌をふやすこともでき

ます。雑誌カバーを広告スペースに活用することを取り入れることはできないか、お尋

ねをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   現在、当図書館では最新号の雑誌にのみ雑誌カ

バーをかけております。特に最新号は人気があるので、雑誌カバーを広告媒体とするこ

とは効果が高いというふうに考えます。 

  議員のお示しのとおり、現在、雑誌スポンサー制度としまして２通りの方法がござい

ます。それは、スポンサーに雑誌の年間購読代金を負担してもらう方法と、一定期間の

広告掲載料をお支払いしていただく方法です。 

  ただしかしながら、図書館にとって図書費の増加につながりますが、一方ではスポン

サーの確保の問題、掲載効果が薄いため取りやめなど課題もあることから、慎重に調

査・研究していかなければならないというふうに考えます。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   その両面の効果で、メリット、デメリットがあろうかと

思いますが、やはりその外貨を稼ぐというか、本の予算というのは大変なことだと思い

ますが、ぜひ引き続いて研究、検討をお願いをいたしまして、私の質問を終わらさせて

いただきます。 

○副議長（島岡信彦君）   依光美代子君の質問が終わりました。 

  暫時、２時１５分まで休憩します。 

（午後 ２時０１分 休憩） 

（午後 ２時１４分 再開） 

○副議長（島岡信彦君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  次に１６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   １６番、比与森です。通告に従い一般質問を行います。 

  初めに、法光院市長に、市政運営についてお尋ねいたします。 

  ２年前、４人の候補による激しい香美市においての初めての市長選挙、この前のよう

な気持ちもある一方、もう２年になるのかという思いもございます。平成２６年４月に

新市長として初登庁されて以来２年、任期の中間点を迎えようとしています。法光院市

長に当時の新聞記事をひもときながら、今後の市政運営の意気込みをお尋ねしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

  香美市ホームページ市長の挨拶では、「「輝き・やすらぎ・賑わいをみんなで築くま

ちづくり」を基本理念とし、進化する自然共生文化都市を目指し、行政と市民の皆さま

が協働して振興計画に基づいたまちづくりに取り組んでおります。」と平成２６年４月
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９日掲載、この日は初登庁の日ですが、その日付で述べられています。２年が経過した

今も、市長の政治信条として何ら変わっていないことを信じるところでございます。 

  厳しい財政状況の中、この２年間には国内外でさまざまなことがございました。地方

行政も平たんな道ではなく、地方創生への取り組みも現在ほど言われてなかったと思い

ます。 

  政治は結果責任だと思っています。何を言ってきたかも大切ですが、何を残したか、

その足跡こそ大切だと思っています。市長が日ごろよく言われる言葉は、香美市民の安

全・安心のまちづくりでございます。失礼かとは思いますが、私自身はこの２年間の取

り組みに対し一定の評価をするところであります。 

  以上述べまして、１点目として、市長ご自身、この２年間をどのように評価されてい

るか、ご自身のことなので難しい、照れくさい部分もあろうかとは思いますが、自己採

点すれば何点をつけられるのかお尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   比与森議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  この２年間、議会の皆様方には本当に未熟な市長でございますけれども、支えてきて

いただいたということで、大変ありがたく思っておるところでございます。 

  今お尋ねの点数をつけるなら何点というようなことでございますけれども、学生時代

から余りいい点数をとったことがございませんので、この際思い切って、自己評価でご

ざいますので高い点数をつけたいと思うわけですけども、つけますと皆様方に失笑をい

ただくというようなことになりますので、点数をつけるのは大変難しいというふうに思

っております。ただ、私にもし担任の教師がいて評するとすれば、頑張ったことはわか

る。わかるがもっと頑張らんといかんと、これでは志望校に合格はできんぞとこう言わ

れるんではないかと、そのあたりの点数ではないかなと思っております。まだまだとい

う思いでございますので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   なかなか点数を自分でつけにくいということで、自分た

ちが小学校時代には、小学校でも通知簿は５点評価で１から５まで、今の通知簿は何で

すかね、「がんばりました」「よくできました」「もう少し」ですかね。何かそういう

答弁だったかなというふうに受けとめて、次の質問に移りたいと思います。 

  これまでの市政運営に当たりまして、反省点と今後の対策への考えを順次お聞きいた

します。 

  ①、地域産業についてでございます。 

  ２年前の高知新聞報道では、市長は、「農林業は国や県の施策に合わせてしっかり支

える。農協や森林組合など関係団体と話し合い、必要な施策をスピード感を持って行う。

地元木材を使った住宅建設を支援するなど、地域で経済を循環させる。」と述べられて

います。 
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  秋ノ谷には香美森林組合繁藤ストックヤードが完成し、物部森林組合大栃ストックヤ

ードとともに、香美市木材の流通に関し少しは追い風が吹き始めたなというような思い

もしていますが、地域産業の振興について、これまでの反省点があれば反省点も含め、

今後のビジョンといいますか対策といいますか、お尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   産業振興、そして人口問題、子育て、いずれの課題も大変

難しい課題であります。しかし、事業効果があるというふうに判断した場合は、積極的

に対応するという姿勢は堅持してきたというふうに思っておるところでございますが、

しかしながら、効果があると思ってもなかなか思ったほどにあらわれない。それから、

なかなか動きがつくれないというのが、もう実感であります。それにはそれぞれの要因

があったり原因があったりするわけでございますので、そのあたりにつきましてはやっ

ぱり関係の皆さん、市民の皆さんにお聞きをする、耳を傾けることが一層大事になって

いるんじゃないかなというふうに思っております。 

  限られた予算、財源の中での事業でございますので、議会の皆さんにも丁寧にお諮り

をしながら進めていく。しかしスピード感を持ってやるという決意には変わりはござい

ません。そういう立場で今後も取り組みを進めていきたい、さらに強化をしていきたい

というふうに思っております。その強化の中では、やはり経済を重視をする取り組みを

行っていきたいというふうに思っているところです。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   よく最近「ものづくり」という言葉を市長は述べられま

すが、この後もし、ものづくりについての思いが答弁の中で出るようでしたら結構です

けど、もしそれがなければここでお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   今まで安心・安全、そして活力のある香美市を、元気な香

美市をということを訴えてまいりましたし、その線に沿って取り組みを進めてまいりま

した。その安心・安全という部分におきましては、事業を完成させたり、あるいは懸案

の事業につきましては着手ができたものもございます。一定その部分については前進も

してきたんではないか。市民の皆さんのご協力もありました。自主防災組織についても

７２％から９４％へと上がってくる。千頭会長さんには本当に力を注いでやっていただ

いたということもありまして、そういう結果を得た。本当に支えられて、その部分につ

いては前進をしてきておる。ただ、まだやらなきゃならないこともありますので、その

部分はありますけれども、後段の部分のやはり活力、元気というところが、今後力を入

れていかなきゃならないところだと思っております。 

  それには今まで木材の活用の問題であるとか農林業という中で、一定取り組みもして

まいりました、後継者問題もやってまいりましたけれども、今後はやはり人口が減少す

るという中で、幾らよいものをつくっても消費者も減っていく。そういう中では、今ま
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でどおりの収入、外貨が稼げるかどうかということについては、安心してはだめで新し

い価値を加えていく、新しい外貨を稼ぎ出すということに力を入れなきゃいけない、そ

のためにはものづくりが大事になってくると。 

  ものづくりにつきましては、この香美市は幸いにして非常にすぐれた歴史を持ってお

りますし、またそういう意欲を持った方もおられますし技術もあります。そして、私た

ちのまちには工科大学という、本当に知恵の存在もあります。そして今、尾﨑知事が本

当に道をつけてくださっております。産業振興の道があります。外貨を稼ぐ道をつくっ

ていただいておりますので、私たちはものづくりという切り口で取り組みを進めていく

中で、県とも複合しながら、やはり活力のあるまちづくり、地域の経済を回せるような

ところまでぜひともつくっていきたいと。少し県下の中ではまだ弱いんではないか、知

事の進めている産業振興の中では少し後ろのほうを走っているような気がいたしますの

で、その点で前も走れるようなものをやっていきたいというふうに思っておるところで

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   県の産業振興計画ともタイアップしながら今後の市政を、

産業振興についてまた取り組んでいただきたいということで、次の質問に移ります。 

  ②、人口減少についてお尋ねします。 

  この件につきましては同じように２年前の報道では、南海地震を見据え地盤が安定し

ている地の利を生かし、土地の利用状況を調査し、市街化調整区域の範囲を定めた都市

計画を家が建てられるように検討し直すと述べられていますが、人口減少についてどの

ように今後お考えかお聞きいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   さきに高知新聞でも報道がありました人口の移動の問題に

つきましては、５年間の調査でございまして、数字では１０人マイナスというふうな数

字でありましたけれども、現在ここ最近の数字では比較的、香美市で見ると少し数字が

よい数字、人が入ってきている数字があらわれてきております。ですから、やはり外か

ら入ってくださる方が入りやすい環境をつくっていくというのが１つあろうかというふ

うに思っております。 

  また、子育てがしやすい環境をつくっていく。きょうもさまざま質問がございました

けれども、本当にそういうところを丁寧にやっていかなきゃいけない。お母さんお父さ

んたちが安心して子どもを育ててくれるまちなんだと、育てれるまちなんだということ

を実感をしていただけるような行政、そしてまちにならなきゃならないというふうに思

います。そういう点を頑張りながら、人口の増へつなげてまいりたい。 

  そして、やはり健康寿命のお話もありましたが、やはりここで暮らしてきている方が

最後を元気に、そして、充実して過ごせるような取り組み、いろんな提案をいただきま

した。これらを本当に総合的に考えることによって、人口ができるだけ少なくなること



 

－60－ 

を抑え、やがては反転してふえていくような形にしていきたいというふうに、その基礎

をつくっていくことが非常に大事だというふうに思っております。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   現在議会では、定住人口増加促進特別委員会におきまし

て、農地取得の下限面積について協議を進めてきたところですが、この下限面積の見直

しなど、この議会の定住人口増加促進特別委員会で進めていますその方向性につきまし

ては、市長も同じような考えであられるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   議会とは私は十分な意思疎通を図りながら、そごのない形

で進めていくことが何より大事だというふうに思っております。今、議員がご指摘の件

についても、同じ立場にあるところでございます。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   人口減対策につきましては、議会としましてもいろいろ、

プロのそういう不動産屋さん等ともお話をして、どういうことができるのかということ

もこれからますます研究もし、提言もしてまいりたいと思いますので、ともに頑張って

いきたいということでよろしくお願いします。 

  ③の子育て支援について、お尋ねします。 

  先ほどの答弁の中でも、午前中の質問を通して子育てをしやすい、そういう市にとい

う答弁もございましたが、乳幼児から児童生徒まで子育てに関するさまざまな施策では、

やりたくても取り巻く環境が整っていないなどのため困難なことがあったということも

承知していますし、市長自身、じれったい思いをされたことも多々あったのではないか

と推測もいたします。子育て支援につきまして、もう少し具体的にお考えをお聞きした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   子育て支援につきましては、議会の皆さんも本当に関心の

高いところでございますので、さまざまご提言をいただいたり、今抱えている課題につ

いて苦言をいただく場合もあるわけでありますけれども、私は議会の皆様方にはどのよ

うなこともできるだけ明らかにしていく立場を堅持したいというふうに思っております。

さまざまな問題もございます。それらの問題について、行政が伏せるような形はしない、

明らかにしていく、正面から問題解決に臨んでいくような立場でやっていきたい。何よ

りも信頼をしていただく、これは非常に次の世代を育てていく上で大事な姿勢だという

ふうに思っております。そしてその上で、今、医療費の問題やあるいは困難な子育てを

なされている方々の問題についても、取り組んでまいりたいと思っています。歩みは遅

いようでありますけれども、着実な前進をさせていくつもりであります。 

  また、図書館についてもご提言がありましたけれども、子育ての観点から図書館を考

えることも大事だというふうに思っておりますので、ぜひとも子どもたちが集えるよう
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な、お母さんたちも集えるような、そういう公共施設を考えなきゃいけない。図書館だ

けでなく、やはりこの市役所も子育てをする人にとっても優しい施設であらなければな

らないし、そういうものをできるだけ開放するような姿勢でやってまいりたいというふ

うに思っております。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   市政運営最後の質問です。 

  また２年前の新聞記事からですが、市長は最優先で取り組む課題として、「高齢者が

持つ生活への不安を解消する。通院や買い物の足の確保、山間部の生活道整備や水道施

設の維持管理などに早急に取り組みたい。健康管理のため、地域への保健師派遣も考え

ている。」と以上のように述べられています。また、４年後の香美市をどのように描く

かにつきましては、「農林業に磨きをかける。子育て世代や高齢者に優しく、商店街に

人が集い、憩えるような香美市にしたい」と述べられています。 

  これらの思いは何ら変わっていないと思いますが、今後の市政運営、そして今後の抱

負をお聞きするとともに、最優先で現在取り組むべき課題をどのように考えておられる

のかお尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   姿勢については、議員のおっしゃられるとおり全く変わり

はありません。その中でも私が想定していた以上に前進した部分もあります。例えば水

道問題、これは山間の高齢者は本当に大変でございますけれども、そういう問題につき

ましても、民間の力が活用できるような状況になってまいりました。これらについては、

私が考えただけでなく、やはり職員が知恵を絞ってくれたというところが大変大きいと

思います。やはり行政はもう全ての知恵を絞り出して、一体となって前進しなきゃなら

ないということを、今本当に実感をしておるところでございまして、今後とも職員の力

を結集し切ってやっていくという立場で、このまちを元気にしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   どうもありがとうございました。それでは、平成３０年

の３月議会では１００点の点数がつけれるかどうかも、また質問するかもしれません。

よろしくお願いします。 

  次の質問に移ります。地震火災対策についてお尋ねいたします。 

  この件につきましては、昨年９月定例会におきまして、同僚議員が質問されています

ので、再度の質問から２度目の答弁もあろうかとは思いますが、よろしくお願いします。 

  ①の質問です。高知県地震火災対策指針についての策定では、木造住宅密集市街地に

おける火災対策は、街路整備や建築物の不燃化など長期的な対策によるまちづくりを進

めることが基本となる。しかし、南海トラフ地震発生の切迫度が高まる中、今すぐにで

も行える対策を進めることで、地震発生時に懸念される大規模火災から人命を守ること
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を目的とし、市町村が地震火災対策を推進するための具体的な対策及び取り組みの進め

方を示すと記されています。 

  県は、地震火災対策を重点に推進する地区を県内１１市町１９地区で指定し、本市も

含まれているわけですが、その区域について具体的に説明をお願いします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   それでは、比与森議員のご質問にお答えいたします。

お配りしております地図をごらんください。 

  指定された地域は、土佐山田町の西は西本町５丁目の香長中央病院周辺から、東は同

仁病院西側の百石町２丁目との境まで。北は西本町５丁目から百石町１丁目のＪＲ土讃

線沿線及び市民グラウンド南西付近まで。南は国道１９５号の沿線の北側は西本町５丁

目から東本町４丁目まで、また沿線の南側は旭町５丁目の上井川まで、百石町１丁目は

楠目地区との境までとなっております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   地図をつくっていただきましたので実にわかりやすく説

明を聞けました。ありがとうございます。 

  ②です。 

  県では、地震火災から人的被害の軽減を図ることを目的に、重点地域を指定されたわ

けですが、今後の指導について、どのようにお考えかお尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  地震火災対策事業を実施するには、平成２８年度に香美市の地震火災対策計画を策定

しなければなりません。この計画策定は市や県が指導するという考え方ではなく、指定

された地域の自治会及び自主防災組織が実施主体となり策定を行うものでありますので、

市や県はアドバイザーとして参画し、官民一体となった地震火災対策計画を策定してい

くことになります。 

  なお、策定に当たってはアンケートの実施やワークショップを開催し、自治会・自主

防災組織の代表者から提出された実効性の高いご意見等を、今後の対策に通じるよう事

業計画に反映させて、地域における防災・減災対策の向上を図りたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   私もそうですが、本市の地震火災対策の指定された地域

住民というのは、なかなかこのことを知りませんでした。そこで、今後自主防災組織を

通して、また自主防災組織に対しどのようにその辺を周知され、地域住民に知らせてい

くのか見解をお尋ねいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 
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○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  昨年の８月に対象地域の自治会長さんと自主防災組織の会長さんに対して事業説明を

行いましたが、地域の全世帯の方に周知できているとは思っておりません。本日、県か

ら事業概要を記載したリーフレットが届きましたので、速やかに対象地域の全世帯に郵

送で配付し、お知らせしたいと考えております。また、あわせてホームページ等にも掲

載し、周知を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   わかりました。とにかく周知をしていただくことによっ

て、自主防災組織の活動にもかかわってくると思います。この後③の質問をさせていた

だきますけど、住民の方で全く知らない人がたくさんいたということをご承知願います。 

  ③です。今後の支援策についてお尋ねいたします。 

  私どもの自主防災組織では、過日、今年初めての会を開き協議したところですが、協

議の大半は火災に対する取り組みをどうするかということでございました。 

  自主防災組織設立時には消火器を購入し、何軒かのお宅に手分けして配置したわけで

すが、今回の指定を受け道路や路地の角に消火器の設置が必要ではないか。そして、そ

のために自主防災組織として消火器設置のための寄附金を集めようとの話になりました。 

  県の対策指針を見ましたら、自主防災組織に対し今後検討が必要な支援策の中に、街

頭消火器の整備が入っています。現段階で街頭消火器設置に対する何らかの補助金制度

はあるのでしょうか、よろしくお願いします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  今後の支援策につきましては、先ほど申し上げましたワークショップやアンケートに

より策定された地震火災対策計画を基本に、ハード事業やソフト事業などの整備を実施

してまいります。 

  ご質問の街頭消火器設置の補助金につきましては、県に確認したところ、補助金の対

象について今検討しているとの回答でしたので、今後は補助対象となるように強く要望

してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   今後ワークショップ等を早急に開いていただいて、地域

の声を１日も早く聞いていただき、補助金制度ができるように県に働きかけをお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

  ということで、ワークショップ等をもし開催するとすれば平成２８年度のどういう時

期か、もし今何か課長の思いがあればお聞きいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 
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○防災対策課長（岡本博章君）   全体的な計画でございますが、県が現在示しており

ますスケジュール案では、アンケート調査を６月に実施して、ワークショップを７月、

９月に二度開催します。そして、１０月には意見等を取りまとめまして住民説明会を行

います。そして、こうした作業を行った後、１１月以降に計画書を策定する計画でござ

います。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   わかりました。それでは、次の質問です。 

  今後の支援策についてですが、県では感震ブレーカ―の全戸配布の計画・検討を進め

ているようですが、その予算につきましても何か６月補正で予定をされているようです

が、感震ブレーカーの全戸配布について、現在わかっている範囲でどのような状況か、

お尋ねしますのでよろしくお願いします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  県が予算をつけているのはほかの自治体の予算であると考えます。先ほど申しました

ように、香美市では平成２８年度に計画書を策定しますので、ハード・ソフトの整備に

つきましては、平成２９年度から開始されるものと考えております。そこで、県が推奨

する感震ブレーカーの配布につきましては、指定地域の全世帯を対象としています。こ

の事業は、計画書に計上すれば県補助金の対象となることを確認しております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   以上で質問を終わります。 

○副議長（島岡信彦君）   比与森光俊君の質問が終わりました。 

  次に、９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ９番、市民クラブ、爲近初男です。通告に従いまして一問一

答方式で質問をいたします。 

  農業振興について、質問をいたします。 

  将来にわたって持続的な農業生産活動などを可能とすることにより、集落の持つ多面

的機能の確保を図り、関係者が協力して取り組む中山間地域等直接支払制度は平成１２

年度から実施され、平成２６年度で３期が終了しました。平成２７年度より高齢化に配

慮した、より取り組みやすい制度へと見直され４期目がスタートしましたが、本市の本

交付金の平成２８年度予算は、前年度より４,０００万円の大幅な減少となっています。

平成２７年度の実績はどのようになったのでしょうか。参加しなかった地域はどこか、

概要がわかればお願いをいたします。 

  本制度は、耕作放棄地の発生の防止が活動計画の目標の１つになっています。今後、

耕作放棄地の発生が心配されますが、どう対応していこうとするのかお聞きをいたしま
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す。 

○副議長（島岡信彦君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   爲近議員の農業振興について、中山間地域等直接

支払交付金の減少についてお答えいたします。 

  平成２８年度の当初予算は４,０００万円の減少ということでございます。前年度よ

りの減少につきましては集落協定の減少でございまして、１０２協定が８９協定になっ

たものでございます。内訳といたしましては、土佐山田町が１協定の減、香北町が４協

定の減、物部町が９協定の減、これで１４協定の減でございますけれども、新しく土佐

山田町のほうで１協定がプラスということになっておりまして、実質１３協定の減とい

うような形になっております。香北町の４協定のうちの１協定、及び物部町の９協定の

うちの１協定、この２協定につきましては、隣接の他協定への合併をされたということ

で、現実的には香北町の３協定と物部町の８協定であります１１協定が、純粋な減少と

なっておるところでございます。 

  交付面積におきまして、その減少分で１２２.４ヘクタール分というふうな形になっ

ておりまして、全体といたしまして予算的に、先ほどお話ししましたような減額という

ふうな形になろうということでございます。 

  これに対する対策、聞き取り調査等も行いましたが、やはりもうこの５年間の長きに

わたり、やはり集落協定として維持していくことが集落として困難であると。ここ来年

の話、再来年の話ぐらいまでならまだ何とか見通しができるけれども、４年先、５年先

というのはなかなか、やはり今の状況ではもう見通しができないということによりまし

て、集落協定の解散をされるというふうなことが主な原因でございます。 

  そこで、平成２７年度から県の調査へ、香美市でもやめられました集落協定につきま

して調査を行っておる事業がございます。それによりまして、県のほうでは平成２７年

度に谷相地区と久保高井地区、２地区におきまして調査を行いまして、久保高井地区に

つきましては、平成２８年度に協定が復活するというふうな形で、よい知らせをいただ

いておる。 

  この事業でございますけれども、平成２８年度の当初予算におきまして、市のほうと

いたしましてもこの県の事業、県費２分の１をいただきまして、市費２分の１を継ぎ足

すことによりまして報償費で組んでおります。この部分につきましては、廃止された協

定の集落及び面積の減少が非常に大きい協定、そちらの集落に出向きまして直接聞き取

り調査を行いまして、何とか復帰ができないかというふうな調査をしていきたいと考え

ておるところでございます。 

  また、新たにその周辺でもございますけども集落協定のないところ、そういうところ

にも出向きまして、何とかこの新しい協定を立ち上げていただくことによりまして、中

山間地域直接支払いの交付金を受け取っていただきたいと。先ほどお話ししましたよう

に、隣接の協定への合併というようなことも含めて、この平成２８年度の報償費の中の、
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調査の中で進めていきたいと考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   向こう５年間ということでかなり長いということで、高齢化

の中で５年間の耕作の持続がなかなか難しいという判断の中で、リタイアをせざるを得

なかったという集落が多いということですが、復活する集落もあり、また県の事業もあ

るということで、何とかこの大幅な減をまた少しでも復活して、地域の協定が守られて

いくような方策をお願いしたいと思います。 

  米の安値とかの影響もあるかと思いますが、この交付金によりまして、水路や農道の

管理も協力して行うことができております。交付金が来なくなれば、これらの補修など

の経費の負担においても心配があります。このようなことを含めて、課長が今申されま

したが、県のこの事業というのは何年間の、国の中山間の支払制度と同様の期間なのか、

１年ごとの期間での事業なのか説明をお願いします。 

○副議長（島岡信彦君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   この県の事業につきましては、何年とかいうふう

な期限はございませんので、うちのほうといたしましても、平成２８年度には市のほう

の市費も継ぎ足しまして補助事業としてやっていくと。可能な限りこの形は続けていた

だくように、県にも要望してまいりたいと考えておるところでございます。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ぜひ県とタイアップした事業を推し進めていただいて、この

減少分を少しでも、ダメージが少ない形で集落の活性化に向けて取り組んでもらいたい

と思います。 

  中には合併もされたと、そしてまた復活をするところもあり、また土佐山田町では１

つ新しくできたということですが、集落営農への移行が叫ばれております。そういう移

行ができればよいのでありますが、農業公社の設立などの検討も含めて進めてほしいと

思いますし、集落営農から他方面へ展開ができる法人化や有限会社などへの展開を目指

して、農業だけに限定せずに経営の多角化も視野に入れた、それも模索していかなけれ

ばならない状況もこれからは考えられると思います。 

  土佐香美農協ユズ部会の生産者としては、自分としましては、放棄地になりそうな優

良な水田等にはユズを植えらしてもらって、そしてまたＩ・Ｊ・Ｕターンを含んだ後継

者が魅力ある経営ができるような状況をつくることができればと考えています。これを

支えるためには農業公社的なものがあればすばらしい、スムーズに行くんじゃないかと

考えています。こういう施策の推進に向け、佐々木課長はもうすぐ退職されますが、こ

れをまた後任の方に引き継いでほしいと思いますが、意見をお聞かせいただきます。 

○副議長（島岡信彦君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 
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  平成２４年に私が産業振興課長になったときに、初めて４月に農政部会というものを

毎月第３水曜日に市が主催といたしまして、ＪＡさんとか共済さん、さまざまな農業関

係の県の方にもおいでていただきまして農政部会というものをやっておりますが、その

ときに集落協定等の法人化というのを提案させていただきました。まだその時点ではそ

のような法人化というのは余り多く叫ばれてはなかったんですが、やはり将来的にその

集落を維持していくには、これだけどんどん人が少なくなっている中で何が、やはり若

い人に来てもらわなくてはいけないとか、残ってもらわなくてはいけないと言われます

けれども、若い人たちはやはり経済的なもの、経済的な基盤がないと残っていくことは

できない。じゃあ、そのためにはどうするのかということで、さまざまなところを研究

しましたところ、やはり一定そういう法人化というところで成功している事例が数多く

全国的にも見られておりました。 

  県のほうにも、その辺をぜひ集落協定が、例えば１つの集落協定だけではなくて３つ、

４つが一緒になって、それで法人化を目指して、それで法人化をすることによって例え

ば会社組織になれば、そこでの新たな雇用というのが生まれると。それによってその集

落を維持していくということが可能になってくる。それの成功事例といたしまして、島

根県のグリーンワークといったそういうふうな法人がございまして、そちらの視察等も、

議会の皆さんもたしか行っていただいたと記憶しておりますけれども、そういうふうな

形も１つの方向であると。 

  必ずしもその法人化が必要であるとかいうふうなことではございません。やはり中に

は皆さんで力を合わせて、先ほどの中山間地域の直払いでも同じように、集落の方々が

力を合わせて集落を守っていくというのが一番の基本でございますので、その中で１つ

の方法として、法人化というのも可能性としていかがでしょうかという提案を差し上げ

ることのできる体制を、産業振興課としてとっていくと。そういうふうなメニューを市

民の方に紹介していけれるだけの、やはり力を職員としてはつけていくべきであると考

えまして、そういうふうな提案を差し上げたわけでございます。 

  農業公社というふうな形で爲近議員のほうがご提案をいただきました。農業公社につ

きましては、前市長の時代にもそういうふうなご質問をいただいたこともございますけ

れども、やはり公社としてやっていくというのはなかなか非常に厳しい。というのは、

やはり公社関係につきましてはどんどん民営化していくという時代なんですね。例えば

観光の関係の公社であるとか、奥物部開発公社、香美市土地開発公社、さまざまなそう

いうふうな公社でありますところは、やはり平成２０年を越して、国のほうからやっぱ

り公社及び第三セクターの民営化、そういうふうなところをどんどん進めていくべきで

あると。 

  やはり公社というのは立ち上げたときっていうのはすごく機能するわけなんですが、

いつの間にかやっぱりこう親方日の丸になってしまうという、性格的なマイナス面をと

ても持っている。そこをどんどん前向きにやはり企業として、公営企業としてどんどん
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前向きにやっていけれるというふうな展開が持てればいいんですけれども、やはりそう

いうふうなところが、今までの農業公社等ではなかなか見えてこなかったというところ

もあります。中には嶺北の本山町農業公社のように成功している例もございますけれど

も、そういうふうなところは、やはりそういうふうに前向きにどんどんどんどん進んで

いっておられると。なかなかそこへ行き着くまでというのは、さまざまなご苦労もされ

たと聞いております。 

  やはりそういうふうに公社を立ち上げるとかいうふうな形で、市のほうがそういうふ

うな形を構えるよりも、やはり個々の集落に対してこういう支援が、いかなる支援がで

きるのか。またその集落ごとに条件も違います。その条件ごとにやはり、これがいいで

すよ、こっちがいいですよというふうなメニューを数多く示すことによって、そういう

取捨選択を市民の方に、集落協定の方にしていただくことによってその集落を守ってい

ただき、また隣の集落とも協力をしながらその地域全体を守っていただくというような

方法が、今現在のところは香美市ではベストかなと考えておるところでございます。 

  答えにもなってないかもしれませんけども、今現在の産業振興課として農政に対して

の姿勢というのは、そういう方向で進んでおるというところのご報告をさせていただき

ます。 

  以上でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ありがとうございました。グリーンワークや、そしてまた嶺

北の例なども参考にしながら、本市に合った、本市の特色を生かした農業の振興に向け

て、関係機関ともコンタクトをとりながら、何とか活性化に向けて進めていったらいい

と思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  ②の質問です。多面的機能支払交付金についてであります。 

  この制度は平成２６年度より始まり、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を

図るため、地域の共同活動を支援するものです。本交付金の平成２７年度の状況を問い

ます。また、平成２８年度の予算配分の見込みはどのような状況でしょうか、お聞きを

いたします。 

○副議長（島岡信彦君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   多面的機能支払交付金についてお答えいたします。 

  ご存じのように、この交付金につきましては国からの予算配分が非常に少なくて、地

域から出されてきている要望に応えられていない現状でございます。一番当初に手を挙

げられた地域のみ、農地維持活動、資源向上活動いわゆる共同取り組みであるとか、資

源向上の中の長寿命化の全てのメニューが予算化をされましたけれども、後発で手を挙

げられた地域につきましては、やはり農地維持活動のみということで回答がございまし

た。 
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  その後、共同取り組みまでは何とか予算は配分していただいたんですが、最も待ち望

んでいたところがこの資源向上活動のうちの長寿命化なんですね。前々から、例えば小

さな事業であるとかというのは県単であるとかいうふうな形で、今の長寿命化に関する

事業というのは、水路の手直しであるとか道路の手直しであるとか舗装であるとか、そ

ういうふうな農業施設の維持管理に適するものとして非常に皆さんのご要望が多かった

部分でございますけれども、ここが予算化されなかったということは、非常にこの交付

金自体が、集落の方にとっては期待外れであったというふうなことになっております。 

  平成２８年度におきましても平成２７年度の予算同様に、長寿命化につきましては、

既に取り組んでいる継続組織のみになるというふうなことで県からのご報告をいただい

たところでございまして、このまま手をこまねいているわけにはいかず、実は法光院市

長のほうに昨年の１０月ですが、市長会のほうでこの多面的機能直接支払交付金の増額

ということで、国にぜひとも要望していただきたいということで、産業振興課から提案

を差し上げたところでございます。 

  以上のような状況でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   大変厳しい、せっかく国として提案をしたけど予算がつけれ

てないという状況があるということで、農家としても非常に落胆しちゅうと思いますが、

やっぱり施設の長寿命化の部分で予算がとれないと。共同取り組みと農地維持活動まで

は大丈夫だったということですが。やっぱりどうでしょうねこれ、多面的機能が維持さ

れ、担い手が育成の目的がかなうとしたときには、やっぱり施設の長寿命化、何とか予

算配分をお願いしたいところですが、何とか強い要望をお願いしたいと思いますが、見

込みはどうでしょうか。 

○副議長（島岡信彦君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   国の予算でございますので非常に厳しい状況の中

ではございますけれども、声は上げ続けていくと。それと同時にやはりそのまま、国の

予算がつかないからもうゼロですよというわけにはいかないので、香美市の総合補助金

の中には、こういうふうなことに関して金額的には非常に小さくなっておりますけれど

も、年に１回とかいうふうな形で、１つの集落に対してそういうふうな維持活動に関す

る補助金もありますので、これで何とかやっていただきながら、市のほうといたしまし

ては、県を通じまして国のほうに、この予算の増額の要望を出し続けていきたいと考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   何とか市の単独の支援等も考えてもらいながら、何とかこの

集落の維持に向けての、また多面的機能の発揮ができるようにお願いしたいと思います。 

  今後、この多面的機能支払制度の要望は伸びていく可能性がかなりあると思う中で、
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この中山間地域等直接支払制度は減少の方向に今立たされていますが、この減少した分

の予算を多面的のほうへ移行する予算立てというものがもし可能であれば、これを国・

県なんかに要望することができればよいのではと素人考えに思うんですが、どうでしょ

うか。 

○副議長（島岡信彦君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   予算につきまして、こっちが少なくなるからこっ

ちの予算をこっちに下さいって言うたら、両方少なくされるんですね。だから、こっち

はこっちで確保をしときたい、こっちはこっちで少ないものを増額していくとそういう

要望をしていかないと、どんどんどんどん予算というのは削減されていきますので、や

っぱり常に要望というやつはやはり大きく、現状を超すものとして要望はしていきたい

と考えておるところでございます。 

  中山間地域等直接支払制度が少なくなったからこの分こっちへ回してくださいと言う

たら、少なくなったまま今度復活ができなくなってしまいますので、復活も視野に入れ

たものとして、やはり多面的機能支払制度のほうの増額ということだけでいきたいと考

えておるところです。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   また関係機関に強い要望をお願いしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

  続きまして、２番の消防・防災対策についてお聞きをいたします。 

  ①として、本市消防団の分団屯所の多くは老朽化が目立っております。建築基準法に

基づく耐震基準が導入された昭和５６年以前の建物も半分ぐらいあると思われる中で、

大地震時に十分な機能が発揮できないおそれがあり、早い対応が必要と思われます。香

北分署についても同様であります。建設計画をお聞きいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   爲近議員の分団屯所、香北分署の建設計画はとのご質問に

お答えをいたします。 

  各分団屯所、香北分署ともに建築後相当の年数が経過し、老朽化が進んでいることか

ら、大規模地震発生時における損壊危険の高い施設から順次改築を予定しております。

なお、本議会に上程しております香美市過疎地域自立促進計画にも記載のとおり、平成

３２年度までに香北分署及び分団屯所２カ所の改築を予定しております。 

  以上でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   本市の過疎地域自立促進計画において、分団屯所は大栃と明

治、そして香北分署が上げられております。３つの建物しか上がってないということで、

ちょっとスピードが遅いような気もありますが、消防関係は事業がいろいろありました
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き無理もないところかと思いますが、その３つに続く分団屯所、ぜひ早急に進めていた

だきたいと思いますが。この大栃と明治分団屯所、そして香北分署につきまして、敷地

の確保等の計画の準備はされているのか問います。 

○副議長（島岡信彦君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   敷地の準備はとのご質問にお答えをいたします。 

  香北分署につきましては、建築後、相当の年数がたちまして人口分布なども大きく変

化をしておりますので、建設場所について検討委員会を立ち上げて、建設場所を選定し

ていきたいというふうに考えておりまして、来年度、建設場所検討委員会を開催する予

定となっております。 

  分団屯所につきましては、例えば大栃分団は現在、防火用水の池に隣接してあります

けれども、やはり今後の地震対策であるとかそういうことを考えますと、移転が望まし

いというふうには考えておりますので、幾つかの候補地、市の所有する土地を考えてお

りますが、まだ具体的にどこというところは決まっておりません。また、明治分団につ

きましても同様でございます。これから選定をしていくというところでございます。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   よろしくお願いしたいと思います。 

  前に述べましたように、耐震化されていない、非常時に機能が十分発揮できない屯所

がまだまだ多く残っておりますので、早期の計画的な改築を進めてほしいと思いますが、

今後の思いというものをお願いいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   他の事業、それから予算配分なども考慮しつつ、危険性の

高い屯所から順次、改築をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   よろしくお願いします。 

  ②に移ります。②のヘリポートに関しては、昨日の同僚議員の質問と重なりましたの

で、取り下げを行います。 

  ③について質問をいたします。 

  集会所や公会堂などの地域の建物は、避難所として災害時には重要な施設であります。

耐震化に向けて多くの申請があったと聞いております。工事の完了は平成２７年度の完

成を示していましたが、現在の状況をお聞きいたします。また、完成しているのは何戸

か。全て完了する時期をお聞きしたいと思います。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   爲近議員のご質問にお答えします。 

  地域集会所耐震化促進事業につきましては４３件が対象となっておりまして、８件が
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完了というか、事業実施も含めて平成２７年度に完了する見込みとなっております。繰

り越し事業としましては、平成２８年度に３５カ所の実施を予定しております。耐震化

完了の時期につきましては、国・県への補助金交付申請等に係る手続や耐震改修の規模、

受注業者の日程調整などがありますことから明確にお示しすることはできませんが、本

年１０月末までには完成させたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   当初の計画よりかなりおくれたんですけど、１０月末までに

は完成ということで安心をしております。 

  おくれた原因は何だったんでしょうか、お聞きをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   お答えします。 

  主な理由につきましては、国・県への補助申請等の手続に不測の日数を要したことが

主な工事のおくれになった理由でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   わかりました。 

  もし、今回申請はようせざったけど、今後耐震化の希望の集会所等が出てきたとき、

同様の事業はないのか。なければ新しく要望はできるのか、検討していただけるのかお

聞きをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   防災対策課長、岡本博章君。 

○防災対策課長（岡本博章君）   この制度の事業が何年まで続くかちょっとわかりま

せんけんど、要望等が出てきましたら対応してまいりたいと考えております。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   よろしくお願いしたいと思います。 

  ④に移ります。 

  物部川の下流域においては、過去には洪水により何回もの堤防破堤による大きな被害

が発生しています。その対策工事として現在下ノ村の工事が行われていますが、現況を

お聞きをいたします。現在の工事現場周辺の上流・下流の本格的な工事計画の必要性は

ないのでしょうか。将来的な計画はないのかお聞きをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   爲近議員の下ノ村堤防工事の現況と周辺の工事計画はと

いうことに対してお答えいたします。 

  一級河川物部川香美市土佐山田町下ノ村地区堤防改修計画についてですが、国土交通

省におきまして、平成１８年３月に物部川１００年計画を立て、当面３０年の整備計画

として物部川水系河川整備計画が立案となり、その中で一番のネックとなる河道が狭く
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近年の集中豪雨の防災対策、また近い将来必ず起こるであろう東南海大地震対策として、

土佐山田町下ノ村付近の堤防改修、引堤計画がなされました。 

  その間、香美市におきましても、物部川改修期成同盟会（ステップアップものべ推進

協議会）において、市長、議長が国会議員初め大蔵省、国土交通省に事業要望を行って

おります。その結果、平成２１年度より地元説明及び用地交渉を行い、平成２４年度か

ら工事着手となっています。現在、引堤の工事はほぼ完了し、次年度以降分としまして、

堤内から堤外への排水設備、旧堤防の撤去、あわせて河道流水部の整備などを平成３１

年までに完了予定とのことです。なお、旧堤防の撤去材及び河道整備の材料等を当箇所

の上下流堤防の補強材として利用するということになっております。主に上流部の同じ

側を３００メーターというふうに確認しております。 

  本事業におきましては、やはり地区の方々、地域の方々の協力があっての事業です。

今後も地域の方々とともに、地域の宝であり誇りでもある物部川を守っていくことに取

り組んでいきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   わかりました。よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、３番へ移りたいと思います。集落支援についてお聞きをいたします。 

  昨年、議員研修に京丹後市に行かせていただきました。京丹後市は平成１６年に６つ

の町が合併をしております。京丹後市においては「和のちから輝く自治と協働によって

進めるまちづくり」を基本理念としてさまざまな支援策を行っております。 

  取り組みの１つを紹介しますと、里のひとづくり事業を実施しています。過疎化・高

齢化集落を含む複数集落による連携組織を設立し、地域の実情に応じた里づくりを図る

事業であります。内容は、里力再生計画づくりや地域団体との連携・調整や各種事業の

実施など、地域連携組織の運営・活動に要する経費の補助や、里力再生推進員の設置・

活動に要する経費等の補助を実施しています。集落が衰退して共同活動や伝統行事を行

うことが難しくなってきた。集落の将来が不安だけれど、牽引するリーダーや担い手が

いないなどの集落の悩みを、大学など学校や企業・団体・市民・ＮＰＯ等を共援者とし

て、再生計画の実現に向けての活動にともに携わり、連携していくことを目標にしてい

ます。組織は旧村、小学校単位としています。事業期間は３年間。１組織１５０万円以

内、総額４５０万円、全額補助としています。現在４地域が取り組んでおります。 

  また、地域にぎわい創り推進員制度を設置しています。平成２２年度のまちづくり委

員会の答申に基づき、市民と行政のかけ橋として地域サポーター制度を開始。小規模集

落の連合化や地域活性化協議会に係る取り組みを進め、平成２４年、設置目的や職務内

容を明確化するとともに名称を改め設置規則を制定。公募・面接により全６地域に各２

人設置して、区長連絡協議会の庶務、地域特性を生かした活性化の推進、コミュニティ

ビジネスの応援、域学連携事業の支援等、精力的に活動しています。このように地域に
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人材を送り込み、活性化を図っています。 

  ①の質問として、本市においても、もっと人材を地域に送り込むべきではないかと思

うがどうでしょうか、お聞きをいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   人材を地域に送り込むべきではないかという

ご質問にお答えいたします。 

  集落維持活性化への移住定住促進を目的として、現在、物部町で３名、土佐山田町で

２名の地域づくり支援員を雇用し、地域活動を行っております。昨年は県立大学生の地

域に入っての実習の支援も行いました。大学のほうも域学連携に力を入れておりますの

で、今後も地域と学生、あるいは地域と大学、域学交流による地域の課題解決に向けた

支援を行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ありがとうございます。 

  京丹後市は、一般財源で支援して活性化を実現をしております。本市では同様にはい

かないのではないかとも思いますが、国・県の支援がもらえる支援員事業の活用を積極

的に進めるなど、地域に入り込んでの支援が急がれると感じます。 

  平成２８年度地域づくり支援員７名分の予算が計上されておりますが、どういう面で

の支援、また、どの地域での支援を計画していこうとしているのかをお聞きいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  まず、地域づくり支援員、あるいは地域おこし協力隊という制度がございますので、

この制度を活用して地域の活性化の手助けをしたいということで、県が推進する集落活

動センター事業などを活用して、集落維持に取り組む検討を始める地域については、そ

ういった人材を配置して支援を行っていきたいと考えております。 

  具体的にはまだはっきりしたものはないのですが、美良布・韮生野地域、あるいは猪

野々地域あたりを予定しております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   京丹後市におきましては、地域に寄り添い、地域の特性や特

色を生かしながら住民と行政が協働し、活性化するよう手助けをする重要な役目を、こ

の里力事業とか、にぎわい創り推進員の方が背負って、その重要な役目を果たして、活

力ある地域づくりが実現されております。 

  本市においてもそういう状況がつくり出せるような取り組みを推進すべきと思います

が、またその支援員の力もかりまして推進すべきと思いますがどうなんでしょうか、お

聞きをいたします。 
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○副議長（島岡信彦君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  本来、市の職員そのものも地域に入ってということも重要になろうかと思いますが、

やはりなかなかマンパワー不足ということもありまして、そういった総務省の制度など

を活用した市外からの若者などに地域に入っていただいて、そういった地域の支援を行

っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ありがとうございます。市民と行政が連携してＮＰＯなどの

力もかりて、何とか集落の支援がかないますようによろしくお願いしたいと思います。 

  ②に移りたいと思います。 

  京丹後市においては地域振興交付金として、各町の区長連絡協議会に、世帯数に

５,４００円を乗じた額を交付しています。本市においては今回、自治会謝金が若干増

額になっていますが、もう少し期待していましたがどうなのでしょうか、お答えをお願

いします。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、爲近議員の集落支援のうち、自治会謝金につ

いてのお答えを申し上げます。 

  自治会謝金は市の広報紙等の配布手数料として支払われるもので、１世帯当たりの単

価は地理的条件などを加味して７２０円、８４５円、９５５円の３段階の調整単価とな

っております。現在の単価は平成２０年度に見直されたもので、合併当初、月２回発行

していた広報紙を月１回の発行に改めたことによる減額の見直しでございました。 

  しかしながら、近年、自治会の役割を担う方々の高齢化など、地域の情勢が大きく変

化してきたことを考慮し、合併協議で定めた当時の単価に戻し、配布手数料を増額する

よう平成２８年度当初予算に要求をしているわけでございます。見直し後の単価は９２

０円、１,０８０円、１,２２０円となり、周辺自治体と比較しても高い水準となります

ので、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ありがとうございます。京丹後市と比較するのはちょっと問

題があるかとも思いますが、今後の検討をまたよろしくお願いしたいと思いますが、何

かあればお願いします。 

○副議長（島岡信彦君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   先ほども申し述べましたが、見直し後の単価というのは、

周辺の自治体を参考に言いますと、香南市の場合は一律で１世帯当たりの年額７２０円

です。それから、南国市は今年度までが１世帯当たりが５００円、これも一律でござい



 

－76－ 

ます。平成２８年度からは５５０円、５０円アップするというふうに聞いております。

そういうことを考えると、本市については集落支援という意味で、合併当初の単価に戻

すというのは、かなりの額だというふうに評価しております。 

  以上です。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ありがとうございます。 

  本市の山間地の現状を見たとき、なかなか自治会長のできにくい状況が毎年強まる傾

向もありまして、どうしても支援の手というものが金銭的にも必要な面もあるんじゃな

いかという思いもありますので、また今後の検討もよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、③に移りたいと思います。 

  法光院市長は２年間務められまして任期の折り返しになりましたが、本市の現状をど

う捉え、過疎化・高齢化の進む集落に対し、どのような支援策で対応していこうとして

いるのかをお聞きいたします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   爲近議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

  爲近議員は物部町の神池で住まわれて、中山間の実情を本当に十分踏まえてのご質問

でございます。また、議員自身が中山間の農業の振興、そして後継者をつくろうと、あ

るいは教育や地域おこしに本当に幅広く熱心に取り組んでいただいておりますので、私

も真剣に質問を拝聴させていただきました。また、京丹後市のお話も興味深く聞かせて

いただいたところであります。 

  今、言われている高齢化する、人口も本当に減少していく厳しい厳しい集落の運営と

いう、これをどうやるかということにつきましては、香美市の中にも課題はたくさんあ

りますけれども、これは本当に最も難しい重たい重たい課題であります。 

  本市におきましては、この中山間にとどまらず、もう町場のほうでも人口減少、そし

て高齢化ということが、集落の維持、自治会の維持・運営にとりまして困難性を大変高

めておるわけでございます。市長として本当にこれに向かっていかなければならないん

ですけれども、なかなか十分な手が打てないというのが、もう率直なところであります。 

  しかしながら、こうしてその地域で頑張っておられる方々がいますので、やはり頑張

っている地域をさらに応援するというのが行政の姿勢じゃないかというふうに思ってお

るところでございます。支援員をもっともっとふやしてくれたらどうなんだというお話

でございましたけれども、今、支援員を配置をしようということについて、まちづくり

推進課長からもお話がありましたけれども、やはり今、県が「中山間、頑張れ」という

ことで集落活動センターを立ち上げると、こういう声がかかっています。そのことに熱

心に取り組んでいただいている。あともう一歩でできるんじゃないかというところへ配

置をしたいというふうな形で、明年度は７名というような数字になってきております。 

  全体に配置をしてくれればもっともっと元気になるのにということがありますけれど
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も、厳しい中でも成功事例を何とかつくりたい。あれに倣って頑張ろうというふうな形

のものにする。頑張るところを応援をするということをぜひとも今やっていかなければ

ならないんじゃないかなというふうに思っております。 

  ただ、いろんな提案がございますので、提案の中には本当に効果的な事業、これをや

れば元気になるという中身もあろうかと思いますので、既存の制度にこだわらず、この

問題については、ご提案があれば真剣に検討して取り組みができるところからやってま

いりたいと思っております。 

  財源も限られたものがありますけれども、積極的な取り組み、積極的な考え方を持っ

ておられるところについては、ぜひとも私たち行政も参加をして進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ありがとうございました。 

  集落活動センターに向けての話もありましたが、集落の連携、また連合化も考えなが

ら、安心して暮らせる地域づくりのための仕組みづくりに向けて推進を期待をしており

ます。集落活動センターの設置に向けての取り組みなどを念頭に入れて、また、都会の

若者は近年、田舎志向が強まっていると聞いております。Ｉターン・Ｊターン・Ｕター

ンを進めて地域に入ってほしいです。地域の農業・林業・建設業・福祉等で頑張ってほ

しいと思います。地域の一員として地域の担い手が育つような支援策を望みますが、市

長のお考えをお聞きします。 

○副議長（島岡信彦君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   きょうはさまざまなご提案もいただきました。そして、他

の議員の皆様からもいろいろとご提案をいただきましたが、おざなりに過ごすんではな

くて、真剣に考えていくということが一番大事だと思います。そういう気持ちで議員の

皆様もご質問に立たれていると思いますので、きょういろいろとご提案をいただいたこ

と、これらにつきましては、それぞれの担当の課で真剣に検討して、１つでもそれを実

現につなげていくという姿勢で進めてまいりたいと思います。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   よろしくお願いしたいと思います。これで質問を終わります。 

○副議長（島岡信彦君）   ９番、爲近初男君の質問が終わりました。 

  お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会にしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○副議長（島岡信彦君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会にするこ

とに決定しました。 

  次の会議は３月１０日午前９時に開きます。 

（午後 ３時４６分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（石川彰宏君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１９人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許します。 

  ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   おはようございます。４番、山﨑眞幹でございます。本日は

大栃小学校の皆さんが、楠目小学校に続きまして議会の傍聴ということでいらっしゃっ

ているようでございます。 

  また、本日は長らく説明員で活躍されました佐々木課長が、いよいよ私の質問にお答

えするのが一般質問の最後の場となっております。佐々木課長の次に同じポストに座ら

れる方が多分この中にいらっしゃると思いますので、ぜひきょうの話もしっかりと聞い

ていただきまして、来年度以降につなげていただきますようにお願いをいたします。 

  申しおくれました。４番、市民クラブ、山﨑眞幹でございます。できるだけわかりや

すい質問に努めたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

  まずは、諸般の報告をめぐってでございます。 

  諸般の報告の中で、産業振興課よりピースフルセレネ及び日ノ御子河川公園の指定管

理について、現状報告というものがございました。このことに関連して、順次お尋ねを

したいと思います。 

  まず①ですけれども、諸般の報告の中では、「高知県観光活性化ファンドから、

（株）香北ふるさと公社の株式取得による民営化が提案され」とこのようにあります。

ちょっと調べてみますと、この活性化ファンドの名称というのは高知県観光活性化投資

事業有限責任組合というものでして、設立時のファンドの金額が３億円、設立日時が平

成２７年１０月２６日、組合員は株式会社四国銀行、そして、株式会社地域経済活性化

支援機構、これが有限責任組合員でございまして、無限責任組合員として株式会社四銀

地域経済研究所、そして、ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社というものが無限責任組合員

として参加をしております。存続期間は約７年間でして、平成２７年１０月２６日から

平成３４年９月３０日までと期限を切ったものでございます。そして、業務を運営する

のは、株式会社四銀地域経済研究所とＲＥＶＩＣキャピタル株式会社とこのようなこと

になっております。業務につきましては、「事業者に対して成長マナーを供給するほか、

観光のノウハウ・マーケティング・経営マネジメント等の専門的スキルを提供するため

に本ファンドを設立いたしました。」とこのように書いてございます。 

  これを見ますと、株式会社香北ふるさと公社の運営主体とこのファンドがなるという

ことを予定しているとはなかなか考えづらく、また先ほどご紹介しましたように、地域

経済活性化支援機構というのは、中小企業の再生支援が主な業務であるということから、
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施設の指定管理者は株式会社香北ふるさと公社のままで、株式取得で資金を投入して経

営改善をという意味かなとも考えるところでございます。 

  一方、ピースフルセレネにつきましては、経営が難しくなったから現状に至っている

ということには違いはないわけですけれども、どちらかというと、施設をどう活用する

のかということが現状では先決事項じゃないかと私は思うわけです。このことに関連い

たしましては、これまでもたびたび質問を行ってきたところです。 

  ちょっと前置きが長くなりましたけれども、「高知県観光活性化ファンドから、

（株）香北ふるさと公社の株式取得による民営化が提案され」というこのことは、ファ

ンドが仲介する民間事業者がふるさと公社の事業主体となることを想定しているのかど

うか、この点について、まずはお尋ねをしてみたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   おはようございます。山﨑眞幹議員のご質問にお

答えいたします。 

  まず、高知県観光活性化ファンドでございますけれども、昨年８月に高知県の商工観

光部のほうからお話をいただきまして、こうこうしたファンドを設立して物部川広域で

観光の活性化をしたいと。一般の例えば会社であるとかそういう事業所に対して融資を

行って、いわゆるそれがファンドでございますけれども、そういう投融資を行いまして、

企業が持っているノウハウとＲＥＶＩＣの持っているノウハウを合体させて、広域的に

観光を活性化させていきたいと。私自身の考えとしては、ファンドという名前自体が非

常に拒否感がございまして、いわゆる昔の宮崎で行いましたようなシーガイアのような

形で、精いっぱいお金を貸しておいて最後どうなるのかと。結果が見えてるんじゃない

かというふうなことで、市としましてもちょっと距離を置いて見せていただくというふ

うな形でお話をさせていただきました。 

  ただ、パイロット投融資の相手先があくまで民間会社でなくてはいけないということ

で、一般社団法人まではオーケーなんですが、公益財団法人はだめであるというふうな

形になっております。そのため、その後の話でＲＥＶＩＣ、簡単にＲＥＶＩＣと言いま

すけれども、ＲＥＶＩＣ側からさまざまな形で流域のいろんな観光施設、主に提案のあ

ったのは龍河洞、アンパンマンミュージアム、西島園芸団地、この３つの大きい柱を中

心といたしまして、観光のスキームを組み立てていきたいというようなことでございま

すけれども、龍河洞とアンパンマンミュージアムは公益財団法人でございまして、この

投融資が行えないということでございます。平成２４年に当市も香美市観光協会のほう

に融資を行いましたが、あのころに同じような形で西島園芸団地のほうも財政再建を目

的とした融資を行っておるということで、現在そこが徐々に黒字化していって、それに

対しての投融資は必要ないという西島園芸団地側からお話をいただいたというふうな経

過を、ずっとたどっておったところでございます。ＲＥＶＩＣ側といたしましても、ど

うやってやるかなと。新しく物部川広域観光株式会社、仮の名前でございますけれども



 

－5－ 

こういうやつを立ち上げて、この物部川流域の観光の活性化をしていきたいというのが、

最初からの一つの柱でもあったわけなんですが、新たなこういう観光の株式会社を立ち

上げると同時に既存にある株式会社の経営権を取得して、そこで同じ観光の展開をして

いきたいというのも可能性として残っておったわけです。 

  そこで、今回、諸般の報告でさせていただいたところでございますけれども、高知県

活性化ファンド、いわゆる四国銀行、ＲＥＶＩＣ等が出資をいたしました高知県活性化

ファンドからのパイロット投融資によりまして、新たに会社を設立するのではなくて既

存の会社、今回は株式会社香北ふるさと公社、香北ふるさと公社は株式会社でございま

すので、そちらの発行株式から幾ばくかのものを取得し、経営権を得るということが提

案をされたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   すごくわかりやすかったです。ありがとうございました。と

いうことですよね。とりあえず、じゃあ、わかりました。 

  ②に移りたいと思います。 

  この地域活性化支援機構のニュースリリースで、先ほど課長のほうからも説明があり

ました、パイロット地域である「物部川流域の自治体（南国市、香南市、香美市。以下、

「物部川地域」という）」は、高速インターチェンジ、空港からのアクセスが容易な立

地であって、既に一定の集客実績のある観光施設、これは先ほど西島園芸団地、龍河洞、

アンパンマンミュージアムということでご紹介があったわけですけれども、多数存在し

ています。本ファンドでは、まず物部川流域に点在する複数の目玉観光施設をてこ入れ

して、魅力あふれる周遊観光地域にするとともに、組織的に発信、集客を行うことでさ

らなる観光消費額等の増大を目指してまいりますとこのようにうたっているわけです。

既に一定の集客実績のある観光施設とは、当然入っておりましたけれども、やなせたか

し記念館だということだと思います。この施設のてこ入れ方針は、これはイエスと言う

しかないですね。やなせたかしの記念館の存在とリンクしたものであるかと質問してお

りますので、まずご答弁をお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  今回のＲＥＶＩＣ側からの提案では、先ほどお話ししましたように龍河洞、アンパン

マンミュージアム、西島園芸団地という流域にあります３本の柱、こちらを主要観光施

設と位置づけというか明らかに位置づけられているわけなんですけれども、その周辺部

の連携も視野に入れということでございますので、さまざまなその地域にあるレストラ

ンであるとか、いろんなそんな部分を含めてということでございますけれども、当然こ

こにはインバウンド観光、外国からの大型客船によります観光客の、せんだってお話し

しましたが６時間圏内の観光の一つのプラン、それを組み立ててここに当てはめていく
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というふうな部分も含めまして観光客の取り込み増、今まででしたら、やはり個々にい

ろんな手は打ってきてたんですけれども、やっぱり流域といたしまして、そういう３つ

の柱をリンクさせていく、そのうち２つになる場合もありますし、３つや４つになる場

合もあるかもしれない。そこに、例えば香南市であると三宝山を入れていきたいとか、

いろんな組み立て方ができると思うんです。そういうふうなところを含めまして個々の

施設、例えばアンパンマンミュージアムの中のやなせたかし記念館であるとか、いろん

なそういうふうな個々の部分の詳細については、まだまだこれから詰めていかないかん

ところでございますけれども、全体としてあの地域をアンパンマンミュージアムという

ふうな形での位置づけをしておりますので、そことの活性化、その部分を含めまして全

域、流域全体としての活性化を目的という形でのプランをつくっていきたい、観光プラ

ンをつくっていきたい、そういう観光ツールをつくっていきたいということがまず示さ

れておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   よくわかりました。 

  それでは、③の質問に移ります。 

  当然のように、あの周辺全域をアンパンマンミュージアムということだと思います。

それはある意味、当たり前ということだというふうに私自身が思っておりまして、その

ことについては、もうこれまでも再三再四にわたりまして質問をさせていただいてきた

ところでございます。 

  また昨年、アンパンマンミュージアム振興財団の事業報告が毎年１回議会にもされて

いるわけですけれども、その際に、アンパンマンミュージアム振興財団の方に、ずっと

来場者といいますか、来訪者が減少してきているので、その原因について、要因につい

てお尋ねしたところ、やはりお答えとしては、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆

モールの存在がかなり大きな要因になっているんではないかというふうに分析をされて

おりました。 

  先ほど課長のほうからインバウンドの話も少しありました。やなせ先生がご存命のと

きは高知新聞の土曜日の隔週でしたけれども、オイドル絵っせいというエッセイがずっ

と高知新聞の夕刊に連載をされておりまして、その中でもアンパンマンの存在が、例え

ばフランスとか中国とか、そういうところの子どもたちにもすごく浸透しているという

ようなお話も、何回かそのオイドル絵っせいの中で紹介もされておりました。 

  先ほどお聞きしましたように、このてこ入れの方針というものが３本柱、そして、や

なせたかし記念館の周辺についてはアンパンマン関連ということをお聞きしたわけです

けど、そして、アンパンマンこどもミュージアム＆モールの存在もすごく現状の振興財

団の皆さんには脅威であるということが示されているわけですから、やはりこうやって

ファンドから提案があるということは、これは大きなチャンスであるというふうに私自
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身は捉えていただきたいなと思っています。 

  ご存じのように、やなせ先生はもう９３歳でしたか最終版に、「人生は喜ばせごっこ

である」ということが私はわかりましたということでした。その言葉をしっかりと尊重

し、例えば芝生の広場であるとか自然公園であるとか、あの周辺も含めた部分をアンパ

ンマン関連でしっかりと整備をして、そして、アンパンマンミュージアムに、その周辺

に訪れる、香美市に訪れる誰もが本当にアンパンマンで五感が満たされる。風景も食欲

も、そういう五感で満たされるような環境整備をやっぱりすべきであると。その一環と

してこのピースフルセレネに関しましては、これも何度も提案をしましたけれども、株

式会社ＡＣＭ、アンパンマンこどもミュージアム、こちらのほうと協議をし、少なくと

もあの施設の中にジャムおじさんのパン工場というのがあるぐらいのショッピングモー

ル化することが、やはりやなせ先生の思いもかなうと思います。あの地域にやなせ先生

はたくさんの遺産を残されまして、今まではやはりどちらかというと香美市のほうが受

け取るばっかりと。やっぱりその受け取ったものは倍にして返さなけりゃいけないので

はないかというふうにも思いますので、ぜひそういうふうにすること、これを機会にま

た加速して考えていただければというふうに思うことから、それにつきまして見解をお

尋ねするものでございます。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  今回、ＲＥＶＩＣ側から提案をいただく前に、昨年、アンパンマンミュージアム振興

財団の方とちょっとお話をさせていただきました。将来的にアンパンマンミュージアム

を含めたこの施設をどのように運営されていくのかというふうなことも含めまして、う

ちもまだＲＥＶＩＣにも提案されてなかったですので、白紙の状態で隣のホテル、セレ

ネ、こちらの活用方法についてひとつちょっとお知恵をいただきたいということで伺っ

たわけなんですが。やっぱりアンパンマンミュージアム振興財団、この香北にあります

振興財団の方々のお話によると、やはりここは聖地であると、やはり県外にありますこ

どもミュージアムやショッピングモールとは一線を画する施設であるとの認識を強く持

たれているとそういうふうに感じました。そういうふうな言葉があったわけではないん

ですが、やはり言葉の端々から、そういうふうな施設を私たちは守っているんだという

ふうな気持ちをいただくことができました。 

  そういったことも含めまして、まだどのような形になるかというのは全くの白紙でご

ざいますけれども、例えばやなせ先生が生前言われていた、こども図書館であるとか、

先ほど山﨑議員のご質問にもありましたパン工場であるとか、そういうふうな部分も当

然これからＲＥＶＩＣ側があそこを、例えば順調にいって指定管理をして受けていって

いただいて、どのような展開をしていくかという中では、当然アンパンマンミュージア

ムとの連携というのは最も大きな柱となっていくと考えておりますので、その辺につい

ても当然アンパンマンミュージアム振興財団とも話し合いながら、協議をしながら、よ
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い関係をつくりながら、展開ができていくものと考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   課長の答弁がまさにこれまでのアンパンマンミュージアム振

興財団の考え方だと思うんです。ただ、今回はファンドが、要はファンドがそこに投資

するということはそこから収益を上げるということですから、その収益を上げる部分で

図書館であるとか、いやそれがだめと言っているわけじゃないんです。聖地にもいろん

な考え方がありまして、やはりたくさんの人に来ていただくことを中心に考えると、そ

れはそれとしてあそこじゃなくてもいいでしょうという考え方があります。やっぱりあ

そこには中心的にアミューズもあっていいわけです。それはやなせ先生がはっきりおっ

しゃっていますが、そこのところの解釈は僕がここで幾ら何を言ってもしょうがないん

ですけれども、やはりあそこにどれだけの人に来ていただいて、それで本当にさっきも

言いましたけれども、アンパンマンで気持ちも何もかもおなかいっぱい、胸いっぱいに

なってもらうということを考えて、ファンドは提案してくれているんじゃないかと。そ

こから観光消費をふやすということが目的ですから、そういうふうに期待をしています

ので、ぜひそのアンパンマンミュージアム振興財団側の考え方も変わり、そして、施設

の所有者であります香美市のほうの考え方も変えていただいて、あそこを本当にこの地

域活性の一大拠点に、本当の意味でしていただきたいというふうに思います。 

  次の質問も関連しているわけですけれども、もう通告をしておりますので次の質問に

移りまして、④ですけれども、ピースフルセレネの利活用につきましては、その可否は

別としても、ファンドの結論をもって次のステップという理解でいいのかをお尋ねした

いと思います。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   ご質問のとおりでございます。ただ、前回ですか、

３月末ぐらいまでには何とか結論をということでしたが、若干財務の調査等に時間を要

しておりまして、４月に若干こけるのではないかという連絡はいただいておりますので、

いましばらくの時間をいただくということにはなろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   了解しました。 

  じゃあ、次に移ります。⑤、次の質問に移ります。 

  ファンドが今調査中ということで、支援に乗り出すのか否かは別にいたしまして、ピ

ースフルセレネを含めた周辺活性化計画のワークショップは、実は周辺地域の皆さんが

協議会のようなものをつくりましてワークショップが行われておりました。前段で３回

やって結論を出して一定の方向性を出すというふうなことをお聞きをしておりましたの

で、その計画の現状等についてお尋ねしたいと思います。 
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○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   山﨑眞幹議員の周辺活性化計画の現状

についてということで、回答したいと思います。 

  実施主体であるアンパンマンミュージアム周辺活性化協議会のメンバーに確認を行い

ました。７月、９月、１２月の３回のワークショップ以後、協議会メンバー等での協議

を経て、現在は計画書は印刷物としてでき上がっております。 

  その計画書の内容についてですが、ワークショップの内容を取り入れたものというこ

とですので、１、２回目のワークショップで出されたアンパンマンミュージアム周辺で

の野外コンサートなどのイベント等のアイデアとか、３回目のワークショップでのテー

マであった活動の具体的なイメージを持とうということで、そのときに急遽飛び込んで

きたというピースフルセレネの４月以降の休止というニュースを受けて、ピースフルセ

レネの活用をしていくなら、どのようにしていったらいいのかということでの例え話の

活用方法ということでの記載になっております。中身についてはアンパンマン図書館を

移設したらとか、託児スペースにしたらとか、移住者向けの短期の賃貸ルーム等はどう

なのかとかいう内容になっているということです。そういうふうなアイデアとか意見を

集約したものに計画はなっております。また、周辺の地域、それから、施設の魅力も生

かしながら、今後の取り組みを行っていくとしております。 

  ただ、この計画は、アンパンマンミュージアム周辺の活性化はこういうふうにあるべ

きとかという計画の結論を出したものではないと思っております。事業の目的の一つで

もあって、去年４月に組織化された協議会が、このワークショップを通じて参加された

団体や高校生等の若い方も含め、そういう方を巻き込んで活性化の取り組みを今後進め

ていくよという中での第一歩としての取り組みであったと思っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   微妙ですよね、何か本当に微妙だなと。これ確認しますけど、

ワークショップに関連しては、香美市がワークショップに対する費用を出して、それで、

最終的に計画を引き受けるのは香美市なのかアンパンマンミュージアム振興財団なのか、

そこら辺のことを再度ちょっと確認します。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   計画自体は協議会がつくって、こうい

う事業をしたいということで補助金の申請が上がってきておりますので、計画書ができ

るということも目的の一つだろうと思います。ただ、それに至るまでのそういう流れを

つくっていく、そういう事業をするということも目的の一つでありますので、必ずしも

これが計画書ですよという方向性を出したものでなくても、計画書であると思っており

ます。 

  以上です。 
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○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   聞いている皆さんがわかるかどうか、ちょっとそれが不安な

んですけど、わかったようなわからんような感じがします。人を育てていくというか、

まちづくりについての意識を啓発していくとかいうことは、それは当然どの場面でも時

代、次世代を育てるという意味では重要なことだとは思いますけれども、この地域に対

してはやはりもう少しその方面も否定するものではないわけですけれども、もう少しせ

っぱ詰まった部分がありゃあせんのかな。これから先の香美市の方向性を大きく、それ

に影響するようなことじゃないのかなというふうに私自身はずっと思っていまして、そ

ういう提案もさせてきていただいていますので、それはそれで一定理解する。 

  じゃあ、その計画については順次こういうことをしましょうと、いわゆるアクション

計画ではなかったという理解でいいですか。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   協議会のほうに尋ねた状況をそんなに

詳しく聞いていないんですが、今後その計画をもとにしながら、こういうふうに進めて

いくとかいって実施計画なんかを立てていきたいという話は聞いております。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   済みません。食いついて申しわけないんですけども、じゃあ、

最終的にその計画の責任者というか、それはアンパンマンミュージアム振興財団という

ふうに見ていいですか。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   協議会ですよね。アンパンマンミュー

ジアム周辺活性化協議会がつくる計画であって、市が直接関係しているわけではありま

せん。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   協議会のメンバーについては、前々回でしたか前回でしたか

お尋ねをしました。じゃあ、そのメンバー全員がそれについて責任を持っているという

認識でいいでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   協議会で協議されているということで

すので、その協議会の役員は同一の方向性を持って、同じ考えで進んでいるものと思わ

れます。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   考えはいいんですよ、考えはいいんです。計画をつくるから

には、それを実行するということが前提にあって考えをつくるべきだと私は思っていま

すし、それに対して補助金も出しているわけですから。そのことについてちょっと言い

たいことがありますけど私も時間が、何か市長が一言、言いたいなというふうに僕のほ
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うに視線を送っていますので、市長の答弁を求めます。 

○議長（石川彰宏君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   山﨑議員の質問にお答えしたいと思います。 

  行政というのは民意を酌み上げることが大切な仕事であります。協議会がいろいろと

プランをつくって協議をしてやっていく、大切な時間を使って真剣に協議をしてプラン

をつくっているわけですから、それと行政が全くリンクしないよということ、これは私

はないと思っています。責任を持って計画を立てる、これを実行しようと、これは協議

会。しかし、協議会は行政のほうにこういうプランができたんだと、こういうことを実

行してほしいんだという働きかけが当然あると思うんです、そこに行政の役割があると。

ただ、行政はそれを決定していく中でプランを全てよろしいと、これでやりましょうと、

議会を離れてそこでお約束をするというようなことはできない。やはり、議会の皆さん

に全体の計画をしっかりと認めていただく中で事業というのは進んでまいりますので、

当然、協議会はそのことも十分承知してますので、恐らく、できたら行政にこれらを実

現をしてほしいんだと積極的に訴えてくるだろうし、そういうことをしっかりと吸い上

げて実行に移していくと、これが行政の責任になってくるんだろうというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   市長の答弁がありましたので、これ以上はこの件については

置きますけれども、ただ１点だけお願いをしたいことがあります。 

  この計画書は１２月に終わるということで、私もそれは前に聞いていましたので、ひ

ょっとどこかに計画書のできたやつがないのかなとも思ってホームページを探しました。

よう見つけざったんです。やはり、そういう行政がかかわって補助金も出して、まちづ

くりについてお話し合いをしたということについては、ほかの市民、同じようにまちづ

くりに関心を持つ皆さんも、その情報は共有してしかるべきものだというふうに思いま

すので、もし私自身が見つけることができなかったのかもしれませんけれども、それが

まだホームページ上にアップされていないようであるならば、ぜひアップしていただき

たいと思いますけれども、それについて見解をお尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   今後十分協議して、ホームページに上

げるかどうかお答えしていきたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   何か個人情報か難しい情報があるのかわかりませんけれども、

上げていったほうがいいと思いますけどね。 

  次に移ります。最後です。 

  １月９日に行われました商工会主催の賀詞交歓会に出席し、映画監督の安藤桃子さん

と新春鼎談を行いました尾﨑知事は、本市の観光の可能性について、かつて１００万人
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の観光を受け入れ、県の観光をリードした龍河洞を例にして熱弁を振るわれました。 

  また、地域経済活性化支援機構のニュースリリースでは、当機構は本ファンドを通じ

てリスクマネーの供給及び専門家によるハンズオン支援を行います。また今後は、今月

８日に高知県及び四国銀行との間で締結した高知県における観光による地域活性化に関

する連携協定に基づき、高知県とも密に連携・協力を行いながら、物部川地域と周辺地

域の連携も視野に入れ、観光特性を最大限に生かした観光周遊活性化モデルを実現する

とで成功要因を抽出し、地域の経済及び雇用を支える観光産業の発展を図るべく、本モ

デルの高知県全体への展開を図ってまいります」とこのようにうたい上げております。 

  また先ごろ行われました、３月５日ですけれども合併１０周年の記念式典には、たく

さんの方々が来賓としておいでになりまして、その方々の祝辞の中でもほぼ全員の方々

が、本市のランドマークとして別府峡、やなせたかし記念館、アンパンマンミュージア

ム、龍河洞に言及をされました。そのほかにも知事は轟の滝とか、三嶺に言及された方

も複数いらっしゃいました。また、県の産業振興計画におきましても、戦略的な観光地

づくりということに取り組もうとしておりまして、知事の賀詞交歓会でのあの熱弁も、

一定このファンドというものが念頭にあったのではないかと、このように推測もするわ

けでございます。 

  これらのことから、やっぱり本市に交流人口の増をもたらし、活力のある元気なまち

づくりへの取り組みを加速化する可能性のある、施設整備も含めた観光振興の最後のチ

ャンスというのが今まさに目の前にあるのではないかと、個人的には思うわけでござい

ます。先ほどこのファンドについて目玉は龍河洞、そして、アンパンマンミュージアム

であるけれども、ここが公益財団法人であるためになかなかファンドへ直接入らないと

いうようなことも一定ありましたけれども、施設については本市の施設である場合もあ

るわけです。そこのところ、どのように関係者の中で工夫をしていただくかということ

もありますけれども。そういうファンドがこの地域に７年間という間ですけれども、ま

ずは物部川流域をパイロットとして、そこに注目していただいてやるということですか

ら、さまざまな事情はあるにせよ、これらの流れにここは思い切って乗って、本当にそ

の中で協議を重ねながら、本市の観光振興の基本計画のようなものを策定する中で、課

題であります施設のできるかできんかちょっとわからないですけれども、龍河洞とかべ

ふ峡温泉とか、そこら辺の本市の目玉観光の施設のてこ入れ、手入れを行って、それら

を先ほど課長もおっしゃいましたけれども、他の市との観光施設ともつなぎながら、観

光周遊活性化モデルということでファンドの逆に提案をしていくというふうなことがで

きる、本当に最後のチャンスじゃないかなというふうに私自身はこれは見ていますので、

その点についての担当課としての見解をちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   産業振興課長、佐々木寿幸君。 

○産業振興課長（佐々木寿幸君）   お答えいたします。 

  まず、ＲＥＶＩＣでございますけれども、ＲＥＶＩＣの前身は産業再生機構というと
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ころでございまして、例えばスカイネットのアジア航空であるとか、ＲＥＶＩＣになり

まして日本航空等のいわゆる再建を行った会社でございます。この中にはホテルリゾー

ト等の再建等も数多く含まれているプロフェッショナルな集団であるというところでご

ざいます。そのＲＥＶＩＣ側から、資金提供は当然ファンドですので株式の取得等であ

るわけなんですが、集客力向上のために、例えば資金を用いて内装の改変等によっての

設備投資であるとか、例えば発信手段の強化であるとか、販売強化の促進、それに必要

な長期の運転資金等を注入をしていく。それによってその会社を運営していくんだとい

う、そういうファンドになろうかと思います。 

  それと別途に、ＲＥＶＩＣ側から代表取締役を含めた役員を派遣し、経営改善及び経

営支援を行っていく。また、ホテル運営・財務・マーケティング・飲食・物販のプロ等

の専門家を派遣することによって、運営改善の支援及び周辺エリアの観光活性化の施策

の実行支援、ここの周辺エリアの観光活性化施策の実行支援という中に、先ほど香北支

所長のお話にありましたように、アンパンマンミュージアムの周辺活性化計画、こちら

のほうのワークショップで出されたようなものも観光ツールとして提案ができていくの

ではないかなと。３市で取り組みます観光活性化ファンドの物部川流域の関係でござい

ますので、当然３市の観光の部門、観光協会、そういったところが一緒の協議会に入り

ましてＲＥＶＩＣ側とも随時協議を行っておりますので、その中で、例えばアンパンマ

ンミュージアムの周辺活性化ですと、例えばこの協議会で出されたようなツール、そう

いうやつの提案の部分は、当然うちのほうも視野に入れた中でしていきたいと。 

  あと、先ほどお話の中で図書館の話で、それは収益事業ではないだろうというふうな、

当然そうなってくると思います。観光活性化ファンドのほうによる事業については当然

収益事業に偏っていくわけでございますので、３市ともに一旦そこに、広域の流域の一

つの大きな柱としての流れを１回ＲＥＶＩＣのほうにお任せしようじゃないかと。それ

で流れをつくっていただいて、一つのツールを、さまざまなツールをこの物部川流域に

残していただくと、この７年間で残していただく。それを今後次につなげていく、継続

していくことによって、この物部川流域全域を活性化させていくんだというふうなこと

でございまして。私も最初はこのファンドに非常に嫌悪感を持っていたので、はっきり

言って余り乗り気じゃなかったんですが、香北ふるさと公社のこういう提案をいただい

たことによりまして、手のひらを返したようにぜひやってみてもらいたいというふうな

形で。確かにその提案の中にそういうふうな形で会社を立ち上げてというのもありまし

たけれども、やはり融資というふうなものが全面的に出ていましたので、それはちょっ

と言いよったんですが。やはり今までそういうふうに連携が、龍河洞と例えばアンパン

マンミュージアムというのは、ぱっと考えたときに連携って何があるのということにな

ってくるんですね。そこら辺についてやはりおのおのが公益財団法人でございますので、

そこの連携をとっていく部分、コンダクターのような形で、おのおのの得意な部門を引

っ張り出していってそれを連携させていくというふうな形を、このＲＥＶＩＣには期待
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をしているところでございます。 

  ３市ともに観光部門も含めまして、３市の観光協会も含めてこのＲＥＶＩＣのほうの

提案については、今後協議をしながらよりよきものにまとめていきたいと考えておると

ころでございまして、先ほど支所長のお話のありましたような市民の方々がつくってい

ただいた周辺の活性化計画の示されたツール、これがあったらいいな、あれがあったら

いいなっていうツールもぜひＲＥＶＩＣのほうにご提案をしながら、その中で幾つかを

ピックアップしながら入れていただければ、この活性化計画も大いに生きてくるのでは

ないかなと考えておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   よくわかりました。アンパンマン図書館、別にそれが収益施

設じゃないということではなくて、僕文化は大好きなんで、それも本当に大事にしてい

ただきたいんです。ここでまたやなせさんの言葉を紹介したいんですけれども、かつて、

やなせさんはアンパンマンについて、キャラクターというものは本当に星の数ほど生ま

れてくるけれども、それがずっと残っていくキャラクターというのは本当に珍しい、希

有な存在ですということをみずからおっしゃいました。そして、その後にこうもおっし

ゃっています。キャラクターでもうけてもいいんだよって。そこはやなせ先生もお墨つ

きを与えて、そして、これも多治見市の「うながっぱ」というやなせ先生がつくられた

キャラクターで一番活用されているということで、うながっぱのことを物すごく喜んで

まして、翻って香美市はどうなのということは言わなかったんですけれども。そういう

ふうに本当に、何かもう自分の持っているものは全部皆さんに喜んでもらって共有して

もらいたいという気持ちの先生でしたから、そのことを真正面に受けとめて、このこと

は商売につながろうがつながるまいが、やはり本市としては、くどいようですけれども

これまでにやなせ先生からいただいたたくさんのご恩に報いるためには、もう本当に思

い切りやるべきであるというふうにもうずっと考えています。 

  佐々木課長の答弁もこれで一般質問が終わりですけれども、何か言い残したことがあ

るかもしれませんが、これまでの議論を市長も気になって、活性化モデルとファンドの

活用、それについて一定の見解をいただけたら、ぜひよろしくお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   ピースフルセレネを中心として活性化を図らなければなら

ないという思いは、誰しも今共通して持っておるところでございますので、こうした新

しいＲＥＶＩＣの提案については大きく期待をいたしておるところでございます。 

  こうしたＲＥＶＩＣの動きもございますけれども、このピースフルセレネ、また不調

には終わりましたけれども、指定管理なんかについては大きな関心を持ってくださって

いる方がありますので、今提案をしている内容でできるだけ皆さんが納得のいくような

方向をやっていきたい。昨日もお話をしましたように、頑張るところを応援しなきゃな

らない、これが行政の仕事でございますので、こういう計画も立てていただいた以上は、
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それはそれというわけにはいかないと。やはりそれを尊重して応援をしていくというの

は、これは今の行政のやるべき姿だと思っています。そして、外の力もおかりをしなが

らやっていくと、いろんなつながりを持たないと市の中だけで完結をするということは

できませんので、とにかくいろんな可能性も、かたい頭ではなくてやわらかい頭でいろ

んな人との協力をいただきながら、このまちを元気にしていくということでやってまい

りたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   たくさんの方々の、市民の方の協力を得ていろんな可能性に

挑戦したいと、このようなお話であったと思います。それをまさに実現する話でござい

ますので、次に移りたいと思います。 

  次は、ふるさと納税でございます。 

  このふるさと納税、私、一般質問を通告してから、高知新聞のほうでも特集というか

始まりまして、３月５日には「昨年４月から１２月、ふるさと納税前年度の６倍、県内

市町村、返礼品で活性化も」という記事を皮切りに、３月７日には「ふるさと納税寄付

額、奈半利人口割り日本一」、また、現在も続いております「広がるふるさと納税、１

３億円突破の町から」という記事が掲載もされております。 

  本市は本年度の当初予算で今議会に上程されていますけれども、ふるさと納税に関連

しまして歳入を５,０００万円、歳出を４,４１０万９,０００円が計上されております。

ふるさと納税につきましてはさまざまな意見がございますけれども、先ほど紹介しまし

た高知新聞の３月５日の紙上では、県の総務部長の方が「市町村は制度を大いに活用し、

納税者の『志』に応えるまちづくりや返礼品を活用した地産外商に積極的に取り組んで

もらいたい」と述べた。」ことが紹介をされておりました。私自身も地域の産業はもと

より、まちづくりに関連するあらゆる分野の活性化に向けた取り組みについて、それを

活性化する種をふるさと納税という制度ははらんでいるとこういうように考えることか

ら、このふるさと納税につきまして順次お尋ねをしていきたいと思います。 

  まず、①です。 

  歳入金額の５,０００万円の積算根拠をお尋ねをしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   山﨑議員のふるさと納税に関するご質問にお

答えいたします。 

  寄付額の積算は困難でございますので、希望を込めた推定の金額とさせていただいて

おります。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）    困難で希望を込めて５,０００万円。でも全然落胆すること

ないです本当に、全くありません。３月４日の広がるふるさと納税という記事の中では、
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何と今をときめく１３億円の奈半利町ですけれども、２０１３年度、２年前かな、２年

前は決算ベースですけれども５,３８５万円でした。これは希望は捨てたらいけません

ので、とりあえず５,０００万円はそれで、それとしましょう。 

  じゃあ、次の質問に移ります。 

  ②ですけれども、歳入の４０から５０％と書いていますけど、６０％の間違いだと思

います。これはちょっと担当の方にお聞きをしてますので多分そうだと思います。６

０％が地元業者に還元されるといたしましても、さとふるに支払う委託の手数料でこれ

は相当な額があると思いますので、地元雇用も生まれるのではないかというふうにその

資料を見ながら思いました。始めたばかりの委託で契約内容にもよると思いますけれど

も、委託についての将来見通し、ずっとさとふるでやっていくのか、それとも場合によ

ってはそれ用の人を構えて、将来的には自前でそれを構築することによって、そういう

人材も育てていくというふうなことも考えられると思いますので、将来的な見通しにつ

いてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   ご質問にありましたように委託での運用開始

から期間がまだ短いと、実質３カ月程度でございますので、現段階で委託についての将

来の予測を立てられる段階にまでは至っておりません。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   担当の答弁としてはそうだと思います。 

  ちょっと奈半利町のほうにも委託の状態についてお聞きをしました。本市はさとふる

で手数料が１２％ですよね、それは手前にお聞きをしておりました。それで、いろんな

業務をほとんどさとふるのほうにお任せをしているということですよね。全部そのさと

ふるが一旦引き受けて、それぞれの業者であったり自治体であったり、問い合わせにも

全部さとふるが答えるというスタイルです。ウエブ管理もやっています。これはちなみ

に奈半利町の場合は、ふるさとチョイスという、さとふるとふるさとチョイスと大きな

２つのポータルがあるわけですけれどもそこに委託をしておりまして、たまたま問い合

わせをしたときに、担当の方がお休みでしたので詳しいことはわかりませんでしたけれ

ども、同じ課の方だと思います。さとふるの場合はウエブ上の窓口だけ、それで、あと

は全部職員とか市内の業者さんがやっている。それで、委託料は８％だそうです。そこ

に４％ですから５,０００万円としても２００万円ですか、そういうものが５,０００万

円の予算でも生まれてくるということでございますので、これは将来的にまた考えたほ

うがいい場合も出てくるのかなというふうに思いました。 

  それで、次の質問に移ります。 

  ③です。皆さんのアイデアというか力をいかに集めるかという、これから先が今回の

質問の肝なんですけれども。 
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  奈半利町の特集記事があることはご紹介しましたけれども、この記事の中で、返礼品

については１人の職員の方が中心となってさまざまなアイデアが考案され、そのことが

件数の増加につながったことが紹介されております。 

  先ほど市長のほうからも同様のことがありましたけれども、本市のまちづくりの今後

については、昨日の同僚議員の答弁の中でも職員の知恵を結集してと、そして、全ての

知恵を絞り出してやっていかなければならないと、同様のこのようなことを述べられて

おりました。 

  また一方、本市は合併１０年になるわけですけれども、この間ずっとスローガンとし

て、「輝き・やすらぎ・賑わいをみんなで築くまちづくり」と、このようなスローガン

でまちづくりに取り組んでおります。ですから、地域経済に物すごい好循環を生み出す

可能性を持った返礼品につきましては、まちづくりにかかわる市民の皆さんの衆知もこ

こで集めたらどうかというふうに考えることから、ものづくり委員会とまちづくり委員

会、これに関連してお尋ねをするものでございます。 

  ものづくり委員会につきましては、予算が今回計上されておりません、残念ながら。

そして、昨日の同僚議員の答弁の中では、何もまだ決まっていないということでござい

ました。それならばなおのこと、私はそういうように思うわけですけれども。制度設計

の中でものづくり委員会の機能の一部を、ふるさと納税の返礼品ということでテーマと

して選んで、うちの場合はさとふるですけども、そこにいわば川下の窓口があるわけで

す。川下の窓口を構えながらものを考えていくというその機能を、一部持たせたらどう

かなというふうに思うわけでございます。こういうものがあって、新しいものをつくっ

てニーズを探していくのか、ニーズによって新しいものをそこに提供していくのかとい

うふうなことの両方というか、そして、参加する委員の皆さんのモチベーションが上が

っていく、とにかくここで考えたものはさとふるの返礼品として使える、やってみる、

売れる売れんは別というふうな目標があると、また本当にモチベーションも上がるんじ

ゃないかなというふうに考えることから、見解をお尋ねをするものでございます。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ものづくり委員会というのはまだ仮称の段階でございますが、昨日の質問にもお答え

しましたように、まだ方向性を示す段階にはなっておりませんので、ふるさと納税の返

礼品がテーマになるかどうかにつきましても、これからの議論になっていくと思います。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   そういうふうにする制度設計をしたらどうですかという提案

ですので、ぜひ制度設計してください。これは活性化の本当に大きなもとなんですよ、

これ。最後でまた言いますけど、するべきだと思います。ものづくり委員会はそういう

ことです。 
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  じゃあ、次に④になりますけれども、まちづくり委員会についてです。 

  ふるさと納税の返礼品は、ウエブページ上なんかでもこれは最近ダウンロードしたん

ですけれども、ふるさと納税の返礼品がとてつもないことになっているという、変な返

礼品も含めてランキングがずっと載っているようなものもあります。その中に紹介され

ているのが、１００万円でふるさと納税したら一日市長体験、これは東かがわ市でした

かね、もやられて、それはどうなのかなとも思いました。それで、まだ見ていてびっく

りしたのが、オオグソクムシ２匹なんですよね。これは静岡県の焼津市でやっているわ

けですけども。けど、オオグソクムシ２匹の焼津市が２位なんですよね。２位で３４億

円、これオオグソクムシで３０億円も稼いだわけじゃないと思いますけれども、でもこ

れはすごいなと思って、おまけにこれ注意書きがあって、ダイオウグソクムシではない

と書いてあります。ダイオウグソクムシというのは物すごい希少なものらしいですね。

まだおもしろいのは、３０万円で山形県の金山町というところが樹齢８０年の金山杉丸

太１本。この間、議員の研修でストックヤードを見に行きました。そのときに、銘木じ

ゃないですけど３,０００円とか言っていました。そういうこともいろいろあるわけで

す。それはそれとしてアイデア次第、本当に、何でもありです、現状。 

  そこで、まちづくり委員会なんですけれども、これはまちづくり委員会は先ほどのも

のづくり委員会と違いまして予算計上されています。細部説明書によりますとこう書い

てあります。「まちづくりについての学習会を開催するとともに、第２次振興計画素案

等への提言について協議を行う。」というふうに書かれておりまして、これは１１３万

８,０００円が予算化されております。これ公募の委員さんはご存じのように１５名。

公募の委員さんは、本当に香美市のまちづくりに役立つことがあれば私はやりたい、何

でもやりたいという方が大半でして、そういう気持ちいっぱいの方が応募してきておる

と思うんで。やはり先ほどと同様ですけれども、これは本当に地域の経済に好循環を生

み出すもとになる可能性を秘めているわけですから、ふるさと納税の返礼品について、

それをまちづくりの学習会と称してこう予算している、もしくは補正で組んでもいいで

すからちょっとそこで考えてみませんかと、皆さんで香美市の経済好循環に役立つよう

な返礼品をみんなで考えて、まちづくりに役立てましょうというふうなご相談をすれば

アイデア百出、あれがいいこれがいい、僕はそう思っています。それぐらいの熱意のあ

る方々やと思っています。先ほど言うたアンパンマンミュージアム周辺の活性化の委員

さんもまた集まっていただいて、そういう違った視点で考えてみませんかと言うと、ア

イデア百出じゃないかなとこのように思いますので。ここも一緒ですけれども、まちづ

くり委員会の機能の一部を、ふるさと納税の返礼品をテーマに運営してはどうかと考え

ますけれども、見解をお尋ねをします。これは企画財政課長かまちづくり推進課長か、

答弁してみてください。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   おはようございます。まちづくり委員会の件につい
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てお答えします。 

  まちづくり委員会につきましては、長い期間議論を重ねて昨年度やっと誕生したもの

でございます。何とか１年間実績を積むことができまして、いよいよ２年目ということ

になっておりますので、この２年目は香美市の第２次振興計画、この策定に当たってい

ただくというようなことにしております。これが中心的な活動になります。また、先ほ

ど山﨑議員から申されましたように、まちづくりに関する学習会等もやったらどうかと

いうことで計画はしております。そういった中で、まちづくり委員会というのは地域審

議会の受け皿とか振興計画を策定していく、またはそれをチェックしていくというよう

な機能をということで発足しております。そういったことから、だからすぐにそこに、

ふるさと納税の返礼品等についてのちょっと機能を持たせるということは、どうかなと

いうことはちょっと考えますが。ただ、まちづくり委員会の中で一つの地域づくりのテ

ーマとして、ふるさと納税の返礼品についてどういったものがいいかというようなこと

を協議していただくというようなことは可能ではないかとは考えますけれども、来年度

のスケジュールは、大まかなスケジュールですけれども決めておりますので、その１年

間の中でそれができるかどうかということもございますので、それは今後のちょっと検

討課題ということにさせていただきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   ぜひ考えて、補正対応でもしてやるべきだとは思うんです。

本当にこれはまた同じ記事ですけれども、奈半利町がここまで成功したというか、実際

自分もふるさとチョイスのページを見ました。今、主にトップで出ている肉類ですね、

それも赤牛であるとか別にどこにでもあるものなんです、実は。それがマスコミ等で取

り上げられるという幸運があったりしてやったんですけれども。でもどこにでもあるも

のですけれども、それの数がふえたことが寄附額がふえたことにつながってますので、

ぜひいろんな数をふやすことを今、今回もさとふるに委託をするということで新しく商

工会を通じてやりませんかというお話をして、例えば酒造会社さんであるとか刃物屋さ

んですね、それが新しくアップして、それが結構大変な人気であったということも聞い

ております。アップすれば可能性が出てくるわけで、まだそこのところが全然足りてい

ないんで、そういうことをお願いしています。だから、あらゆる機会に、これはみんな

でつくるまちづくりの結果をそこに見ることができる大きな今チャンス、やったことが

皆さんに返ってくる、やった気になれる、そういう重要なことを含んでいますので、ぜ

ひまちづくり委員会のほうもちょっとやってみてはどうかなというふうに思いますので、

検討してください。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  ここも大事な質問なんですけれども、ちょっと説明不足なところがあるんで補って言

いますけれども。 
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  質問では、本市には農林業を初めさまざまな業態の中で質のよいものがつくられてい

る。以前にも紹介した谷相ですけども、小野さんの陶器を初め、手すき和紙、これも谷

相でやっています。布製品、これは早川ユミさんですね。竹細工、これは中川康之介君

等々を返礼品に加えるとともに、ものづくり委員会、まちづくり委員会でさまざまな提

案を、それを提示するどこか窓口が要るわけです。返礼品等の取り扱いの窓口を移住定

住交流業務を委託しているいなかみに依頼するなどしてはどうかと考えるが見解を問う

とこういう話ですけれども。 

  ふるさと納税というものは、納税者に返礼品を、産品を、物産を、物品を送るスタイ

ルが一般的です。でも、私自身は、そればかりではなくて、納税者に本市への来訪、来

てちょうだいと、ふるさと納税して本市に来てというやり方があると思うがですよ。そ

れは、例えば物部の大西のほうに移住をされています勝見さんのところのベースワーク

での革細工、そういうものの体験、つくりませんかとか、塩の道のガイドつきのウォー

キング、これをふるさと納税の返礼品にどうですか。ふるさと納税して塩の道を歩きま

せんか、また土佐打刃物づくり、龍河洞の冒険コース体験などなど、そういうものを返

礼品として用意すれば、結局そこに来ていただけるわけで、何人が来るかわかりません

けれども、香美市を見ていただいて、結果、移住定住促進にも活用できるんじゃないか

と、そういう体験型の返礼を考えることですね。そういうことをずっと考えておりまし

て、そういうことを取りまとめてやるには、本市の移住定住交流業務の委託先であるい

なかみは、これまでの活動の中でこれらの方々と移住希望者をつなぐ取り組みをずっと

行ってきておりますし、返礼品の取り扱いの窓口となることで、委託している移住定住

交流業務の促進でありますとか、そして、ＮＰＯ法人の経営自体の安定化等も、そこか

ら幾らかの手数料をいただくことによって図れるのではないかと。やっぱり、いなかみ

も香美市から指定管理の委託を受けていますけれども、なかなか果たしてそれだけで十

分な活動ができるかということを考えたときに、やっぱり自前のそういうものも、少し

関連したところで得ることができるような道を考えてあげるのも継続性を考えた上では

いいんじゃないかなというふうに思いましたので、提案を行っているものでございます。

ちょっと通告だけでわかりづらかったかもしれませんけれども、その点について見解を

お伺いしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  議員のおっしゃるとおり、ふるさと納税の返礼品というものは、一般的な食品等のほ

か最近先ほどお話に出ました一日市長とか、一日町長とか変わったものから、さまざま

な体験、森林セラピーツアーでありますとか、そば打ち体験とか、さまざまな体験メニ

ューを最近加えている自治体もふえております。ご提案のように勝見さんの靴でありま

すとか、塩の道のツアー、こういったことも可能にはなろうと思います。そのしっかり

した仕組みや受け入れ体制が整った体験プログラムは、導入していける可能性があるの



 

－21－ 

ではないかと思っています。 

  それと、いなかみへのそういった受け皿といいますか、委託につきましてでございま

すが、今のところいなかみは常勤２人ということで移住定住交流業務に力を注いでいた

だいておりますので、サイトへのアクセスもふえて認知度が向上するにつれ結構多忙と

なっておりますので、現時点でなかなか難しい部分もあるかとは思いますが、ご提案に

ありますように、ＮＰＯの事業といいますか営業活動を広めていくことも必要であると

思いますので、それと関係者の雇用とか、そういったことにもつながる形で将来的には

委託の可能性もあるのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   いなかみも２人でやって、さっきの手数料の話、委託料の話

もしました。このさとふるに対する委託料の話もしました。やっぱりこれから先はＩＴ

関連というか、そういう情報関連の強みを持った民間を育てるということも、一定そう

いうことも本市の場合は視野に入れたほうがいいと思うんです。そういう育てるという

視点も含めて、そういうみんなが考えたものを取りまとめてそこに乗せる、今はさとふ

るですけれども、そういう業務をする中でそういうスキル、ノウハウを蓄えていくよう

な道を、ちょっとつけたらどうかなというふうに思うものです。ぜひ取り組んでいただ

きたいなというように思います。 

  この件については最後になりますけれども、結局３月９日の高知新聞紙上では、奈半

利町が２０１６年の当初予算で歳入で寄附金収入１０億円、歳出で返礼品の購入費６億

円、これを計上しましたことが紹介されております。６億円といえば、本当に本市の第

９次実施計画に記載されております、これから後聞くんですけれども、香美市立図書館

及び美術館収蔵庫建設事業費７億円、これに迫る金額です。驚きの金額で、この６億円

なんていうのは県内どの自治体でも大きな公共事業が行える金額なんです。そういうふ

うに見ると、つまりはふるさと納税という制度を使って、香美市みんなで大きな公共事

業を立ち上げようと、６億円なんて大きな公共事業をみんなで立ち上げようというイメ

ージ、これはそういうことじゃないですよ、そういうイメージを持って全員の力を結集

してやってみてはどうでしょうかという提案でしたので、私のことは関係ないと思って

聞いている方がいるかもしれませんけれども、皆さんもその一員ですから、ぜひ特に関

係各課の検討もよろしくお願いして、何よりも市長のゴーというサインをお待ちをして

おりますので、よろしくお願いします。 

  それでは、ふるさと納税につきましてはこの程度にとどめまして、次の質問に移りま

す。 

  総合案内窓口業務の委託が予算化をされております。市長がずっとおっしゃっておら

れますように、安心・安全、そして、活力。活力のお話はしました、ずっと。あと僕、

明るいまちづくりということがこれ大事なことやなとずっと思っていました。 
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  そこで、この窓口業務の委託が予算化をされるということに当たりまして、僕いよい

よ思ったんですよね。これでいよいよ目に見える法光院市制、これがスタートするなと

すごく期待を持ちました。小ちゃなことですけど、これは大きな変化につながると思い

ますので期待をしているわけですけれども、まず委託の仕様について一定お尋ねをした

いと思います。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、山﨑議員の総合案内についてのご質問にお答

えします。 

  委託を予定しているということで、その委託の仕様についてのお尋ねでございます。 

  業務につきましては、各課への案内や昼の休憩時の電話の取り次ぎなどを行い、午前

８時３０分の始業から午後５時１５分の終業までの時間を行う体制をとるという、現在、

職員が行っている内容がそのまま仕様になると考えております。 

  ただ、委託に当たっては、休暇や休憩の関係もあって、体制を整えるために複数人が

業務に当たることが想定されることから、委託先には業務に従事する人によって接遇に

大きな差が生じないようにしてもらうことも必要だと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   自分たちが視察研修に行かせていただいた京丹後市では、最

初はフルタイムじゃなくて、もうちょっと短い時間で試運転をやってということで、２

年目からフルタイムということでした。本市の場合は１年目からフルタイムということ

で、非常にうれしく思いますし期待も持っております。ぜひ課長の言われたように、派

遣ですか、どこかから派遣されるわけで、だから、できるだけにこやかな方が派遣され

ますように、人を選べるか選べないかはわかりませんけれども、そこは要望として出せ

れば出していただきたいなと思います。そういうこともあって、いよいよきのうの同僚

議員の質問でもありました、香美市の職員の皆さんが定員よりはずっと少ない人数で本

当に残業もしながら頑張っておられる、その状況について少しでも改善が図れて、そし

て皆さんが本当にとにかく業務に、本来業務に専心できる環境を整えられたということ

は、さっきも言いましたけど法光院市制のスタートじゃないかというふうに思います。 

  これも再三お尋ねしていますけれども、②に移ります。 

  来庁者の利便を考えたときには、今、確定申告をやられていまして、位置があの位置

になって、従来の位置よりは入ってきたときに受付の位置が見えやすい感じになってま

す。あのように、あれは真正面ではないですけれども、従来の受付の位置よりはもうち

ょっと正面に近く、本来は正面が最適だというふうに考えておりますけれども、この点

について一定見解をお尋ねをします。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   総合案内の設置場所の位置につきましてですが、利用す
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る人によってそれぞれに希望があるとは思います。しかしながら、わかりやすいという

観点に立てば、議員ご指摘のように入り口、正面付近ではないかというふうに考えてお

ります。 

  ただ、運営に当たっては、委託のそういう専門で業務に当たられてる方のご意見なん

かも生かしながら、設置場所を考えていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   派遣先の方はある意味プロフェッショナルということである

と思いますので、その方の意見を聞くことも重要だと思いますので、ぜひいい協議にし

て、鋭意取り組んでいただきたいとこのように思います。 

  それでは最後に、先ほども少し触れました７億円の香美市立図書館及び美術館収蔵庫

建設事業をめぐって順次お尋ねをしたいと思います。 

  まず①でございますけれども、この事業については第９次実施計画に記載はされてお

りました。しかし、当初予算には計上がされておりません。このことについてその理由

をお尋ねしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   今、建設用地がまだ決まってないことから、当

初予算の予算編成ができなかったという理由でございます。 

  現在、さきの建設検討委員会の答申を受けたことを基本に、建設基本計画案、財政計

画案、実施計画案の作成中のほか、庁内組織の用地検討委員会を立ち上げて、建設用地

の選定に入ったところです。今後、建設用地が内定、譲渡の同意を得た後に、用地買収

に向けた関連予算を補正予算に計上する予定でございます。よろしくお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   用地が決まっていないためということ、次の質問にかかわる

わけですよ、決まっていないということでも内定すればというお話がありましたから、

どこか予定地があって検討しているというふうにお聞きをするわけですけれども。この

候補地というのは１カ所です？どこか２カ所ぐらい、こことここが適地があってという、

以前、市長の私の文化施設に対する質問でご答弁のあったときには、できるだけ中心地

に近いところ、現在あるところからそれほど離れていないところのような答弁をいただ

いたような気もするわけですけれども、それらの点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   選定基準等を定めまして、あとの③でご説明す

る予定ですが、用地の候補地については複数箇所ということでございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   じゃあ、わかりました。じゃあ、順番に行きましょうか。 
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  それでは、②に移ります。 

  検討委員会の答申を受けてというふうなお話がありました。検討委員会の現状につい

てお尋ねをしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   今後、土地所有者より用地の取得の内諾を受け

た後に、新たな建設検討委員会を立ち上げる予定です。なお、建設検討委員会の構成メ

ンバーにつきましては、去年の１２月議会で答弁しましたとおり、図書館、美術館に精

通されました専門者、建築関係、教育関係、図書関連ボランティア団体、議会などの総

員１５名以内の委員で組織する予定です。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   図書館及び美術館収蔵庫は本市にとって本当に大きな事業で

すから、後に憂いを残すと言ったら変な言い方ですけれども、関係の方ができるだけ合

意の得られた形で、最終的にでき上がるといいなというふうに考えるものです。これは

一般の市民、皆さんその関係の方ばかりというイメージですけれども、一般の市民の方

とか、ひょっと聞き漏らしました金融関係の方とか、今六者協議とかよく言われますよ

ね、そういうことに配慮したメンバーがいいと思うんです。検討委員会の新たなメンバ

ーでということでしたけれども、それは内諾を得た後で立ち上げるのか。それとも今、

これは最終的には成案にしないといけないわけで、今の状況から来年度早々に立ち上げ

て、現状はこうですよということからご相談をしていくのか、そこはまたちょっと差が

あると思うんです。できたらやっぱり、そういう苦労している部分も委員の皆さんにご

理解いただきながら進めていくということが、紆余曲折はあるにしてもいい結果になる

んじゃないかと、いろんな私も会に参加をさせていただいてそういうふうな思いをする

ものです。特にそういう思いをしたのは、昨日同僚議員が質問もされていました保育の

関係で、新たな園を２つつくって、それまであった園を再編するというときには、本当

にいろんな話を出し合って、三者合意の上で進めて、結果いい方向へ行ったというよう

なことがあるんで。ちょっと長くなりましたけども、そういう検討時期をできるだけ苦

労しているところから、皆さんと協議してはどうかなと思うわけです。そこのところを、

ちょっと見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   委員さんに今後検討していただく内容につきま

しては、まず先ほど言いました建設用地の内定の予定地を諮問しますので、検討の後、

答申をいただくという予定です。その後、予定建設地での建設基本計画案の検討に入り、

建設基本計画書をまとめて決定していただきます。この建設基本計画を提示しました設

計プロポーザル審査会を経て、建設建築基本設計の検討、その他、建設実施計画へと進

み、具体的な建設計画図書の作成を検討していただく予定の委員会としたいというふう
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に考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   確認ですけれど、用地が決まってからというイメージですよ

ね。私の言っているのは、用地についてもさまざまな意見があるんじゃないかなと。合

併に関して言いますと、その委員会の中でも本庁の位置はここであったり、もうちょっ

と物部川を越したところであったりといろんな意見があったんです。あった中で、そう

いう意見を調整した結果、こっちになったというようなこともあるんで、用地問題とい

うのはある意味一番肝なところじゃないかというふうに思いますんで、現状そういうふ

うに計画をされているということは理解しましたけれども、できたらそっちのほうに考

えていただければというふうに思います。その点についてどうでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   用地問題が終わらないと進めないというのはご

存じのとおりでございます。そこで、検討委員会、ちらっと触れましたけど、検討委員

会の設立目的をご紹介させていただきたいと思います。「香美市図書館の建替え及び美

術館収蔵庫増設に伴う建設用地の選定にあたり、庁内の総合調整及び情報の収集を図り、

建設候補地の比較検討を行うため、香美市立図書館及び美術館収蔵庫建設用地の検討委

員会を設置する。」という内容でございます。所掌事務といたしましては、（１）候補

地の選定条件に関すること。（２）総合評価による順位づけに関すること。（３）その

他委員会が必要とする事項でございます。これをもって適地を特定するということでご

ざいます。その後、結果が出ましたら教育長に報告、その後、用地交渉に入るという手

順です。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   手順は理解しましたけども、用地が一番いろいろ意見が出る

ところですので、そこに市民の皆さんの、みんなに聞いたらわけがわからなくなります

ので、意見を入れたらどうかなというお話でございます。また、考慮できる部分があれ

ば、もうそういう要綱みたいなものができていますからどうかわかりませんけれども、

ぜひ考えていただいたらどうかというふうに考えます。 

  それでは、次、３番目に移ります。 

  先ほどからずっとお話が出ています、用地のめどがつき次第という、全てはそこから

スタートと、いろんな人がかかわっていくのはそこからスタートというふうな話だと思

いますけれども、そのめどについて、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   現在、建設基本計画（案）で計画案に従いまし

て、建設用地の選定理由書（選定方針）を作成しまして、その内容につきましては、
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（１）面積要件としましては、敷地面積が３,２００平方メートル程度、（２）位置要

件は都市計画・まちづくり計画などから市街化区域または、市街化区域に隣接する市街

化調整区域の土地などを理由に挙げております。（３）その他の要件としまして、財政

的なことなどを条件に候補地を複数箇所を選定しております。この候補地を現在、庁内

組織の先ほどご説明しました建設用地検討委員会を設置しまして、該当土地の属性情報

の収集や総合調整を行っているところです。適地が決まり次第、用地交渉に入り、内諾

をいただくめどとなっております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   わかりました。④ももうお答えいただいたみたいな感じなん

ですけど。 

  なお、一応９次実施計画では、３年間で仕上げるようなイメージでした。現状の段階

において、もうちょっと後ろへずれ込むのかなというふうなイメージもありますけれど

も、そのことについて、改めて答弁をいただきたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   生涯学習振興課長、久保和昭君。 

○生涯学習振興課長（久保和昭君）   今後につきましては、建設用地の内定後、議会

への説明、関連予算の確保、建設検討委員会の開催、用地鑑定等の用地関係業務、建設

に係る関係業務など一連業務を遂行しまして、約１年間を経て用地購入となります。そ

の後につきましては、建設事業で推移してまいります。期間については、予定としまし

て現在の計画に掲げてあるとおりです。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   関係の皆さんが待ち望んでいる施設だと思いますので、私自

身もこの件につきましては反対という意味ではなくて、その審議の経過についてお話を

聞きたいということで随分質問もさせていただきました。決して私は文化が大好きな人

間ですので、できるだけ皆さんの協力を得ながらスムーズな進捗を望みまして、全ての

質問を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   山﨑眞幹君の質問が終わりました。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時３９分 休憩） 

（午前１０時５０分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  次に、１４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。私は住民こそ主人公の立場に立ち、

一般質問を一問一答方式で行います。 
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  まず、地方交付税の動向による市の財政、市政運営への影響について、何点かお聞き

したいと思います。昨年９月に同僚議員が行った質問と同様の趣旨でありますけれども、

２０１６年の地方財政計画も踏まえお伺いをいたします。 

  本市が香美市として発足し１０周年を迎えることとなりました。現在の本市の財政状

況ですが、平成２６年度決算で財政力指数は０.２９です。また、市税、使用料、手数

料等の自主財源は、２２.９％と地方交付税や市債などの依存財源に頼るところが大き

い状況です。中でも地方交付税が歳入全体の４０.６％を占めており、地方交付税の動

向や国の財政状況に注視していかなければならないと考えるところです。また、合併後

１０年間の本市の財政状況の検証も必要ではないでしょうか。 

  以上述べまして、１点目の質問です。 

  まず、資料のＡをごらんください。一番上のＡ３の資料ですが、これは最近１０年間

の普通交付税の交付・不交付団体に関する調べの表です。 

  平成１５年には丸で囲んでおりますけれども、３,１９０あった市町村の合計数が、

下段の平成２４年度見ていただきますと１,７１９と半数強に減っております。また、

交付税交付金を必要としない不交付団体数は、平成１９年度の１８６をピークとしまし

て、平成２４年度になりますと５２団体と激減しています。 

  このような実態からも、平成合併は必ずしも地方財政への基盤強化に結びつかなかっ

たということにならないでしょうか。このことへの見解をお聞きをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   大岸議員の平成の大合併が、市町村の地方財政の基

盤強化につながらなかったのではないかということについてお答えいたします。 

  まず、大岸議員のこのＡの資料を見ますと、平成２４年度には大幅に減っておるとい

うことでございますが、もう少し長いスパンでこの不交付団体の状況を見てみます。 

  例えば昭和５３年、これが４８でございます。これは都道府県と市町村数を合わせた

ものでございますが、それが右肩上がりでどんどんどんどんふえていって、昭和６３年

が１９３、ここがピークです。それで、この時代というのはまだ高度経済成長時代が続

いていた、日本が成長していた時代ということになります。それ以降、不交付団体数は

減少していきます。そして、平成１５年が６５ということになって大幅に減っておりま

す。 

  しかし、平成１５年からまた少しずつふえていきまして、平成１９年、これが１４２

団体ということになっております。これはちょっと大岸議員の資料とは違うかもしれま

せんが、そういうことになっております。 

  そして、そこから急激に落ちます。平成２２年には４２団体ということになってまし

て、この間に何が起こったかと申しますと、ご存じのとおりリーマンショックです。恐

らく経済的な影響が非常に大きいというふうに考えます。 

  また、そこから徐々にふえていって、平成２７年度には６０という状況になっており
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ます。また合併時期、平成１５年ぐらいから合併がどんどんどんどん進んでいったんで

すが、この時期は実は不交付団体はふえていっておりますので、合併したことによって、

地方財政の基盤強化にならなかったというようなことにはならないというふうに考えま

す。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   長いスパンで見なければいけない、それから、リーマン・

ショックとかそういう世界的な経済、日本の経済の動向も要件として判断をしていかな

ければならないというご答弁だったかと思いますが。私がここで合併によりというふう

に引き合いに出しましたのは、合併のときに、財政が厳しいから小さな団体は合併をし

て財政基盤を強化しなければならないということで合併をしたのです。それが、そのよ

うにきちんと生きているかということで質問をさせていただきました。 

  不交付団体、平成２７年には６０ということでありますけれども、これもやはり、こ

れからの日本経済全体の動向を見ていかなければならないというふうには思います。 

  私はこの合併を考えましたときに、合併の以前には各小さな自治体の財政は厳しいな

がらも、条件不立地とかその地域の実情に応じた交付税の傾斜配分等がありまして、独

自の財布で地域の課題や住民の思いを反映した施策の展開ができておりました。 

  しかし、合併により住民サービスの平準化、地域循環型の経済基盤の弱体化、人の流

出などで周辺部が衰退が加速をしたと、こういうことがこの資料Ａの表に、それも出て

いるのではないかと。その結果として、実質財源確保もマイナスの方向に動いた面もあ

るのではないかと思いますが、これに関してはどのような主観をお持ちになりますでし

ょうか。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  合併につきましては、さまざまなご意見もあろうかと思いますけれども、やはり合併

によって、スケールメリットを生かした地方の基盤の強化を図っていこうということが

目的でございましたので、香美市の場合はそういったことはできているというふうに感

じております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   先ほどリーマン・ショックのこともおっしゃいましたけど、

そのときにはもう、日本全体といいますか都市部も財政的には非常に困難をきわめたと

思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  来年度から合併の特例措置、算定がえが段階的に縮減されていきます。順不同にはな

りますけれども、資料の最後の端のページをごらんになってください。Ａ４の資料です
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が。 

  算定がえのイメージの図が最後のＡ４の資料に入っております。図のように、これが

イメージ、下の資料３と書いてあるところの階段のようになっております資料ですが、

２０１６年度は現在の交付税の算定の９割、今年からですね。そして、翌年は７割、あ

と５割、３割、１割、そして、現在の香美市の人口、面積等に基づく一本算定に移行す

るわけですが、その影響額と今後予想される地方交付税交付金の推移をどのように試算

をされておりますでしょうか。 

  国は合併自治体等からの強い要望を受けまして、支所に関する経費や面積基準、人口

密度による需要の割り増しなどの追加措置を一昨年発表しておりますが、それも踏まえ、

どのようになっていくかをお尋ねをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  普通交付税につきましては、平成の合併により市町村の面積が拡大する等、市町村の

姿が大きく変化。このため、合併後の市町村の実情を把握した上で、合併時点では想定

されなかった財政需要を交付税算定に反映させるとして、平成２６年度より支所経費分

が、平成２７年度からは消防費等が、また、平成２８年度からは保健衛生費等が基準財

政需要額に参入されることになっています。これにより特例分の７割程度が維持される

としています。 

  本市の場合、合併算定がえと一本算定の差額は、平成２５年度１２億５,０００万円、

平成２６年度１０億円、平成２７年度８億６,０００万円となっています。算定の見直

し前の平成２５年度をもとに計算すると、大まかではございますけれども７割というこ

とを考慮すると、減額幅は約４億円程度になるというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ４億円程度の交付税の減額が見込まれる。こういう捉まえ

方でよろしいですか。 

（企画財政課長、山中俊明君、自席にてうなずく） 

○１４番（大岸眞弓君）   それから、この図でありますけれども、この階段のように

なっております追加措置にされる支所分とか、消防・保健センターとかのこの分は、ま

だこれは未定の部分もあるんですけれども一本算定に対してでありまして、激減するの

が緩和をされるとこういうことで、そういう捉まえ方でよろしいですね。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   そうですね。この表で下の斜線とか網掛けの部分で

すが、一本算定の基準財政需要額がふえるということです。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 
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○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次の質問に移ります。 

  ２０１６年の政府予算案の地方財政計画は、地方交付税の算定に行革や民間委託など

で経費の抑えられた自治体の水準を基準とすることや、基準財政収入額の算定に用いる

徴収率の見直しにつきましては、２０１６年度より上位３分の１の地方公共団体が達成

している、個人住民税や固定資産税の徴収率を標準的な徴収率として算定するなどのト

ップランナー方式が導入されます。 

  検討対象ですが、先ほどのおしまいの端のＡの資料の裏側をごらんください。 

  これはトップランナー方式の検討対象ですが、基準財政需要額の単位費用に計上され

ております全ての業務についてです。これがおおむね３から５年かけて実施をされる計

画です。 

  例えば学校用務員事務（小学校費、中学校費）であれば、見直し前は基準財政需要額

１校当たり３０７万７,０００円のところ、見直し後は１校当たり２９２万７,０００円

となります。見直しの金額は民間委託している団体の平均値です。そして、本市にも影

響が大きいと思われますが、道路維持補修、清掃費の道路橋梁費につきましては、見直

し前が１億５,３６０万７,０００円、見直し後は１億３,９１２万９,０００円となるな

ど、民間委託をしたことを前提として、基準財政需要額を算定するというものです。 

  これは、本来の地方交付税の持つ財源保障機能重視を成果主義重視へとシフトさせて

いくもので、地方交付税の性格をゆがめるのではないでしょうか。また、こうしたこと

による本市への影響をどのように予測をされるのか、お伺いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  国の２０１６年の地方行財政につきましては、歳出効率化に向けた業務改革で、他団

体のモデルとなるものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映するトップランナー

方式の導入等により、経済・税制の再生に向けた前向きな改革を促すインセンティブ改

革を推進すると示していますが、具体的な影響については不確定であり、今後の動向を

注視する必要があります。なお、条件不利地域等、地域の実情に配慮するとともに、住

民生活の安心・安全が確保されることを前提とした合理的なものとし、地方交付税の財

源保障機能が損なわれないようにすることが必要と考えます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   これ表を見ていただきますと、右の端に基準財政需要額の

算定が下がるわけですが、それは民間委託しているとしてそういう計算をするというこ

とですので、これは公共サービス、今回の一般質問でもるる出ておりますけれども、公

共サービスを民間委託化、また、指定管理者制度へ移行させる自治体のアウトソーシン

グ化を拡大していく、それの誘導になると、それで、職員数のさらなる定数減につなが

ることではないかと危惧をいたします。 
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  同時に、地方交付税法第３条第２項、「国は、交付税の交付に当っては、地方自治の

本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。」これに背くもので

あるというふうに思いますが、このあり方についてどのようにお考えになりますでしょ

うか。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  それぞれの地方の実情、地理的な条件等ございます。この単位費用は下がっておりま

すけれども、ここにかかわってくる補正係数等のこともございますので、この数値分だ

け減少するかどうかというようなことは、現在のところちょっと、不明確なところがご

ざいます。 

  ただ、これは国が示すものでございますので、市町村はもうそれをどうのこうのと言

うことができませんので、これに基づいてやっていくということになります。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   基準財政需要額が今より低いレベルで算定をされますと、

交付税の総額にかかわってまいります。国の決めたことだからと課長はおっしゃるわけ

ですが、これにつきましては小学校、中学校の教職員の定数も取りざたされておりまし

て、地方６団体が強制的な学校の統廃合につながりかねないということで、地域コミュ

ニティの衰退を招くおそれがあるから決して行うべきではないと、地方６団体からこの

ような声が起こっております。そのことを申し上げまして、今後こういう動向に注視す

るとともに、財政運営をしていかなければならないということを申し添えたいと思いま

す。 

  次の質問に移ります。④です。 

  地方自治体が事業を起こす場合、通常事業費の７０％以内しか起債が認められていま

せんが、合併特例債は９５％まで起債が認められ、元利償還の７０％が交付税の基準財

政需要額に参入されるという前提があり、有利な起債として本市でも合併特例債での事

業をふやしてきました。しかし、今後交付税が５年かけて逓減し一本算定になれば、財

政の硬直化を招くおそれがあるのではないでしょうか、見解をお聞きします。 

  また、これまで起こした事業の償還払いのピーク時と、地方交付税の算定額がどうな

っていくのか、今後の見通しをお伺いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  本市の平成２６年度決算の財政健全化判断比率を見ますと、実質公債費比率１

０.３％、将来負担比率はマイナス３７.８％と健全な状態にあり、直ちに硬直化を招く

とは考えておりません。しかしながら、今後のハード事業や交付税の逓減していく状況

を考えますと、慎重な財政運営をしていくことが必要であると考えています。 

  また、消防庁舎や学校給食センターなど中期財政計画に沿った事業実施により、借り
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入れた地方債の償還のピークについては平成３２年ごろで、その後は緩やかに減少する

見込みとなっております。 

  なお、交付税の算定については先ほどの質問にもございましたが、一本算定で減少す

るであろう交付税額については、４億円程度ということで大まかに見込んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   償還払いのピーク時が平成３２年ということでよろしい、

３０年とおっしゃいましたか、平成３２年。 

（企画財政課長、山中俊明君、自席から「３２年です」と発言する） 

○１４番（大岸眞弓君）   ４億円程度の交付税の削減額という見込みをされておると。

本市の財政の健全化といいますか、いつも出てくる４つの指標、健全であることは承知

はしておりますが。ただ交付税の動向、これから、こういうトップランナー方式等で総

額が減ってきますと、これはまたなかなか厳しいもんになるんじゃないかと思いますが。

課長、その辺いかがですか。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  このトップランナー方式のようなことが広がっていくと、大変地方の小さい自治体に

とっては、財政的な影響もふえてくるんだと思いますが。そういったことまでは国のほ

うも考えていないというふうに考えておりますので、ある一定の影響は出るとは思うん

ですけれども、直ちにそれが香美市の財政状況に大きな影響を与えるというようなもの

ではないというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   それは多分財政を確保しますのに、地方と国の綱引きのよ

うな形になっていくんじゃないかと、今回の算定がえのことに関しましてもですね、地

方から声が上がってこのように追加措置がされております。そういう状態になっていく

のではないかというふうに思います。 

  それでは、次の質問に移ります。⑤です。 

  資料のＢをごらんください。これは平成１２年から平成２７年の地方交付税の総額の

推移を示したものですが、下の枠外に地方交付税と臨時財政対策債の合計が記載されて

おります。図でわかりますように、平成２２年のピークに交付税総額がふえていないこ

とは問題です。さきに述べましたように、不交付団体が激減しているから交付税を必要

とする自治体がふえるわけです。それからまた、全国で合併が進みまして、合併特例債

事業の元利償還分もある中で、交付税総額がふえていないのはなぜなのか、合併自治体

としてどのように検証されるかお聞きをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 
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○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  不交付団体のことにつきましてはさきの質問でもお答えしましたけれども、その不交

付団体となる要因としては、発電所関連施設等が立地したとか、防衛関連施設等が立地、

大規模空港・港湾施設等が立地、大企業の事業所・工場・倉庫・研究所等が立地、観光

地・保養地・大規模レジャー施設・ギャンブル施設等が立地したというようなことも大

きく影響すると考えられております。交付税につきましては、法人税、所得税、消費税、

酒税から一定割合が財源となっておりますので、税収額については経済情勢に大きく左

右されるということもございますが、交付税率の引き上げなど持続可能な制度の確立を

していただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   その不交付団体に関しましての説明をいただきましたけれ

ども、不交付団体が減った中で交付税総額は当然ふえるだろうというふうに思われるの

ですが、この図が示すように交付税がふえていないのはなぜなのか、それをどのように

検証されているのかというのをお聞きしたいわけです。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  交付税につきましては、先ほど申し上げましたように、平成２８年度からは国の４税

から充当されるわけですが、この財源となる税収がふえておれば交付税もふえていくん

だろうと思うんですけれども、大岸議員の資料Ｅを見ましても、税収は１９９０年を境

に減少傾向にあるわけですよね。ですから、なかなか交付税もふえていってないという

状況にありますので、これを改正するためには交付税法に定める交付税率を上げていた

だくと、こういった取り組みが必要かと思います。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   後に申し上げようと思ってたんですが課長のおっしゃると

おりです。交付税の税源となるものがふえていないということですね。 

  それから、私はこれを見まして思いますことは、次の資料のＤのところで、次に行こ

うかと思ったんですがここの計画を見ていただきますと、まず必要な年度年度の地方財

政計画で、年度年度の見込まれる必要額の総額保障という方式をとれば、交付税が減る

とか、交付税がふえないということはないかと思うんですが、総枠方式をとっておりま

す。それで、枠をこれぐらい出すということを決めておいて補正係数等で当てはめてい

きますので、なかなか、その元利償還分も交付税で補塡されるといった分がこの枠の中

にはめ込まれてしまいますので、これが例えば係る総額が１００として、交付税に措置

する元利償還分を１０として、１１０になるならば交付税がだんだんとふえて、総額は

だんだんとふえていくと思うのですが、総枠方式で当てはめていくために交付税はふえ
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ていかないと。それから、課長がおっしゃったように、税源がふえていないということ

になろうかと思います。この点はいかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えいたします。 

  この地方財政計画については、国がこの表にありますような形で、地方に配分してい

くということを決めておりますので、そういった総枠というものから外すというような

ことは、今後、地方６団体等のほうからそういったことも上げていければというふうに

は考えます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次の質問に移ります。 

  資料のＣをごらんください。これはちょっと字が潰れておりますけども、見ていただ

きたいのはそれではありませんでして、地方交付税の積算に用いられる単位費用の表で

すが、上のほうが経常経費です。下が投資的経費、そして、その下がその他で、公債費

償還払いの充当分です。経常経費や投資的経費のメニューは１９８５年からそれほどふ

えておりませんけれども、公債費は１０項目が２０項目の倍にふえております。これが

さっき申しました総枠方式ではめ込んだということだと思うんですが、このパイの決ま

っている地方交付税総額の中で、借金払いに充てる公債費分がふえていきますと、自由

に使える経常経費、投資的経費が圧縮される結果にならないでしょうか。このことから、

本市も事業をずっとやる計画がありますけれども、有利な起債である合併特例債とか臨

時財政対策債の検証を行い、また、このことも踏まえて計画を立てていく必要があろう

かと思いますが、この点いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  普通交付税の総額については、１９８５年に８兆８,０００万円だったものが、１９

９５年に１５兆１,０００億円、２０１５年には１５兆７,０００億円と年により増減は

ありますが、経済の成長に合わせ増加傾向となっています。 

  また、普通交付税は財源を保障し、どの地域に住んでいても一定の行政サービスを受

けることができることを目的としており、決められた項目により財政需要を算出してお

りますので、現状では公債費により経常経費や投資的経費が圧縮されているとは考えて

いません。また、元利償還金の７０％が交付税措置される合併特例債や過疎債は、自主

財源の少ない本市にとって貴重な財源となりますので、中長期的な視点を持った計画的

な運用をすることが重要であると考えております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   そのパイの決まっている総額全体の中で、このように交付

税に措置するという公債費のこの部分がふえていきますと、総額が同じであれば必然的
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に経常経費、投資的経費は減っていくというふうに考えますが、解釈が違うようですが、

再度見解を。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  公債費につきましても、地方財政計画の中で毎年度毎年度その予算額が決められてお

りますので、その枠以上、公債費がふえるということはございませんので、公債費がふ

えて、この上の部分の需要額を圧迫するというようなことが、大きくなるというような

ことは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   それは多分、地方交付税額がきちんと確保されてからの話

ではないかと思いますが。 

  では、次の質問に移ります。⑦です。 

  近年、課長今おっしゃいましたように、所得税、法人税の税収が落ち込みまして、地

方交付税の原資に不足が生じています。このことは地方交付税の総額に影響してまいり

ます。 

  それで、さっきの資料のＤでございますけども、さっきからご答弁されておりますよ

うに、地方交付税の原資はご存じのようにこの左の端ですが、所得税、法人税、酒税、

消費税でこの４税の一定割合、所得税であれば３３.１％、法人税も同率、酒税は５

０％を掛けたものが地方交付税の原資とされます。率は地方交付税法に定められており

ます。不況や失業等で所得税や法人税が落ち込めば、交付税の原資が逼迫します。 

  それから、国税３税の推移の資料Ｅをごらんになってください。これを見ていただき

ましたらわかりますように、１９８９年に消費税が導入されまして、それ以降、法人税

減税などの一連の税制改革により、中心的税収が消費税に取ってかわられようとしてお

ります。消費税は全額が交付税額の財源とはなりませんね。地方分があるからです。

５％のときには４％に法定率の２９.５％を掛ける。現在８％ですが、６.３％に法定率

の２２.３％掛ける。そして１０％になれば、７.８％に法定率の１９.５％を掛けたも

のが交付税の財源とされます。この法定率もだんだんと下がってはきております。 

  一方で、その消費税が増税されますと、地方公共団体の公共事業や運営経費などに消

費税がかかり、歳出増加で財政運営を圧迫することになります。また、地域経済に打撃

を与え、地方交付税の基本財源となるべき所得税、中小企業等の法人税収を落ち込ませ

るのではないでしょうか。 

  このことから、地方交付税の原資を安定させるためには、消費税の増税をやめ、雇用

の安定を図り、国民・市町村民の所得をふやすことこそ必要な経済対策だと考えますが

いかがでしょうか。見解をお聞きいたします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 
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○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  地方交付税は、地方公共団体の自主性を損なわずに地方財源の均衡化を図り、地方行

政の計画的な運営を保障するため、所得税や法人税などの国税に一定の率を乗じた分を

原資とし、各地方公共団体に配分、交付されているところです。 

  また、消費税についても収入額の２２.３％が交付税の原資となっているところです

が、今後税率の引き上げなどにより、地方交付税の原資を安定させることは必要と思わ

れます。 

  なお、経済対策につきましては、現在、国においてデフレからの脱却を目指してアベ

ノミクスや一億総活躍社会などに取り組んでおりますので、こういった政策により所得

の増加、雇用の安定が図られていくと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   そのアベノミクスですけれども、今国会でも審議がされて

おりますが、この３年間、実質賃金はパート労働者も一般労働者とともに下がっており

ます。３年間で正社員が２３万人減った一方、非正規雇用の労働者が１７２万人ふえて

おります。日本経済の６割を支えている個人消費も３年間下がり続けております。 

  そして、貧困の問題も随分言われておりますけれども、ひとり親世帯の貧困率は５

４％、家計は赤字です。また、アベノミクスは、一部の人々に恩恵を与えたことは間違

いありません。それは、株高と円安で資産を大きく膨らませた富裕層と、史上空前の収

益を上げた輸出を中心とする大企業です。今後さらにまた、法人実効税率２０％への引

き下げを前倒しで実施する大企業減税法案も盛り込まれております。こうしましたとき

に、地方交付税の原資となる法人税も下がっていく、所得税もなかなか上がらない、こ

れが地方交付税の原資安定にはつながっていないということだと思うんです。 

  課長おっしゃいましたように、この法定率をふやすことこそ大事ですが、１０％のう

ちの７.８％に法定定率１９.５％という計画になっておるわけです。私はこのことから、

今消費税の１０％への増税はやめるべきだと思いますが、課長いかがお考えでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  交付税額のやはり安定ということのためには、経済の成長ということが非常に重要だ

というふうに考えております。そういったところで国も全力を尽くして現在取り組みを

進めておりますので、そういった観点から消費税についても、どういうふうになってい

くのかということが決まっていくだろうと考えています。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   もうご答弁の中で出ておりますけども、お聞きをいたしま

す。次の質問⑧に移ります。 
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  地方交付税法第６条３の第２項では、要約して述べますが、普通交付税総額が地方公

共団体について算定した額と著しく異なることとなったときは、地方財政もしくは地方

行政に係る制度の改正または法定率の変更を行うものとするとあります。これは言いか

えましたら、地方交付税総額をきちんと確保して地方に保障しなさい。法定率を変えて

でもと言っていると思います。とりもなおさず、地方交付税法第１条の目的にある地方

自治の本旨実現のために定められたものであると思います。 

  既に平成５年、１９９３年から１割以上の財源不足が生じています。それは地方の財

政運営にも大きく影響し、この間、地方の各種団体からも抜本的な是正を求める声が上

がっています。追加措置となりました一本算定の額の緩和ですけども、これも合併自治

体から大きな声が上がって追加措置につながったものであります。地方交付税が本来の

財源保障機能を果たすものでありますよう、是正を繰り返し要望すべきではないかと思

います。見解を再度お伺いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   企画財政課長、山中俊明君。 

○企画財政課長（山中俊明君）   お答えします。 

  地方交付税の原資不足により、平成１３年度からは臨時的に導入をされた臨時財政対

策債は現在まで恒常的に継続されており、今後も継続して発行額がふえ続けていくこと

を考えると、地方交付税法に基づき地方交付税の法定率の見直しの検討も今後は必要と

考えます。地方交付税の総額を確保することについては、全国市長会、地方６団体から

折に触れ要望しておるという現状がございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次の質問に移ってまいります。介護保険の質問

です。 

  高齢化率の上昇、要介護者の増加する本市にとりまして、介護保険の報酬削減は介護

事業所や利用者、その家族にとって重大な問題です。その影響の実態を把握するため、

私たち議員団は昨年１０月から１１月にかけて独自の影響調査を行いました。訪問しま

した市内２９の事業所のうち２７事業所から率直な回答をいただくことができました。 

  そこで、お尋ねいたします。①です。 

  この結果のまとめたものにつきましては、既に担当課と市長に要望書もつけましてお

渡しをしているところです。事業所の経営状態への影響は、全体として減収になったと

ころが多かったですが、増収と回答されている事業所も利用者がふえたことによる増収

であり、収支は赤字あるいは厳しいというようなことでした。また、利用者への影響、

職員の確保や認知症対策のことなど、調査全体の結果をどのように受けとめられておら

れますか、お伺いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   大岸眞弓議員のご質問にお答えいたします。 
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  現在の介護保険事業におきましては、全国的に介護職の確保が厳しい現状は大変理解

しております。また、高齢化の進展により、介護を必要とする方が増加する一方で生産

年齢人口は減少しており、需要に見合うサービスを提供するための人材確保が喫緊の課

題となっております。今回の調査結果におきまして、各介護サービス事業所や施設が大

変苦慮しながら介護保険事業を遂行されており、今後の事業展開について不安感が拭え

ない状況であるということが大変わかりました。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   課長におかれましては、事業所の職員の皆さんの苦労と実

態を受けとめていただいたというふうなご答弁だったと思います。市長にもお渡しをし

ておりますが、市長はこの調査の結果について、どのようなご見解をお持ちでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   大岸議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  介護制度につきましては、３年に一度改正が行われるわけでありますけども、近年の

改正につきましては、施設側にとりましては大変厳しい改正になってきております。非

常にそういう中で経営が成り立たないということで、東京などでは１年間で５００ぐら

いの事業所が事業を断念するというような事態になっておりまして、非常に深刻な状況

であります。やはり、今しっかりと施設を運営をしていくための応援をするという立場

で、介護保険制度をもう一度充実をさせていただきたいというふうに思っております。

あわせて、やはりそこに働く人たちの労働条件の改善ができるようなことも視野に入れ

てやっていく必要があるんではないかなというふうに考えております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ご答弁をいただきましたので、②の質問に移ります。 

  今年４月１日から本市で行われようとしております地域支援総合事業に当たりまして、

どのようなリサーチを行って計画をされたのか。そして、計画策定の上で個々の事態把

握が欠かせないと思うのですが、十分な把握、リサーチができているかどうかお伺いい

たします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  現在利用中の要支援１、２の方のサービスの利用状況等を確認し、訪問介護、通所介

護のみを利用している方のケアマネジメント対応や総合事業への移行月の確認等を行い

ました。 

  また、香北・物部圏域につきましては、平成２６年度、平成２７年度において、地域

包括ケア会議を開催しまして、サービス事業者の現状の把握や高齢者の個々の生活行動

の実態、地域資源に関する情報交換、地域資源の整理などを行い、高齢者の実態把握に

努めました。 
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  また、現在、要支援１、２の方で訪問介護サービスの利用者は１００名ほどで、全員

がそのまま国基準型のサービスに移行いたします。現在のところ、利用者からは不満や

心配の声は上がっておりません。また、通所介護サービスの利用者は現在１４０名ほど

で、ほぼ全員がそのまま、この方たちも国基準型のサービスに移行いたします。現在の

ところ、利用者からは不満や心配の声は上がっておりません。 

  また平成２７年度からスタートした第６期高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定

に当たりまして、平成２５年１１月に６５歳以上の高齢者に日常生活圏域ニーズ調査を

実施いたしました。８,４７７人に対し６,１４９人の回答があり、７２.５％の回収率

となっております。この調査は総合事業の実態把握だけではありませんが、今後の高齢

者福祉政策や介護サービスの必要量を決めるため、日常生活圏域ごとに生活状況、要介

護認定者の状況、高齢者のニーズ調査、日常生活での困り事や必要な介護サービスにつ

いて調査をいたしました。 

  日常生活での困り事や将来についてですが、在宅での生活を続けるためにどのような

介護サービスを必要かとの質問に対して、住みなれた地域にあるデイサービスを利用し

ながら、必要に応じてなじみの職員が訪問したり、短期の宿泊ができる多機能的な施設

が必要と答えた方が最も多く、次いで、必要なときに対応してもらえる訪問看護サービ

ス、３番目に、必要なときに対応してもらえるホームヘルプサービスの順となっており

ました。 

  小規模多機能居宅介護につきましては、通所、訪問、短期入所の３つのサービスを兼

ね備えている事業所ですが、平成２７年度に山田圏域と香北・物部圏域にそれぞれ１カ

所施設が完成して、要介護認定された方々が利用されております。訪問看護、訪問介護

についても、香美市内外の介護事業者がサービスを提供していただいております。 

  次に、在宅での生活を続けるためにどのような支援やサービスが必要かということを

尋ねましたら、自宅に往診してくれる医療提供体制の整備が最も多く、次いで、必要な

ときに目的地まで車を送迎してくれるサービス。３番目に、緊急時にボタンを押すだけ

で緊急通報連絡先へつながる装置の設置の順で多くなっております。 

  現在も香美市内では訪問診療をしている医療機関はありますし、平成２８年度から南

国市、香南市、香美市の３市共同によりまして、土佐長岡郡医師会と、香美郡医師会に

委託予定となっております３市在宅医療介護連携事業におきまして、訪問診療、訪問看

護等を含め、切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築を推進していくこ

ととなっております。また、福祉タクシーや緊急通報装置の貸与サービスもありますの

で、今後福祉サービスの啓発をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   総合事業だけでなく第６期の計画のことも合わせて、その

調査も行われたということですね。日常生活圏域ニーズ調査、回答率が７２.５％。私
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とかほかの議員さんもそうだと思うんですけれども、介護保険の問い合わせとかご相談

をよくいただきます。担当課につなぐものはつないでやるわけですが、もうちょっと広

くきめ細かくといいますか、それを要望するのはいっぱいのところかと思うんですけれ

ども、さらに広いその調査、回答率が７２.５％、２７.５％の方はどうしているんだろ

うかと思うわけですが。 

  田野町に事務所のあります中芸の広域連合でも、この第６期の計画とそのニーズ調査、

それから、総合事業に当たります調査を行ってアンケート用紙を郵送しましたら、やは

り７割の方からの回答であったと。でも、あとの方については、地域の地区長さんとか

民生委員さん、また町の職員さんなどが訪宅をしまして、６５歳以上の９５％の調査が

できたと。 

  こういうかなりきめ細かに課長対応されておりますけれども、残りの方は調査のこと

をわかっておられない方もいらっしゃるかもしれないということでですね、こういう調

査が不可能なのかどうかお聞きをしたいわけですが。調査で電話に出ていただきました

担当課長は、利用者にとっては、その自分の受けているサービスが介護保険なのか、そ

の総合事業なのかは関係のないことだと。要するにその利用者にとって必要なサービス、

今までと変わらないサービスが受けられるようにすることが必要であると。この観点か

ら、こういう調査を行ったと言われました。そして、課長もお答えになりましたように、

中山間地の高齢者の不安がとても強いとおっしゃっておられました。いかがでしょうか。

望み過ぎかもしれませんけれども、山間地にお住まいする高齢者も多い中で、こういう

調査のあり方というのは不可能なものでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  電話や訪宅というのはちょっと今のところはまだ考えてはおりませんが、また今度第

７期の高齢者福祉計画、介護保険事業計画を見据えるに当たりまして、平成２８年の秋

くらいに、またこういうふうなアンケート調査をするように計画をしております。その

ときにはまた、皆様に回答をたくさんしていただくようなことは検討していきたいと思

っております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次の質問に移ります。③です。 

  介護事業所の方々はたび重なる制度改定と向き合いながら、よい介護を行うために苦

慮されていることが調査でわかりました。こうした事業所の声をダイレクトに受けとめ、

一緒に課題に向き合っていくことが市としても必要ではないでしょうか。私たちの調査

は外側からの調査ですが、直接介護保険の運用にかかわっております市におきましても、

事業所の実態把握、問い合わせなどしたということですが、実態把握を行うべきではな

いかと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 
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○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  現在の地域密着型施設、介護老人福祉施設、小規模多機能居宅介護における実態把握

につきましては、各事業所に年間６回程度開催します運営推進会議に、健康介護支援課

の職員が毎回出席しておりまして、利用者の家族や地域の方、また、施設の職員の方の

意見も聞き、随時対応しております。 

  また、平成２８年４月１日から、指導・監督業務が県から市に委譲されます。小規模

の地域密着型通所介護事業につきましても、年間２回は運営推進会議が開催されること

となっておりまして、健康介護支援課の職員が出席し、事業所の職員などの意見等をお

聞きして、実態把握に努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   その年６回の運営推進会議におきまして、事業所の経営状

態ですとか職員さんの確保の問題であるとか、そういう課題も出てきますか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  それぞれの運営推進会議の中では、施設の入所者の現在の状況とか、あと施設の行事、

また、制度内容の質問とか研修の報告等はあります。ご家族の方もいらっしゃいますの

で、会が終了後とかには、やはり施設側の方から介護職員の人材不足のこととか、その

実態のことについては職員のほうも把握をしております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   把握してどう対応するかが問題になってくるかと思います

が、この前２月の県議会でこの質問が出ておりまして、県知事が介護報酬見直しの影響

について注視をし検証していくと、その際には事業所の意見も聞き、全国知事会とも連

携して、人材確保の視点も含め国への積極的政策提言活動などを行うと、こういう積極

的な姿勢を示されております、市もありがたいことだと思うんですが。市としてもこう

いう把握をしております実態を県につないで、県とともに国にも要望していく、こうい

う姿勢が必要ではないでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  県のほうもご努力をいたしておりますので、市のほうも県と連携をして、また国のほ

うにも提言をしていきたいとは思っております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   その運営推進会議において、経営状態とか職員確保につい

ての悩みをお聞きするという、これにやはり、相談に乗りますよという形で聞き取って

あげていただいて、市で何かできることはないか、そういう観点から会を行ってほしい

と思います。それを申し添えまして、次の④の質問に移ります。 
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  介護を担う職員さんの確保についての悩みが、多くの事業者から寄せられています。

例えば職員の状況、昨年採用がパート１名、離職者ゼロ。今年度採用が２名、離職者４

名で深刻。利用者数の維持確保ができないと報酬額が今後下がる可能性が高い。困って

いる。こういう声です。それから、介護職員不足の状態が続いている。介護福祉士の確

保はさらに深刻。介護福祉士の確保ができなければたちまち厳しい運営になる。そうい

う声ですとか、現在、臨時職を募集しているがほとんど応募がない。退職する介護員も

ふえる中で困っているなどの声が寄せられています。また、職員の報酬、給料を上げな

ければ解決しないだろうというような声もありました。事業所の経営に関すること。さ

っき推進会議で実態は出てくるとは言いましたけども、このアンケート調査に寄せられ

ておりますこの生の声、事業所さんの悩みを事業所の経営に関することと傍観できない

のではないかと思います。なぜなら、職員確保ができない、施設があるのに開けない、

利用者の受け入れができない、報酬減となり事業を続けられないとなると雇用も失われ

ますが、要介護・要支援高齢者の行き場がなくなり、家族も巻き込んで日常生活に支障

を来すようになります。市として、職員確保に独自の支援策を講じる必要があるかと思

いますが、この点についての見解をお伺いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  現在の市の財政状況から市が独自に支援を行えるほどの余地はありませんが、県が主

催しております職業訓練制度「介護福祉士養成科」の募集の啓発チラシの掲示や、また、

平成２８年度には、高知県老人クラブ連合会と連携して、生活支援・介護家事援助者を

養成するための講座を香美市で開催する予定です。これにより、緩和型の訪問サービス

に従事できる人材が確保される予定となります。 

  また、県が福祉・介護人材確保対策として、特に人材確保が難しい中山間地域を持つ

市町村と連携して、福祉・人材確保対策を検討する連絡会を立ち上げることとなりまし

た。早速、３月２３日に高知市で会が開催されますので、県の平成２８年度の取り組み

や市町村との情報交換ができる内容となっておりますので、積極的に参加したいと考え

ております。 

  また、県とも連携して、各種介護の資格取得に関する案内や啓発も行っていきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   この介護職員さんの不足の問題は、介護職を望む方が少な

い数の問題と、でも一番の原因は、介護職についていて、やりがいのある仕事だけれど

も食べていけるだけの給料がない、ここが一番の私は大きなネックではないかと思うん

です。そこにやっぱり支援をすることが必要だと思うわけですが。例えば、きょう提案

的に申し上げますが、市内で働いてくださる介護職員さんの雇用の安定というのは大変
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重要です。例えば、現物給付のようにして何かの補助金を給料に上乗せしてというふう

なことは余り現実的はないですが、生計の支出を抑えるという意味で思い切った家賃の

補助、また、先日の一般質問でも出ておりましたが、空き家を活用して、それを介護職

員さんに提供して住まいの保証をする、家賃を補助をする、こういう方法などは考えら

れないでしょうか、お伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   今のところは補助金とか住まいの家賃の補助と

かいうことは考えておりません。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   空き家対策でこういうふうに使っていただきますと、まち

づくりにもつながっていく。若い方が介護職についてそこで住み続けていける、仕事を

続けられる。こういう環境を市として全く考えることができないものなのかどうか、そ

の点いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  空き家とかを活用してということで、まちづくりには活用はできると思いますが、介

護職員の方が、例えば高知市とか市外からおいでる方で住まいを探しているとかという

ことがあれば、空き家とか市営住宅などをこちらもいろいろお知らせはできることとは

思っておりますが、補助までとは今のところはちょっと考えておりません。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ぜひ若者定住対策としても考えていただきたい旨申し上げ

まして、次の質問に移ります。⑤です。 

  県の高知県中山間地域介護サービス確保事業は、せんだっての県議会答弁によると、

総合支援事業に移行してもやる意向が示されております。そこで今回の調査でも、山間

部の危険な場所に送迎するときは加算をつけてもらいたい、それぞれの地域特性と現状

を見きわめて現実に見合うものにしてほしいという意見。また、認知症利用者の算定基

準を見直してほしいなどの意見がありました。 

  この事業は、中山間地に住まわれる要介護者の在宅での生活と、事業所の存続のため

に必要な制度であります。市としてこの声に応えるべきではないでしょうか、お聞きを

いたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  中山間地域介護サービス確保対策事業に関しましては、新総合事業へ移行する要支援

１、２の方への訪問介護と通所介護について、平成２７年度に高知県が要綱改正を行っ

ておりまして、移行後も国基準の介護サービスに関しては、継続して補助金の対象とな

ります。 
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  また、平成２８年度からの市町村独自に実施するサービスにつきましても、内容を精

査した上で市単独事業の補助金として対応する予定でありますので、地域の実情に沿え

るものにしていく考えとしております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ご答弁をいただきました。ありがとうございます。 

  次の質問に移ります。⑥です。 

  私は今回の調査から思いますことは、大もとの基本報酬を引き上げなければ解決しな

い問題であると感じております。報酬引き下げで減収になった事業所で、減収分を利用

者にそのまま請求するということが起きています。事業所そのものを閉じたところもあ

ります。報酬単価を引き上げると同時に、影響が利用者に及ばないように負担軽減策を

講じることが必要で、２割負担や補足給付申請に預金調査が伴うなど、やってはいけな

いことではないでしょうか。身体能力も年金も心細くなる高齢期を人として尊厳をもっ

て心穏やかに暮らすという、介護保険開始当時の約束に立ち返るべきです。そうでなけ

れば、悪くすると介護殺人、介護心中なども生み出しかねない状況があるからです。 

  また、処遇改善加算につきましては、導入当初は別枠の交付金であったものが基本報

酬に組み込まれ、それを受けようとするときの事務の煩雑さや要件の厳しさが言われて

います。こうしたことの改善を県とともに連携して、国に意見を上げていくべきではな

いでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   健康介護支援課長、中山繁美君。 

○健康介護支援課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  介護職員の処遇改善に関しましては、処遇改善加算の継続と対象職種の拡大、さらに

賃金アップにつながる職員のキャリアパスの確立などにつきましては、県におきまして

も国に対して提言を行っております。今回の介護報酬の改定では、これまでの職員１人

当たり月額１万５,０００円相当の加算に１万２,０００円相当の上乗せを可能とする拡

充が行われることとなっております。 

  現在の処遇改善加算につきましては、平成２７年度から平成２９年度末までの特例措

置であり、非正規雇用者なども含めた職員の賃金向上を確実にしていくことが必要とな

ります。 

  介護報酬の基本単価に加算を組み込んだ恒久的な制度として確立していただくことが

必要だと考えておりますので、このことにより安定した介護報酬が換算され、介護職員

の人材確保にもつなげていけるものであると考えております。 

  今後も事業者や地域の方、また利用者の方のご意見をお聞きしながら、県と連携して、

国への提言を検討していきたいと思っております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   介護保険の質問は以上で終わります。 

  次の質問に移ります。 
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○議長（石川彰宏君）   昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、児童クラブの質問に移ります。 

  長年待たれておりました大宮小学校児童クラブの施設が完成し、放課後児童の専用の

居場所ができました。木の香りがいっぱいで明るくて清潔な施設です。ところが先日、

希望者がいっぱいで孫が入れないかもしれない、困ったとの相談のお電話をいただきま

した。これまで通っていたのに新学期から入れない状況だそうです。早期に解決を図ら

なければいけない問題だと思いますが、まず１点目にお伺いします。 

  待機児童が出るに至った経過とその対応について、一連の経過をお聞きいたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   大岸議員の待機児童が出るに至った経過と、その対

応を問うという質問にお答えしたいと思います。 

  大宮小学校児童クラブの利用者数は例年４０人前後で推移していましたが、平成２８

年度の新規受け付けを実施したところ７０名を超える応募があり、想定者を大幅に超え

ることになりました。建設においては平成２４年度から計画しており、平成２５年度に

児童クラブと協議を行い、児童数が増加しても５０人を超えることがないとの想定で建

設計画を行いました。 

  応募の増加原因につきましては、児童クラブ施設が大宮小学校に隣接して完成したこ

とにより、旧児童クラブ施設と比べて学校に近くなったことなどにより、保護者及び利

用児童にとっての利便性が向上したことによると考えております。 

  大宮小学校児童クラブ運営委員会において検討した結果、利用の必要性などについて

のアンケートを実施して、利用定員の調整を図ることとなりました。登録者数は５２人

前後になるとの報告を受けております。 

  大宮小学校では放課後を過ぎても保護者が迎えに来れる１７時半まで、学校内や体育

館で待たせてもらえるようにしております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   想定外の応募者数であったことが原因とこういうふうに受

けとめました。ただ、ちょっと残念なのは、新しい施設なのにいきなり待機者が出ると

いうのはどうなんだろうかと思うわけですが、新施設の面積は、そうするとこの５０人

の想定のもとに建てられておりますか。それで国の基準、市の条例との整合性はとれて

おりましたでしょうか、お伺いします。 
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○議長（石川彰宏君）   大岸さん、②の質問に移るんですか。 

○１４番（大岸眞弓君）   済みません。②の質問に移りました。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  国及び市条例の面積要件は、児童１人につきおおむね１.６５平方メートル以上でな

ければならないとの基準になっております。大宮小学校の専用区間面積は８４平方メー

トルで５１名は確保できます。夏休み時期の登録者数は５２名ですが、大宮小学校の利

用者数はほかの児童クラブと違って９割の方が利用していると聞いていますので、４７

名程度になると思われます。また、平日の登録者数については４３名であり、利用者数

は３９名になると思われます。利用者数につきましては基準を満たしていることとなり

ます。 

  しかし、新施設は平成２５年度の建設段階では適切と思われましたが、現実に平成２

８年度の応募者数が想定人数を大幅に上回っておりますので、施設が学校に隣接して建

設されたことによって利便性が向上した場合の、保護者の児童クラブに対する潜在的な

ニーズの高さを把握し切れなかったと判断され、今後の計画に反映する必要があると考

えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ８４平米、これは専用区画とおっしゃいましたか。 

（教育振興課長、前田哲夫君、自席から「はい」と発言する） 

○１４番（大岸眞弓君）   建物全体の敷地はどれぐらいですか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   １２７平米です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   それで、市の条例の第２４号、香美市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例でこのようにあります。国の基準も

１.６５平米なんですが、１人につきおおむね１.６５平方メートル以上となっておりま

す。かっちり１.６５平米で計算をしておりますが。それと、この第３条に「放課後児

童健全育成事業を行う者は、最低基準を超えて、常に、その施設及び運営を向上させな

ければならない。」とありますが、この点でも検証が要ると思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  現在、利用が夏休み時期４７名と平日３９名という形で、今の現状の中では９割の方

が利用するということで、基準を満たしているということとして考えております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 
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○１４番（大岸眞弓君）   それとお伺いしたいのですが、新しい４月からの省令によ

る基準ですが、対象児童が小学校６年生までになりましたね。受け入れられたのは小学

校６年生まで入っておりますか。いろんな事情の方、調整した方を除いて、何年生まで

受け入れることができていますか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   学年のほうは済みません。聞いておりませんが、児

童クラブのほうで調整されてやはり人数を決めてますので、詳しいことは済みません。

学年のほうは聞いていません（後に「６年生の利用者数はいない」と説明あり）。ただ、

１年生は優先的には入れているということは聞いています。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   学年についてもちょっと調べていただきたいと思います。

それまではおおむね１０歳未満でしたけれども、枠が広がっておりますので。 

  それから、学校にお願いをして、児童クラブに行けなかった子はそこに５時半までい

てもいいというふうになったということで手当てをしていただきましたけれども、もう

一つ心配は、夏休みとか冬休みとか長期の休みに入りたいお子さんがいらっしゃいます

ね、今の広さではそういう対応ができないと思いますが、その辺はいかがお考えでしょ

うか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   夏休みにおきましても、主はプールを使ったり体育

館を使ったりという形をとりたいなとは思っております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   想定外の人数で、見込み違いもあったのではないかと思う

のですが。来たい子どもさん、受け入れることのできる年齢の子どもさん、それから長

期の子どもさん、やはり受け入れて対応すべきだと思うんですね。それの見通しはどう

でしょうか。 

  といいますのも、あの施設にちょっと指導員さんにお話を伺いに行ったんですが、も

う机を置いて子どもさんが３５人ほどでいっぱいなんですね、専用区画が。子ども１人

当たり１.６５平米、子どもがおるスペースはありますけど机を置いたらもういっぱい

で、ちょっと４０人入ったらもう大変な状況です。これはやっぱり何らかの方法でもう

一つつくるとか、緊急にその場所をつくるとか、うぐいす児童クラブが増設されますけ

ど、そういう対応が要るのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  児童クラブにつきましては、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象とす

るとなっています。その部分も踏まえましてやはり、近くに祖父母がいるかいないかな

ど、また平日と夏休みにどのくらい利用するかを調査もさせてもらって、そして、これ
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以上ふえるとなれば、また対応のほうを考えていきたいなと思います。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   早期に対応策を講じてほしいと思います。 

  それでは、次にお聞きします。③です。 

  改めて児童クラブの果たす役割について、認識をお聞きします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  児童クラブは、小学校に就学している児童であって、保護者が労働等により昼間家庭

にいない児童等を対象とし、適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階

を踏まえながら、その健全な育成を図るものと認識しています。 

  児童クラブを必要とする保護者のために、市としても各児童クラブの運営状況を定期

的にかつ随時確認し、必要な指導・助言を正確に行い、運営委員会や保護者、地域と連

携して、子どもたちの健全な育成を図りたいと思っております。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   課長は現場のほうへ何度か足を運ばれたことがありますか。 

  それで、私この前、大宮小学校児童クラブさんへお邪魔したときに職員室で話をして

おりましたら、３年生ぐらいの男のお子さんが入ってきて、すごく疲れた様子でランド

セルごとドサっと椅子に座って、はあってため息ついたんですね。先生が「お客さんや

からちょっと出てね」というふうに諭しますと、「僕は今すごく疲れちょって、みんな

の声がちょっとたまらんきここにおらいて、静かにしちょるき」と言うて、本当に話の

間中じっと座っておいでました。 

  子どもさんにとっては、児童クラブというのはもちろん放課後に子どもを安全に預か

る場所であり、親の就労の保障であるわけです。それから、子どもが健全に成長、発達

していく場ですね。学校で物すごく何かで緊張して、来てほっとして指導員さんに甘え

ることができる。ここでちょっと心をほぐしてみんなの中へ入っていくことができる。

ああ、そういう役割も果たしているんだと思って、本当に大事な施設というふうに感じ

ました。ですので、やはり今回残念なことに漏れた子どもさんたちの、希望する子ども

さんたちができるだけ拾えるように対策を講じていただきたいと思います。 

  それで、次の質問に移ります。 

  大宮小学校児童クラブもそうでしたが、普通建設事業等で入札不調が続き、完成がお

くれる事例が相次いでいます。児童クラブの専用施設はどこでも長年待たれてきました。

成長の早い子どもの１年は取り返しのつかない１年です。その意味でも、児童福祉に係

る事業は急がれるのではないでしょうか。今後、建設が予定されている他の児童クラブ

建設の見通しと方策についてお聞きをいたします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 
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○教育振興課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  織田議員の質問でもお答えしましたが、今年度建設予定でありました大栃小学校のも

んべえクラブの施設が、入札不調により次年度の建設となりました。ほかの児童クラブ

施設建設につきましては、保護者のニーズ調査を行い利用者数を把握して、平成２９年

度から随時、学校敷地内の建設を行っていきたいと思います。 

  楠目小学校のうぐいす児童クラブですが、利用人数が増加しているということでまず

検討していきたいなと。そして、舟入小学校のたけのこ児童クラブ、これは舟入小学校

から遠いので、とりあえず学校内の場所を検討していかなければならないかなと思って

おります。山田小学校のめだか・くじら児童クラブ、ここも山田小学校から遠いという

こともあって、ただ、学校内に現在場所がないので、どうしょうかということも今検討

しているところです。そして、片地小学校と香長小学校の児童クラブですが、ここは学

校内に空きスペースがありますので、そこに建築という予定を考えてます。 

  ただ、すぐにこれ全部をするということはなかなか厳しいということもあり、やはり

平成２９年度に建設を行った場合ですが、やはり補助金、放課後児童クラブ施設整備助

成事業費補助金を活用するとなりましたら、やはり協議書を提出しないといけないと。

平成２９年度に協議書を提出して、平成３０年度の８月に放課後児童クラブ整備工事の

内示があり、９月に指令前着工があるということで、やはり２年ぐらいかかりそうな感

じがします。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   今回の大宮小学校児童クラブも半年ほどおくれましたね。

こういうことがないように、順調に１つずつでも建っていけたらと思うんですが。入札

不調という点で、交付金との関係でどうしても建設業者がＡとかＢとか限られてくるも

のなのか、その点をお伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   今回、もんべえクラブの入札につきましては、Ａ・

Ｂランクで７０社に選定しまして入札をしたんですが、やはり辞退がありまして今回に

なったわけです。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   そうなるとまたおくれていくわけですが、例えばこういう

ことを考えました。全部で１２７平米と言いましたか、それから専用区画が８４平米、

ちょっとした広い住宅ぐらいの規模ですよね。それであれば何かの方法で、市内の大工

さんに何か組合みたいなのをつくっていただいて、市内の大工さんに市内の子どもが入

る専用施設を建ててもらう、こんな方法は考えられんだろうかと思ったのですが、その

点いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   教育振興課長、前田哲夫君。 
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○教育振興課長（前田哲夫君）   確かに住宅的なものと考えます。けれど、入札資格

がないということで、入札には多分参加できないんではないかと思われます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   何らかの方法で子どもたちの施設が順調に建っていくよう

に望みまして、次の質問に移ります。 

  最後に、プラスチックごみ対策についてお伺いします。 

  今年１月、海ごみ国際シンポジウムにおきまして、スーパーのレジ袋や総菜のトレイ、

発泡スチロールなど、海に流れ出たプラスチックごみが推定で年間８００万トンあり、

野生生物に深刻な被害が出ていることが報告されました。 

  海鳥や海ガメが間違えてプラスチックを飲み込んだり、アシカやアザラシの首や体に

巻きついたりして生物を傷めています。海に流れ出したプラスチックは微粒子になり、

ゴカイやオキアミが食べ、それを魚が食べといった食物連鎖は、人もその連鎖の中に入

っており、体内への蓄積が心配されます。プラスチックは汚染物質を吸着し、食物連鎖

の中でそれが濃縮されていくと考えられています。それを示す動物実験などもあります。 

  世界のプラスチック生産量は、１９６４年から２０１４年の５０年の間に２０倍以上

に急増、今後さらに増加することが予測をされております。このまま対策をとらなけれ

ば２０５０年までには、海のプラスチックのごみの量が魚の量を上回る計算になるそう

です。やがて魚介類が食べられなくなるのではと考えるのは杞憂でしょうか。 

  シンポジウムの報告書は、プラスチックごみ対策はリサイクルを促進し、自然界への

流出を防ぐことが急務であると指摘をしています。アメリカではレジ袋の客への提供を

禁止する条例をつくった州があるそうです。 

  私はこの問題は深刻だと思います。以前ＰＣＢ汚染でだったと思いますが、妊婦さん

はキンメダイを食べないほうがいいといったような新聞記事が出たこともあります。そ

れを記憶しております。海は地上では土と同じで、私たちの生命を育んでくれるもので

す。プラスチックだけでなく生活雑排水や原発事故での汚染水等々、何もかも海に流し

て目の前から消えれば忘れるようなことでいいのかと、今回の海ごみシンポジウムの記

事を目にして改めて思ったところです。 

  以上、述べましてお聞きをいたします。 

  ①です。海ごみの環境汚染についての認識をお伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   大岸議員の海ごみについてのご質問にお答え

いたします。 

  ダボス会議、世界経済フォーラムでの報告のお話もあったかと思いますが、プラスチ

ックごみ、特にマイクロプラスチックと呼ばれる環境中に存在する微小なプラスチック

粒子が、特に海洋環境において極めて深刻な問題になっておると認識しております。 

  ダボス会議の話もありますが、昨年１０月にはＮＨＫのクローズアップ現代という番
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組の中で、「海に漂う“見えないゴミ”～マイクロプラスチックの脅威～」というテー

マで報道されておりました。ごらんになった方もおいでるかもしれませんが、その中で

一見汚れてないきれいな海の中に、大きさ５ミリ以下の小さなプラスチック、マイクロ

プラスチックと言われるものですが、これが大量に漂っておるということで、そのマイ

クロプラスチックは、海水中の油に溶けやすいので有害物質を吸着させる特徴を持って

いて、１００万倍に濃縮させるという研究結果も出ているようでございます。そこで生

態系への影響が懸念され始めておるということで、当然ですが、これらが食物連鎖によ

り人間の体内へ取り込まれるとなると、大変怖い問題であると思っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   大変怖い問題であるというご認識をお示しいただきました。 

  次の質問に移りますが、これは地球規模で考えていかなくてはいけない問題だと思い

ますが、ごみは人間の生産活動や日常生活を送る上で発生しています、人間が出すんで

すね。やはり国際的なこういうシンポジウムでこういうことが明らかになっております

が、市もどうしても手をこまねいて見ていることができない課題だと思うんです。どこ

の行政もごみ処理に多額の税金を要しておりますが、市のできる対策として、こういう

ふうに通告をしましたけれども、せめてごみの収集袋ですが、環境負荷の少ないものに

転換することは考えられないでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  環境負荷の少ないもので現在のプラスチックのごみ袋に対応できるものがありました

ら、共同購入を実施しておりますところの南国市、香南市と３市の協議会の場で、検討

することができるのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   協議の場で検討可ということで、ぜひ協議をしていただき

たいです。 

  この質問は例えば他市の例ですが、資源ごみを袋じゃなくてコンテナとかああいうも

ので収集をしております。袋をやめるとそれのリサイクル費もかからなくなる。それか

ら利用者もその袋を買わなくて済むようになる。コンテナとか大きな網の袋を収集場所

に置いて、そこへ市民の方が持ってきて、それを収集していって、またそこへ持ってき

ておいてやっております。こういう方法も考えられないかと思うんですが、課長のご所

見をお伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   ゼロ・ウェイストという考え方もございます。

つまり浪費とか無駄、ごみをなくそうという排出抑制でございますが、瓶や缶の集積場
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所を構えて袋を使わない方法ということでございます。ごみステーション以上の広い敷

地が必要になりますのでなかなか困難な面もございますが、スペースの確保ができて、

なおかつご協力いただける自治会等があれば、試行的に取り組むということも考えられ

ないことはないと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ぜひ、全市的にすぐには無理でも、モデルケースを構える

などして協議をしていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。③です。 

  専門家はこの海ごみシンポジウムの中で、政策面での３Ｒ、昨日も質問に出ておりま

したが、その重要性と、行政がイニシアチブをとることの重要性を説いております。ま

ずはもう一つの提案ですが、市や市の補助団体等が主催するイベント等で、プラスチッ

ク容器使用の抑制を提唱できないでしょうか。 

  最近マイコップとかマイ箸持参というイベントもあることはありますが、まだまだ定

着をしておりません。毎年たくさんのイベントやお祭り、あちこちでコンサートなどあ

るわけですが、そのたびに膨大なプラスチックごみが発生をしております。この状況を

見るにつけ、やはりこのままでいいのかと思うわけですが、こういうプラスチック容器

使用の抑制の提唱を行政がリーダーシップを発揮して、くせづけることが必要かと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ご質問にありましたように、イベント等で食事を提供する場合、よくプラスチックの

トレイとかが使われて、割り箸などとともにそのまま捨てられているという光景をよく

目にいたします。 

  昨年も答弁させていただきましたが、市としましても、３Ｒの重要性については認識

しております。市や補助団体が主催するイベント等でのＰＲも可能なものにおいては行

っていくとともに、広報紙を通じたＰＲも努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   いろんな団体がありまして、ＰＲというのは随分されてい

ると思います。されているけれども今の現状なんですよね。これをやっぱり前向きに進

めていくために、以前私が一般質問で取り上げさせていただいたんですが、これに限っ

たことでもないんですけれども、とりあえずできそうなこととしてリユース食器という

のがあります。これこの冊子ですけれども（資料を示しながら説明）、食器をイベント

会場でデポジットで貸し出して、使った後持ってきてもらったときにお金を返すとかい

う方法。それからもう一つ、リユース食器を積んで、同時に洗い場もついた車で来て、
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車ごとそこのイベント会場にいて、食器を貸し出して回収して洗って帰る。それから、

洗浄まではしないところもありますけれども、それであればごみは出ませんよね。 

  少しお金がかかるかもしれませんけれどもそういう方法がありますが、課長、いかが

でしょう、研究をなさってみる所存はございませんか。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  先ほどもお話しいたしましたけれども、イベント等で本当に大量の器、トレイ等が捨

てられておる光景を見ます。そういったイベント会場等でごみを出さない仕組みが取り

入れられるようであれば研究して、イベントでそういう可能性があれば探っていきたい

と思っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   私は、この問題は課長は十分そういうご認識をお持ちです

けど、ちょっと想像力を働かせる必要があると思って、食べて済んで目の前からなくな

ったらもうそれで忘れてますけど、それって川から海に流れていって、マイクロ粒子に

なったりして物すごい悪さをするんですね。海ガメがかわいそうとか、そういうところ

までやっぱりイマジネーションを働かせて、環境問題は特にそういう必要があるんじゃ

ないかと思って、そういう啓発もしているわけですが。そういうことも、そこに呼びか

けていくということもＰＲの１つだと思います。 

  それと、このリユース食器に関しましては、ネットワーク会員、ここの会員に入りま

してやっております。全国でまだそんなに多くはないんですけれども、四国では徳島県、

香川県、徳島県はあの有名な上勝町、あそこはごみゼロで取り組んでいますが、ここは

それこそ排出抑制で、町内ではかり売りの食器とか入れ物で物を売っております、トレ

イなんかも使わないというね。こういうネットワーク会員になってやるという方法もあ

ると思います。 

  ３市での検討ということになりますでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  現在購入しておりますごみ袋につきましては、３市での共同購入ということでやって

おりますが、そういったさまざまな他市町村でやっておる取り組みについては、またそ

れぞれの自治体でも研究できるのではないかと思っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ぜひその際には、団体とそれから環境学習をしております

子どもさんも巻き込んでやったら、取り組みとして進むんじゃないかと思いますので、

そのことを申し上げまして、最後の④の質問に移ります。 
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  国際的な対応とともに国内でも環境省や国交省、内閣府等１０省庁の局長クラスによ

る、一体的な取り組みが行われております。本市においても他市と連携し、対策等を協

議できる場の設置を働きかけることが必要ではないでしょうか、お伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   まちづくり推進課長、横山和彦君。 

○まちづくり推進課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  本市と海岸線を持つ南国市、香南市の３市で環境行政連絡協議会を設けておりますの

で、これを利用し、設置の検討ができるのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   以上で私の質問を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   ここで先ほどの大岸議員の質問に対して、教育振興課長、前

田哲夫君から発言を求められておりますので、許可いたします。 

  教育振興課長、前田哲夫君。 

○教育振興課長（前田哲夫君）   先ほどの大岸議員さんの児童クラブの質問について、

６年生の利用人数につきまして調べてきました。６年生の利用者数はいないそうです。

ゼロでございます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   大岸眞弓君の質問が終わりました。 

  以上で一般質問を終わります。 

  これで本日の日程は全て終了しました。 

  次の本会議は３月１１日午前９時に開きます。 

  本日はこれで散会いたします。 

（午後 １時３４分 散会） 
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市長提出議案の題目 

 承認第  １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

         香美市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第  １号 平成２８年度香美市一般会計予算 

 議案第  ２号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算 

 議案第  ３号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算 

 議案第  ４号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 

 議案第  ５号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 

 議案第  ６号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

 議案第  ７号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 

 議案第  ８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算 

 議案第  ９号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 １０号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計予算 

 議案第 １１号 平成２８年度香美市水道事業会計予算 

 議案第 １２号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算 

 議案第 １４号 平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 １５号 平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

３号） 

 議案第 １６号 平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 １７号 香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 １８号 香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 議案第 １９号 香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２０号 香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第 ２１号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 議案第 ２２号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２４号 香美市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２６号 香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２７号 香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
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基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２８号 香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について 

 議案第 ３０号 香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ３１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

 議案第 ３２号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 議案第 ３３号 香美市行政不服審査会条例の制定について 

 議案第 ３４号 香美市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 議案第 ３５号 開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定

について 

 議案第 ３６号 市有財産の無償貸付けについて 

 議案第 ３７号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 議案第 ３８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 議案第 ３９号 香美市過疎地域自立促進計画の策定について 

 議案第 ４０号 市道の路線の認定について 

 議案第 ４１号 市道の路線の廃止について 

 議案第 ４２号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

知県市町村総合事務組合規約の変更について 

 議案第 ４３号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分について 

議員提出議案の題目 

 な  し 

議事日程 

平成２８年第１回香美市議会定例会議事日程 

                         （会期第１０日目 日程第５号） 

平成２８年３月１１日（金） 午前９時開議 

 日程第１ 承認第  １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

              香美市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第２ 議案第  １号 平成２８年度香美市一般会計予算 

 日程第３ 議案第  ２号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第  ３号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算 
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 日程第５ 議案第  ４号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

予算 

 日程第６ 議案第  ５号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第  ６号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予

算 

 日程第８ 議案第  ７号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予

算 

 日程第９ 議案第  ８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）予算 

 日程第10 議案第  ９号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第11 議案第 １０号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計

予算 

 日程第12 議案第 １１号 平成２８年度香美市水道事業会計予算 

 日程第13 議案第 １２号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算 

 日程第14 議案第 １４号 平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第15 議案第 １５号 平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第３号） 

 日程第16 議案第 １６号 平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第17 議案第 １７号 香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第18 議案第 １８号 香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議案第 １９号 香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第20 議案第 ２０号 香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第21 議案第 ２１号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第22 議案第 ２２号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第23 議案第 ２４号 香美市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第24 議案第 ２６号 香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第25 議案第 ２７号 香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
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について 

 日程第26 議案第 ２８号 香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第27 議案第 ３０号 香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第28 議案第 ３１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

 日程第29 議案第 ３２号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

 日程第30 議案第 ３３号 香美市行政不服審査会条例の制定について 

 日程第31 議案第 ３４号 香美市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 日程第32 議案第 ３５号 開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する

条例の制定について 

 日程第33 議案第 ３６号 市有財産の無償貸付けについて 

 日程第34 議案第 ３７号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第 ３８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 日程第36 議案第 ３９号 香美市過疎地域自立促進計画の策定について 

 日程第37 議案第 ４０号 市道の路線の認定について 

 日程第38 議案第 ４１号 市道の路線の廃止について 

 日程第39 議案第 ４２号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第40 議案第 ４３号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産

処分について 

会議録署名議員 

 １５番、織田秀幸君、１６番、比与森光俊君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時０２分 開議） 

○議長（石川彰宏君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１８人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程に入る前に報告します。３番、利根健二君は、所用のため欠席という連絡が

ありました。 

  日程第１、承認第１号、専決処分事項の承認を求めることについて、香美市税条例等

の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２、議案第１号、平成２８年度香美市一般会計予算、本案について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３、議案第２号、平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算、本案につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第４、議案第３号、平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算、本案につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第５、議案第４号、平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第６、議案第５号、平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算、本案に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第７、議案第６号、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第８、議案第７号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算、
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本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第９、議案第８号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）予算、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１０、議案第９号、平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算、本案に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１１、議案第１０号、平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会

計予算、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１２、議案第１１号、平成２８年度香美市水道事業会計予算、本案について質

疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１３、議案第１２号、平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算、本案につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１４、議案第１４号、平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１５、議案第１５号、平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１６、議案第１６号、平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１７、議案第１７号、香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定につい
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て、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１８、議案第１８号、香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありません

か。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１９、議案第１９号、香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制

定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２０、議案第２０号、香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２１、議案第２１号、香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   これで質疑を終わります。 

  日程第２２、議案第２２号、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２３、議案第２４号、香美市税条例の一部を改正する条例の制定について、本

案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   香美市税条例の一部を改正する条例の制定について、質

疑を若干行わさせてもらいます。 

  細部説明書によりますと、「当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間

内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ

妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができることとしました。」という

ふうな記述がございます。 

  そこで伺いたいんですが、「ここの妥当なものにして分割して納入し、又は納入させ

ることができる」という点で、現実、分納に対してもなかなか納税者に理解して払うて
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もらうというときにやっぱり期間が短くて、大変合意を得るのが難しいというレベルの

点も踏まえて、この条例の改正がされることによって、そこら辺に猶予期間を持たすこ

とができるとか、言っている意味わかります。ちょっとわかりにくいかな。極端に言う

たら、今やったら１年間で払ってくださいとかいうレベルがありますわね。この条例改

正によってそれが２年とかで分納とか、３年とかで分納とか、そういうレベルの方向に

持っていくことができるのかということと。 

  もう１点あわせまして、申請手続の整備についてですけれども、かなり書類等を整え

ていくのには、やっぱり納税者にとっては大変な部分もございますが、そこの整備等は

４月１日から行われますのでできているのかという点を、まず２点お尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   税務課長、秋月建樹君。 

○税務課長（秋月建樹君）   香美市税条例の一部を改正する条例の制定についての徴

収の猶予の納付の期間についてですが、基本的には１年間ということになっておりまし

て、特別な事情を認める場合は２年間に延長することができます。最長２年間というこ

とになりますので、３年以上については難しいということです。 

  また、申請手続の整備については、今のところは３月中に規則を改正しまして、書類

等の整備を行いたいとは思っております。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   関連。 

  基本１年、最長２年というのは以前から一緒ですわね、そしたらね。その分について

は変わりないという部分で、納税者側の滞納している部分に対しての、みずから申請し

て徴収の猶予及び換価の猶予に対して、認めてもらえる可能性が大きくなったというレ

ベルの認識でいいのですかね。換価の猶予については、職権で行いますわね。そのとき

に対して、逆に納税者側がそれされるとなかなか困るというレベルでこちらがもって申

請すれば、それに対して判断がいただけるか、そういうレベルについてですがいかがで

しょうか。 

○議長（石川彰宏君）   収納課長、近藤浩伸君。 

○収納課長（近藤浩伸君）   お答えします。 

  現在、納入の猶予をしているのは通常の誓約というかそういうのをとって、通常の分

で１年間で猶予をしています、滞納の分割納付を認めていますが。換価の猶予というこ

とで申請されますと、一応法的にも認められていますので、期間として１年の分割納付

が認められているということで、特別な事情があればもう１年延長して認められるとい

うことで最長２年ということで、現在事務でやっている分割納付とはちょっと意味合い

が違ってきます。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 
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○１３番（山﨑龍太郎君）   現実問題、質問もさせてもらった中で、その猶予申請と

かはないというふうな、余りないような話をたしか聞いたと思うんですけど、以前一般

質問をさせてもらったときにね。 

  そこで、今いろいろなレベルで当局は差し押さえ等もして、やっぱり滞納税金の保全

を図ってるところですけれども、実際その差し押さえした物件に対して換価の猶予、ち

ょっと私も読み込み不足ですので、生命保険とかさまざま差し押さえした場合ですわね、

どういうところまで換価の猶予自体が認められてくるのかなというがを若干伺っておき

たいという部分ですけれども、そこのところ。生計に係る部分らあはなかなか差し押さ

えはしませんけれども、実際のところ、これが納税者からしたら、どうしても差し押さ

えされたら困るんやというときに換価の猶予を申請したりしますわね。そこのレベルの

ちょっと判断基準をお示しいただきたいと思いますが。 

○議長（石川彰宏君）   収納課長、近藤浩伸君。 

○収納課長（近藤浩伸君）   お答えします。 

  換価の猶予を認めるというのは、納付すべき税を一時期に納付することにより、その

事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。それから、

滞納者が納税について誠実な誠意を有すると認められること。また、滞納者から納付す

べき税の納期限から、今回は６カ月以内に換価の猶予の申請が出されていること。それ

から、納付すべき税について、納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。それか

ら、換価の猶予の申請に関する税以外の税の滞納がないこと。それから、換価の猶予の

申請に係る税の額に相当する担保の提供があることというようなこと等々がありますが、

そういうことで換価の猶予ができると、申請ができるということになっています。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   これで質疑を終わります。 

  日程第２４、議案第２６号、香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定

について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２５、議案第２７号、香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質

疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２６、議案第２８号、香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、本案につ
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いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２７、議案第３０号、香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につい

て、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２８、議案第３１号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２９、議案第３２号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、本案について質疑を行

います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３０、議案第３３号、香美市行政不服審査会条例の制定について、本案につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３１、議案第３４号、香美市職員の退職管理に関する条例の制定について、本

案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、山崎晃子君。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、山崎です。 

  議案第３４号ですけれども、第２条の文がちょっとわかりにくいがですけれども、後

のほうに「離職した日の５年前の日より前の職務（当該職に就いていたときの職務に限

る。）に属するものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないよ

うに要求し、又は依頼してはならない。」というふうなことを書かれていますけれども、

具体的にどういうことなのか詳しくご説明をお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   それでは、お答えします。 

  第２条に定めている内容でございますが、市で言いますと課長職に相当する職員につ

きましては、営利企業に再就職したそういった元職員のうち、離職した日の５年前、課

長職でやめる５年前にさかのぼりまして、そういう職についていた者につきましては、

在籍した部署の職員に対して「契約等事務であって離職した日の５年前の日より前の職

務に属するものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないように
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要求し、又は依頼してはならない。」ことを定めております。要はそういった関連の職

についておった者は、そういう部署に対して２年間働きかけができないという規定でご

ざいます。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   関連です。ちょっと具体的に聞きたいんですが。 

  今回めでたくというか某課長が退職されますけれども、その方が今おる課に対して働

きかけができないという認識でよろしいんでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   総務課長、山﨑泰広君。 

○総務課長（山﨑泰広君）   退職の日からさかのぼって５年前までに属したところに

ついて、働きかけができないという理解でございます。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   これで質疑を終わります。 

  日程第３２、議案第３５号、開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３３、議案第３６号、市有財産の無償貸付について、本案について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番。 

  この件については毎年ということでやっているんですが、常任委員会に決算資料等は

示されて審査されているのか、ここの菌床生産組合の。それで、現実問題そこの部分の

決算状況を明らかにしながら、私どもは審査されるべきというふうな点が１点と。 

  あわせまして、土地を除く建物及び生産施設、備品一式ということで貸し付けている

ということですが、新たに購入される備品等について、その管理、区別等は正確にでき

ているのか。その備品等については組合のほうの持ち物というふうな認識をしています

が、その点お尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   お答えします。 

  今までの委員会には決算資料は出してないということで、報告の中で決算の状況を報

告していると聞いております。 

  それとその備品についてですが、備品については、この分についてということの明細

をつけての貸し付けになっておりますので、それ以後の購入物については組合のほうの

購入物でありますので、そこは区分けされていると思います。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 
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○１３番（山﨑龍太郎君）   関連。 

  一度この組合の決算を何かの機会に私どもも見た記憶がございますけれども、その報

告がどの報告で受けてるのかなあというレベルが１点と。 

  それから、台帳をつくって管理していると備品の部分ね、そういうことですが。今ま

であった部分のその使えなくなって廃棄する場合は、どのような手続になっているのか

お尋ねします。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   さきの決算については、ごらんになら

れたということがあるということであれば、今委員会については早急に構えるような用

意もあります。 

  それと備品についてですが、廃棄ということになれば組合のほうからの申し出が必要

になりますので、そのがで調整を行って廃棄していくということになります。 

  以上です。 

○議長（石川彰宏君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   総務常任委員会で審査されますので、できましたらそれ

で審査されたほうが私はよろしいというふうな、これは私が言える立場かどうかはわか

りませんが、以上です。 

○議長（石川彰宏君）   香北支所長兼地域振興課長、野島惠一君。 

○香北支所長兼地域振興課長（野島惠一君）   そしたら、早急に構えるようにします。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   これで質疑を終わります。 

  日程第３４、議案第３７号、香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定につい

て、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３５、議案第３８号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３６、議案第３９号、香美市過疎地域自立促進計画の策定について、本案につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３７、議案第４０号、市道の路線の認定について、本案について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 
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○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３８、議案第４１号、市道の路線の廃止について、本案について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３９、議案第４２号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更について、本案について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第４０、議案第４３号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分について、本案につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  以上で日程第１、承認第１号から日程第４０、議案第４３号までの質疑は全て終わり

ました。各案件は、お手元にお配りしました議案審査付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します。 

  お諮りします。付託しました各案件は３月１７日までに審査を終えるよう期限をつけ

ることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、付託の案件は、３月１７日ま

でに審査を終えるように期限をつけることに決定しました。 

  以上で本日の日程は全て終わりました。 

  次の本会議は３月１８日午後１時３０分に開きます。 

  本日はこれで散会します。 

（午前 ９時３０分 散会） 
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平成２８年第１回香美市議会定例会会議録（第６号） 

招集年月日 平成２８年３月２日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ３月１８日金曜日（会期第１７日） 午後 １時３０分宣告 

出席の議員 

   １番  甲 藤 邦 廣      １２番  山 崎 晃 子 

   ２番  小 松   孝      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ３番  利 根 健 二      １４番  大 岸 眞 弓 

   ４番  山 﨑 眞 幹      １５番  織 田 秀 幸 

   ５番  森 田 雄 介      １６番  比与森 光 俊 

   ６番  濱 田 百合子      １７番  依 光 美代子 

   ７番  村 田 珠 美      １８番  山 本 芳 男 

   ８番  小 松 紀 夫      １９番  島 岡 信 彦 

   ９番  爲 近 初 男      ２０番  石 川 彰 宏 

  １１番  門 脇 二三夫 

欠席の議員 

 な  し 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  法光院 晶 一   収 納 課 長  近 藤 浩 伸 

  副 市 長  今 田 博 明   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  横 谷 勝 正 

  総 務 課 長  山 﨑 泰 広   福 祉 事 務 所 長  西 本 恭 久 

  企 画 財 政 課 長  山 中 俊 明   産 業 振 興 課 長  佐々木 寿 幸 

  会計管理者兼会計課長  三 谷 由香理   建 設 課 長  井 上 雅 之 

  管 財 課 長  柳 本 隆 司   上 下 水 道 課 長  安 井 幸 一 

  まちづくり推進課長  横 山 和 彦  《香北支所》 

  防 災 対 策 課 長  岡 本 博 章   支所長兼地域振興課長  野 島 惠 一 

  市 民 保 険 課 長  高 橋 由 美  《物部支所》 

  健康介護支援課長  中 山 繁 美   支所長兼地域振興課長  舟 谷 益 夫 

  税 務 課 長  秋 月 建 樹 

 【教育委員会部局】 

  教 育 長  時 久 惠 子   教 育 振 興 課 長  前 田 哲 夫 

  教 育 次 長  小 松 美 公   生涯学習振興課長  久 保 和 昭 

 【消防部局】 

  消 防 長  寺 田   潔 

 【その他の部局】 
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 な  し 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  和 田   隆   議会事務局書記  山 本 絵 里 

  議会事務局書記  横 田 恵 子 

市長提出議案の題目 

 承認第  １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

         香美市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第  １号 平成２８年度香美市一般会計予算 

 議案第  ２号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算 

 議案第  ３号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算 

 議案第  ４号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 

 議案第  ５号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 

 議案第  ６号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

 議案第  ７号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 

 議案第  ８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算 

 議案第  ９号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 １０号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計予算 

 議案第 １１号 平成２８年度香美市水道事業会計予算 

 議案第 １２号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算 

 議案第 １４号 平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 １５号 平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

３号） 

 議案第 １６号 平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 １７号 香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 １８号 香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 議案第 １９号 香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２０号 香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第 ２１号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 議案第 ２２号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２４号 香美市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２６号 香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定について 
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 議案第 ２７号 香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ２８号 香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について 

 議案第 ３０号 香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ３１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

 議案第 ３２号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 議案第 ３３号 香美市行政不服審査会条例の制定について 

 議案第 ３４号 香美市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 議案第 ３５号 開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定

について 

 議案第 ３６号 市有財産の無償貸付けについて 

 議案第 ３７号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 議案第 ３８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 議案第 ３９号 香美市過疎地域自立促進計画の策定について 

 議案第 ４０号 市道の路線の認定について 

 議案第 ４１号 市道の路線の廃止について 

 議案第 ４２号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

知県市町村総合事務組合規約の変更について 

 議案第 ４３号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分について 

議員提出議案の題目 

 発議第  ３号 香美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 発議第  ４号 香美市産業振興条例の制定について 

 意見書案第 １号 環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意後の対応に対する

意見書の提出について 

 意見書案第 ２号 介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見書の提出について 

 意見書案第 ３号 政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全面禁止を求める意見

書の提出について 

 意見書案第 ４号 介護保険制度の改善を求める意見書の提出について 

 意見書案第 ５号 障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求める意見書

の提出について 
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議事日程 

平成２８年第１回香美市議会定例会議事日程 

                         （会期第１７日目 日程第６号） 

平成２８年３月１８日（金） 午前１時３０分開議 

 日程第１ 承認第  １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

              香美市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第２ 議案第  １号 平成２８年度香美市一般会計予算 

 日程第３ 議案第  ２号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第  ３号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第５ 議案第  ４号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

予算 

 日程第６ 議案第  ５号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第  ６号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予

算 

 日程第８ 議案第  ７号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予

算 

 日程第９ 議案第  ８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）予算 

 日程第10 議案第  ９号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第11 議案第 １０号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計

予算 

 日程第12 議案第 １１号 平成２８年度香美市水道事業会計予算 

 日程第13 議案第 １２号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算 

 日程第14 議案第 １４号 平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第15 議案第 １５号 平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第３号） 

 日程第16 議案第 １６号 平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第17 議案第 １７号 香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第18 議案第 １８号 香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議案第 １９号 香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第20 議案第 ２０号 香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条
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例の制定について 

 日程第21 議案第 ２１号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第22 議案第 ２２号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第23 議案第 ２４号 香美市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第24 議案第 ２６号 香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第25 議案第 ２７号 香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第26 議案第 ２８号 香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第27 議案第 ３０号 香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第28 議案第 ３１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

 日程第29 議案第 ３２号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

 日程第30 議案第 ３３号 香美市行政不服審査会条例の制定について 

 日程第31 議案第 ３４号 香美市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 日程第32 議案第 ３５号 開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する

条例の制定について 

 日程第33 議案第 ３６号 市有財産の無償貸付けについて 

 日程第34 議案第 ３７号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第 ３８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 日程第36 議案第 ３９号 香美市過疎地域自立促進計画の策定について 

 日程第37 議案第 ４０号 市道の路線の認定について 

 日程第38 議案第 ４１号 市道の路線の廃止について 

 日程第39 議案第 ４２号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第40 議案第 ４３号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産

処分について 
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 日程第41 発議第  ３号 香美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第42 発議第  ４号 香美市産業振興条例の制定について 

 日程第43 意見書案第 １号 環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意後の対

応に対する意見書の提出について 

 日程第44 意見書案第 ２号 介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見書の提出

について 

 日程第45 意見書案第 ３号 政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全面禁止を

求める意見書の提出について 

 日程第46 意見書案第 ４号 介護保険制度の改善を求める意見書の提出について 

 日程第47 意見書案第 ５号 障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求

める意見書の提出について 

 日程第48 閉会中の所管事務の調査について 

 日程第49 議員派遣の件 

会議録署名議員 

 １５番、織田秀幸君、１６番、比与森光俊君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午後 １時３０分 開議） 

○議長（石川彰宏君）   ただいまの出席議員は１９人です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。 

  次に、本日、議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員会の報告を願

います。議会運営委員会委員長、比与森光俊君。 

○議会運営委員会委員長（比与森光俊君）   １６番、比与森です。本日の会議の運営

等につきまして、議会運営委員会を開催いたしましたので、協議の結果をご報告いたし

ます。 

  まず、追加議案等については、発議２件、意見書案５件を追加議題とし、委員会付託

を省略し、提案説明から採決まで行います。 

  続いて、６月定例会の会期・日程につきましては、協議の結果、別紙のとおり決定し

ましたので、予定表をお手元に配付いたしております。 

  以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

  日程第１、承認第１号、専決処分事項の承認を求めることについて、香美市税条例等

の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第４０、議案第４

３号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村

総合事務組合規約の変更に伴う財産処分についてまで、以上４０件を一括議題とします。 

  これから、各常任委員会の委員長の報告を求めます。総務常任委員会委員長、大岸眞

弓君。 

○総務常任委員会委員長（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。 

  平成２８年３月１１日に開かれました総務常任委員会は６名の出席で定足数に達して

おり、会議を行いました。 

  本委員会が今期定例会で総務常任委員会に付託を受けました案件は、承認第１号、こ

れ以降は議案ですが、議案の号数のみ申します。議案１号、１７号、１８号、１９号、

２０号、２１号、２２号、２４号、３０号、３１号、３２号、３３号、３４号、３５号、

３６号、３８号、３９号、４２号、４３号の２０件となっております。 

  それでは、各議案の審査の経過と結果をご報告します。 

  まず、承認第１号、専決処分事項の承認を求めることについて、香美市税条例等の一

部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。特に質疑、

討論はなく、直ちに採決を行いました。採決の結果、承認第１号は、全員賛成をもって

原案どおり承認すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１号、平成２８年度香美市一般会計予算は、既に連合審査会において質

疑が終了しており、討論もなく、採決の結果、議案第１号は、全員賛成をもって原案ど
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おり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１７号、香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題としました。条例の趣旨につきまして、具体的に説明を求めるとの質疑に対し、条例

等に違反する事実がある場合は、市長等はその権限を適切に行使する責務を負っている。

しかし、市長等は条例に違反する事実の全てを把握することは困難なので、知る者から

の申し出を端緒として必要な調査を行い、結果に基づき違反する事実があるときは、行

政処分または指導を行うというものであるとの答弁がありました。ほかに質疑、討論は

なく、採決の結果、議案第１７号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

  次に、議案第１８号、香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題としました。ヘリポートの具体的な位置に関する質

疑がありまして、テニスコートに設置すると答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結

果、議案第１８号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１９号、香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題としました。香美警察署が南国警察署へ統合されることで、香美市民の利便

性を懸念する質疑があり、交通課は南国警察署交通課に吸収されるが、香美警察署には

庁舎長を置くとの答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第１９号は、全員

賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第２０号、香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題としましたが、本案に対する質疑、討論はなく、採決の結果、議案

第２０号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第２１号、香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題としました。特別支援学校の小学部を加えるとのことである

が、今まで特に定めがなく問題はなかったかとの質疑に対し、今まで条例に規定がなか

った前期課程であるとか、特別支援学校の小学部が新たにできたので加えるものである

と答弁がありました。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第２１号は、全員賛

成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第２２号、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。質疑は、学校に耳鼻科

医が入っていないがとの問いに、香美郡医師会のほうからの申し出に耳鼻科医が含まれ

ていなかったためと答え、再度の質疑に、学校の健診には内科医や歯科医、耳鼻科医も

来ているとの答弁がありました。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第２２号

は、全員賛成で（後に「原案のとおり」を入れると訂正あり）可決すべきものと決定し

ました。 

  次に、議案第２４号、香美市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし

ました。質疑、討論はなく、採決の結果、議案第２４号は、全員賛成で原案のとおり可
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決すべきものと決定しました。 

  議案第２２号で言い漏れたかもしれません。全員賛成で可決すべきものと決定はした

のですが、「原案のとおり」という文言が抜けていたかと思います。抜けていたら差し

挟んでいただくようにお願いします。 

  次に、議案第３０号、香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題としました。条例改正の背景につきまして、火災発生のおそれのある対象となる器具

等の取り扱いの基準を定めた省令が、施行後１０年以上経過したため、条例改正する必

要があり、提案するものであるとの丁寧な補足説明がありました。特段の質疑、討論は

なく、採決の結果、議案第３０号は、全員賛成で原案どおり可決すべきものと決定しま

した。 

  次に、議案第３１号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてを議題としました。質疑は、「不服申立て」とか「異議申立て」の文言が

「審査請求」に一本化されたという理解でよいのかとの問いに、見込みどおりであると

答弁。それによって市民負担がふえることはないのかとの問いに、一元化されるので負

担軽減になるのではないかとの答弁がありました。ほかに質疑、討論はなく、採決の結

果、議案第３１号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第３２号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題としました。人事評価の

中身についての質疑があり、本格的に人事評価を導入し給与にも反映させるものだとの

答弁がありました。等級別基準職務表にある「困難な業務を行う班長職務」の内容とは

どういうものかという質疑があり、困難性の高い業務である、業務の難易度を示してい

るとの答弁がありました。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第３２号は、全

員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第３３号、香美市行政不服審査会条例の制定についてを議題としました。

審査会の委員について質疑があり、弁護士とか司法書士、税理士、国・県・市の元職員

などを人選していると答弁。また、行政不服審査会の審査の対象を問う質疑があり、不

服申し立てが出てきたときに、担当課との間で審理員が公平な審査をする。両方の意見

を聞いて審査する機関がなかったので立ち上げたものである。また、個人情報の審査会

等に類似するものだとの答弁がありました。また、質疑として、１案件の審議が済んだ

時点で審査会が終了するのかとの問いに、審理員が聞いて上げてくる意見をそこで審査

し、それで返して終了との答弁がありました。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、

議案第３３号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第３４号、香美市職員の退職管理に関する条例の制定についてを議題とし

ましたが、本案につきましての特段の質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成で議案

第３４号は、原案どおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第３５号、開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する条例
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の制定についてを議題としました。本議案は開発センターの取り壊し工事が６月から始

まることになっており、それに先立ち４月からの業務を停止する必要があり、条例廃止

をするものである旨の補足説明がありました。質疑は、現在開発センターに入っている

図書館とか児童クラブ等の新施設ができるまでの行き先についてであり、図書館の図書

は３月末まではふれあいプラザの１室に保管され、また教育委員会の分室は４月から支

所の２階に引っ越す予定であること。また、児童クラブは４月いっぱいは現在の施設を

使用し、後は学校の空き教室に受け入れとなっているなどの答弁がありました。また、

支所に移った後のホールや調理室などの開発センターの機能は、公民館設置条例で管理

されるとの説明がございました。このような質疑の後、討論はなく、議案第３５号は、

採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第３６号、市有財産の無償貸付けについてを議題としました。本議案の審

査は本会議での質疑を受けまして、香北町椎茸生産組合の平成２６年度決算報告書が資

料として提示されまして、まず経営状況の説明を受けました。提示されておりましたの

は平成２６年度の決算書であり、決算書がつくられた時点では約４１０万１,０００円

の赤字、また累積の赤字が１,６３９万１，３６１円あったとの報告を受けました。そ

して、平成２６年の途中から自分のところでシイタケ栽培を行い、スーパー等に販路を

つくり赤字解消に努めた結果、平成２７年度末は４９５万７,０００円の黒字、３月末

の黒字の見込みは６００万円を見込んでいるとの報告を受けました。これに対し特に質

疑、討論はなく、採決の結果、議案第３６号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

  次に、議案第３８号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題と

しました。質疑で、計画ができたが５年間で完了するか、予定どおりに進むのかと進捗

を心配する問いに、計画にこのようにのせることにより、予定どおり進んでいくのでは

ないかと考えているとの執行部の答弁がありました。ほかに質疑、討論はなく、採決の

結果、議案第３８号は、全員賛成で原案どおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第３９号、香美市過疎地域自立促進計画の策定についてを議題としました

が、特段の質疑、討論はなく、採決の結果、議案３９号は、全員賛成で原案どおり可決

すべきものと決定しました。 

  次に、議案第４２号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び高知県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題としました。本案は質疑、討

論はなく、採決の結果、議案第４２号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

  次に、議案第４３号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分についてを議題としました。

本案についての質疑、討論はなく、採決の結果、議案第４３号は、全員賛成で原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 
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  以上で総務常任委員会の報告を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  次に、教育厚生常任委員会副委員長、山崎晃子君。 

○教育厚生常任委員会副委員長（山崎晃子君）   １２番、山崎晃子です。教育厚生常

任委員会の報告を行います。 

  今期定例会において本委員会が付託を受けました案件は、議案第６号、これ以降は議

案の号数のみ申し上げます。７号、８号、９号、１０号、１５号、１６号、２６号、２

７号、２８号、３７号の１１件です。審査の経過と結果を報告します。 

  最初に、議案第６号、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算を

議題とし審査に入りました。医療給付費分現年課税分は上限額は引き上げられた予算に

なっている。上限額が上がる人がどれぐらいいるのか、減免される方はどれぐらいいる

のかの問いに、人数は平成２８年度ベースでは手元にない。限度額が上がることと所得

の判定基準が変わることが予定されている。限度額が上がることでは、給与所得と単身

世帯、４方式で計算したら、現在の限度額に係る給与所得７８０万円が８２０万円まで

上がると言われている。軽減については、例えば４０歳の夫婦と子ども１人の３人世帯

であれば、５割軽減で給与収入１８６万円が１８４万円以下になる予定。２割軽減の基

準で言うと、現行が２８０万円のところが２７８万円以下になるだろうと言われている

と答弁。保険税の限度額で医療費分５４万円は間違いないかの問いに、平成２８年度の

予定で限度額は医療費分５４万円、後期分１９万円、介護分１６万円を足して８９万円

になると答弁。また、限度額が上がる人は給与所得で７８０万円が８２０万円になる。

本市では対象が少ないのではないかと思うがとの問いに、実際の数字は押さえていない。

２年ぐらい前、限度額が上がったときに影響を調べたときには４世帯ぐらいだった。新

たに限度額に達する人は少ないのではないかと思うと答弁。地方税制が変わったら市と

して上げなければならないものかとの問いに、法改正があったら改正すると答弁。法改

正があればするということであるが、しなくても構わないということかの問いに、基本

的に法改正があればしなければならないと考えている。所得の軽減額が上がるというこ

とは、中間所得層の市民の方には有益な法改正であり、しなければならないと考えてい

ると答弁。コンビニで支払いができるようにということは市民の声があったか、身近で

支払いがしやすいということで取り扱いを始めるのかとの問いに、お支払いいただく便

宜を図るということである。南国・香南市が先駆けて１年前から取り組んでいる。そう

いう関係で香美市はまだかという声もある。コンビニ収納は、数は少なくても便宜を図

る上では有効と考えると答弁。徴収の手数料はどこも一緒かとの問いに、普通の銀行よ

りは手数料は若干高くなると答弁。人間ドック補助金が減額になっているがどういうこ

とかとの問いに、人間ドックを使われる方が固定化してきている。今回１５人分を計上

していると答弁。保健師を採用することになっているが、今後の保険事業の展開はどの

ようになっていくのかとの問いに、これまで健康介護支援課の保健師に保健事業は委託
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という形で連携してやってきた。今後、広域化に向けていろいろな保健事業に取り組ん

でいきたい。また、今年はデータヘルス計画も完成し、問題点も浮かび上がってきてい

る。専門的な目で早く取り組みたいと考えていると答弁。国の予算で１,７００億円が

低所得者対策として交付されると聞いたが、保険基盤安定繰入金に入っているかとの問

いに、１,７００億円の影響額は保険基盤安定繰入金の保険者支援分に影響してきてい

る。国・県あわせて、保険者支援分４,５００万円くらいの計算になると答弁。公用車

運転代行業務委託はどういうことに使われるのかとの問いに、平成２８年度から健康ウ

ォーキングにかわるものとして、新しく減塩に対する取り組みを考えている。３０人程

度の減塩健康教室を２回計画している。香北町、物部町の方に参加していただくために

市バスを借りるもので、その際に委託料が別途必要とのことで計上したとの答弁。ほか

に質疑、討論はなく、採決の結果、議案第６号は、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

  次に、議案第７号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算を議

題として審議に入りました。歳入の国庫支出金、県支出金の地域支援事業交付金（介護

予防事業、包括的支援事業・任意事業）の今後の見込みと、介護保険事業の何％になる

か、超えたらどうなるかとの問いに、地域支援事業交付金の介護予防事業は新しい総合

事業で、国が事業費の２５％を補助、地域支援交付金の包括的支援事業・任意事業は国

が事業費の３９％を補助することになっている。事業のほうは試算したが超えないと答

弁。介護保険事業運営基金繰入金が昨年度に比べて２,０００万円ふえている。現在の

基金の残高と今後の基金の見通しはとの問いに、現在のところ基金は１億５,２００万

円である。平成２７年度に土佐山田と香北・物部圏域に１事業所ずつ小規模多機能型居

宅介護ができて、地域密着型介護サービス費が増額となった。要介護者の増加やデイサ

ービス、ホームヘルプ、日常生活用具のレンタルの利用者増で、給付費の不足が見込ま

れるため増額になっていると答弁。１億５,０００万円の基金から４,０００万円を取り

崩すと、残りが１億１,０００万円ほどになる。基金の見通しとしては歳出で基金積立

で１００万円を積み立てることになっているが、今後、急激に減っていくばかりなのか

との問いに、介護保険事業運営基金条例の中で、各年度において生じた歳入歳出決算剰

余金のうち２分の１を下回らない額を、翌年度の歳入に繰り入れしないで積み立てるこ

とができるものとしている。ただし、国庫負担金の補助金等で翌年度に返還すべき金額、

また国が調整交付金について規定に基づき減額される金額、または県負担金の翌年度精

算で返還、または介護給付費交付金の返還すべき金額等においては控除することになっ

ている。平成２７年度は積み立ての予定はないが、平成２８年度は１００万１,０００

円の予算を計上。平成２８年度でも翌年度精算で返還があった場合、積み立てはないと

いうことが予測される。基金が底をつかないよう介護保険事業計画の中で事業を実施し

ており、保険料を算定している答弁。包括的支援事業・任意事業費の認知症総合支援事

業費の委託料の内容との問いに、以前から実施している認知症の事業やよりそい支援事
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業で、社会福祉協議会に委託している。認知症啓発事業は認知症の啓発映画の上映であ

る。認知症初期集中支援委託料は、勉強会や個別相談等で以前から同仁病院に委託して

いると答弁。パンフレット作成業務委託とあるが、統合したパンフレットができるのか

との問いに、医療機関や介護サービス事業の内容を紹介するパンフレット作成を県内の

事業者に委託する予定であると答弁。財政安定化基金貸付金が１,０００円計上されて

いる。どのようになったら財政安定化基金貸付金に頼ることになるのかとの問いに、ま

ずは介護保険料、国・県の給付からであるが、不足した場合には１億５,０００万円の

基金から繰り入れるようになる。それでも不足した場合には財政安定化基金貸付金にな

るが、今のところそのような状況にはならないと答弁。地域支援事業費の中の地域包括

ケア会議について今後の取り組みはとの問いに、物部・香北町のケア会議は終わり、今

後は生活支援コーディネーター協議体に移行する。平成２８年度は土佐山田町で新しく

地域包括ケア会議を実施する。その後、香美市全体の地域包括ケア会議を実施する予定

と答弁。地域支援体制整備事業費の内容はとの問いに、生活支援コーディネーター協議

体の委員等の報酬であると答弁。生活支援コーディネーターの委員はどのような方を予

定しているかとの問いに、今まで地域包括ケア会議の委員になっていた介護保険サービ

スの事業関係者、医療・保険関係者、福祉関係者、住民代表、行政機関関係者の方々と

なる予定であると答弁。介護予防一般高齢者施策事業費の委託料の調査委託の内容はと

の問いに、第７期の高齢者福祉計画、介護保険事業計画に向けての調査で、県内の事業

者に委託する予定であり、介護福祉計画のアンケート調査と日常生活圏域ニーズ調査で

あると答弁。アンケート調査の結果をお知らせしているかとの問いに、アンケート調査

は業者のほうで分析等をしてもらい、それを第７期の計画書に反映することになってい

る。そのときに広報で公表されると答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案

第７号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第８号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

予算を議題とし、審議に入りました。特例介護予防サービス計画費収入が計上されてい

る。どんなときに特例が認められるのか。今まで例があったのかとの問いに、今のとこ

ろ実績はないとの答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第８号は、全員賛

成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第９号、平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算を議題とし、審

議に入りました。後期高齢者医療も保険料が上がるように聞いた。今年度、また今後の

保険料の上がる見込みについてはどうかとの問いに、保険料は後期高齢者医療から来た

試算の部分で計上しており、今後上がることも予想される。後期高齢者に移っていく人

数が多く、また年齢が高くなるとともに医療費がかかるという現状がある。医療費の適

正化に取り組んでいくと答弁。後期高齢者医療ではコンビニ納付はどのようになってい

るかとの問いに、後期高齢者は郵便局の口座振替がまだできていない状況であり、平成

２８年度に口座振替を郵便局でできるようにする。郵便局の口座振替の様子を見ながら
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取り組みたいとの答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第９号は、全員賛

成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１０号、平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計予算

を議題とし、審議に入りました。障害区分認定審査会は月１回ということだが、平均し

て何人ぐらいかとの問いに、審査会は毎月１回開催、実績として平成２７年度は本市で

開催されていて、平成２８年１月末で香南市の対象者が３９名、香美市の対象者が４８

名、計８７名の方が審査の対象となっている。平成２６年度は香南市が事務局で、香南

市６７名、香美市６８名の合計１３５名となっていると答弁。不服の場合は再審査で同

じ審査会かとの問いに、不服の場合は本人から審査請求を上げていただき、担当者が本

人と面談し、その状況を判断して変更認定となるとの答弁。ほかに質疑、討論はなく、

採決の結果、議案第１０号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１５号、平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第３号）を議題とし、審議に入りました。一般被保険者高額療養費の追加で、医療

費の伸びについて要因をとの問いに、伸びの大きな要因の１つに、平成２７年８月にＣ

型肝炎の治療薬が認可された。その影響で薬価が上がり、この分の伸びが一番大きいと

考えている。また、法改正により平成２７年度当初から高額療養費の区分が細分化され

た。高額療養費の細分化は本市においても影響が大きいとの答弁。ほかに質疑、討論も

なく、採決の結果、議案第１５号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

  次に、議案第１６号、平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を議題とし、審議に入りました。本案は特段の質疑、討論はなく、採決の結果、議

案第１６号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第２６号、香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とし、審議に入りました。本案は特段の質疑、討論もなく、採決の結果、議案

第２６号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第２７号、香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、審議に入り

ました。地域密着型ということで県から市に移行する条例だが、本市独自の中身がある

のか。また、地域の連携強化を図るということで運営推進会議を設けるようになってい

るが、これは新しく入ったものかとの問いに、介護保険法の改正に伴って、地域密着型

となる１８人以下の通所サービスが県から市に委譲された。香美市独自のものはなく、

全て法令と同じである。地域密着型には運営推進会議の開催が必要となると答弁。香美

市内の１８人以下の通所サービス事業者数はとの問いに、７事業所であるとの答弁。ほ

かに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第２７号は、全員賛成で原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

  次に、議案第２８号、香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
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び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、審議

に入りました。指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は本市にあるかとの問いに、

対象の介護事業所はないとの答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第２８

号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第３７号、香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定についてを議

題としました。質疑に当たり執行部より委託内容について補足説明がありました。平成

２７年度まではやなせたかし記念館管理委託料は指定管理料と補助金を計上していたが、

今回、補助金を廃止した。平成２８年度は指定管理料約８,２４７万円で指定管理をす

る。歳入については、リニューアルしたアンパンマンミュージアムが２０周年というこ

とで、集客につながる企画展等で入館者増を見込み、指定管理料と同額を計上している。

入館者はだんだん減少してきているが、１７万人を目指し予算化している。今までは指

定管理料と補助金を足した額と入館料収入とに大きな差異があった。今回、補助金を廃

止した理由の１つに、やなせ先生より遺贈されたスタジオの株式の配当が財団に見込ま

れることから、平成２８年度は１年間状況を見きわめて、平成２９年度以降については

長期の委託契約を検討するとのことで審議に入りました。ここ最近の入館者数はとの問

いに、平成２１年度は約２４万人、平成２２年度が約２０万人、平成２３年度が約２０

万人、平成２４年度が約１７万５,０００人、平成２５年度が約１５万２,０００人、平

成２６年度が約１３万人、平成２７年度は現在のところ約１２万人となっている。平成

２８年度には平成２４年度実績の約１７万人を目指すと答弁。入館者が減少している、

何か特別な企画を考えているかとの問いに、企画展の内容については、やなせたかし記

念館に管理委託しており、年度当初に理事会を終えた後にこちらに予定が上がってくる

と答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第３７号は、全員賛成で原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

  以上で教育厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（石川彰宏君）   教育厚生常任委員会副委員長の報告が終わりました。 

  次に、産業建設常任委員会委員長、織田秀幸君。 

○産業建設常任委員会委員長（織田秀幸君）   １５番、織田でございます。 

  今期定例会において産業建設常任委員会が付託を受けた案件は、議案第２号、同第３

号、同第４号、同第５号、同第１１号、同第１２号、同第１４号、同第４０号、同第４

１号の９件であります。審査の経過と結果を報告いたします。 

  議案第２号、平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算では、債務負担行為の香

北・物部地区で、管理委託による出の額の違いと今後の展望はとの質疑に、平成２８年

度の委託額は４,８００万円で、平成２９年度の６,３００万円は人件費の増と新たな業

務を見込んでいる。また、複数年度契約も含めて１２月補正までに取りまとめするとの

答弁。また、全国の委託の状況はとの質疑に、平成２５年に厚生労働省が発表したデー
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タによると、国の委託が５件、市町村の委託が１,２６６件で、今後もふえていくとの

答弁。さらに、新設分担金は業者の理解は得ているのか、また内訳はとの質疑に、今年

１月に指定業者に対し周知したが、現時点で問題はなく、分担金の内訳は平成２６年度

の実績をもとに算出を行っているとの答弁。さらに、簡易水道のＧＩＳ、システムの運

用の状況はとの質疑に、簡易水道では平成２６年度に整備が終了し運用している。また、

上水道については平成２７年度、平成２８年度で整備中であるとの答弁。ほかに質疑、

討論もなく、採決の結果、議案第２号は、全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

  次に、議案第３号、平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算では、談議所及

び川添工業団地の分担金１,５１０万６,０００円の内訳と、下水道使用料の見込みはと

の質疑に、川添工業団地の新設分担金については、総額で約１,１７０万６,０００円を

計上している。下水道使用料については、昨年から新築などによる接続の向上に伴うも

のであるとの答弁。また、供用開始の現状調査はとの質疑に、既に１社が接続していて、

今後も供用開始後、接続が見込まれているとの答弁。また、アクションプランの策定内

容についてとの質疑に、県及び各自治体が１０年間で汚水処理人口の普及促進を図るも

のであるとの答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第３号は、全員賛成に

て原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第４号、平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算で

は、受益者分担金が減額となっているが、今後の見込みと予算立ての根拠はとの質疑に、

特定環境下水の分担金については、平成２８年度は１戸当たり１３万円で１５戸を見込

んでいるのと、例年の実績に基づき算定を行っているとの答弁。また、下水道維持管理

費の修繕費の内訳及び調査委託の内容はとの質疑に、マンホールポンプの緊急修理や管

渠埋設による道路補修などで、調査委託については管路の不明水の調査委託であるのと

の答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第４号は、全員賛成にて原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第５号、平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算では、排水処

理施設と龍河洞店舗との関連はとの質疑に、龍河洞店舗の接続戸数は１０戸で全体の約

１７％との答弁。また、上水道事業事務負担金の予算立てはとの質疑に、平成２８年度

からは３会計で２名を想定し、公共下水道会計に２名分の予算計上をしているとの答弁。

ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第５号は、全員賛成にて原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１１号、平成２８年度香美市水道事業会計予算では、上水道と簡易水道

との統合についての見解はとの質疑に、厚生労働省が条件つきで３年の延長が示された

が、統合には交付税措置の減額などデメリットがある。料金改定も視野に入れ、運営可

能な時点を判断し統合を行うとの答弁。さらに、戸板島水源取水井戸増設工事に伴う事

業の取り組みについてはとの質疑に、新水源については平成２７年度の調査で希望水量
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確保が確認でき、平成２８年度より本格的に着手を進め、完成は平成３０年度を見込ん

でいるとの答弁。また、緊急修繕の今後増額への推移はとの質疑に、労務単価の上がり

幅を見込んでいるとの答弁。さらに、量水器の取りかえへの流れはとの質疑に、水道メ

ーターの検定満了期間は８年であるが、７年周期で年間約２,０００個を取りかえてい

るとの答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第１１号は、全員賛成にて原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１２号、平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算では、資本的収入

の出費金は会計上の対応かとの質疑に、平成２６年度から資本的収入額が、資本的支出

額に対し不足する額は出資金で補塡するものとなったとの答弁。また、減価償却費は何

年間を見込んでいるかとの質疑に、施設により異なるが、管路では耐用年数は４０年と

定められているとの答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第１２号は、全

員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第１４号、平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）では、公共下水道雨水管渠築造工事が繰り越しとなっているがとの質疑に、談議所

の汚水管事業間との調整と、濁水処理により雨水管渠築造事業が繰越明許となったとの

答弁。また、受益者負担金前納報奨金の減額についてとの質疑に、川添団地を含む供用

開始のおくれが減額となっているとの答弁。また、横堀川の請負工事の進捗状況につい

てとの質疑に、新町西町線道路新設工事の先行工事として、今年度の延長は約９０メー

トルであるとの答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第１４号は、全員賛

成にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第４０号、市道の路線の認定についてでは、補足説明の後、質疑で、大後

入東１号線は議案書で幅員が４メートルから８メートルとあり、地域要望を加味し辺地

債での対応とのことだが、どのように整備するのかとの質疑に、まず、計画として４メ

ートルから８メートルであり、場所としては現在行っている後入線の支線部分であり、

当初１００メートル以内とのことでしたが、１９０メートルとなったため路線名を入れ

ての計画であるとの答弁。また、佐野５号線は地域の要望で管理を行うとのことだが、

整備計画はとの質疑に、当初は県の施工であったが、現在管理ができておらず、側溝の

掃除や路面など市が対応することとなったとの答弁。さらに、大平４号線も同じく整備

と管理を行うかとの質疑に、幅員が狭いため整備するとの答弁。ほかに質疑、討論もな

く、採決の結果、議案第４０号は、全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

  次に、議案第４１号、市道の路線の廃止についてでは、補足説明の後、質疑で、路線

廃止により生活道との位置づけとなるのかとの質疑に、２項道路としての適用は残ると

の答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第４１号は、全員賛成にて原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

  以上で産業建設常任委員会の報告を終わります。 



 

－18－ 

○議長（石川彰宏君）   産業建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  これから、常任委員会委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番、山﨑です。 

  教育厚生常任委員会の副委員長に若干お尋ねします。議案第６号、平成２８年度香美

市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算でありますが、説明の中で今回の改正の予算

のポイントというのは、撤回されました議案２５号の関連で予算組みされてるというと

ころで、医療給付費の現年課税分等についての説明の中で、実際の数字等は押さえてな

いと、５２万円が５４万円に上がるわけですけど、高齢者の分は１７万円が１９万円に

上がっていくわけですけれども、新たに対象になるのは少ないのではないかというふう

に考えているというところの報告がございました。やはり、私はそういう数字はきれい

に押さえるのが大切ということを考えますが、休憩にして詳細を聞くこともなかったの

か。そこの詳しい説明はその程度で収まったのか、その点を１点確認したいのと。 

  それと、地方税法の改正で、条例改正はしなければならないと考えているということ

でありましたが、国保料で言いますと、高知市の例なんかを言いますと上位法が変わっ

てもその上限額を据え置いてるという例もございますが、実際のところはこれはしなけ

ればならないという結論でそのまま議論は終結したのか、その２点についてお尋ねしま

す。 

○議長（石川彰宏君）   教育厚生常任委員会副委員長、山崎晃子君。 

○教育厚生常任委員会副委員長（山崎晃子君）   １２番、山崎晃子です。 

  先ほど報告をいたしましたとおりで、委員会においてはそれ以上のことについての質

疑はございませんでした。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  最初に、反対の方の発言を許します。１４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。 

  日本共産党を代表し、議案第６号、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業

勘定）予算に反対の立場で討論を行います。 

  国保の都道府県単位化に向けた国と地方の協議の場におきまして、全国知事会は国保

の構造的問題を解決しない限り保険者にはならないとして、国との協議を続ける中で、

国は市町村国保の低所得者に対する財政支援策を打ち出しました。これにより平成２６

年度に２割、５割軽減の支援策として５００億円、昨年は保険料軽減のためとして

１,７００億円が全国的にでありますが投入されまして、平成２８年度以降もその枠組

みは維持され続いていくものと思われます。低所得者層の負担軽減につながることは歓
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迎します。しかし、国保特別会計の平成２８年度の予算におきまして、医療費分で２万

円、後期高齢者支援分で２万円、合計４万円賦課限度額が引き上げられることになって

いるのは問題です。現在８５万円の限度額を支払っているのは、平成２７年度ベースで

６０世帯、２００人となっていますが、その方々の国保税がさらに引き上げられます。

また、最高限度額対象所得も７８０万円から８２０万円まで引き上がります。家族の多

い世帯や固定資産割の多い世帯にとって新たな負担増が生まれることになり、払えない

方々をふやすのではないでしょうか。財政基盤の安定にも逆行することになると思いま

す。上位所得者といえど、私も実際にお聞きしたことがありますが、給与所得は少なく

て固定資産がたくさんある方の場合、固定資産割が多く発生します。その支払いが本当

に大変だという声をお聞きしたことがございます。上位所得者といえどもはや限界に達

しており、このまま毎年限度額が上がり続けることは看過できません。前段で述べまし

たように、低所得者対策としての財源は既に確保、約束されており、上位所得者の限度

額を上げる必要はありません。 

  昨年１１月の厚生労働省、社会保障審議会医療保険部会では、国保の賦課限度額の見

直しについて被用者保険におけるルールとのバランスを考慮し、当面は超過世帯割合が

１.５％になるよう賦課限度額を引き上げていくとの案を示しています。このように、

限度額の引き上げが協会けんぽとの兼ね合いで行われていること。そして、ただし低所

得者層の多い市町村においては、相対的に所得の低い賦課限度額に該当することもある

ことから、引き上げに当たっては各市町村の意見や対応状況を踏まえ、引き上げ幅や時

期を判断するとなっています。したがって、今回見送りとなった地方税法の改正に伴う

賦課限度額引き上げの条例化は、地方税法が可決されたとしても自治体として据え置く

判断をすべきではないでしょうか。国保の構造的問題の根本解決のためには、上位所得

者と低所得者間のやりくりや協会けんぽとの調整などではなく、定率国庫負担を引き上

げることが地方の声であり肝要であることを申し述べ、反対討論といたします。 

○議長（石川彰宏君）   ただいま議案第６号について、原案に反対の討論がありまし

た。 

  次に、議案第６号の原案に賛成の方の発言を許します。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  次に、議案第６号以外で討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ２時２７分 休憩） 

（午後 ２時４０分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 
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  休憩前に引き続き会議を行います。 

  日程第１、承認第１号、専決処分事項の承認を求めることについて、香美市税条例等

の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は承認であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、承認第１号は、委員長報告の

とおり承認されました。 

  日程第２、議案第１号、平成２８年度香美市一般会計予算を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第３、議案第２号、平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第４、議案第３号、平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算を採決しま

す。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第５、議案第４号、平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第４号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第６、議案第５号、平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算を採決し

ます。 
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  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第５号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第７、議案第６号、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   起立多数であります。よって、議案第６号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第８、議案第７号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第７号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第９、議案第８号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）予算を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第８号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第１０、議案第９号、平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算を採決し

ます。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第９号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  日程第１１、議案第１０号、平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会

計予算を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する
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ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１０号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第１１号、平成２８年度香美市水道事業会計予算を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１１号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第１２号、平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算を採決しま

す。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１２号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第１４号、平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１４号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１５、議案第１５号、平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１５号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１６、議案第１６号、平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１６号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１７、議案第１７号、香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定につい

てを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１７号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第１８号、香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１８号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第１９、議案第１９号、香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制

定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第１９号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第２０、議案第２０号、香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２０号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第２１号、香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２１号は、委員長報告
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のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第２２号、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２２号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第２３、議案第２４号、香美市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採

決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２４号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第２４、議案第２６号、香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定

についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２６号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第２５、議案第２７号、香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決しま

す。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２７号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第２６、議案第２８号、香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決しま

す。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第２８号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第２７、議案第３０号、香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定

についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３０号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第２８、議案第３１号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３１号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第２９、議案第３２号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３２号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第３０、議案第３３号、香美市行政不服審査会条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３３号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第３１、議案第３４号、香美市職員の退職管理に関する条例の制定につい

てを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３４号は、委員長報告
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のとおり可決されました。 

  日程第３２、議案第３５号、開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３５号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第３３、議案第３６号、市有財産の無償貸付けについてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３６号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第３４、議案第３７号、香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定

についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３７号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第３５、議案第３８号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを

採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３８号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第３６、議案第３９号、香美市過疎地域自立促進計画の策定についてを採決しま

す。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第３９号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第３７、議案第４０号、市道の路線の認定についてを採決します。 
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  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第４０号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第３８、議案第４１号、市道の路線の廃止についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第４１号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第３９、議案第４２号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第４２号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  日程第４０、議案第４３号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、議案第４３号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  お諮りします。日程第４１、発議第３号、香美市議会委員会条例の一部を改正する条

例の制定についてから日程第４７、意見書案第５号、障害者総合支援法における介護保

険優先原則の廃止を求める意見書の提出についてまでの７件は追加の案件であります。 

  会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、日程第４１、発議第３号から

日程第４７、意見書案第５号までの７件の案件は委員会の付託を省略することに決定し

ました。 

  これから日程第４１、発議第３号、香美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 
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  まず、提出者から提案理由の説明を求めます。１６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   発議第３号、香美市議会委員会条例の一部を改正する条

例の制定について 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４条

の規定により提出します。 

  平成２８年３月１８日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

比与森光俊、賛成者 同 山﨑眞幹、賛成者 同 山本芳男、賛成者 同 依光美代子、

賛成者 同 甲藤邦廣、賛成者 同 大岸眞弓、賛成者 同 山﨑龍太郎、賛成者 同 

小松紀夫 

  香美市議会委員会条例の一部を改正する条例 

  香美市議会委員会条例（平成１８年香美市条例２２５号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条第２項第１号中エを削り、オをエとし、同号カ中「まちづくり推進課」を「定

住推進課」に改め、同号カを同号オとし、同号キ中「税務課」を「税務収納課」に改め、

同号キを同号カとし、同号クからセまでを同号キからスまでとし、同項第３号中「上下

水道課」を「環境上下水道課」に改める。 

  附則 

  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  提案理由 

  香美市課等の組織編成に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２７年香美市条例第

４９号）が平成２７年１２月１８日に公布され、平成２８年４月１日から施行されるこ

とに伴い、常任委員会の所管名の改正を行うものです。 

【発議第３号 巻末に掲載】 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、発議第３号は、原案のとおり

可決されました。 

  次に、日程第４２、発議第４号、香美市産業振興条例の制定についてを議題とします。 
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  まず、提出者から提案理由の説明を求めます。１５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   １５番、織田でございます。 

  発議第４号、香美市産業振興条例の制定について 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４条

の規定により提出します。 

  平成２８年３月１８日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

織田秀幸、賛成者 同 山本芳男、賛成者 同 甲藤邦廣、賛成者 同 山﨑龍太郎、

賛成者 同 小松紀夫、賛成者 同 小松孝。 

  発議第４号、香美市産業振興条例の制定につきまして提案理由を説明いたしますが、

その前に、この条文の第７条で２カ所訂正をお願いします。第７条の第２項、第３項、

改行がちょっと、段落がおかしくなっておりますので、事業の活性化に努めること。続

いて、第３項、事業に積極的に参画すること。改行をもとへ戻していただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  本市議会はこれまで議会改革の一環としまして、政策立案能力また議員発議により、

条例策定能力の向上に努めてまいりました。その一端として、平成２６年９月の議会改

選後に組織されました産業建設常任委員会において、本市の産業振興の最高規範として

産業振興条例の制定に取り組みました。その経緯につきましては、先進自治体の条例を

参考にし、平成２７年４月に素案を策定後、執行部の担当課にご意見をいただき、平成

２７年８月から９月にかけて関係する団体でありますＪＡ土佐香美、香美森林組合、物

部森林組合、香美市商工会、香美市観光協会、高知県土佐刃物連合協同組合、協同組合

韮生の里、高知工科大学を訪問し、それぞれのご意見をいただくとともに、先進自治体

への視察、研修も実施いたしました。その後、本年２月にパブリックコメントを募集し、

貴重なご意見も条例案に反映させていただき、今回の発議に至ったところでございます。 

  それでは、条例案の理念であります前文を朗読させていただきます。 

  香美市は、豊かな自然の恵みによって、古くから農林業を基幹産業として栄えてきた。 

  しかし、昭和３０年代後半からの高度経済成長により都市への労働力の流出や、国の

輸出産業重視の経済政策によって農林業は衰退し、農地や山林の荒廃に加えて後継者不

足が深刻な問題となっている。 

  また、商工業も経済の国際化や企業間競争、急速な少子高齢化や人口減少により、極

めて厳しい経営環境に置かれている。さらに、不安定な雇用事情と相まって危機的な地

域経済の疲弊が懸念される。 

  本市は、豊かな観光資源や文化、人材、自然環境に恵まれている。未来へと引き継ぐ

まちづくりの資源は自らの手中にあることを自覚し、主体的に行動を起こす必要がある。 

  このことから、本市の全ての事業者・関係団体・関係機関・市民及び行政が一体とな

り、経済の地域内循環を基本とした産業振興を総合的かつ恒常的に推進し、本市の健全

な発展と市民福祉の向上に資するため、この条例を制定する。 
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  以上でございます。 

  条例案には第１条に目的、第２条に定義、そして、第３条に基本理念を、第４条に基

本的な施策を規定しています。さらに、第５条に市の責務、第６条に議会の責務を、第

７条には事業者の役割、第８条に関係団体の役割を、そして、第９条には市民の協力を

規定しています。 

  また、本条例を理念条例に終わらせることがあってはならないとの考えから、第１０

条に産業振興推進審議会の設置を明記しています。ここで第１０条を朗読します。 

  第１０条 市長は、この条例に掲げる産業振興に関する基本的な施策について、重要

な事項を調査、審議するため、香美市産業振興推進審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

  ２ 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

  ３ 市長は、施策の効果を審議会に報告し、評価検証を行い改善に努めるとともに、

その内容を議会に報告するものとする。 

  以上でございます。 

  我々は本市議会条例を地方創生の初年度に制定することにより、これからの本市産業

振興に対し執行部とともに車の両輪となって取り組む契機とし、ともに尽力することを

お誓いするものでございます。 

  結びに当たり、条例制定に特にご尽力いただいた委員各位に衷心より敬意を申し述べ、

提案理由といたします。 

  以上でございます。 

【発議第４号 巻末に掲載】 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第４号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、発議第４号は、原案のとおり

可決されました。 

  次に、日程第４３、意見書案第１号、環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合

意後の対応に対する意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１８番、山本芳男君。 
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○１８番（山本芳男君）   １８番、山本でございます。 

  意見書案第１号、環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意後の対応に対する

意見書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

山本芳男、賛成者 同 比与森光俊、賛成者 同 小松紀夫 

  提案理由につきましては、朗読をいたしまして説明にかえさせていただきます。 

  環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意後の対応に対する意見書（案） 

  平成２７年１０月５日、参加１２カ国による環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉が

大筋で合意に達しました。 

  ＴＰＰ協定交渉については、本市の基幹産業である農林業に重大な影響を及ぼすこと

が懸念され、農家や市民の不安が強いことから、本市議会においては、再三、衆参両院

の農林水産委員会の決議を遵守するよう強く政府に求めてきました。 

  今般の合意内容においては、農林水産物の重要５項目への特別輸入枠の設定や、段階

的な関税削減・撤廃など、衆参農林水産委員会における国会決議からの逸脱が懸念され

る合意内容となっており、農家・関係団体等を初め多くの市民から、ＴＰＰ協定の合意

が、農林水産業はもとより、関連産業へ甚大な影響を及ぼすのではないかとの不安と懸

念の声が高まっています。 

  国におかれては、平成２７年１１月２５日に「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を決定

し、今後の対応方向を示してはいますが、ＴＰＰ協定の地方経済・社会に与える多大な

影響と地方の悲痛な声を十分に踏まえ、特に次の事項につき、誠実に対応するよう強く

要望します。 

記 

  １．合意内容の詳細について、政府の責任として、十分な情報提供と説明を行うとと

もに、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物の重要５項目の確保を最優先とした

衆参両院の農林水産委員会の決議の遵守など、合意内容が国益にかなったものとなって

いるかについて、国会において審議を十分に尽くすこと。 

  ２．生産現場の不安を払拭するため、ＴＰＰ対策の内容を丁寧に説明するとともに、

内容に基づく中長期的な対応方針を速やかに策定し、持続可能な農業の将来へとつなぐ

息の長い政策を具体化していくこと。 

  ３．政策の具体化に当たっては、小規模な家族経営農家が日本の農業を支えているこ

とを踏まえ、地域の実情に応じたきめ細やかな対応を可能とすること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 山崎正昭殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、外務大臣 岸田文雄殿、農林水産大臣 森山 裕殿、経済産業大
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臣 林 幹雄殿、内閣官房長官 菅 義偉殿、内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

石原伸晃殿 

  高知県香美市議会議長 石川彰宏 

  同僚議員の賛同をよろしくお願いいたします。 

【意見書案第１号 巻末に掲載】 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これから本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   ６番、濱田です。質問を１点します。 

  この意見書の中で「環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉が大筋で合意に達しまし

た。」と書かれていますが、この大筋合意については容認しているのでしょうか、質問

者にお伺いします。 

○議長（石川彰宏君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   お答えをいたします。 

  政治の流れというものは変化してまいります。やはり、実情に応じた対応を判断して

いかなくてはならないと思います。この意見書につきましては大筋合意ということであ

りますが、これは農業を守る、支えるために必要な意見書であるということで、その大

筋合意に対しての意見書でございますので、よろしくお願いします。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、濱田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   そうしましたら、この文章の中にあります「国会決議から

の逸脱が懸念される合意内容となっており」と書かれておりますけれども、国会決議で

すけれども、これについては今回は違反しているというお考えでしょうか。それとも、

実情に応じた判断ということで、農業を守るということにおいて国会決議については賛

同できるということなんでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   お答えいたします。 

  この意見書につきましては、やはり国会で十分な審議をしていただきまして、国民に

十分な説明をすることが大事であると思います。こういう案文につきましてはそういう

ふうに書かれていますが、今後、国会で十分な審議をしていただきまして、国民に十分

に説明していただくということでございます。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   提案者にお伺いしたいですが、この意見書案の文中に本文

の中の真ん中あたりですが、「農家・関係団体等を初め多くの市民から、ＴＰＰ協定の

合意が、農林水産業はもとより、関連産業へ甚大な影響を及ぼすのではないかとの不安
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と懸念の声が高まっています。」というふうに述べられておりますが、提案者ご自身は

このことに関しまして、香美市民のどなたかから、関係者からご意見をお聞きになった

ことがあるでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   農業団体とは話し合いというのはしてませんが、それぞれ、

これは自民党県議会のほうで、我々は常日ごろ連携をとっておりますので、その資料を

参考にさせていただきまして、我々市民クラブで協議した中で、この意見書を提出した

らいいんじゃないかという話で、個人個人でお話はして、その意見等も踏まえて、この

意見書を提出したわけでございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   私が思いますのに、今現在、大筋合意に至っておりますけ

れども、大筋合意前のＴＰＰ交渉に入るかもしれないというときのＴＰＰ協定に対する

不安の声、物すごい不安の強い声があって、農業団体なんかも何度も集会などやって、

北海道なども首長を先頭にして大規模な集会や反対運動が行われたわけです。そのとき

のＴＰＰ協定の内容と大筋合意後の細かな内容とでは、ＴＰＰ協定そのものの不安とい

うのは全然変わっていないと思うんです。特に生産者、記の３にあります「政策の具体

化に当たっては、小規模な家族経営農家が日本の農業を支えていることを踏まえ、」と

いうふうにありますが、本当に香美市でもこういうふうに家族経営農家が日本の農業を

支えていると私も思うわけですが、その方々の不安というのは、このＴＰＰ交渉といい

ますか連携協定に参加することによって安い農産物が入ってきて、それでその農産物に

押されて、小規模農家の経営が、生産が維持できなくなる。ということはつまり就業者

も減っていく、後継者不足に歯どめがかからなくなる、こういう不安であろうかと思い

ますが、その不安がここに書かれてます対応策で、払拭できるというふうに提案者はお

考えでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   先ほど言われましたように、これにつきましては、やはり

国もＴＰＰ協定を大筋合意はされたということで、さまざまな農業の将来に次ぐ政策を

具体化して、今後対応していくというような話もありますので、その点はまた十分に国

会で議論を尽くしていただくということが先決やないかと思います。 

○議長（石川彰宏君）   １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   ＴＰＰによります農林業への影響、経済全体への影響、医

療とかその他、全部の分野に当たるわけですが。その対応策を検討するに当たりまして、

政府の出しておる試算が、大筋合意前は実質ＧＤＰプラスの影響が３.２兆円増、それ

が大筋合意したと思いましたら、１３.６兆円の増が期待できると。これは大企業が貿

易等でもうけて、大企業の利益が上がったらトリクルダウンで民間にも行くだろうとい
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うもとの計算かと思われます。それから、マイナスの影響ですけれども、農林水産物は

大筋合意前は３兆円程度減になるだろうというふうに試算が出ていたものが、大筋合意

後は１,３００億円から２,１００億円。この１,３００億円から２,１００億円というの

は、日本の滋賀県とか和歌山県とか、その他ＪＡグループ８県の試算合計だけで、政府

試算を超えて２,７００億円というふうになっているんですね。この違い、この数字の

試算をもとに対応策を考えられますと、現場で生産に当たっている農家は物すごく不安

だろうと思うんです。農家に対しましては、特に小規模経営農家を大事にするんじゃな

くって、外国の大きな規模の市場と競争するためには、小さな農家は１つになって株式

会社のように運営して、大きな企業体になって輸出をしてもうけたらいいんだ、それが

攻めの農業なんだと、こういう想定のもとに対応策も考えられていますので、私は本当

に不安が強いままだと思います。 

  提案者もおっしゃいましたように、自民党の県議会のものを、そしてそれを市民クラ

ブで検討してこの意見書になったと。農業を救いたいという思いもおありかと思うんで

すけれども、自民党はこの前の選挙ではＴＰＰは反対だと、うそはつかないと言って国

会で多数議席を得たわけですが、その公約も違反、それから、国会決議にも違反をして

いるということは明白なわけですので、地方議会としてはそんなときに時代に流される

のではなくて、地方の声をきちんと国会に届ける、ＴＰＰ交渉からは撤退するように求

めるというのが地方議会の役割ではないかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（石川彰宏君）   １８番、山本芳男君。 

○１８番（山本芳男君）   先ほど言われましたように、今現在、農業者は高齢化とい

うことで、農業従事者が随分減っているというような危機感もございます。そういうこ

とで、さまざまな新規就農とか、すぐれた経営知識、技能などを習得して、経営規模の

拡大ということをしていかないと、農業はなかなか支えていけないというような状況で

もあろうと思います。 

  今後につきましては、やはり国会で十分に審議していただいて、いろんな面につきま

して、影響を及ぼさないような形にしていっていただかなくてはならないとこのように

思います。そういうことで、これは大筋合意後の意見書ということでございますので、

その辺をご理解いただきたいと思います。 

○議長（石川彰宏君）   ほかに質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに原案に反対の方の発言を許します。１３番、山﨑龍

太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番、山﨑龍太郎です。 

  日本共産党を代表して、意見書案第１号、環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大
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筋合意後の対応に対する意見書案に反対の立場で討論を行います。 

  本件に関して、国会決議は重要５品目は関税の撤廃、削減の対象としない。交渉を先

送りする。そして、聖域を守れないときは交渉撤退も辞さないと極めて明快であります。

本意見書案は国会決議からの逸脱は認めつつ、大筋合意があたかも交渉決着かのように

述べており、看過できません。アメリカ議会では大筋合意への不満が噴出、カナダでは

ＴＰＰ批判の野党が政権につくなど、また、何より各国国民の根強い反対世論、国内で

も怒りと抗議、検証を求める声が広がっており、これからが正念場であります。また、

決着を前提とした総合的なＴＰＰ関連政策大綱の強化、実施を求めており、ＴＰＰ反対

の国民運動を懐柔するものであります。農業者の不安を払拭する対案はＴＰＰからの撤

退であります。 

  香美市議会は国会決議の遵守、交渉撤退を求めた決議を全会一致で可決しており、ま

た、せんだっての１２月議会では、ＴＰＰ交渉に関する意見書案として、１．国益を十

分に勘案し、守るべきは守るという姿勢で臨み、食の安全安心はもとより、地方の活力

が向上し国民生活が守られるよう尽力すること。２．交渉の状況等については、国民に

十分な情報提供を行うこと。３．国会決議が守れない場合は、ＴＰＰ協定作成作業から

脱退し、調印しないこと。この意見書を議長名で送付したばかりであります。その趣旨

と到底相入れない本意見書案に賛同することは、本市議会がＴＰＰに関して取り組んで

きた姿勢をみずから否定するものではないでしょうか。 

  以上、申し上げ反対討論といたします。 

○議長（石川彰宏君）   次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありません

か。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第１号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   起立多数であります。よって、意見書案第１号は、原案のと

おり可決されました。 

  次に、日程第４４、意見書案第２号、介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見

書の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１７番、依光美代子君。 

○１７番（依光美代子君）   １７番、依光美代子。 

  意見書案第２号、介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

依光美代子、賛成者 同 大岸眞弓、賛成者 同 織田秀幸 
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  案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 

  介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見書（案） 

  我が国では急速な高齢化の進行等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはますます拡大し、

介護関係業務に係る労働力の需要が増大する一方、生産年齢人口の減少や他分野への人

材流出等の中で、質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介護人材の

安定的確保と資質の向上が不可欠となっています。 

  こうした中、介護福祉士を目指し介護福祉士養成施設に修学する者の修学資金にかか

わる経済的負担を軽減する「介護福祉士等修学資金貸付制度」は、介護福祉人材確保に

大きな役割を果たしています。 

  また、求職者を対象として介護福祉士を養成する「離職者訓練制度」は受講生の社会

的経験が豊富で学習意欲も高く、訓練を受講した者の多くを介護福祉士として輩出して

います。 

  本年２月、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会が取りまとめた報告書で

は「２０２５年に向け、介護人材を量・質ともに安定的に確保するための道筋を示すこ

とが喫緊の課題」とするとともに、その後６月には国から２０２５年度の介護人材の需

給ギャップが３７.７万人にもなるとの推計が公表されました。 

  よって、国におかれては、このような現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を

講ずるよう強く要望します。記 

  １．介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充・強化を図ること。 

  ２．介護福祉士養成に係る「離職者訓練制度」を継続して実施すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 山崎正昭殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、財務大臣 麻生太郎殿、厚生労働大臣 塩崎恭久殿 

  高知県香美市議会議長、石川彰宏 

  どうぞよろしくお願いします。 

【意見書案第２号 巻末に掲載】 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これから本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第２号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（石川彰宏君）   全員起立であります。よって、意見書案第２号は、原案のと

おり可決されました。 

  次に、日程第４５、意見書案第３号、政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全

面禁止を求める意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。 

  意見書案第３号、政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全面禁止を求める意見

書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

大岸眞弓、賛成者 同 山﨑龍太郎、賛成者 同 森田雄介 

  案文を朗読して提案理由といたします。 

  政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全面禁止を求める意見書（案） 

  前経済産業相が大臣室等での現金の授受を認め、大臣を辞任しましたが前大臣や、そ

の公設秘書らの行為は「あっせん利得処罰法」に違反する疑いがもたれています。国会

で徹底した審議を行い、疑惑の解明を行うと共に、今こそ、政治の腐敗につながる企

業・団体献金の全面禁止を強く要望します。 

  また、安倍内閣は２０１４年５月に閣議決定した「国務大臣、副大臣および大臣政務

官規範」の中で「政治資金パーティーで国民の疑惑を招きかねないような大規模なもの

の開催は自粛する」と定めていますが、首相をはじめとする副大臣や、外務大臣などの

平成１３年、１４年の政治資金パーティー収入は１８７億円という巨額に上ることが明

らかになっています。自らが閣議決定した自粛も守られておらず、国民の常識とかけ離

れたものになっています。 

  かつて、リクルート事件やゼネコン汚職など、企業と政治家をめぐる金権・腐敗事件

が相次いだとき、企業・団体献金をなくすという名目で１９９５年に政党助成金が導入

されました。しかし、企業・団体献金はいまだに全面禁止されるに至っていません。こ

のような状況は、国民の政治不信を増幅し、政治をゆがめることにつながります。 

  よって、政府におかれては政治資金パーティーを含む企業・団体献金を全面的に禁止

するよう強く要望します。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 山崎正昭殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、総務大臣 高市早苗殿、財務大臣 麻生太郎殿 

  高知県香美市議会議長 石川彰宏 

  以上でございます。 
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【意見書案第３号 巻末に掲載】 

○議長（石川彰宏君）   暫時、時間を延長します。 

  説明が終わりました。 

  これから本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに原案に反対の方の発言を許します。反対討論はあり

ませんか。 

○議長（石川彰宏君）   そしたら次に、原案に賛成の方の発言を許します。６番、濱

田百合子君。 

○６番（濱田百合子君）   ６番、濱田百合子です。 

  日本共産党を代表し、意見書案第３号、政治資金パーティーを含む企業・団体献金の

全面禁止を求める意見書案に賛成の立場で討論します。 

  この間、政治と金をめぐり、国の補助金を受けている企業からの閣僚への献金を初め、

さまざまな疑惑が問題になっています。この根源には企業・団体献金があります。企

業・団体献金は、１９９５年の政治改革で廃止の方向に踏み切るとされながら、政党支

部への献金と、政治資金パーティーの２つの抜け道がつくられ温存されてきました。こ

の問題の核心は、どんな抜け道も許さずに全面禁止に踏み込むのか、あれこれの抜け道

を残して温存するかにあります。国から補助金などをもらっている企業からの献金が禁

止されているのは、献金を通じて税金が政治家に還流し、補助金交付自体が献金の見返

りととられないためです。 

  政治資金規正法は、国の補助金交付決定から１年以内の献金を禁止していますが、政

治家側は交付決定を知らなければ刑事責任を問われないことになっています。このため

知らなかったという弁明がまかり通っていますが、補助金交付先企業からの違法献金問

題はこれまで繰り返し指摘されてきており、知らなかったでは済まされないことは当然

であります。追及された閣僚らも、企業の補助金交付を知らなかったから違法ではない

と言いながら、献金を返上しているのは後ろめたいものがあるからではないでしょうか。 

  また、政治資金集めのパーティー券代を企業が負担したり、企業の役員に形ばかりの

個人献金をさせて、その分を企業が補塡したりするなどの形での抜け穴も横行していま

す。こうした事実上の企業献金を含め、企業・団体献金を全面禁止しない限り、腐敗の

根を絶つことはできません。国会議員の倫理綱領に照らしても、疑惑が指摘された政治

家がみずから事実を明らかにし、責任を明確にするとともに、国会において真相究明を

行うべきです。 

  もとより、企業・団体献金とは見返りを期待するから出すものであり、そこに賄賂性

があることは否定できないものです。国民の信頼を取り戻すためにも、抜け道をふさぐ

抜本的な対策を行うべきと考えます。 
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  以上を述べまして、本意見書案への賛成討論といたします。 

○議長（石川彰宏君）   次に、反対の討論はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   起立少数です。よって、意見書案第３号は否決されました。 

  次に、日程第４６、意見書案第４号、介護保険制度の改善を求める意見書の提出につ

いてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  １４番、大岸眞弓君。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。 

  意見書案第４号、介護保険制度の改善を求める意見書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

大岸眞弓、賛成者 同 濱田百合子、賛成者 同 山崎晃子 

  案文を朗読して提案理由といたします。 

  介護保険制度の改善を求める意見書（案） 

  ２０１４年６月に成立した「医療・介護総合法」により、要支援者の訪問・通所介護

を介護保険から除外する「新総合事業」への移行、介護報酬の基本単価の引き下げ、補

足給付の見直し、利用料２割負担の導入などが次々と実施されています。 

  本市では高齢化率が３８％（平成２７年４月現在）と年々高くなると共に、低所得の

高齢者や独居高齢者も多く、介護体制の整備・充実は欠かせません。しかし、今回の

「医療・介護総合法」による、要支援者の除外や補足給付の見直しなどで、高齢者やそ

の家族には新たな負担増、また介護事業所においては職員確保や経営面で、非常に厳し

い運営を余儀なくされています。 

  適齢期（後に「高齢期」と訂正あり）を迎えても、住み慣れた地域で安心して住み続

けていくことは住民全体の願いであり、地域の活力にも影響してきます。 

  よって政府におかれては、介護保険制度を改善していただくよう下記の点を強く要望

します。 

記 

  １．処遇改善加算は介護報酬への組み入れでなく、交付金とすること。また事務の簡

素化、加算の要件を撤廃すること。 

  ２．利用料２割負担、補足給付を元に戻すこと。 
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  ３．要支援者を介護保険給付の対象にもどすこと。 

  ４．国庫負担を増額し、基本報酬単価の引き上げ、利用者の負担軽減をはかること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 山崎正昭殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、財務大臣 麻生太郎殿、厚生労働大臣 塩崎恭久殿 

  高知県香美市議会議長 石川彰宏 

  少し補足説明をさせていただきたいと思います。 

  昨年の１０月から１１月にかけまして、日本共産党、私たちの議員団、そして山崎晃

子議員とともに市内の各事業所を訪問いたしまして、質問でも申しましたが、事業所へ

の介護報酬の削減による影響調査を行いました。この意見書に書いてあります要望事項

は、そうした事業所の方々の生の声を反映してつくったものでございますので、どうぞ

ご賛同いただきたいと思います。 

  そして、少し説明をさせていただきたいのですが、記の１の「処遇改善加算は介護報

酬への組み入れでなく、交付金とすること。」これに関しましては、以前は処遇改善加

算ができましたときは、別枠で交付金として来ておりました。それが経過するとともに、

報酬の中へ加算分として、点数分として組み込まれてきたという経緯がございます。今

回、議会の一般質問で、担当課長からは、この処遇改善加算について、県のほうでも基

本報酬単価へ今現在の処遇改善加算分を組み入れて、報酬単価を上げるように要望する

というふうなご答弁もあったのですけれども、少し複雑になりますが、基本報酬に組み

入れられますと全体の報酬が今２.７％、全体ですと４.８％の介護報酬の引き下げがあ

る中で、これが処遇改善加算がこれに組み入れられますと、処遇改善加算のために使わ

れないおそれがあります。そして、また手続につきましては、処遇改善加算といいます

のは、基本報酬プラス認知ケア加算、それから、中重度ケア加算を加えたものの合計の

何％が処遇改善加算とされております。認知症ケア加算やその中重度のケア体制への加

算をとるためには、算定できない事業が多いわけですが、それがなぜかというと研修受

講者を確保できない、研修の受け入れ定員が少なく受講したくてもできない。また、利

用者の要件が要介護３以上の利用者が全体の３割超、これが満たせないとこういうもの

が加算申請ができない。ですので、こういうものが加算申請ができないと、処遇改善加

算にも反映できないということですので、この処遇改善加算は基本報酬に組み入れるの

ではなくて、当初のように交付金としてつけていただきたい。そして、手続ももっと簡

素化していただきたいということでございます。 

  以上補足説明をいたしまして、提案理由といたします。同僚議員のご賛同をよろしく

お願いいたします。 

【意見書案第４号 巻末に掲載】 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。これから本案の質疑を行います。 

  休憩にします。 
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（午後 ３時５８分 休憩） 

（午後 ３時５９分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。 

  先ほど介護保険制度の改善を求める意見書の中で、私が「高齢期」を「適齢期」と発

言したようでございます。「高齢期」と直していただきたいですので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（石川彰宏君）   暫時休憩いたします。 

（午後 ３時５９分 休憩） 

（午後 ４時１０分 再開） 

○議長（石川彰宏君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。質疑はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第４号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   起立少数であります。よって、意見書案第４号は、否決され

ました。 

  次に、日程第４７、意見書案第５号、障害者総合支援法における介護保険優先原則の

廃止を求める意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ５番、森田雄介です。 

  意見書案第５号、障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求める意見書

の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日提出、香美市議会議長 石川彰宏殿、提出者 香美市議会議員 

森田雄介、賛成者 同 小松紀夫、賛成者 同 濱田百合子 

  案文を読み上げて、提案理由とさせていただきます。 

  障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求める意見書（案） 

  近年、障害者総合支援法で規定された介護保険優先原則がもたらす弊害が明らかにな

り、一部の自治体では審査請求や訴訟にまで発展しました。そこで、厚生労働省は、２

０１４年に２つの制度の適評関係について自治体運用に関する調査を行い、２０１５年
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にはその調査結果を踏まえて、障がい者の個々の実態に則したものにするよう「事務連

絡」を発しました。また、２０１０年１月には、国と障害者自立支援法違憲訴訟の原告

団・弁護団との間で「介護保険優先原則を廃止し、障がいの特性を配慮した選択制等の

導入をはかること」との「基本合意」が締結されていますが、現実には、障がい者の特

性に配慮された状況にはなっていません。 

  よって国におかれては、障がい者が６５歳になっても６４歳までと同じように安心し

て生活できるよう、障害者総合支援法における介護保険優先原則を廃止するよう強く要

望します。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２８年３月１８日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 山崎正昭殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、財務大臣 麻生太郎殿、厚生労働大臣 塩崎恭久殿 

  高知県香美市議会議長 石川彰宏 

  同僚議員の賛同をよろしくお願いをいたします。 

【意見書案第５号 巻末に掲載】 

○議長（石川彰宏君）   説明が終わりました。 

  これから本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに原案の反対の方の発言を許します。反対討論はない

ですか。 

  次に、原案に賛成の方の発言を許します。１３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番、山﨑龍太郎です。 

  意見書案第５号、障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求める意見書

案に賛成の立場で討論を行います。 

  加齢による生活自立の困難さを補う介護と障害の有無にかかわらず、ひとしく社会参

加を保障する支援は、求められる中身がおのずと違ってきます。障害があっても要介護

認定で要支援と判定されれば、介護予防サービスを利用するよう促されることになりま

す。しかし、障害者への支援と要介護者へのサービスとは質的に違います。 

  介護保険の優先原則は、２０００年の介護保険制度の施行とともに始まりました。し

かしながら、さきに述べた支援の質の違いとともに、重い障害を持つ人ほど多額の費用

負担を強いられるなど、生きるために必要不可欠な支援を益とみなし、障害を自己責任

とする仕組みを導入されることに原則的な批判がありました。そうして、２０１０年に

は障害者運動の高まりから、一旦、介護保険優先原則は廃止する新法を制定する基本合

意が結ばれました。にもかかわらず、政権交代後の２０１３年４月に出された新法には、

介護保険優先原則に変更が加えられることはありませんでした。今回の改定での優先原
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則は残りました。かわりに負担軽減策を盛り込みましたが、介護保険の居宅訪問サービ

スの時間数は障害福祉に比べて極めて少なく、さらに要介護認定によって厳しく制限さ

れてしまいます。 

  また、国は本来負うべき責任を市町村に投げわたしています。介護保険優先原則と、

それを是正する障害サービスの併給を通知で認めていますが、少なくない自治体が併給

を抑えるために、基準や要件を設けております。基本的人権としての生存権保障の最終

責任は国にある以上、自治体の財政事情その他にかかわらず、全国どこでもひとしく自

立生活は保障されるべきであります。 

  以上を述べまして、本意見書案への賛成討論といたします。 

○議長（石川彰宏君）   討論はありませんか。 

○議長（石川彰宏君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第５号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川彰宏君）   起立少数であります。よって、意見書案第５号は、否決され

ました。 

  日程第４８、閉会中の所管事務の調査についてを議題とします。 

  議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会の各委員長から会議規則第１１２条の規

定によって、お手元にお配りしました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査

の申し出がありました。 

  お諮りします。議会運営委員会、各常任委員会及び各特別委員会から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、議会運営委員会、各常任委員

会及び各特別委員会からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  日程第４９、議員派遣の件を議題とします。 

  お諮りします。議員派遣の件について、お手元にお配りしましたとおり議員を派遣す

ることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、お手元に配

りしましたとおり派遣することに決定しました。 

  この際お諮りします。ただいま決定しました議員派遣の内容につきましては、諸般の

事情により変更が生じる場合には議長に一任をお願いしたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（石川彰宏君）   異議なしと認めます。そのように決定しました。 
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  以上で今期定例会に付された事件は全て議了しました。 

  それでは、閉会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。 

  ３月２日に開会いたしました平成２８年第１回香美市議会定例会も、本日をもちまし

て終了することになりました。開会中には合併１０周年記念式典が行われ、大勢の市民、

来賓の方に参加いただき、また議員各位におかれましては公務多忙な中ご出席を賜り、

まことにありがとうございました。 

  本市の基本理念であります「輝き・やすらぎ・ 賑わいをみんなで築くまちづくり」、

いま一度考えるよい機会だったとも思います。 

  本定例会には承認１件、議案４３件、同意２０件、発議２件、追加案件として発議２

件、意見書案５件が上程され、それぞれ審議され適切な議決がなされました。今議会、

議会から提出いたしました香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定についてと、

香美市産業振興条例の制定については、議会から提出した初めての条例であり、市民に

対し責任の重さをひしひしと感じるところであります。 

  本定例会が無事終了できましたのも、議員各位のご協力のたまものだと思っておりま

す。まことにありがとうございました。 

  日に日にあたたかくなってはきているとはいえ、旧暦ではまだ２月であります。急に

寒い日があったりしますので、体調等を壊さないようにご自愛ください。 

  これをもちまして閉会のご挨拶とさせていただきます。 

  次に、市長から発言を求められておりますので、これを許します。市長、法光院晶一

君。 

○市長（法光院晶一君）   平成２８年第１回香美市議会定例会閉会に臨みまして、一

言ご挨拶を申し上げます。 

  本定例会に提案申し上げました議案等につきましては、議員の皆様には慎重なる審議

のもと適切なるご決定を賜りました。まずもって厚く御礼を申し上げます。 

  また３月５日、本定例会の期間ではありましたが、香美市市制施行合併１０周年の記

念式典を挙行いたしましたところ、議員の皆様にはご多忙のところをご出席いただき、

おかげをもちまして滞りなく式典をとり行うことができました。心よりお礼を申し上げ

ます。 

  式典を通じまして、市民の皆様、関係の皆様がともに合併、香美市誕生の原点に立ち

返り、香美市のさらなる１０年、香美市のさらなる発展への決意を等しく固めることが

できましたことは、まことに喜ばしくうれしく思うところです。 

  同時に、市長としてその責任の重大さを痛感しており、楽観はならぬとみずからを戒

め気を引き締めるとともに、議会との連携を一層大切にしまして、市民本位の姿勢をさ

らにさらに前進してまいる所存であります。 

  市財政につきましては、合併算定がえから一本算定へ変わるなど、厳しい側面も加わ

ります。これまで以上に事業の選択を徹底するとともに、行政防災無線、学校施設の整
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備など、重要事業を滞ることなく、着実に推進できるよう心がけてまいりたいと考えて

おります。 

  本定例会では１５名の議員の皆様に一般質問をいただきました。活力のある香美市、

元気なまちづくりのための示唆、参考にすべき内容が多く含まれていると感じており、

さらにお話も伺い、ご質問の趣旨を十分に生かして、香美市節目の年を機に攻めへの施

策も前進させたいと思っております。そのためには行政を支える人材は重要です。大事

な局面の事業の推進の核となっている管理者については、たとえ定年退職予定者であっ

ても、引き続き公務に専念することを求めていく所存であります。人事異動発表前です

ので、これ以上の言葉については慎みたいと思います。 

  活力のあるまち、元気な香美市を実現する上で、香美市のすぐれた文化や伝統、立地

条件、環境、市民の皆さんの意欲を生かして、香美市経済の好循環の実現をすることは、

市民の皆さんの願いであります。そのためにも、ものづくりを大切にするまちづくりも

１つの切り口になるというふうに考えております。ものづくりは人づくり、人づくりは

まちづくりであります。多くの市民の皆さんに香美市ものづくりのために、縦に横に参

加をいただき、市外の知恵やノウハウにも積極的につながり、さまざまな可能性を追求

し、ものづくりの具体を図りたいというふうに考えております。 

  議会の皆様におかれましては、このたび制定をいたしました香美市産業振興条例など

も踏まえまして、積極的なご意見を賜りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

  「香美市に生まれて幸せやき！」、力いっぱい歌った子どもたちの笑顔を胸に頑張っ

てまいりたいというふうに考えております。 

  議員の皆様には、今後とも変わりなく住民福祉向上、地方自治発展のためにご活躍さ

れることを心よりご祈念申し上げまして、定例会閉会に当たりましてのご挨拶にかえさ

せていただきます。まことにありがとうございました。 

○議長（石川彰宏君）   ありがとうございました。 

  これをもって平成２８年第１回香美市議会定例会を閉会いたします。 

（午後４時２７分 閉会） 
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 ただし、議案第13・第23号及び第29号、同意第１号から第20号まで、
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 から採決まで　　（本会議終了後、産業建設常任委員会、議員協議会）
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 議案精査のため

第３日 ４日（金） 休   会         〃
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第５日 ６日（日） 休   会 　 〃          〃
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第７日 ８日（火） 本会議  一般質問①  (行財政改革推進特別委員会)

第８日 ９日（水） 本会議  一般質問②  (定住人口増加促進特別委員会）

第９日 １０日（木） 本会議  一般質問③  （会派代表者会議）

 議案質疑～委員会付託　連合審査会（議案第1号） 

 総務常任委員会の審査 

 （承認第１号、議案第１・17・18・19・20・21・22・24・30・31・32・33・34・35・36

  ・38・39・42・43号）

第１１日 １２日（土） 休   会  休日、議案精査のため
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 教育厚生常任委員会の審査
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 産業建設常任委員会の審査

 （議案第２・３・４・５・11・12・14・40・41号） 

第１５日 １６日（水） 休   会  議案審査整理のため
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 議案採決（付託議案の報告～採決 ）

 追加議案の提案（委員会付託を省略し、提案説明から採決まで）

平成２８年第１回香美市議会定例会会期及び会議  （審査）  の予定表平成２８年第１回香美市議会定例会会期及び会議  （審査）  の予定表平成２８年第１回香美市議会定例会会期及び会議  （審査）  の予定表平成２８年第１回香美市議会定例会会期及び会議  （審査）  の予定表

                                         

会            議           等
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第２日 ３日（木） 休   会

第10日 １１日（金） 本会議

第１７日 １８日（金）

本会議

(13時30分～)
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例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
2
1
号

香
美
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
2
2
号

香
美
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案

第
2
4
号

香
美
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
2
6
号

香
美
市
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

教
育

厚
生

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
2
7
号

香
美
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

教
育

厚
生

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案

第
2
8
号

香
美
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密

教
育

厚
生

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案

第
3
0
号

香
美
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
3
1
号

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
3
2
号

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案

第
3
3
号

香
美
市
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
3
4
号

香
美
市
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
3
5
号

開
発
セ
ン
タ
ー
物
部
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
3
6
号

市
有
財
産
の
無
償
貸
付
け
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
3
7
号

香
美
市
立
や
な
せ
た
か
し
記
念
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

教
育

厚
生

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
3
8
号

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成



事
件

の
番

号
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

所
管
委
員
会

審
査
結
果

備
　
　
考

議
案

第
3
9
号

香
美
市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
4
0
号

市
道
の
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

産
業

建
設

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
4
1
号

市
道
の
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

産
業

建
設

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

議
案

第
4
2
号

高
知
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
高
知
県
市
町
村
総
合
事

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

議
案

第
4
3
号

高
知
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
高
知
県
市
町
村
総
合
事

総
務

常
任

委
員

会
原
案
可
決

全
員
賛
成

務
組
合
規
約
の
変
更
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て



発議第１号 

 

香美市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４

条の規定により提出します。 

 

平成２８年３月２日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

               提出者 香美市議会議員  比与森 光 俊 

 

               賛成者    〃     山 﨑 眞 幹 

 

               賛成者    〃     山 本 芳 男 

 

賛成者    〃     依 光 美代子 

 

賛成者    〃     甲 藤 邦 廣 

 

賛成者    〃     大 岸 眞 弓 

 

賛成者    〃     山 﨑 龍太郎 

 

賛成者    〃     小 松 紀 夫 

 

 

  



香美市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 香美市議会基本条例（平成２４年香美市条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次中「第１６条」を「第１７条」に、「第１７条－第１９条」を「第１８条－第２

０条」に、「第２０条・第２１条」を「第２１条・第２２条」に改める。 

 第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とする。 

 第８章中第１９条を第２０条とし、第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条

とする。 

 第７章中第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条

とし、第１３条の次に次の１条を加える。 

（政務活動費） 

第１４条 会派及び議員は、政務活動費を活用し、市政に関する調査研究その他の活

動に努めるものとする。 

２ 政務活動費の交付に関しては、別に条例で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定に伴い、条項を追加するものです。 

 



発議第２号 

 

香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４

条の規定により提出します。 

 

平成２８年３月２日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

               提出者 香美市議会議員  比与森 光 俊 

 

               賛成者    〃     山 﨑 眞 幹 

 

               賛成者    〃     山 本 芳 男 

 

賛成者    〃     依 光 美代子 

 

賛成者    〃     甲 藤 邦 廣 

 

賛成者    〃     大 岸 眞 弓 

 

賛成者    〃     山 﨑 龍太郎 

 

賛成者    〃     小 松 紀 夫 

  



香美市議会政務活動費の交付に関する条例 

 

 地方分権の推進により、地方自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大し、地方議

会が担う役割がますます重要なものとなっている。 

 議会は、市民の意思を市政に的確に反映させるためにも、幅広く調査研究を行い、

自らの審議能力を強化することが必要である。また、市民への説明責任、市民との意

見交換の重要性も高まっている。 

このことから、会派の調査研究活動基盤の充実を図ることで、議員個人の資質向上

や、議会の機能強化を推進することを目指して、この条例を制定する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項か

ら第１６項までの規定及び香美市議会基本条例（平成２４年香美市条例第３０号）

に基づき、香美市議会議員（以下「議員」という。）の調査研究その他の活動に資

するための必要な経費の一部として、香美市議会（以下「議会」という。）におけ

る会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会

派」という。）に対して交付する。 

２ 政務活動費は、議員個人に交付されるものではない。    

（会派の責務） 

第３条 会派は、香美市議会基本条例及び政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活

動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対す

る市民の理解を得るとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。 

（議長の責務） 

第４条 香美市議会議長（以下「議長」という。）は、政務活動費の適正な運用を確保

し、その使途の透明性の向上に努めなければならない。 

（交付対象期間） 

第５条 政務活動費の交付対象期間は、４月１日から翌年の３月末日とする。 

（交付額及び交付の方法） 

第６条 政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）における当該会派の所属

議員数に月額１０，０００円を乗じて得た額を交付する。 

２ 政務活動費は、年度当初に全額を交付する。ただし、年度の途中において議員の

任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。 

３ 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月

の翌月分（その日が基準日に当たる場合は、当月分）から交付する。 



４ 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会が

あった場合は、当該議員は第１項の所属議員に含まないものとし、同日において議

会が解散された場合は、当月分の政務活動費は交付しない。 

（交付の申請） 

第７条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交

付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る決定をし、

申請を行った会派に通知しなければならない。 

（所属議員数の異動に伴う調整） 

第９条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度途中で所属議員数に異動が生じた場

合、異動が生じた日の属する月の翌月（その日が基準日に当たる場合は、当月）の

末日までに、既に交付を受けた政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定し

た政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付を受

けた額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る

額を返還しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、

解散の日の属する翌月分（その日が基準日に当たる場合は、当月分）以降の残余の

額を、月割りにより算定し返還しなければならない。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第１０条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請・陳情等に

おいて市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉

の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する経費に対し

て交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動費に要する経費に充てるものとする。 

（経理責任者） 

第１１条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

（収支報告書の提出） 

第１２条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式により、領収書

又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書（以下

「収支報告書」という。）を作成し、領収書等の写しを添えて議長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 議長は、前項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものと

する。 

３ 第１項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年４月３０



日までに提出しなければならない。 

４ 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当

該会派の経理責任者であった者は、解散の日から３０日以内に収支報告書を提出し

なければならない。 

５ 議会が解散された場合には、第３項の規定にかかわらず政務活動費の交付を受け

た会派の経理責任者であった者は、当該事由が生じた日から起算して３０日以内に

収支報告書を議長に提出しなければならない。 

（政務活動費の返還） 

第１３条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活

動費の総額から、当年度において第１０条に定める経費の範囲に基づいて支出した

総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を当該年

度終了後３０日以内に返還しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派は、議会が解散された場合には、当該解散の日の

属する月分以降の残余の額を、月割りにより算定し返還しなければならない。 

（決定の取消し及び返還） 

第１４条 議長は、会派が偽りその他不正の手段により交付を受けたと認めるとき、

その他使途等においてこの条例及び関係規則に違反していると認めるときは、その

旨を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により報告があったとき又は、監査委員より目的外使用等の

意見があった場合は、当該部分に係る交付の決定を取り消し、期限を定め当該政務

活動費の返還を命ずることができる。 

（収支報告書の保存及び閲覧） 

第１５条 議長は、第１２条第１項の規定により提出された収支報告書を、提出期限

の日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求すること

ができる。 

 ⑴ 市内に住所を有する者 

 ⑵ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市

長が規則に定める。 

    附 則 

 この条例は平成２８年４月１日から施行する。 



発議第３号 

 

香美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４

条の規定により提出します。 

 

平成２８年３月１８日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

               提出者 香美市議会議員  比与森 光 俊 

 

               賛成者    〃     山 﨑 眞 幹 

 

               賛成者    〃     山 本 芳 男 

 

賛成者    〃     依 光 美代子 

 

賛成者    〃     甲 藤 邦 廣 

 

賛成者    〃     大 岸 眞 弓 

 

賛成者    〃     山 﨑 龍太郎 

 

賛成者    〃     小 松 紀 夫 

  



香美市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 香美市議会委員会条例（平成１８年香美市条例第２２５号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２項第１号中エを削り、オをエとし、同号カ中「まちづくり推進課」を「定

住推進課」に改め、同号カを同号オとし、同号キ中「税務課」を「税務収納課」に改

め、同号キを同号カとし、同号クからセまでを同号キからスまでとし、同項第３号中

「上下水道課」を「環境上下水道課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 香美市課等の組織編成に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２７年香美市条例

第４９号）が平成２７年１２月１８日に公布され、平成２８年４月１日から施行され

ることに伴い、常任委員会の所管名の改正を行うものです。 



発議第４号 

 

香美市産業振興条例の制定について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４

条の規定により提出します。 

 

平成２８年３月１８日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

               提出者 香美市議会議員  織 田 秀 幸 

 

               賛成者    〃     山 本 芳 男 

 

               賛成者    〃     甲 藤 邦 廣 

 

賛成者    〃     山 﨑 龍太郎 

 

賛成者    〃     小 松 紀 夫 

 

賛成者    〃     小 松   孝 

  



香美市産業振興条例 

 

 香美市は、豊かな自然の恵みによって、古くから農林業を基幹産業として栄えてき

た。 

 しかし、昭和３０年代後半からの高度経済成長により都市への労働力の流出や、国

の輸出産業重視の経済政策によって農林業は衰退し、農地や山林の荒廃に加えて後継

者不足が深刻な問題となっている。 

 また、商工業も経済の国際化や企業間競争、急速な少子高齢化や人口減少により、

極めて厳しい経営環境に置かれている。さらに、不安定な雇用事情と相まって危機的

な地域経済の疲弊が懸念される。 

 本市は、豊かな観光資源や文化、人材、自然環境に恵まれている。未来へと引き継

ぐまちづくりの資源は自らの手中にあることを自覚し、主体的に行動を起こす必要が

ある。 

 このことから、本市の全ての事業者・関係団体・関係機関・市民及び行政が一体と

なり、経済の地域内循環を基本とした産業振興を総合的かつ恒常的に推進し、本市の

健全な発展と市民福祉の向上に資するため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の産業振興に関する施策を総合的に推進し、事業者の自主

的な経営意欲を高めるとともに、その経営基盤の強化を図り、もって地域経済の健

全な発展及び市民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 事業者とは、市内において農林業、商工業その他の産業を営む全ての者をいう。 

⑵ 関係団体とは、農業協同組合、森林組合、商工会、観光協会、その他事業者で

組織する団体をいう。 

⑶ 関係機関とは、教育研究機関、金融機関等、事業者及び関係団体と連携して産

業振興を推進する機関をいう。 

（基本理念） 

第３条 地域産業の振興は、事業者の自主的な努力及び創意工夫を基本とし、本市の

地域特性に適した産業振興のための施策（以下「産業振興施策」という。）を事業

者、関係団体、関係機関、市民及び行政が一体となって推進するものとする。 

（基本的な施策） 

第４条 基本的な産業振興施策は、次に掲げるものとする。 



⑴ 事業者の経営基盤強化の支援及び経営の健全化に関すること。 

⑵ 事業者の受注機会の増大と事業者が扱う物品・役務等の市内消費の拡大に関す

ること。 

⑶ 市民及び商工業者の意見を十分に取り入れた商工業の活性化に資する事業の

展開に関すること。 

⑷ 農業生産の維持・振興及び生産品の有利販売の促進並びに新規参入農業者、認

定農業者、集落営農組織などの担い手の育成・支援に関すること。 

⑸ 森林資源の多面的な利用と活用を促進するための林業基盤整備、人材の育成・

確保に関すること。 

⑹ 土佐打刃物、フラフ等伝統的工芸品や伝統的地場産業の振興、後継者育成、技

術継承に関すること。 

⑺ 観光資源を活用し、本市の魅力を市内外に発信するなど、観光振興に関するこ

と。 

⑻ 地域経済の循環及び活性化に資するための企業誘致や産業創出の支援に関す

ること。 

⑼ 関係団体及び関係機関と事業者の連携による新商品の開発や販路の拡充に関

すること。 

（市の責務） 

第５条 市は、前条各号の施策を行うにあたり、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

⑴ 基本的な施策を推進するため、原則として前条の各号毎に具体的な施策を策定

し、実行すること。 

⑵ 国、県、関係機関と連携協力して施策を推進すること。 

⑶ 事業者の経営の安定化を図るため、関係団体及び金融機関と連携し効果的な補

助制度を構築すること。 

⑷ 事業者の取り扱う工事、物品、役務等の受注機会の拡大に努めること。 

⑸ 産業における資源の循環を地域内で行うよう奨励すること。 

⑹ 雇用機会の創出と市内消費人口を増加させるため、積極的な企業誘致活動や産

業創出の支援に努めること。 

（議会の責務） 

第６条 議会は、産業振興に向けて協力すること。 

２ 議会は、市の責務が果たされているか見守り、助言すること。 

３ 議員は、産業振興の必要性を理解し、積極的に提案、提言を行うこと。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、法令を遵守し、自主的な努力及び創意工夫により、経営基盤の強



化、人材の育成、雇用の確保並びに安全安心な生産や製品の供給及びサービスの提

供に努めること。 

２ 事業者は、市又は関係団体による産業振興に関する支援等を活用し、事業の活性

化に努めること。 

３ 事業者は、市及び関係団体が行う産業振興施策及び地域の活性化に資する事業に

積極的に参画すること。 

４ 事業者は、関係団体に加入するよう努めること。 

（関係団体の役割） 

第８条 関係団体は、この条例の目的達成のため、次に掲げる事項について、積極的

な取組みに努めること。 

⑴ 事業者の経営の健全化のため、指導支援を行うこと。 

⑵ 新たな技術や商品開発を事業者と協働して行うこと。 

⑶ 起業や新規事業への展開に対する支援を積極的に行うこと。 

⑷ 生産品の有利販売や、販路の拡大に努めること。 

⑸ 市内消費拡大のためのイベントを企画し開催すること。 

⑹ 労働者の福利厚生面の向上のための指導を行うこと。 

（市民の協力） 

第９条 市民は、産業振興が自らの生活をより豊かにし、地域の活性化はもとより、

地域の存続に寄与することを理解し、市内での消費や事業者からの役務の利用に心

掛け、その健全な発展に協力するよう努めること。 

（産業振興推進審議会の設置） 

第１０条 市長は、この条例に掲げる産業振興に関する基本的な施策について、重要

な事項を調査、審議するため、香美市産業振興推進審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 市長は、施策の効果を審議会に報告し、評価検証を行い改善に努めるとともに、

その内容を議会に報告するものとする。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

 

意見書案第１号 

 

環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意後の対応に対する 

意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

平成２８年３月１８日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

提出者 香美市議会議員  山 本 芳 男 

 

賛成者    〃     比与森 光 俊 

 

賛成者    〃     小 松 紀 夫 

 

 

環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意後の対応に対する意見書（案） 

 

平成２７年１０月５日、参加１２カ国による環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉

が大筋で合意に達しました。 

ＴＰＰ協定交渉については、本市の基幹産業である農林業に重大な影響を及ぼすこ

とが懸念され、農家や市民の不安が強いことから、本市議会においては、再三、衆参

両院の農林水産委員会の決議を遵守するよう強く政府に求めてきました。 

今般の合意内容においては、農林水産物の重要５項目への特別輸入枠の設定や、段



 

 

階的な関税削減・撤廃など、衆参農林水産委員会における国会決議からの逸脱が懸念

される合意内容となっており、農家・関係団体等を初め多くの市民から、ＴＰＰ協定

の合意が、農林水産業はもとより、関連産業へ甚大な影響を及ぼすのではないかとの

不安と懸念の声が高まっています。  

国におかれては、平成２７年１１月２５日に「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を決

定し、今後の対応方向を示してはいますが、ＴＰＰ協定の地方経済・社会に与える多

大な影響と地方の悲痛な声を十分に踏まえ、特に次の事項につき、誠実に対応するよ

う強く要望します。  

 

記 

 

１．合意内容の詳細について、政府の責任として、十分な情報提供と説明を行うとと

もに、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物の重要５項目の確保を最優先

とした衆参両院の農林水産委員会の決議の遵守など、合意内容が国益にかなった

ものとなっているかについて、国会において審議を十分に尽くすこと。 

２．生産現場の不安を払拭するため、ＴＰＰ対策の内容を丁寧に説明するとともに、

内容に基づく中長期的な対応方針を速やかに策定し、持続可能な農業の将来へと

つなぐ息の長い政策を具体化していくこと。  

３．政策の具体化に当たっては、小規模な家族経営農家が日本の農業を支えているこ

とを踏まえ、地域の実情に応じたきめ細やかな対応を可能とすること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 

 

平成２８年３月１８日 

 

 



 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 崎 正 昭 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

外 務 大 臣  岸 田 文 雄 殿 

農 林 水 産 大 臣  森 山   裕 殿 

経 済 産 業 大 臣  林   幹 雄 殿 

内 閣 官 房 長 官  菅   義 偉 殿 

内閣府特命担当大臣  石 原 伸 晃 殿 

（経済財政政策） 

 

 

高知県香美市議会議長  石 川 彰 宏 

 



 

 

意見書案第２号 

 

介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

平成２８年３月１８日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

提出者 香美市議会議員  依 光 美代子 

 

賛成者    〃     大 岸 眞 弓 

 

賛成者    〃     織 田 秀 幸 

 

 

介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見書（案） 

 

我が国では急速な高齢化の進行等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはますます拡大

し、介護関係業務に係る労働力の需要が増大する一方、生産年齢人口の減少や他分野

への人材流出等の中で、質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介

護人材の安定的確保と資質の向上が不可欠となっています。  

こうした中、介護福祉士を目指し介護福祉士養成施設に修学する者の修学資金にか

かわる経済的負担を軽減する「介護福祉士等修学資金貸付制度」は、介護福祉人材確

保に大きな役割を果たしています。  



 

 

また、求職者を対象として介護福祉士を養成する「離職者訓練制度」は受講生の社

会的経験が豊富で学習意欲も高く、訓練を受講した者の多くを介護福祉士として輩出

しています。  

本年２月、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会が取りまとめた報告書

では「２０２５年に向け、介護人材を量・質ともに安定的に確保するための道筋を示

すことが喫緊の課題」とするとともに、その後６月には国から２０２５年度の介護人

材の需給ギャップが３７.７万人にもなるとの推計が公表されました。 

よって、国におかれては、このような現状を踏まえ、次の事項について適切な措置

を講ずるよう強く要望します。 

 

記 

 

１．介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充・強化を図ること。  

２．介護福祉士養成に係る「離職者訓練制度」を継続して実施すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 

平成２８年３月１８日 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 崎 正 昭 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

財 務 大 臣  麻 生 太 郎 殿  

厚 生 労 働 大 臣  塩 崎 恭 久 殿 

 

 

高知県香美市議会議長  石 川 彰 宏 

 



意見書案第３号 

 

政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全面禁止を求める 

意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

平成２８年３月１８日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

提出者  香美市議会議員  大 岸 眞 弓 

 

賛成者     〃     山 﨑 龍太郎 

 

賛成者     〃     森 田 雄 介 

 

 

政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全面禁止を求める意見書（案） 

 

 前経済産業相が大臣室等での現金の授受を認め、大臣を辞任しましたが前大臣や、

その公設秘書らの行為は「あっせん利得処罰法」に違反する疑いがもたれています。

国会で徹底した審議を行い、疑惑の解明を行うと共に、今こそ、政治の腐敗につなが

る企業・団体献金の全面禁止を強く要望します。 

 また、安倍内閣は２０１４年５月に閣議決定した「国務大臣、副大臣および大臣政

務官規範」の中で「政治資金パーティーで国民の疑惑を招きかねないような大規模な

ものの開催は自粛する」と定めていますが、首相をはじめとする副大臣や、外務大臣

などの平成１３年、１４年の政治資金パーティー収入は１８７億円という巨額に上る

ことが明らかになっています。自らが閣議決定した自粛も守られておらず、国民の常

識とかけ離れたものになっています。 

 かつて、リクルート事件やゼネコン汚職など、企業と政治家をめぐる金権・腐敗事



件が相次いだとき、企業・団体献金をなくすという名目で１９９５年に政党助成金が

導入されました。しかし、企業・団体献金はいまだに全面禁止されるに至っていませ

ん。このような状況は、国民の政治不信を増幅し、政治をゆがめることにつながりま

す。 

 よって、政府におかれては政治資金パーティーを含む企業・団体献金を全面的に禁

止するよう強く要望します。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２８年３月１８日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 崎 正 昭 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

総 務 大 臣   高 市 早 苗 殿 

財 務 大 臣    麻 生 太 郎  殿 

 

 

高知県香美市議会議長  石 川 彰 宏 



意見書案第４号 

 

介護保険制度の改善を求める意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

平成２８年３月１８日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

提出者  香美市議会議員  大 岸 眞 弓 

 

賛成者     〃     濱 田 百合子 

 

賛成者     〃     山 崎 晃 子 

 

 

介護保険制度の改善を求める意見書（案） 

 

２０１４年６月に成立した「医療・介護総合法」により、要支援者の訪問・通所介

護を介護保険から除外する「新総合事業」への移行、介護報酬の基本単価の引き下げ、

補足給付の見直し、利用料２割負担の導入などが次々と実施されています。 

本市では高齢化率が３８％（平成２７年４月現在）と年々高くなると共に、低所得

の高齢者や独居高齢者も多く、介護体制の整備・充実は欠かせません。しかし、今回

の「医療・介護総合法」による、要支援者の除外や補足給付の見直しなどで、高齢者

やその家族には新たな負担増、また介護事業所においては職員確保や経営面で、非常

に厳しい運営を余儀なくされています。 

高齢期を迎えても、住み慣れた地域で安心して住み続けていくことは住民全体の願

いであり、地域の活力にも影響してきます。 

よって政府におかれては、介護保険制度を改善していただくよう下記の点を強く要

望します。 



記 

 

１．処遇改善加算は介護報酬への組み入れでなく、交付金とすること。また事務の簡

素化、加算の要件を撤廃すること。 

２．利用料２割負担、補足給付を元に戻すこと。 

３．要支援者を介護保険給付の対象にもどすこと。 

４．国庫負担を増額し、基本報酬単価の引き上げ、利用者の負担軽減をはかること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２８年３月１８日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 崎 正 昭 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

財 務 大 臣  麻 生 太 郎 殿 

厚 生 労 働 大 臣    塩 崎 恭 久 殿 

 

  高知県香美市議会議長  石 川 彰 宏 



意見書案第５号 

 

障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求める 

意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

平成２８年３月１８日提出 

 

 

香美市議会議長  石 川 彰 宏 殿 

 

 

提出者  香美市議会議員  森 田 雄 介 

 

賛成者     〃     小 松 紀 夫 

 

賛成者     〃     濱 田 百合子 

 

 

障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求める意見書（案） 

 

近年、障害者総合支援法で規定された介護保険優先原則がもたらす弊害が明らかに

なり、一部の自治体では審査請求や訴訟にまで発展しました。そこで、厚生労働省は、

２０１４年に２つの制度の適評関係について自治体運用に関する調査を行い、２０１

５年にはその調査結果を踏まえて、障がい者の個々の実態に則したものにするよう「事

務連絡」を発しました。また、２０１０年１月には、国と障害者自立支援法違憲訴訟

の原告団・弁護団との間で「介護保険優先原則を廃止し、障がいの特性を配慮した選

択制等の導入をはかること」との「基本合意」が締結されていますが、現実には、障

がい者の特性に配慮された状況にはなっていません。 

よって国におかれては、障がい者が６５歳になっても６４歳までと同じように安心

して生活できるよう、障害者総合支援法における介護保険優先原則を廃止するよう強

く要望します。 



 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２８年３月１８日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 崎 正 昭 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

財 務 大 臣  麻 生 太 郎 殿 

厚 生 労 働 大 臣  塩 崎 恭 久 殿 

 

 

高知県香美市議会議長  石 川 彰 宏 



　１．議　案　関　係

事 件 の

番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果

議　決

年月日

  承認

  第 １ 号

専決処分事項の承認を求めることについて

香美市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制

定について

原案承認 28. 3.18

  議案

  第 １ 号

平成２８年度香美市一般会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ２ 号

平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ３ 号

平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ４ 号

平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ５ 号

平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ６ 号

平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ７ 号

平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ８ 号

平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

予算

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 ９ 号

平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 10 号

平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 11 号

平成２８年度香美市水道事業会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 12 号

平成２８年度香美市工業用水道事業会計予算 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 13 号

平成２７年度香美市一般会計補正予算（第７号） 原案可決 28. 3. 2

  議案

  第 14 号

平成２７年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 15 号

平成２７年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第３号）

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 16 号

平成２７年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 17 号

香美市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 28. 3.18

平成28年3月香美市議会定例会議決一覧表



事 件 の

番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果

議　決

年月日

  議案

  第 18 号

香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 19 号

香美市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定につい

て

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 20 号

香美市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 21 号

香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 22 号

香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 23 号

香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

原案可決 28. 3. 2

  議案

  第 24 号

香美市税条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 25 号

香美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 撤　回 28. 3. 2

  議案

  第 26 号

香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 27 号

香美市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 28 号

香美市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 29 号

香美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

原案可決 28. 3. 2

  議案

  第 30 号

香美市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 31 号

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 32 号

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 33 号

香美市行政不服審査会条例の制定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 34 号

香美市職員の退職管理に関する条例の制定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 35 号

開発センター物部の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の

制定について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 36 号

市有財産の無償貸付けについて 原案可決 28. 3.18



事 件 の

番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果

議　決

年月日

  議案

  第 37 号

香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 38 号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 39 号

香美市過疎地域自立促進計画の策定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 40 号

市道の路線の認定について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 41 号

市道の路線の廃止について 原案可決 28. 3.18

  議案

  第 42 号

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び高知県市町村総合事務組合規約の変更について

原案可決 28. 3.18

  議案

  第 43 号

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び高知県市町村総合事務組合規約の変更に伴う財産処分について

原案可決 28. 3.18

  同意

  第 １ 号

教育委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ２ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ３ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ４ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ５ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ６ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ７ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ８ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 ９ 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 10 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 11 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 12 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 13 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2



事 件 の

番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果

議　決

年月日

  同意

  第 14 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 15 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 16 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 17 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 18 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 19 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  同意

  第 20 号

農業委員会委員の任命について 原案同意 28. 3. 2

  発議

  第 １ 号

香美市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 28. 3. 2

  発議

  第 ２ 号

香美市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について 原案可決 28. 3. 2

  発議

  第 ３ 号

香美市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 28. 3.18

  発議

  第 ４ 号

香美市産業振興条例の制定について 原案可決 28. 3.18

  意見書案

  第 １ 号

環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意後の対応に対す

る意見書の提出について

原案可決 28. 3.18

  意見書案

  第 ２ 号

介護福祉士養成施策の充実・強化を求める意見書の提出について 原案可決 28. 3.18

  意見書案

  第 ３ 号

政治資金パーティーを含む企業・団体献金の全面禁止を求める意

見書の提出について

原案否決 28. 3.18

  意見書案

  第 ４ 号

介護保険制度の改善を求める意見書の提出について 原案否決 28. 3.18

  意見書案

  第 ５ 号

障害者総合支援法における介護保険優先原則の廃止を求める意見

書の提出について

原案否決 28. 3.18

　２．請　願　関　係

事 件 の

番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果

議　決

年月日

  請願

  第 １ 号

香美市に小児科（小児アレルギー対応等を含む）を誘致していた

だくこと

原案採択 28. 3. 2


